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は
じ
め
に

前
近
代
中
国
の
古
典
的
な
成
文
法
の
体
系
は
、
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
っ
て
、
基
本
法
典
、
副
次
法
典
、
単
行
指
令
の
三
階
層
を
も
つ

も
の
と
さ
れ
る
。
基
本
法
典
は
基
本
的
な
法
的
価
値
を
も
つ
条
項
か
ら
な
る
。
単
行
指
令
の
集
積
か
ら
将
来
に
わ
た
る
法
的
価
値
を

も
つ
要
素
を
抽
出
し
た
副
次
法
典
は
、
基
本
法
典
を
修
改
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
力
に
お
い
て
基
本
法
典
に
優
越
す
る
。
基
本

法
典
と
副
次
法
典
の
関
係
は
、
上
位
法
と
下
位
法
の
関
係
で
は
な
く
、
一
般
法
と
特
別
法
、
あ
る
い
は
前
法
と
後
法
の
関
係
に
な
ぞ

ら
え
ら
れ
る
。
社
会
の
現
実
に
対
応
す
る
た
め
に
随
時
、
制
勅
と
し
て
皇
帝
か
ら
発
せ
ら
れ
る
単
行
指
令
は
、
基
本
法
典
・
副
次
法

典
を
修
改
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
力
に
お
い
て
基
本
法
典
・
副
次
法
典
に
優
越
す
る
。
こ
の
三
階
層
を
十
全
に
備
え
て
い
た
の

が
、
律
令
格
式
と
い
う
四
部
か
ら
な
る
法
典
の
体
系
を
も
つ
唐
代
前
半
の
法
体
系
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
律
は
規
範
と
罰
則
の
双
方

を
も
つ
刑
罰
法
の
領
域
に
お
け
る
基
本
法
典
で
あ
り
、
こ
の
法
領
域
に
お
い
て
副
次
法
典
の
役
割
を
果
た
し
た
の
が
格
の
関
連
部
分

で
あ
る
。
令
は
罰
則
を
律
に
委
ね
て
規
範
の
み
を
も
つ
非
刑
罰
法
の
領
域
に
お
け
る
基
本
法
典
で
あ
り
、
こ
の
法
領
域
に
お
い
て
は

格
の
関
連
部
分
が
副
次
法
典
の
役
割
を
果
た
し
、
式
が
細
則
法
典
の
位
置
を
占
め
る
。

(

�)

唐
代
最
後
の
律
令
格
式
で
あ
る
開
元
二
五
年

(

七
三
七)

律
令
格
式
か
ら
、
宋
末
ま
で
の
主
要
な
海
行
法
典
類
を
﹇
表
１
﹈
に
示

す
。「
海
行
法
」
と
は
、
宋
代
に
お
い
て
「
一
般
人
、
一
般
的
な
事
項
、
一
般
的
な
時
間
、
一
般
的
な
空
間
に
適
用
さ
れ
る
一
般

法
」

(

�)

を
意
味
し
、
特
定
官
庁
や
特
定
地
域
に
限
定
し
て
適
用
さ
れ
る
、
一
司
一
路
一
州
一
県
勅
あ
る
い
は
一
司
勅
と
総
称
さ
れ
る
特
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第
四
節
『
宋
刑
統
』
を
介
す
る
対
応

お
わ
り
に



別
法
と
対
称
さ
れ
る
。

(

�)

開
元
二
五
年
で
固
定
さ
れ
た
律
令
格
式
を
全
体
と
し
て
修
改
す
る
再
副
次
法
典
と
し
て
、
唐
代
後
半
に
は
格

後
勅
が
つ
く
ら
れ
、
編
勅
と
名
を
変
え
て
五
代
か
ら
宋
代
へ
と
継
承
さ
れ
る
。
律
は
、
公
権
的
注
釈
の
律
疏
な
ら
び
に
関
連
す
る
令

格
式
と
制
勅
を
律
条
の
間
に
は
さ
み
こ
ん
だ
刑
律
統
類
、
そ
し
て
刑
統
へ
と
変
容
す
る
。
後
周
顕
徳
五
年

(

九
五
八)

の

『

大
周
刑

統』

を
も
っ
て
格
は
廃
止
さ
れ
、
宋
代
の
法
典
の
体
系
は
刑
統
・
令
・
編
勅
・
式
か
ら
出
発
す
る
。
刑
罰
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、

刑
統
が
基
本
法
典
、
編
勅
の
関
連
部
分
が
副
次
法
典
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
建
隆
四
年

(

九
六
三)

の

『

重
詳
定
刑
統』

す
な
わ

ち

『

宋
刑
統』

は
実
質
的
に
開
元
二
五
年
律
で
あ
る
。
編
纂
を
重
ね
る
た
び
に
増
大
す
る
編
勅
は
、
元
豊
七
年

(

一
〇
八
四)

の

『

元
豊
勅
令
格
式』

に
よ
っ
て
勅
令
格
式
と
い
う
四
部
か
ら
な
る
法
典
の
体
系
へ
と
整
理
さ
れ
る
。
勅
は
唐
律
と
同
じ
条
文
形
式
の

規
定
、
令
は
唐
令
と
同
じ
条
文
形
式
の
規
定
を
も
つ
が
、
格
は
別
表
的
規
定
、
式
は
書
式
的
規
定
か
ら
な
る
。
こ
の
な
か
で
刑
罰
法

の
領
域
に
属
す
る
も
の
は
勅
で
あ
り
、
元
豊
以
後
の
法
典
の
体
系
に
お
い
て
は
、
律
が
刑
罰
法
の
領
域
に
お
け
る
基
本
法
典
、
勅
が

刑
罰
法
の
領
域
に
お
け
る
副
次
法
典
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

旧
稿
に
お
い
て
は
、
唐
令
・
天
聖
令
と
慶
元
令
格
式
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
、
元
豊
以
後
の
非
刑
罰
法
の
領
域
で
は
基
本
法
典
・

副
次
法
典
・
細
則
法
典
と
い
う
階
層
が
融
解
し
、
規
定
形
式
に
よ
っ
て
令
格
式
に
区
分
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。

(

�)

し
か
し
、
基
本
法
典
・
副
次
法
典
の
階
層
が
存
置
さ
れ
た
刑
罰
法
の
領
域
に
お
け
る
律
と
勅
の
関
係
の
解
明
は
不
充
分
で
あ
っ

た
。

(

�)

本
稿
は
、
唐
律
と
慶
元
勅
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
、
こ
の
課
題
の
解
決
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
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［表１］ 唐開元25年～宋末の主要海行法典類

王朝 年代 (西暦) 名称

唐 開元25年 (737) 開元25年律・律疏・令・格・式・格式律令事類

元和13年 (818) 元和格後勅

大和７年 (833) 大和格後勅

開成４年 (839) 開成詳定格

大中５年 (851) 大中刑法総要格後勅

大中７年 (853) 大中刑律統類

後梁 開平４年 (910) 大梁新定格式律令

後唐 同光３年 (925) 同光刑律統類

清泰２年 (935) 清泰編勅

後晋 天福４年 (939) 天福編勅

後周 広順元年 (951) 大周続編勅

顕徳５年 (958) 大周刑統

北宋 建隆４年 (963) 重詳定刑統・新編勅

太平興国３年 (978) 太平興国編勅

淳化５年 (994) 淳化編勅

咸平元年 (998) 咸平編勅・儀制勅・赦書徳音

大中祥符９年 (1016) 大中祥符編勅・儀制勅・赦書徳音

天聖10年 (1032) 天聖編勅・赦書徳音・天聖令・附令勅

慶暦８年 (1048) 慶暦編勅・続附令勅・赦書徳音

嘉祐７年 (1062) 嘉祐編勅・続附令勅・赦書徳音

煕寧６年 (1073) 煕寧編勅・赦書徳音・附令勅・申明勅

元豊７年 (1084) 元豊勅令格式・赦書徳音・申明刑統

元祐２年 (1087) 元祐勅令式・申明刑統・餘条準此例・赦書徳音

元符２年 (1099) 元符勅令格式・申明刑統

政和３年 (1113) 政和勅令格式

南宋 紹興２年 (1132) 紹興勅令格式・申明刑統・随勅申明・赦書徳音

乾道６年 (1170) 乾道勅令格式・存留照用指揮

淳煕４年 (1177) 淳煕勅令格式・随勅申明

淳煕７年 (1180) 淳煕条法事類

慶元４年 (1198) 慶元勅令格式・随勅申明

嘉泰３年 (1203) 慶元条法事類

淳祐２年 (1242) 淳祐勅令格式

淳祐11年 (1251) 淳祐条法事類



第
一
章

律
と
勅
の
関
係

第
一
節

律
勅
兼
行

元
豊
以
後
の
勅
令
格
式
の
定
義
は
、
元
豊
二
年

(

一
〇
七
九)

の
安
�
ら
に
よ
る

『

諸
司
勅
式』

の
上
呈
に
際
し
て
神
宗
が
賜
っ

た
説
諭
に
示
さ
れ
る
。
そ
の
説
諭
を
含
む
史
料
に
は
、『

宋
会
要
輯
稿』

一
六
四
冊
、
刑
法
一
之
一
二
、
元
豊
二
年
六
月
二
四
日

左
諫
議
大
夫
安
�
等
、
諸
司
勅
式
を
上
つ
る
。
上
、
�
等
に
諭
し
て
曰
く
「
此
を
設
け
て
彼
の
至
る
を
逆
ふ
、
格
と
曰
ふ
。
此

を
設
け
て
彼
を
し
て
之
に
效
は
し
む
、
式
と
曰
ふ
。
其
れ
を
未
然
に
禁
ず
、
之
れ
令
と
謂
ふ
。
其
れ
を
已
然
に
治
む
、
之
れ
勅

と
謂
ふ
。
書
を
修
む
る
者
は
要
当
に
此
を
知
る
べ
し
。
典
あ
り
則
あ
り
、
厥
れ
を
子
孫
に
貽
す
。
今
の
格
式
令
勅
は
、
即
ち
典

則
な
り
。
若
し
其
の
書
全
具
し
、
政
府
之
を
総
べ
、
有
司
之
を
守
ら
ば
、
斯
れ
事
な
か
ら
ん
」
と
。

『

宋
史』

巻
一
九
九
、
志
一
五
二
、
刑
法
志
一

〔
神
宗
〕
又
た
曰
く
「
已
然
に
禁
ず
、
之
れ
勅
と
謂
ふ
。
未
然
に
禁
ず
、
之
れ
令
と
謂
ふ
。
此
を
設
け
て
以
て
彼
を
待
つ
、
之

れ
格
と
謂
ふ
。
彼
を
し
て
之
に
效
は
し
む
、
之
れ
式
と
謂
ふ
。
書
を
修
む
る
者
は
要
当
に
此
を
識
る
べ
し
」
と
。
是
に
於
い
て

凡
そ
笞
杖
徒
流
死
に
入
り
、
名
例
よ
り
以
下
、
断
獄
に
至
る
ま
で
、
十
有
二
門
、
刑
名
の
軽
重
に
麗
く
る
者
は
、
皆
な
勅
と
為

す
。
品
官
よ
り
以
下
、
断
獄
に
至
る
ま
で
、
三
十
五
門
、
約
束
禁
止
せ
る
者
は
、
皆
な
令
と
為
す
。
命
官
の
等
十
有
七
、
吏
・

庶
人
の
賞
の
等
七
十
有
七
、
又
た
倍
・
全
・
分
・
釐
の
級
凡
そ
五
等
あ
り
、
等
級
高
下
あ
る
者
は
、
皆
な
格
と
為
す
。
表
奏
・

帳
籍
・
関
牒
・
符
檄
の
類
凡
そ
五
巻
、
体
制
模
楷
あ
る
者
は
、
皆
な
式
と
為
す
。
『

朱
子
語
類』

巻
一
二
八
、
本
朝
二
、
法
制
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元
豊
中
、
執
政
安
�
等
、
定
む
る
所
の
勅
令
を
上
つ
る
。
上
、
�
に
喩
へ
て
曰
く
「
此
を
設
け
て
彼
の
至
る
を
逆
ふ
、
之
を
格

と
謂
ふ
。
此
を
設
け
て
彼
を
し
て
之
に
效
は
し
む
、
之
を
式
と
謂
ふ
。
未
然
に
禁
ず
、
之
を
令
と
謂
ふ
。
其
れ
を
已
然
に
治
む
、

之
を
勅
と
謂
ふ
。
書
を
修
む
る
者
は
要
当
に
此
の
如
く
す
べ
し
。
若
し
其
の
書
完
具
し
、
政
府
之
を
総
べ
、
有
司
之
を
守
ら
ば
、

斯
れ
事
な
か
ら
ん
」
と
。
…
…
格
は
、
五
服
の
制
度
の
、
某
親
は
某
服
に
当
て
、
某
服
は
某
時
に
当
つ
る
は
、
各
�
限
極
あ
る

が
如
し
。
所
謂
る
此
を
設
け
て
彼
の
至
る
を
逆
ふ
の
謂
ひ
な
り
。
式
は
、
磨
勘
転
官
し
、
恩
沢
封
贈
を
求
む
る
の
類
は
、
只
だ

箇
の
様
子
に
依
り
て
写
去
す
る
の
如
し
。
所
謂
る
此
を
設
け
て
彼
を
し
て
之
に
效
は
し
む
の
謂
ひ
な
り
。
令
は
、
則
ち
条
令
禁

制
、
其
の
事
為
す
を
得
ず
、
某
事
に
違
ふ
者
は
罰
あ
る
の
類
、
所
謂
る
未
然
に
禁
ず
る
者
な
り
。
勅
は
、
則
ち
是
れ
已
に
此
の

事
を
結
り
、
条
に
依
り
て
断
遣
す
る
の
類
、
所
謂
る
其
れ
を
已
然
に
治
む
る
者
な
り
。
格
令
式
、
前
に
在
り
、
勅
、
後
に
在
れ

ば
、
則
ち
之
を
教
へ
て
改
め
ず
し
て
、
後
に
之
を
誅
す
底
の
意
思
あ
り
。
今
は
但
だ
勅
の
字
を
尊
ば
ん
と
欲
し
て
、
勅
を
以
て

前
に
居
り
、
令
格
式
は
後
に
在
れ
ば
、
則
ち
教
へ
ず
し
て
殺
す
者
と
何
ぞ
異
ら
ん
。
殊
に
当
時
の
本
指
に
非
ず
。
…
…
律
は
是

れ
刑
統
、
此
の
書
甚
だ
好
し
。
疑
ふ
ら
く
は
是
れ
歴
代
の
伝
襲
し
て
下
り
来
る
あ
る
所
な
り
。
周
の
世
宗
に
至
り
、
竇
儀
に
命

じ
て
注
解
過
し
、
名
づ
け
て
刑
統
と
曰
ふ
。
即
ち
律
な
り
。
今
世
、
却
て
律
を
用
ゐ
ず
、
只
だ
勅
令
を
用
う
。
大
概
勅
令
の
法

は
、
皆
な
刑
統
よ
り
重
し
。
刑
統
は
古
法
と
相
ひ
近
し
。
故
に
八
分
の
書
と
曰
ふ
。
…
…
某
事
は
合
当
に
如
何
に
す
べ
き
、
這

れ
之
を
令
と
謂
ふ
。
某
功
は
幾
等
の
賞
を
得
、
某
罪
は
幾
等
の
罰
を
得
る
か
の
如
き
、
這
れ
之
を
格
と
謂
ふ
。
凡
そ
事
に
箇
の

様
子
あ
り
、
今
の
家
保
状
式
の
類
の
如
き
、
這
れ
之
を
式
と
謂
ふ
。
某
事
は
当
に
如
何
に
断
ず
べ
き
、
某
事
は
当
に
如
何
に
行

ふ
べ
き
、
這
れ
之
を
勅
と
謂
ふ
。
今
人
、
呼
び
て
勅
令
格
式
と
為
す
も
、
某
の
看
に
拠
る
に
、
合
に
呼
び
て
令
格
式
勅
と
為
す

べ
し
。
勅
は
是
れ
令
格
式
の
行
処
せ
ざ
る
所
、
故
に
之
を
断
ず
る
に
勅
を
以
て
す
。
…
…
本
よ
り
合
に
是
れ
令
を
先
に
し
て
勅
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を
後
に
す
べ
き
は
、
先
に
教
へ
て
後
に
行
ふ
の
意
な
り
。
荊
公
、
事
を
用
ゐ
て
よ
り
以
来
、
方
て
定
め
て
勅
令
格
式
の
序
と
為

す
。

な
ど
が
あ
る
。

(

�)

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
勅
は
「
已
然
に
治
む
」｢

已
然
に
禁
ず
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
刑
名
の
軽
重
に
麗
く
る
者
」

｢

已
に
此
の
事
を
結
り
、
条
に
依
り
て
断
遣
す
る
の
類
」｢

某
事
は
当
に
如
何
に
断
ず
べ
き
、
某
事
は
当
に
如
何
に
行
ふ
べ
き
」
を
示

す
法
典
で
あ
る
。
神
宗
の
説
諭
の
原
型
と
思
わ
れ
る

『

続
資
治
通
鑑
長
編』

巻
二
六
九
、
神
宗
、
煕
寧
八
年

(

一
〇
七
五)

一
〇
月

辛
亥

(

二
三
日)

編
修
内
諸
司
勅
式
向
宗
儒
言
へ
ら
く
「
徳
音
を
面
奉
す
る
に
、
修
む
る
所
の
文
字
の
賞
格
・
刑
名
に
干
す
る
は
勅
と
為
し
、
指

揮
約
束
は
令
と
為
し
、
人
物
の
名
数
、
行
遣
の
期
限
の
類
は
式
と
為
す
。
今
、
具
さ
に
草
し
て
勅
令
式
、
各
�
一
事
を
編
成
す
」

と
。
詔
し
て
沈
括
を
し
て
編
修
内
諸
司
式
を
兼
ね
し
め
、
仍
ほ
詳
定
一
司
勅
を
罷
む
。

の
向
宗
儒
の
言
で
は
勅
は
「
賞
格
・
刑
名
に
干
す
る
」
と
さ
れ
、『

元
祐
勅
令
式』

の
編
纂
記
事
で
あ
る

『

続
資
治
通
鑑
長
編』

巻

四
〇
七
、
哲
宗
、
元
祐
二
年

(

一
〇
八
七)

一
二
月
壬
寅

(

二
四
日)

詔
し
て
元
祐
詳
定
編
勅
令
式
を
頒
た
し
む
。
是
よ
り
先
、
蘇
頌
等
、
詔
を
奉
じ
て
詳
定
し
、
既
に
書
を
成
し
、
之
を
表
上
し
て

曰
く
「
…
…
又
た
按
ず
る
に
、
煕
寧
以
前
の
編
勅
は
、
各
�
門
目
を
分
か
ち
、
類
を
以
て
相
ひ
従
ひ
、
約
束
賞
刑
、
本
条
に
具

載
す
れ
ば
、
是
を
以
て
官
司
は
検
閲
に
便
た
り
。
元
豊
勅
は
則
ち
各
�
其
の
罪
に
随
ひ
、
諸
篇
に
釐
入
し
、
約
束
を
以
て
令
と

為
し
、
刑
名
は
勅
と
為
し
、
酬
賞
は
格
と
為
し
、
更
に
門
を
分
か
た
ず
。
故
に
検
用
の
際
、
多
く
漏
落
を
致
す
。
今
則
ち
並
び

に
煕
寧
以
前
の
体
例
に
依
り
て
刪
修
し
、
更
に
別
に
賞
格
を
立
て
ず
。
…
…
凡
そ
刪
修
し
て
勅
二
千
四
百
四
十
条
を
成
す
。
共

せ
て
一
十
二
巻
、
内
、
名
件
の
多
き
こ
と
あ
る
者
は
、
分
か
ち
て
上
下
と
為
し
、
一
十
七
巻
を
計
ふ
。
目
録
は
三
巻
。
令
は
一
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千
二
十
条
、
共
せ
て
二
十
五
巻
。
式
は
一
百
二
十
七
条
、
共
せ
て
六
巻
。
令
式
の
目
録
は
二
巻
。
申

(

�)

明
は
一
巻
。
餘
条
準
比
例

は
一
巻
。
元
豊
七
年
〔
一
〇
八
四
〕
以
後
赦
書
徳
音
は
一
巻
。
一
に
総
じ
て
五
十
六
巻
、
合
せ
て
一
部
と
為
す
」
と
。
是
に
於

い
て
雕
印
し
て
行
下
す
。

の
蘇
頌
ら
に
よ
る
上
表
文
で
は
「
刑
名
は
勅
と
為
し
」
と
さ
れ
る
。
勅
が
賞
格
を
含
む
と
す
る
向
宗
儒
の
言
は
疑
念
を
残
す
が
、
史

料
は
お
お
む
ね
、
遵
守
す
べ
き
規
範
に
違
反
す
る
行
為
へ
の
罰
則
を
主
体
と
す
る
法
典
が
勅
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
勅
の
定
義
は
、『

唐
六
典』

巻
六
、
尚
書
刑
部
、
刑
部
尚
書

凡
そ
文
法
の
名
に
四
あ
り
。
一
に
曰
く
律
。
二
に
曰
く
令
。
三
に
曰
く
格
。
四
に
曰
く
式
。
…
…
凡
そ
律
は
以
て
刑
を
正
し
て

罪
を
定
む
。
令
は
以
て
範
を
設
け
て
制
を
立
つ
。
格
は
以
て
違
を
禁
じ
て
邪
を
正
す
。
式
は
以
て
物
を
軌
し
て
事
を
程
す
。

お
よ
び

『

新
唐
書』

巻
五
六
、
志
四
六
、
刑
法
志

唐
の
刑
書
に
四
あ
り
。
曰
く
、
律
令
格
式
。
令
な
る
者
は
、
尊
卑
貴
賤
の
等
数
、
国
家
の
制
度
な
り
。
格
な
る
者
は
、
百
官
有

司
の
常
に
行
ふ
所
の
事
な
り
。
式
な
る
者
は
、
其
の
常
に
守
る
所
の
法
な
り
。
凡
そ
邦
国
の
政
、
必
ず
此
の
三
者
に
従
事
す
。

其
の
違
ふ
所
あ
り
、
及
び
人
の
悪
を
為
し
て
罪
戻
に
入
る
者
は
、
一
に
断
ず
る
に
律
を
以
て
す
。

の
「
律
は
以
て
刑
を
正
し
て
罪
を
定
む
」｢

其
の
違
ふ
所
あ
り
、
及
び
人
の
悪
を
為
し
て
罪
戻
に
入
る
者
は
、
一
に
断
ず
る
に
律
を

以
て
す
」
と
い
う
律
の
定
義
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
か
ら
、
勅
は
律
と
性
格
を
ほ
ぼ
同
一
に
す
る
法
典
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

我
が
国
に
お
け
る
勅
の
性
格
に
関
す
る
主
要
な
見
解
に
は
、
浅
井
虎
夫
氏
の
「
勅
ハ
律
ニ
相
当
ス
唐
ハ
律
令
格
式
ト
曰
ヒ
宋
ハ
勅

令
格
式
ト
曰
ヘ
ル
ニ
テ
察
ス
ヘ
シ
即
刑
法
典
ナ
リ｣

(

�)

、
牧
野
巽
氏
の
「
勅
は
唐
の
律
の
よ
う
に
、
す
で
に
罪
を
犯
し
た
者
を
治
す
る

刑
法
で
あ
っ
た｣

(

�)

、
仁
井
田
陞
氏
の
「
勅
は
犯
し
た
も
の
を
罰
す
る
法｣

(

�)

、
曾
我
部
静
雄
氏
の
「
勅
と
は
已
に
行
っ
た
こ
と
が
禁
令
に
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違
反
し
て
お
れ
ば
罰
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
法
典
で
あ
り
、
…
…
勅
は
刑
法
で
あ
っ
て
律
に
当
た

(

�)[

る]｣

、
滋
賀
秀
三
氏
の

「
勅
は
刑
罰
法
規
の
集
成
、
つ
ま
り
は
刑
法
典
で
あ
る
」

(

�)

な
ど
が
あ
る
。
律
の
性
格
に
関
す
る
主
要
な
見
解
に
は
、
伊
藤
東
涯
の

「
律
と
云
は
、
天
下
の
人
罪
あ
る
と
き
、
か
く
の
ご
と
き
罪
は
流
罪
に
処
し
、
か
く
の
ご
と
き
と
き
は
徒
罪
に
す
る
と
云
の
差
を
あ

ら
は
し
た
る
も
の
な
り｣

(

�)

、
浅
井
虎
夫
氏
の
「
律
ハ
犯
罪
者
ニ
科
ス
ヘ
キ
刑
罰
ヲ
規
定
シ
タ
ル
法
典｣

(

�)

、
仁
井
田
陞
氏
の
「
律
は
一
般

に
刑
罰
的
制
裁
的
法
律
」

(

�)
｢

隋
唐
で
は
律
は
刑
罰
法
典
」

(

�)
｢

律
は
禁
止
法
」

(

�)
｢

律
は
犯
人
懲
戒
法｣

(

	)

、
曾
我
部
静
雄
氏
の
「
律
は
刑
罰
を

専
ら
規
定
し
て
い
る
刑
法
典
」

(


)
｢

律
は
制
度
に
違
反
し
た
り
罪
悪
を
犯
す
も
の
を
罰
す
る
定
め｣

(

�)

、
八
重
津
洋
平
氏
の
「
律
は
犯
罪
と

刑
罰
を
定
め
る
刑
法
典｣

(

�)
、
滋
賀
秀
三
氏
の
「
律
は
刑
法
典
」

(

)

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
を
み
て
も
、
勅
は
律
と
性
格
を
ほ
ぼ

同
一
に
す
る
刑
罰
法
典
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

刑
罰
法
典
と
し
て
ほ
ぼ
同
じ
性
格
を
有
す
る
律
と
勅
が
同
時
期
に
併
存
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
以
勅
代
律
」
説
と
「
律
勅
兼
行
」
説
の
両
説
が
対
立
す
る
。
勅
を
以
て
律
に
代
え
た
と
す
る
「
以
勅
代

律
」
説
に
よ
れ
ば
、
勅
に
代
替
さ
れ
た
律
は
効
力
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
律
と
勅
は
兼
行
さ
れ
た
と
す
る
「
律

勅
兼
行
」
説
に
よ
れ
ば
、
律
は
勅
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
勅
と
と
と
も
に
効
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
江
必

新
・
莫
家
斉
両
氏
の
検
証
に
よ
っ
て
「
以
勅
代
律
」
説
は
す
で
に
否
定
さ
れ
て
お
り
、

(

�)

旧
稿
に
お
い
て
「
律
勅
兼
行
」
説
の
正
当
性

を
論
じ
た
の

(

�)

で
、
本
稿
で
は
畳
説
を
控
え
る
。
た
だ
、『

宋
史』
巻
一
九
九
、
志
一
五
二
、
刑
法
志
一

神
宗
以
へ
ら
く
「
律
は
以
て
事
情
を
周
く
す
る
に
足
ら
ず
、
凡
そ
律
の
載
せ
ざ
る
所
の
者
は
、
一
に
断
ず
る
に
勅
を
以
て
す
。

乃
ち
其
の
目
を
更
め
て
勅
令
格
式
と
曰
ひ
て
、
律
は
恒
に
勅
の
外
に
存
す
」
と
。
『

宋
史』

巻
一
六
三
、
志
一
一
六
、
職
官
志
三
、
刑
部
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凡
そ
獄
を
断
ず
る
は
律
に
本
づ
き
、
律
の
該
せ
ざ
る
所
は
、
勅
令
格
式
を
以
て
之
を
定
む
。
凡
そ
律
の
名
は
十
有
二
。
曰
く
名

例
、
曰
く
禁
衛
、
曰
く
職
制
、
曰
く
戸
婚
、
曰
く
廏
庫
、
曰
く
擅
興
、
曰
く
盗
賊
、
曰
く
闘
訟
、
曰
く
詐
偽
、
曰
く
雑
律
、
曰

く
捕
亡
、
曰
く
断
獄
。
未
然
に
禁
ず
、
之
れ
令
と
謂
ふ
。
已
然
に
施
す
、
之
れ
勅
と
謂
ふ
。
此
を
設
け
て
彼
を
し
て
之
に
至
ら

し
む
、
之
れ
格
と
謂
ふ
。
此
を
設
け
て
彼
を
し
て
之
に
效
は
し
む
、
之
れ
式
と
謂
ふ
。
其
れ
一
司
一
路
、
海
行
の
該
せ
ざ
る
所

の
者
は
、
折
し
て
専
法
と
為
す
。

な
ら
び
に

『

宋
会
要
輯
稿』

一
六
四
冊
、
刑
法
一
之
三
七
、
紹
興
六
年

(

一
一
三
六)

八
月
一
八
日

刑
部
員
外
郎
周
三
畏
言
へ
ら
く
「
国
家
、
昨
に
承
平
日
�
に
久
し
き
を
以
て
、
事
に
因
り
て
増
剏
し
、
遂
に
一
司
一
路
一
州
一

県
、
海
行
の
勅
令
格
式
あ
り
て
、
律
法
刑
統
と
兼
ね
行
へ
り
。
已
に
是
れ
詳
尽
た
る
も
、
又
た
或
は
法
の
載
せ
ざ
る
所
は
、
則

ち
律
に
挙
明
議
罪
の
文
あ
り
て
、
勅
に
比
附
定
刑
の
制
あ
り
。
繊
悉
備
さ
に
具
は
る
と
謂
ふ
べ
し
。
乞
ふ
ら
く
は
、
今
よ
り
、

朝
廷
の
事
に
因
り
て
修
立
せ
る
一
時
の
指
揮
を
除
く
の
外
、
自
餘
の
一
切
は
悉
く
見
行
の
成
憲
に
遵
は
ん
こ
と
を
」
と
。
之
に

従
ふ
。

の
「
律
の
載
せ
ざ
る
所
の
者
は
、
一
に
断
ず
る
に
勅
を
以
て
す
」｢

律
は
恒
に
勅
の
外
に
存
す
」｢

獄
を
断
ず
る
は
律
に
本
づ
き
、
律

の
該
せ
ざ
る
所
は
、
勅
令
格
式
を
以
て
之
を
定
む
」｢

勅
令
格
式
あ
り
て
、
律
法
刑
統
と
兼
ね
行
へ
り
」
な
ど
の
文
言
が
、「
律
勅
兼

行
」
説
を
明
確
に
根
拠
づ
け
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

以
勅
補
律

律
と
勅
が
と
も
に
効
力
を
有
し
て
い
た
と
す
る
「
律
勅
兼
行
」
説
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
「
以
律
補
勅
」
説
と
「
以
勅
補
律
」
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説
の
両
説
が
対
立
す
る
。
律
を
以
て
勅
を
補
う
と
す
る
「
以
律
補
勅
」
説
に
よ
れ
ば
、
律
条
は
勅
条
の
不
備
を
補
充
修
正
す
る
存
在

で
あ
り
、
勅
が
基
本
法
典
、
律
が
副
次
法
典
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
律
条
と
勅
条
が
牴
触
す
る
場
合
に
は
律
条
の
効
力
が
優
越
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
勅
を
以
て
律
を
補
う
と
す
る
「
以
勅
補
律
」
説
に
よ
れ
ば
、
勅
条
が
律
条
の
不
備
を
補
充
修
正
す
る

存
在
で
あ
り
、
律
が
基
本
法
典
、
勅
が
副
次
法
典
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
律
条
と
勅
条
が
牴
触
す
る
場
合
に
は
勅
条
の
効
力
が
優
越
す

る
こ
と
に
な
る
。
旧
稿
に
お
い
て
「
以
勅
補
律
」
説
の
正
当
性
を
論
じ
た
の

(

�)

で
、
本
稿
で
は
我
が
国
に
お
け
る
言
説
を
検
討
す
る
に

と
ど
め
る
。

我
が
国
に
お
け
る
「
以
律
補
勅
」
説
の
主
張
は
、
宮
崎
市
定
氏
の
「
律
に
対
す
る
修
正
、
或
い
は
律
に
な
い
規
定
の
創
設
は
普
通

に
勅
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
。
…
…
律
は
も
は
や
根
本
法
で
な
く
、
補
助
法
に
な
り
下
っ
た
の
で
あ
る
」

(

�)

に
代
表
さ
れ
る
。
そ
の
根

拠
と
し
て
示
さ
れ
る
の
は

『

朱
子
語
類』
巻
一
二
八
、
本
朝
二
、
法
制

律
は
是
れ
歴
代
相
ひ
伝
へ
、
勅
は
是
れ
太
祖
の
時
に
修
む
。
律
は
軽
く
し
て
勅
は
重
し
。
勅
中
の
刺
面
編
配
の
如
き
は
、
律
中

に
は
之
れ
な
し
。
只
だ
是
れ
流
若
干
里
、
即
ち
今
の
白
面
編
管
、
是
れ
な
り
。
勅
中
、
上
刑
は
重
く
し
て
下
刑
は
軽
し
。
律
中

の
杖
一
百
の
如
き
は
、
実
は
一
百
あ
れ
ど
も
、
勅
中
は
則
ち
之
を
折
し
て
二
十
と
為
す
﹇
五
は
一
に
折
す]

。
今
世
の
断
獄
は

只
だ
是
れ
勅
、
勅
中
な
け
れ
ば
、
方
め
て
律
を
用
う
。

の
「
今
世
の
断
獄
は
只
だ
是
れ
勅
、
勅
中
な
け
れ
ば
、
方
め
て
律
を
用
う
」
と
い
う
文
言
、
と
く
に
そ
の
前
半
で
あ
る

(

�)

。

し
か
し

『

朱
子
語
類』

の
文
言
は
、
孔
学
氏
が
「
勅
が
優
先
的
に
使
用
さ
れ
る
が
、
律
も
な
お
断
案
の
準
拠
と
さ
れ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
」

(

�)

と
す
る
よ
う
に
、
勅
条
に
欠
缺
が
あ
れ
ば
律
条
を
適
用
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
を
根
拠
と
す
る

「
以
律
補
勅
」
説
の
論
者
は
、
魏
殿
金
氏
に
よ
る
「
関
係
す
る
論
者
の
朱
熹
に
つ
い
て
の
言
説
は
半
句
を
切
り
取
っ
た
も
の
に
す
ぎ
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ず
、
そ
の
全
句
は

�今
の
断
獄
は
、
只
だ
是
れ
勅
を
用
う
、
勅
中
な
け
れ
ば
、
方
め
て
律
を
用
う
�
で
あ
る
。
章
を
断
じ
て
義
を
取

り
、
�今
の
断
獄
は
、
只
だ
是
れ
勅
を
用
う
�
と
い
う
半
句
が
目
に
つ
け
ば
、
�勅
中
な
け
れ
ば
、
方
め
て
律
を
用
う
�
は
目
に
入
ら

な
い
の
で
あ
る
」

(

�)

と
い
う
批
判
を
免
れ
な
い
。『

朱
子
語
類』

の
文
言
は
、『

建
炎
以
来
朝
野
雑
記』

甲
集
巻
四
、
制
作
、
淳
煕
事

類

淳
煕
事
類
は
、
孝
宗
の
時
に
修
む
る
所
な
り
。
国
初
に
は
但
だ
刑
統
あ
る
の
み
に
て
、
之
を
律
と
謂
ふ
。
後
に
勅
令
格
式
あ
り

て
、
律
と
並
び
行
ふ
。
若
し
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
勅
令
格
式
に
従
ふ
。
然
れ
ど
も
士
大
夫
は
法
律
に
通
ず
る
こ
と
罕
に
し

て
、
数
書
散
漫
た
れ
ば
、
故
に
吏
は
以
て
舞
文
す
る
を
得
。
上
、
之
を
患
ふ
。
淳
煕
中
、
始
め
て
勅
局
の
官
に
命
じ
て
、
勅
令

格
式
及
び
申
明
の
五
書
を
取
り
、
門
に
分
か
ち
て
来
上
せ
し
む
。〔
淳
煕
〕
七
年
〔
一
一
八
〇
〕
四
月
、
乃
ち
成
る
。
総
門
三

十
三
、
別
門
四
百
二
十
を
為
る
。
詔
し
て
之
を
頒
行
し
、
名
を
淳
煕
事
類
と
賜
ふ
。

あ
る
い
は
葉
適

『

水
心
別
集』

巻
一
四
、
外
稾
、
新
書

本
朝
は
律
を
以
て
経
と
為
し
て
、
勅
令
格
式
は
時
に
随
ひ
て
脩
立
す
。
嘉
祐
よ
り
、
煕
寧
、
元
豊
、
元
祐
、
紹
聖
、
大
観
、
政

和
、
紹
興
、
皆
な
自
ら
書
を
為
す
。
近
者
ろ
乾
道
、
淳
煕
、
已
に
再
び
書
を
成
す
。
後
を
以
て
前
に
衝
し
、
新
を
以
て
旧
を
改

む
。
凡
そ
朝
廷
上
下
の
恃
み
て
以
て
相
ひ
維
持
し
、
相
ひ
制
使
す
る
所
の
者
は
、
此
の
書
を
奉
行
す
る
の
み
。

の
「
勅
令
格
式
あ
り
て
、
律
と
並
び
行
ふ
。
若
し
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
勅
令
格
式
に
従
ふ
」｢

律
を
以
て
経
と
為
し
て
、
勅
令

格
式
は
時
に
随
ひ
て
脩
立
す
」
と
い
う
文
言
と
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
「
以
勅
補
律
」
説
の
論
拠
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

我
が
国
に
お
け
る
「
以
勅
補
律
」
説
は
、
牧
野
巽
、
梅
原
郁
、
滋
賀
秀
三
の
各
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
牧
野
巽
氏
は
「
一
体
、

宋
で
は
律
以
外
に
刑
法
と
し
て
の
勅
の
発
達
著
し
か
つ
た
が
、
…
…
勅
令
に
規
定
な
き
部
分
に
対
し
て
は
未
だ
律
が
生
き
て
ゐ
た
の
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で
あ
る｣

(

�)

、
梅
原
郁
氏
は
「｢

律
」

伝
統
的
な
中
国
の
本
質
に
根
ざ
す
刑
法
体
系

は
、「
刑
統
」
と
名
を
変
え
て
も
依
然
と

し
て
健
在
で
あ
り
、
五
刑
の
体
系
は
配
隷
や
折
杖
に
よ
み
か
え
ら
れ
て
も
、
決
し
て
本
質
を
失
っ
て
は
い
な
い
し
、
刑
事
犯
と
く
に

死
刑
の
判
断
に
つ
い
て
は
常
に
「
律
」
の
条
文
と
そ
の
精
神
が
問
題
に
さ
れ
る
。
…
…
あ
く
ま
で
、
律

(

＝
刑
統)

と
宋
代
の
勅
令

格
式
は
正
・
副
の
セ
ッ
ト
で
あ
り
、「
律
」
を
中
核
と
し
、
同
心
円
的
に
大
き
な
拡
が
り
で
「
勅
令
格
式
」
が
そ
れ
を
包
み
込
ん
で

い
た
に
過
ぎ
な
い｣
、

(
�)

滋
賀
秀
三
氏
は
「
律

(

刑
統)

と
勅
と
い
う
二
つ
の
刑
法
典
は
ま
さ
し
く
基
本
法
典
と
副
次
法
典
の
関
係
に

立
つ
」

(

�)
｢

最
後
ま
で
基
本
法
典
と
し
て
存
続
し
た
律

(

刑
統)

と
勅
令
格
式
と
の
効
力
上
の
関
係
に
つ
い
て
は
…
…
効
力
と
し
て
勅

令
格
式
が
優
先
す
る
け
れ
ど
も
、
さ
り
と
て
律
な
し
で
勅
令
格
式
だ
け
で
機
能
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」

(

�)

と
す
る
。
牧
野
巽
、

梅
原
郁
、
滋
賀
秀
三
の
各
氏
が
根
拠
と
し
て
示
す
の
は
、
慶
元
名
例
勅
①

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
検
断)

諸
そ
勅
令
に
例
な
き
者
は
、
律
に
従
ふ
﹇
謂
ふ
こ
こ
ろ
、
血
を
見
る
を
傷
と
為
す
、
強
ひ
て
し
た
る
者
は
貳
等
を
加
ふ
、
加
ふ

る
者
は
加
へ
て
死
に
入
ら
ず
、
の
類
の
如
し]

。
律
に
例
な
く
、
及
び
例
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
勅
令
に
従
ふ
。

で
あ
る
。

(

�)

戴
建
国
氏
も
慶
元
名
例
勅
①
を
示
し
て
「
�宋
刑
統
�
が
す
で
に
規
定
し
て
い
た
、
勅
が
律
に
優
越
し
て
最
初
に
適
用
さ

れ
る
と
い
う
司
法
原
則
を
さ
ら
に
重
ね
て
規
定
し
た
。
同
時
に
、
律
は
勅
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
勅
令
に
相
応
す
る

条
項
の
規
定
が
な
い
と
い
う
情
況
の
も
と
で
は
、
法
官
は
な
お
律
を
引
用
し
て
断
案
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
」

(

	)

と
す
る
。

慶
元
名
例
勅
①
の
な
か
の
「
例
」
を
、
江
必
新
・
莫
家
斉
両
氏
は
「
寧
宗
の
と
き
に
至
る
と
、
勅
の
効
力
は
律
に
及
ば
な
く
な
っ

た
だ
け
で
は
な
く
、
例
に
も
及
ば
な
く
な
っ
た
。
…
…
明
ら
か
に
勅
と
律
の
関
係
に
は
、
こ
の
と
き
ま
で
に
重
大
な
変
化
が
生
じ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
現
象
の
出
現
は
、
支
配
階
級
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
物
質
的
生
活
条
件
の
客
観
的
要
求
に
よ
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る
と
い
う
べ
き
で
あ
る｣

(

�)

、
郭
東
旭
氏
は
「
こ
の
規
定
か
ら
見
る
と
、
こ
の
時
の

�例
�
は
勅
律
と
同
等
の
法
的
効
力
を
有
す
る
だ

け
で
な
く
、
勅
律
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
地
位
は
明
ら
か
に
勅
律
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
た
」

(

�)

と
し
て
、

刑
事
司
法
に
関
す
る
断
例
を
含
む
「
例
」
す
な
わ
ち
「
各
官
庁
の
執
務
上
の
先
例
」

(

�)

と
解
す
る
。
し
か
し
こ
の
「
例
」
を
、
牧
野
巽

氏
は
「
勅
令
と
律
と
不
同
の
場
合
、
も
し
く
は
律
に
規
定
の
な
い
場
合
に
は
勅
令
に
従
う
け
れ
ど
も
、
逆
に
勅
令
に
規
定
が
な
く
、

律
に
そ
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
律
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る｣

、
呂
志
興
氏
は

｢

こ
こ
の
例
は
�
規
定
�
の
意
味
で
あ
る｣

と

し
て
「
規
定｣

と
解
す
る
。

(
	)

戴
建
国
氏
は
「
こ
の
規
定
の
意
味
は
、
勅
令
の
な
か
に
通
例
が
あ
れ
ば
、
勅
令
を
準
拠
と
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
勅
令
の
な
か
に
〔
通
例
が
〕
な
け
れ
ば
、
律
の
通
例
を
準
拠
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
律
に
通
例
が
な
く
、
あ

る
い
は
通
例
が
あ
っ
て
も
、
勅
・
令
の
通
例
と
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
勅
令
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
法
規
定
に
よ
れ
ば
、

勅
・
令
の
適
用
権
は
明
ら
か
に
律
に
優
越
す
る
。
律
は
、
宋
代
で
は
《
宋
刑
統
》
が
踏
襲
し
た
唐
律
を
さ
し
、
宋
で
も
な
お
唐
律
は

基
本
法
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
所
詮
は
前
代
の
王
朝
の
法
で
あ
り
、
時
代
の
変
遷
、
社
会
の
発
展
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
規
定
は

も
は
や
適
用
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
修
改
さ
れ
、
あ
る
い
は
補
充
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
勅
・
令
は
当
代
の
法
で
あ
り
、
新
た
に

制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
適
用
の
原
則
に
お
い
て
は
、
勅
令
は
当
然
に
律
に
優
越
し
て
最
初
に
援
引
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
」

(


)

と
し
て
「
通
例
」
す
な
わ
ち
通
則
的
規
定
と
し
、
魏
殿
金
氏
は
「
該
勅
の

�例
�
は

�名
例
�
の
簡
称
で
あ
り
、
�案
例
�
で

は
な
い
」

(

�)

と
す
る
。

慶
元
名
例
勅
①
は
「
以
勅
代
律
」
説
を
補
強
す
る
史
料
と
し
て
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。『

宋
史』

刑
法
志

(

第
一
章
第
一
節
所
掲)

｢

律
は
以
て
事
情
を
周
く
す
る
に
足
ら
ず
、
凡
そ
律
の
載
せ
ざ
る
所
の
者
は
、
一
に
断
ず
る
に
勅
を
以
て
す
。
乃
ち
其
の
目
を
更
め

て
勅
令
格
式
と
曰
ひ
て
、
律
は
恒
に
勅
の
外
に
存
す
。
…
…
是
に
於
い
て
凡
そ
笞
杖
徒
流
死
に
入
り
、
名
例
よ
り
以
下
、
断
獄
に
至
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る
ま
で
、
十
有
二
門
、
刑
名
の
軽
重
に
麗
く
る
者
は
、
皆
な
勅
と
為
す
」
を
も
と
に
「
こ
れ
は
「
勅
」
が
正
式
に
「
律
」
の
地
位
を

取
得
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(

�)

と
す
る
除
道
鄰
氏
は
、
慶
元
名
例
勅
①
に
つ
い
て
「
こ
れ
が
説
い
て
い
る
の
は
、
勅
が
載
せ
な
い

も
の
が
あ
る
と
き
に
だ
け
、
律
で
断
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
、
律
が
載
せ
な
い
も
の
は
勅
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
け
で
な
く
、
律
が
載
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
勅
と
異
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
勅
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(

�)

と
し
て
自

説
を
補
う
。
同
じ
く

『

宋
史』

刑
法
志
「
神
宗
以
へ
ら
く
「
律
は
以
て
事
情
を
周
く
す
る
に
足
ら
ず
、
凡
そ
律
の
載
せ
ざ
る
所
の
者

は
、
一
に
断
ず
る
に
勅
を
以
て
す
。
乃
ち
其
の
目
を
更
め
て
勅
令
格
式
と
曰
ひ
て
、
律
は
恒
に
勅
の
外
に
存
す
」
と
」｢

已
然
に
禁

ず
、
之
れ
勅
と
謂
ふ
。
未
然
に
禁
ず
、
之
れ
令
と
謂
ふ
。
此
を
設
け
て
以
て
彼
を
待
つ
、
之
れ
格
と
謂
ふ
。
彼
を
し
て
之
に
效
は
し

む
、
之
れ
式
と
謂
ふ
」
を
も
と
に
「
こ
れ
か
ら
、
勅
・
令
・
格
・
式
が
律
・
令
・
格
・
式
に
代
わ
る
呼
び
名
と
な
り
、
編
勅
は
宋

朝
刑
法
の
主
要
な
常
法
に
な
っ
た
」

(

�)
と
す
る
陳
秋
雲
氏
も
、
慶
元
名
例
勅
①
を
示
し
て
「
こ
れ
も
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
勅
の
載
せ

な
い
も
の
が
あ
る
と
き
に
だ
け
、
律
で
断
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
、
律
が
載
せ
な
い
も
の
は
勅
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
け
で
な
く
、
律
が
載
せ
て
い
て
勅
と
異
な
る
も
の
は
勅
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(

�)

と
し
て
自
説
を
補
強
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
以
勅
補
律
」
説
の
根
拠
と
し
て
は
、
他
の
史
料
も
示
さ
れ
て
い
る
。
梅
原
郁
氏
は
慶
元
名
例
勅
①
に
加
え
て

『

宋
会
要
輯
稿』

一
六
四
冊
、
刑
法
一
之
二
八
、
政
和
四
年

(
一
一
一
四)

七
月
五
日

中
書
省
言
へ
ら
く
「
検
会
す
ら
く
。
政
和
名
例
勅
に
「
諸
そ
律
、
刑
統
、
疏
議
及
び
建
隆
以
来
の
赦
降
は
、
勅
令
格
式
と
兼
ね

行
ふ
。
文
意
の
相
ひ
妨
ぐ
る
者
は
、
勅
令
格
式
に
従
ふ
。
其
れ
一
司
﹇
学
制
・
常
平
・
免
役
・
将
官
、
在
京
通
用
法
の
類
も
同

じ
﹈
一
路
一
州
一
県
に
別
制
あ
る
者
は
、
別
制
に
従
ふ
」
と
。
其
れ
諸
処
に
被
受
の
専
降
指
揮
あ
れ
ば
、
即
ち
一
司
一
路
一
州

一
県
の
別
制
と
、
事
理
は
一
同
な
り
。
亦
た
合
に
各
�
遵
守
を
行
ふ
べ
し
。
専
降
指
揮
に
未
だ
明
文
の
該
載
す
る
あ
ら
ざ
る
に
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縁
り
、
詔
し
て
刑
部
を
し
て
申
明
行
下
せ
し
め
ん
こ
と
を
」
と
。

に
引
用
さ
れ
る
政
和
名
例
勅
「
諸
そ
律
、
刑
統
、
疏
議
及
び
建
隆
以
来
の
赦
降
は
、
勅
令
格
式
と
兼
ね
行
ふ
。
文
意
の
相
ひ
妨
ぐ
る

者
は
、
勅
令
格
式
に
従
ふ
。
其
れ
一
司
﹇
学
制
・
常
平
・
免
役
・
将
官
、
在
京
通
用
法
の
類
も
同
じ
﹈
一
路
一
州
一
県
に
別
制
あ
る

者
は
、
別
制
に
従
ふ
」
を
示
し
て
「
こ
こ
で
は
「
編
勅
」
乃
至
は
現
行
の
法
規
の
、「
律
」
に
対
す
る
優
先
が
う
た
わ
れ
て
い
る
」

(

�)

と
す
る
。
呂
志
興
氏
も
政
和
名
例
勅
と
慶
元
名
例
勅
①
を
示
し
て
「
律
と

(

編)

勅
の
内
在
的
関
係
は
、
実
際
上
は
一
般
法
と
特
別

法
、
前
法
と
後
法
の
関
係
で
あ
る
。
律
は
一
般
法
、
前
法
で
あ
り
、(

編)

勅
は
特
別
法
、
後
法
で
あ
る
。
適
用
上
は
、
勅
が
律
に

優
越
す
る
。
…
…
律
に
対
し
て
い
え
ば
、(

編)

勅
は
特
別
法
、
後
法
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
」

(

�)

と
す
る
。

魏
殿
金
氏
は

『

宋
会
要
輯
稿』
一
三
七
冊
、
食
貨
三
二
之
二
七
、
紹
興
三
年

(

一
一
三
三)

正
月
一
五
日
刑
部
言
所
引
の
提
挙
両
浙

西
路
茶
塩
夏
之
文
奏

〔
紹
興
〕
三
年
正
月
十
五
日
、
刑
部
言
へ
ら
く
。
提
挙
両
浙
西
路
茶
塩
夏
之
文
奏
す
ら
く
「
検
会
す
ら
く
。
紹
興
元
年
〔
一
一

三
一
〕
十
二
月
三
日
都
省
箚
子
に
「
勘
会
す
ら
く
。
国
家
の
養
兵
の
費
は
、
全
て
茶
塩
の
利
に
籍
る
も
、
日
近
の
守
令
官
司
、

玩
習
怠
慢
に
し
て
、
全
く
私
販
を
禁�

せ
ず
」
と
。
聖
旨
を
奉
ず
る
に
「
応
そ
茶
塩
を
私
販
し
た
れ
ば
、
並
び
に
蔭
を
用
ゐ
て

原
赦
せ
ず
」
と
。
又
た
紹
興
勅
に
「
諸
そ
律
は
勅
と
兼
ね
行
ひ
、
文
意
、
相
ひ
妨
ぐ
れ
ば
、
勅
に
従
ふ
。
其
れ
一
司
一
路
に
別

制
あ
れ
ば
、
別
制
に
従
ふ
」
と
。
今
、〔
紹
興
元
年
〕
九
月
二
十
日
の
赦
恩
に
准
じ
、
所
属
の
申
明
に
拠
る
に
、
見
に
禁
ぜ
る

茶
塩
を
犯
し
た
る
公
事
は
、
合
に
紹
興
勅
を
引
用
し
て
、
非
時
の
赦
恩
と
作
し
て
原
免
す
べ
き
か
、
合
に
す
べ
か
ら
ざ
る
か
」

と
。

に
引
用
さ
れ
る
紹
興
勅

(

�)｢

諸
そ
律
は
勅
と
兼
ね
行
ひ
、
文
意
、
相
ひ
妨
ぐ
れ
ば
、
勅
に
従
ふ
。
其
れ
一
司
一
路
に
別
制
あ
れ
ば
、
別

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

論

説

755

一
六



制
に
従
ふ
」
を
示
し
て
「
こ
の
種
の
律
勅
兼
行
・
相
互
補
充
の
関
係
は
、
三
方
面
に
体
現
さ
れ
る
。
第
一
に
、
律
・
勅
に
と
も
に
規

定
が
あ
り
、
規
定
が
牴
触
す
れ
ば
、
理
の
当
然
と
し
て
勅
文
の
規
定
を
準
拠
と
す
べ
き
で
あ
り
、
勅
の
効
力
は
律
に
優
越
す
る
。
第

二
に
、
律
条
に
規
定
が
あ
り
勅
条
に
規
定
が
な
け
れ
ば
、
律
条
の
規
定
を
準
拠
と
す
る
。
第
三
に
、
勅
条
に
規
定
が
あ
り
律
条
に
規

定
が
な
け
れ
ば
、
勅
条
の
規
定
を
準
拠
と
す
る
」

(

�)

と
し
、
紹
興
勅
と
と
も
に
政
和
名
例
勅
、
慶
元
名
例
勅
①
を
示
し
て
「
勅
は
律
に

優
先
し
て
適
用
さ
れ
た
が
、
完
全
に
は
律
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
律
は
な
お
�
正
刑
定
罪
�
の
基
本
法
典
で
あ
っ
た
」

と
す
る
。

(

�)

孔
学
氏
は
慶
元
名
例
勅
①
に
は
言
及
し
な
い
が
、
政
和
名
例
勅
を
示
し
て
「
い
わ
ゆ
る
�
文
意
の
相
ひ
妨
ぐ
る
者
�
と
は

勅
文
と
律
文
と
が
矛
盾
す
る
こ
と
で
、
実
際
に
は
勅
文
が
律
文
に
対
し
て
修
改
を
行
い
、
取
っ
て
代
わ
る
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
種
の
情
況
で
は
勅
・
令
・
格
・
式
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
編
勅
の
優
先
的
使
用
権
を
顕
示
し
て
い
る
。
…
…
�
政
和
勅
�

の
な
か
の
こ
の
�
名
例
勅
�
は
�
紹
興
勅
�
に
吸
収
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
」

(

�)

と
す
る
。

慶
元
名
例
勅
①
が
「
勅
令
に
例
な
き
者
は
、
律
に
従
ふ
」
こ
と
の
例
と
し
て
記
す
註
「
謂
ふ
こ
こ
ろ
、
血
を
見
る
を
傷
と
為
す
、

強
ひ
て
し
た
る
者
は
貳
等
を
加
ふ
、
加
ふ
る
者
は
加
へ
て
死
に
入
ら
ず
、
の
類
の
如
し
」

(

�)

に
つ
い
て
は
、
戴
建
国
氏
が
「
通
例｣

(

�)

、

魏
殿
金
氏
が
「
名
例
」

(

	)

と
概
述
し
、
滋
賀
秀
三
氏
が
「
た
と
え
ば
「
血
を
見
る
を
傷
と
為
す
」｢

暴
力
を
用
い
た
者
に
は
二
等
を
加

重
す
る
」｢

加
重
す
る
と
い
う
規
定
だ
け
で
は
死
刑
に
ま
で
は
加
重
し
な
い
」
な
ど
の
律
の
規
定
」

(


)

と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
充
分
な

検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(

�)

慶
元
名
例
勅
①
註
の
第
一
例
「
血
を
見
る
を
傷
と
為
す
」
は
闘
訟
律
一
条

諸
そ
闘
ひ
て
人
を
殴
り
た
る
者
は
笞
四
十
﹇
手
足
を
以
て
人
を
撃
ち
た
る
者
を
謂
ふ]

。
傷
つ
け
、
及
び
他
物
を
以
て
人
を
殴

り
た
る
者
は
杖
六
十
﹇
血
を
見
る
を
傷
と
為
す
。
手
足
に
非
ざ
る
者
、
其
の
餘
は
皆
な
他
物
と
為
す
。
即
し
兵
、
刃
を
用
ゐ
ざ

れ
ば
、
亦
た
是
な
り]

。
傷
つ
け
、
及
び
髪
を
抜
く
こ
と
方
寸
以
上
た
れ
ば
、
杖
八
十
。
若
し
血
、
耳
目
よ
り
出
で
、
及
び
内
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損
し
て
吐
血
し
た
る
者
は
、
各
�
二
等
を
加
ふ
。

の
註
に
記
さ
れ
る
「
傷
」
の
定
義
規
定
で
あ
る
。
第
二
例
「
強
ひ
て
し
た
る
者
は
貳
等
を
加
ふ
」
は
職
制
律
五
二
条

諸
そ
監
臨
す
る
所
の
財
物
を
貸
り
た
る
者
は
、
坐
贓
も
て
論
ず
﹇
授
け
訖
り
て
未
だ
上
さ
ざ
る
も
、
亦
た
同
じ
。
餘
条
の
、
取

受
及
び
相
犯
は
、
並
び
に
此
に
准
ず]

。
若
し
百
日
、
還
さ
ざ
れ
ば
、
受
所
監
臨
財
物
を
以
て
論
ず
。
強
ひ
て
し
た
る
者
は
、

各
�
二
等
を
加
ふ
﹇
餘
条
の
、
強
ひ
て
し
た
る
者
は
、
此
に
准
ず]

。
若
し
売
買
し
て�

利
あ
り
た
る
者
は
、
利
を
計
り
て
、

乞
取
監
臨
財
物
を
以
て
論
ず
。
強
市
し
た
る
者
は
笞
五
十
。�

利
あ
り
た
る
者
は
、
利
を
計
り
て
、
枉
法
に
准
じ
て
論
ず
。
即

し
断
契
に
数
あ
り
て
、
違
負
し
て
還
さ
ず
、
五
十
日
を
過
ぎ
た
る
者
は
、
受
所
監
臨
財
物
を
以
て
論
ず
。
即
し
衣
服
器
翫
の
属

を
借
り
、
三
十
日
を
経
て
、
還
さ
ざ
る
者
は
、
坐
贓
も
て
論
じ
、
罪
は
徒
一
年
に
止
む
。

に
記
さ
れ
る
不
当
な
財
物
の
授
受
に
際
し
て
威
力
を
行
使
し
た
と
き
の
加
重
規
定
で
あ
る
。
第
三
例
「
加
ふ
る
者
は
加
へ
て
死
に
入

ら
ず
」
は
名
例
律
五
六
条

諸
そ
加
ふ
と
称
す
る
者
は
重
次
に
就
く
。
減
ず
と
称
す
る
者
は
軽
次
に
就
く
。
唯
だ
二
死
三
流
は
、
各
�
同
に
一
と
為
し
て
減

ず
。
加
ふ
る
者
は
、
数
満
つ
れ
ば
乃
ち
坐
す
。
又
た
加
へ
て
死
に
至
る
を
得
ず
。
本
条
、
加
へ
て
死
に
入
る
る
者
は
本
条
に
依

る
﹇
加
へ
て
絞
に
入
る
る
者
は
、
加
へ
て
斬
に
至
ら
ず]
。
其
れ
罪
、
止
だ
半
年
の
徒
あ
り
て
、
若
し
応
に
加
杖
と
す
べ
き
者

は
、
杖
一
百
。
応
に
減
ず
べ
き
者
は
、
杖
九
十
を
以
て
次
と
為
す
。

に
記
さ
れ
る
刑
の
加
等
の
通
則
規
定
で
あ
る
。
慶
元
名
例
勅
①
註
の
三
例
が
律
条
に
記
さ
れ
る
定
義
規
定
や
通
則
規
定
で
あ
る
以
上

は
、
慶
元
名
例
勅
①
に
い
う
「
例
」
は
断
例
を
含
む
前
例
と
し
て
の
「
例
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
律
条
に
定
め
ら
れ
る
「
通
例
」
や

「
名
例
」
に
限
定
さ
れ
な
い

｢

規
定｣

を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
定
義
規
定
や
通
則
規
定
が
勅
条
に
記
さ
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れ
ず
、
律
条
の
定
め
に
拠
る
か
ら
に
は
、
勅
は
律
の
論
理
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
慶
元
名
例
勅
①
は
明
ら
か
に
、

律
を
基
本
法
典
、
勅
を
副
次
法
典
と
す
る
「
以
勅
補
律
」
説
の
根
拠
史
料
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
律
と
勅
の
関
係
は
、
唐
代
に
お
け
る
律
と
格
の
関
係
に
相
当
す
る
。
唐
代
に
お
け
る
律
と
格
の
関
係
は
、
仁
井
田
陞

氏
が
「
律
令
は
唐
代
の
二
大
根
本
法
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
必
ず
し
も
永
久
不
動
の
法
で
は
な
く
、
そ
の
原
文
が
修
定
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
、
し
か
も
随
時
、
勅
に
よ
り
、
又
、
格
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
改
め
ら
れ
た
。
格
は
随
時
の
命
令
を
集
成
し
た
法
典
で
あ
り

開
元
格
の
後
に
は
開
成
格
の
類
が
成
っ
た｣

(

�)

、
曾
我
部
静
雄
氏
が
「
格
は
律
令
が
時
代
を
経
る
に
従
っ
て
時
勢
に
合
わ
な
く
な
っ

て
来
る
と
、
詔
勅
で
改
正
さ
れ
た
り
欠
陥
が
補
わ
れ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
等
の
詔
勅
が
後
に
集
め
ら
れ
た
も
の
」｢

(

�)

格
は
官
吏
が
常

に
行
う
と
こ
ろ
の
こ
と
、
即
ち
律
や
令
も
官
吏
が
従
い
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、
世
の
変
遷
に
伴
っ
て
そ
れ
を
改
正
せ
ね

ば
な
ら
ず
、
改
正
が
行
わ
れ
ば
、
改
正
さ
れ
た
も
の
の
み
が
常
に
行
わ
れ
て
、
本
来
の
律
や
令
は
行
わ
れ
な
く
な
る
か
ら
、
改
正
さ

れ
た
も
の
は
、
格
で
あ
る
を
以
て
、
格
は
官
吏
の
常
に
行
う
こ
と
と
な
る｣

(

�)

、
八
重
津
洋
平
氏
が
「
律
令
は
国
家
の
二
大
基
本
法
典

で
あ
る
が
、
絶
対
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
な
く
、
時
に
行
わ
れ
る
律
令
の
刪
定
の
際
に
直
接
に
律
令
の
文
を
変
更
す
る
こ

と
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
文
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
随
時
発
せ
ら
れ
る
勅
に
よ
っ
て
事
実
上
の
改
廃
が
行
わ
れ
補
充
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
種
の
勅
の
う
ち
、
将
来
も
な
お
行
用
さ
る
べ
き
も
の
を
基
本
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
が
格
で
あ
り
、
格
は
律
令
に
対
し

て
補
充
的
意
義
を
有
す
る
法
典
で
あ
る
。
…
…
格
と
式
は
、
し
た
が
っ
て
基
本
法
典
た
る
律
令
に
対
し
て
副
次
的
法
典
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る｣

(

�)

、
滋
賀
秀
三
氏
が
「
格
は
単
行
の
勅
の
集
積
の
う
ち
か
ら
将
来
と
も
法
と
す
べ
き
要
素
を
抽
出
し
て
編
成
し
た

副
次
法
典
で
あ
り
、
効
力
に
お
い
て
基
本
法
典
た
る
律
令
に
勝
り
、
律
令
を
動
か
さ
な
い
ま
ま
で
現
実
の
法
を
変
え
て
ゆ
く
」

(

�)

と
し

て
い
る
よ
う
に
、
律
が
基
本
法
典
、
格
が
副
次
法
典
の
位
置
に
置
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
名
例
律
三
二
条
問
答
第
一
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其
れ
鋳
銭
に
は
見
に
別
格
あ
れ
ば
、
格
に
従
ひ
て
断
ず
。
餘
条
、
別
格
の
見
に
行
は
れ
律
を
破
る
者
あ
れ
ば
、
並
び
に
此
に
准

ず
。

と
い
う
「
格
は
効
力
に
お
い
て
律
に
優
先
す
る
と
い
う
原
則
を
律
疏
が
明
言
し
た
言
葉
」

(

�)

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
名
例
律
三
二
条
問

答
第
一
は
、
銅
銭
の
私
鋳
に
関
す
る
雑
律
三
条

諸
そ
私
に
銭
を
鋳
た
る
者
は
流
三
千
里
。
作
具
、
已
に
備
へ
た
る
に
、
未
だ
鋳
ざ
る
者
は
徒
二
年
。
作
具
、
未
だ
備
へ
ざ
る
者

は
杖
一
百
。
若
し
成
銭
を
磨
錯
し
、
薄
小
た
ら
し
め
て
銅
を
取
り
、
以
て
利
を
求
め
た
る
者
は
徒
一
年
。

が

『

宋
刑
統』

巻
二
六
、
雑
律
、
私
鋳
銭
で
雑
律
三
条
に
附
載
さ
れ
る
刑
部
格

刑
部
格
に
准
ず
る
に
。
勅
す
ら
く
。
私
に
銭
を
鋳
た
れ
ば
、
及
び
造
意
し
た
る
人
、
及
び
句
合
の
頭
首
た
る
者
は
、
並
び
に
絞

に
処
し
、
仍
ほ
先
に
杖
一
百
を
決
す
。
従
た
れ
ば
、
及
び
居
停
し
た
る
主
人
は
、
加
役
流
た
り
て
、
仍
ほ
各
�
先
に
杖
六
十
を

決
す
。
若
し
家
人
、
共
に
犯
し
た
れ
ば
、
其
の
家
長
を
坐
す
。
若
し
老
弱
残
疾
に
し
て
坐
せ
ざ
る
者
は
、
則
ち
罪
を
其
の
以
次

の
家
長
に
帰
す
。
其
れ
銭
を
鋳
た
る
処
の
鄰
保
は
、
徒
一
年
に
配
す
。
里
正
・
坊
正
・
村
正
は
、
各
�
杖
六
十
を
決
す
。
若
し

糺
告
す
る
者
あ
り
た
れ
ば
、
即
ち
に
銭
を
鋳
る
所
を
以
て
毀
破
し
、
并
び
に
銅
物
等
は
糺
し
た
る
人
に
賞
す
。
同
に
犯
し
て
自

ら
首
告
し
た
る
者
は
、
罪
を
免
じ
、
例
に
依
り
て
酬
賞
す
。

に
よ
り
代
替
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。
基
本
法
典
た
る
律
の
規
定
と
副
次
法
典
た
る
格
の
規
定
と
の
間
に
牴
触
を
生
じ
た
と
き
に
は

「
副
次
法
典
は
効
力
に
お
い
て
基
本
法
典
に
優
先
す
る
」

(

�)

の
で
あ
る
か
ら
、
格
条
の
効
力
が
律
条
に
優
越
す
る
。
慶
元
名
例
勅
①
が
、

律
条
と
勅
条
と
の
間
に
牴
触
を
生
じ
た
と
き
に
は
勅
条
の
効
力
が
律
条
に
優
越
す
る
と
定
め
る
か
ら
に
は
、
律
が
基
本
法
典
、
勅
が

副
次
法
典
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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第
三
節

律
と
勅
の
法
領
域

第
一
章
第
二
節
所
掲
の
政
和
名
例
勅
と
慶
元
名
例
勅
①
に
つ
い
て
、
梅
原
郁
氏
は
「
確
か
に
普
通
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

こ
で
は
「
編
勅
」
乃
至
は
現
行
の
法
規
の
、「
律
」
に
対
す
る
優
先
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
ず
行
政
分
野
を
念

頭
に
、
現
実
と
理
念
を
天
秤
に
か
け
て
、
前
者
を
優
先
さ
せ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
あ
え
て
い
え
ば
、
対
象
が
違
っ
て
い
る
の
で
あ

る
」

(

�)

と
す
る
。「
以
勅
補
律
」
説
を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
、
律
を
刑
罰
法
の
領
域
の
基
本
法
典
、
勅
を
刑
罰
法
の
領
域
の
副
次
法
典

と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
勅
は
行
政
分
野
を
法
領
域
と
す
る
法
典
で
あ
る
点
で
、
刑
罰
法
典
で
あ
る
律
と
は
性
格
を
異
に
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
梅
原
郁
氏
は
、
そ
の
主
張
の
前
提
と
し
て
「｢

勅
」
に
は
、
主
と
し
て
宋
に
な
っ
て
新
し
く
生
じ
た
、
無
数
と
い
っ

て
も
良
い
よ
う
な
、
行
政
に
伴
な
っ
て
発
生
す
る
犯
罪
、
違
法
行
為
へ
の
罰
則
が
成
文
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

『

唐
律』

に
厳

然
と
し
て
存
在
し
た
理
念
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
体
系
的
構
成
、
抽
象
化
と
い
っ
た
方
向
は
む
し
ろ
稀
薄
で
あ
り
、
場
合
網
羅
的
な
、

雑
然
と
し
た
罰
則
の
集
合
体
と
い
う
雰
囲
気
が
濃
厚
で
あ
る
。
…
…
簡
約
し
て
い
え
ば
、
宋
の
編
勅
中
の
い
わ
ば
狭
義
の
「
勅
」
は
、

な
る
ほ
ど
唐
の
「
律
」
と
同
じ
罰
則
規
定
と
し
て
の
効
力
は
持
つ
に
せ
よ
、
そ
の
多
く
は
、
行
政
と
か
か
わ
る
処
罰
で
、
そ
れ
は
た

と
え
広
い
範
囲
と
多
数
の
条
文
数
に
の
ぼ
る
と
い
え
ど
も
、
全
体
と
し
て
は
唐
律
の
持
っ
て
い
た
よ
う
な
と
く
に
刑
法
典
と
し
て
の

整
合
性
や
緻
密
な
構
造
性
、
換
言
す
れ
ば
基
本
法
典
と
し
て
の
性
格
を
具
備
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
…
…

『

唐
律』

の
あ
る
部

分
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
五
刑
の
刑
罰
体
系
や
、
五
服
に
も
と
づ
く
「
家
属
」｢

親
属
」
関
係
、
そ
れ
と
表
裏
す
る
刑
罰
の
軽
重
、

あ
る
い
は
十
二
門
に
大
別
す
る
刑
法
的
分
類
な
ど
は
依
然
と
し
て
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
関
係
し
た
、
人
類
に
普
遍
的
・
没

時
代
的
に
起
こ
る
殺
人
傷
害
や
強
盗
窃
盗
な
ど
の
犯
罪
に
対
し
て
は
、「
律
」
は
依
然
と
し
て
確
固
と
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
理
解

し
て
誤
り
な
か
ろ
う
」

(

�)

と
述
べ
る
に
あ
た
り
、
三
箇
条
の
勅
条
を
論
拠
と
し
て
示
す
。
そ
の
第
一
は
慶
元
職
制
勅
①

(『

慶
元
条
法
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事
類』

巻
三
六
、
庫
務
門
一
、
倉
庫
受
乞
、
旁
照
法)

諸
そ
重
禄
の
公
人
、
職
事
に
因
り
て
財
物
を
受
乞
し
た
れ
ば
﹇
酒
食
も
亦
た
是
な
り
﹈
徒
壹
年
。
壹
伯
文
は
徒
壹
年
半
。
壹
伯

文
ご
と
に
壹
等
を
加
へ
、
壹
貫
は
流
貳
阡
里
。
壹
貫
ご
と
に
壹
等
を
加
ふ
。
共
に
犯
し
た
る
者
は
、
併
贓
し
て
論
ず
﹇
酒
食
も

て
共
に
費
し
た
る
者
は
、
止
だ
己
の
分
を
計
る]

。
徒
罪
は
皆
な
鄰
州
に
配
す
。
流
罪
は
伍
伯
里
に
配
す
。
拾
貫
は
広
南
に
配

す
。
赦
降
を
以
て
原
減
せ
ず
。
其
れ
引
領
過
度
し
た
る
者
は
、
各
�
罪
人
の
罪
よ
り
貳
等
を
減
ず
。
即
し
罪
人
已
に
受
け
て
応

に
配
す
べ
く
し
て
、
罪
、
徒
に
至
る
者
は
、
皆
な
鄰
州
に
配
す
。
与
へ
た
る
者
は
、
別
条
に
依
る
。
罪
、
軽
き
者
は
、
杖
捌
拾
。

と
い
う
胥
吏
の
一
種
の
公
人
が
職
務
に
関
連
し
て
財
物
を
受
乞
し
た
場
合
の
処
罰
規
定
で
あ
り
、
第
二
は
慶
元
名
例
勅
②

(『

慶
元

条
法
事
類』

巻
五
二
、
公
吏
門
、
解
試
出
職
、
旁
照
法)

諸
そ
公
人
と
称
す
る
者
は
、
衙
前
の
専
副
、
庫
秤
、

(

�)
�

子
、
杖
直
、
獄
子
、
兵
級
の
類
を
謂
ふ
。
吏
人
と
称
す
る
者
は
、
職
級

よ
り
貼
司
に
至
る
ま
で
を
謂
ふ
。
案
を
行
す
る
と
、
案
を
行
せ
ざ
る
の
人
と
、
並
び
に
同
じ
。
公
吏
と
称
す
る
者
は
、
公
人
・

吏
人
を
謂
ふ
。

と
い
う
公
人
な
ど
の
定
義
規
定
で
あ
り
、
第
三
は
慶
元
名
例
勅
③

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
一
六
、
文
書
門
一
、
赦
降)

(

�)

諸
そ
赦
降
を
以
て
原
減
せ
ず
と
称
す
る
は
、
姦
細
の
事
に
縁
り
、
或
は
妖
教
を
伝
習
し
、
幻
変
の
術
に
託
し
、
及
び
江
河
の�

堰
を
故
決
・
盗
決
し
て
已
に
決
し
た
る
を
除
く
の
外
、
餘
犯
は
、
若
し
非
次
の
赦
に
遇
ひ
、
或
は
再
び
大
礼
の
赦
に
遇
ひ
た
る

者
は
、
原
免
に
従
ふ
を
聴
す
。

と
い
う
「
赦
降
を
以
て
原
減
せ
ず
」
と
い
う
文
言
の
定
義
規
定
で
あ
る
。

(

�)
こ
れ
ら
の
勅
条
に
も
と
づ
い
て
、
律
は
伝
統
的
な
基
本
法

典
と
し
て
の
整
合
性
や
構
造
性
を
有
す
る
刑
法
典
で
あ
る
一
方
で
、
勅
は
基
本
法
典
と
呼
ぶ
に
価
し
な
い
整
合
性
や
構
造
性
を
欠
く
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行
政
分
野
に
か
か
わ
る
雑
然
と
し
た
罰
則
の
集
合
体
に
す
ぎ
ず
、
律
と
は
対
象
と
す
る
法
領
域
を
異
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

梅
原
郁
氏
の
主
張
に
は
首
肯
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
律
条
も
そ
の
多
く
が
官
員
の
服
務
規
範
と
そ
れ
に
反
す
る
者
へ
の
罰
則
で
あ

る
。
職
制
律
は
官
員
の
詳
細
な
服
務
規
範
と
そ
れ
に
対
す
る
違
反
に
つ
い
て
の
罰
則
を
置
く
篇
目
で
あ
る
し
、
そ
れ
以
外
の
篇
目
に

も
同
様
の
性
格
を
も
つ
律
条
は
定
め
ら
れ
る
。
呂
志
興
氏
は
、
ふ
た
つ
の
事
例
を
示
し
て
「
律
文
の
語
が
詳
細
で
な
く
、
そ
の
他
の

法
律
の
規
定
を
根
拠
と
し
な
け
れ
ば
確
定
で
き
な
い
た
め
に
、
令
・
式
の
な
か
に
関
連
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
」

(

�)

と
す
る
。
そ
の
第

一
例
は
職
制
律
三
七
条

諸
そ
駅
馬
に
増
乗
し
た
る
者
は
、
一
匹
は
徒
一
年
。
一
匹
ご
と
に
一
等
を
加
ふ
﹇
応
に
駅
驢
に
乗
る
べ
く
し
て
馬
に
乗
り
た
る

者
は
、
一
等
を
減
ず]

。
主
司
、
情
を
知
り
た
れ
ば
、
与
に
罪
を
同
じ
く
す
。
情
を
知
ら
ざ
る
者
は
論
ず
る
な
し
﹇
餘
条
の
駅

司
は
此
に
准
ず]

。

で
あ
る
。
定
数
以
上
の
駅
馬
の
使
用
の
処
罰
規
定
で
あ
る
職
制
律
三
七
条
は
、
官
員
の
使
用
に
供
さ
れ
る
駅
馬
の
頭
数
に
関
す
る
唐

公
式
令
復
旧
二
一
条

(

�)

諸
そ
駅
馬
を
給
す
る
は
、
銅
龍
伝
符
を
給
す
。
伝
符
な
き
処
は
、
紙
券
を
為
る
。
事
の
緩
急
を
量
り
、
駅
数
を
符
契
の
上
に
注

す
。
職
事
三
品
以
上
、
若
し
く
は
王
は
四
疋
。
四
品
、
及
び
国
公
以
上
は
三
疋
。
五
品
、
及
び
爵
三
品
以
上
は
二
疋
。
散
官
・

前
官
は
、
各
�
遞
�
職
事
官
よ
り
一
疋
を
減
ず
。
餘
の
官
爵
、
及
び
無
品
の
人
は
、
各
�
一
疋
。
皆
な
数
外
に
、
別
に
駅
子
を

給
す
。
此
の
外
、
須
ら
く
典
吏
を
将
て
す
べ
き
者
は
、
時
に
臨
み
て
量
給
す
。
其
れ
銅
龍
伝
符
は
、
使
事
の
未
だ
畢
ら
ざ
る
の

間
は
、
便
ち
所
在
の
官
司
に
納
む
。

な
ら
び
に
駅
馬
と
駅
驢
の
ど
ち
ら
を
供
す
る
か
を
定
め
る
駕
部
式

(

職
制
律
三
七
条
疏)
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又
た
駕
部
式
に
准
ず
る
に
。
六
品
以
下
の
前
官
・
散
官
・
衛
官
、
省
司
の
差
使
の
急
速
な
る
者
は
、
馬
を
給
す
。
使
の
廻
り
、

及
び
餘
使
は
、
並
び
に
驢
を
給
す
。

な
ど
に
構
成
要
件
を
委
ね
て
い
る
。
第
二
例
は
雑
律
二
九
条

諸
そ
斛
斗
秤
度
を
校
し
て
平
た
ら
ざ
れ
ば
杖
七
十
。
校
を
監
し
た
る
者
、
覚
ら
ざ
れ
ば
、
一
等
を
減
ず
。
情
を
知
り
た
れ
ば
、

与
に
罪
を
同
じ
く
す
。

で
あ
る
。
度
量
衡
の
検
定
の
不
正
に
つ
い
て
の
処
罰
規
定
で
あ
る
雑
律
二
九
条
も
、
度
量
衡
の
規
格
を
具
体
的
に
規
定
す
る
唐
雑
令

復
旧
一
条

(

�)

諸
そ
度
は
、
北
方
の
秬
黍
の
中
な
る
者
を
以
て
す
。
一
黍
の
広
さ
を
分
と
為
す
。
十
分
を
寸
と
為
す
。
十
寸
を
尺
と
為
す
。
一

尺
二
寸
を
大
尺
一
尺
と
為
す
。
十
尺
を
丈
と
為
す
。

唐
雑
令
復
旧
二
条

(

�)

諸
そ
量
は
、
北
方
の
秬
黍
の
中
な
る
者
を
以
て
す
。
一
千
二
百
を
容
る
る
を
龠
と
為
す
。
十
龠
を
合
と
為
す
。
十
合
を
升
と
為

す
。
十
升
を
斗
と
為
す
。
三
升
を
大
升
一
升
と
為
す
。
三
斗
を
大
斗
一
斗
と
為
す
。
十
斗
を
斛
と
為
す
。

な
ら
び
に
唐
雑
令
復
旧
三
条

(

�)

諸
そ
権
衡
は
、
秬
黍
の
中
な
る
者
を
以
て
す
。
百
黍
の
重
さ
を
銖
と
為
す
。
二
十
四
銖
を
両
と
為
す
。
三
両
を
大
両
一
両
と
為

す
。
十
六
両
を
斤
と
為
す
。

を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
構
成
要
件
を
確
定
で
き
な
い
。

(

�)

こ
の
ほ
か
に
も
、
た
と
え
ば
戸
婚
律
二
〇
条

諸
そ
部
内
に
旱�

・
霜
雹
・
蟲
蝗
の
害
を
為
す
の
処
あ
り
て
、
主
司
、
応
に
言
ふ
べ
く
し
て
言
は
ず
、
及
び
妄
り
に
言
ひ
た
る
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者
は
、
杖
七
十
。
覆
検
す
る
に
実
を
以
て
せ
ざ
る
者
は
、
与
に
罪
を
同
じ
く
す
。
若
し
枉
げ
て
徴
免
す
る
所
あ
る
を
致
し
、
贓

重
き
者
は
、
坐
贓
も
て
論
ず
。

は
「
災
害
に
よ
る
不
作
の
地
方
で
は
不
作
の
程
度
に
応
じ
て
そ
の
年
の
課
役
を
減
免
す
る
と
い
う
令
の
規
定
の
執
行
に
お
い
て
、
怠

慢
・
違
法
の
あ
っ
た
主
司
す
な
わ
ち
里
正
と
州
県
官
司
お
よ
び
覆
検
の
使
者
等
を
処
罰
す
る
規
定
」

(

�)

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
令
は

唐
賦
役
令
復
旧
一
一
条

(

�)

諸
そ
田
に
、
水
旱
、
蟲
霜
の
災
を
為
す
処
あ
れ
ば
、
見
営
の
田
に
拠
り
、
州
県
、
検
実
し
、
帳
を
具
し
て
省
に
申
す
。
十
分
に

四
分
已
上
を
損
じ
た
れ
ば
租
を
免
ず
。
六
已
上
を
損
じ
た
れ
ば
租
調
を
免
ず
。
七
已
上
を
損
じ
た
れ
ば
課
役
倶
に
免
ず
。
若
し

桑
麻
、
損
じ
尽
し
た
る
者
は
、
各
�
調
を
免
ず
。
若
し
已
に
役
し
、
已
に
輸
し
た
る
者
は
、
来
年
に
折
す
る
を
聴
す
。
二
年
を

経
た
る
後
は
、
折
す
る
の
限
に
在
ら
ず
。
其
の
応
に
免
ず
べ
き
者
は
、
麦
田
に
通
計
し
て
分
数
と
為
す
。

で
あ
り
、
戸
婚
律
二
〇
条
は
唐
賦
役
令
復
旧
一
一
条
に
構
成
要
件
を
委
ね
て
い
る
。
廐
庫
律
一
九
条

諸
そ
倉
庫
及
び
積
聚
の
財
物
も
て
、
安
置
す
る
こ
と
法
の
如
く
せ
ず
、
若
し
く
は
曝
涼
す
る
に
時
を
以
て
せ
ず
、
損
敗
あ
る
を

致
し
た
る
者
は
、
損
敗
す
る
所
を
計
り
て
、
坐
贓
も
て
論
ず
。
州
県
は
長
官
を
以
て
首
と
為
す
。
監
署
等

(

�)

も
亦
た
此
に
准
ず
。

は
倉
庫
に
収
納
し
、
あ
る
い
は
野
外
に
集
積
し
た
財
物
の
不
適
切
な
保
管
か
ら
損
敗
が
生
じ
た
場
合
の
処
罰
規
定
で
あ
る
が
、
唐
倉

庫
令
復
原
一
条

(

�)

諸
そ
倉
窖
は
、
皆
な
高
燥
の
処
に
於
い
て
之
を
置
く
。
倉
の
側
ら
に
於
い
て
渠
を
開
き
水
を
泄
す
。
空
地
に
は
種
蒔
す
る
を
得

ず
。
若
し
地
下
湿
た
り
て
、
窖
を
為
る
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
屋
を
造
り
て
之
に
貯
ふ
。

な
ら
び
に
唐
倉
庫
令
復
原
三
条

(

�)
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諸
そ
窖
の
底
は
、
皆
な
稾
を
鋪
く
。
厚
さ
五
尺
。
次
で
大�

を
鋪
く
。
両
つ
重
ね
、
又
た
周
迴
し
て�

を
着
く
。
凡
そ
大�

を

用
ゐ
る
は
、
皆
な
小�

を
以
て�

縫
す
。�

を
着
け
訖
れ
ば
、
並
び
に
苫
の
覆
ひ
を
加
へ
、
然
る
後
に
粟
を
貯
ふ
。�

銘
を
鑿

ち
、
斛
数
、
年
月
、
及
び
同
に
受
け
た
る
官
吏
の
姓
名
を
記
し
て
、
之
を
粟
の
上
に
置
く
。
稾
五
尺
、
大�

両
重
を
加
ふ
。
土

を
築
く
こ
と
高
さ
七
尺
、
並
び
に
木
牌
を
竪
つ
。
長
さ
三
尺
、
方
四
寸
、
書
記
す
る
こ
と�

銘
の
如
し
。
倉
屋
の
戸
上
は
、
版

を
以
て�
に
題
す
る
こ
と
牌
式
の
如
し
。
其
れ
麦
の
窖
は
、
稾
及
び�

�

を
用
う
。

と
い
う
令
条
の
倉
庫
管
理
規
定
が
な
け
れ
ば
構
成
要
件
を
確
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
雑
律
一
九
条

諸
そ
征
に
従
ひ
、
及
び
行
に
従
ひ
た
る
公
使
、
所
在
に
於
い
て
身
死
し
た
れ
ば
、
令
に
依
り
、
応
に
本
郷
に
送
還
す
べ
し
。
違

ひ
て
送
ら
ざ
る
者
は
、
杖
一
百
。
若
し
傷
病
し
た
る
に
、
医
食
に
闕
く
る
あ
り
た
る
者
は
、
杖
六
十
。
因
り
て
死
に
致
し
た
る

者
は
、
徒
一
年
。
即
し
官
に
卒
し
た
る
の
家
、
手
力
な
く
、
勝
致
す
る
能
は
ざ
る
者
は
、
仰
せ
て
部
送
し
て
郷
に
還
す
。
違
ひ

て
送
ら
ざ
る
者
は
、
亦
た
杖
一
百
。

は
遠
征
中
に
死
亡
・
傷
病
し
た
兵
士
お
よ
び
行
幸
の
随
行
中
に
死
亡
・
傷
病
し
た
公
使
の
取
扱
、
な
ら
び
に
在
官
中
に
死
亡
し
た
官

員
の
取
扱
に
違
反
し
た
場
合
の
処
罰
規
定
で
あ
る
が
、
唐
軍
防
令
復
旧
二
二
条

(

�)

諸
そ
征
行
し
た
る
衛
士
以
上
、
身
死
し
た
れ
ば
、
行
軍
は
具
さ
に
随
身
の
資
財
を
録
し
、
及
び
屍
も
て
、
本
府
の
人
に
付
し
て

将
て
還
す
。
本
府
の
人
な
き
者
は
、
随
近
の
州
県
に
付
し
て
遞
送
す
。

お
よ
び
唐
喪
葬
令
復
旧
一
〇
乙
条

(

�)

諸
そ
征
に
従
ひ
、
及
び
行
に
従
ひ
た
る
使
人
、
所
在
に
て
身
喪
し
た
れ
ば
、
皆
な
殯�

の
調
度
を
給
し
、
遞
送
し
て
家
に
至
る
。

を
参
照
し
な
け
れ
ば
構
成
要
件
が
明
確
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
律
条
は
令
条
に
構
成
要
件
を
委
ね
、
令
条
と
一
体
化
し
て
は
じ
め
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て
意
味
を
も
つ
、
す
ぐ
れ
て
行
政
的
な
規
定
で
あ
る
。
呂
志
興
氏
が
「
民
法
あ
る
い
は
行
政
法
あ
る
い
は
訴
訟
法
な
ど
の
内
容
を
含

み
、
あ
る
い
は
完
全
に
こ
れ
ら
に
属
す
る
律
条
は
六
二
箇
条
あ
り
、
唐
律
の
全
律
文
の
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
強
を
占
め
る｣

(

�)

、
滋
賀
秀

三
氏
が
「
律
の
中
の
か
な
り
多
く
の
規
定
は
、
令
の
中
の
或
る
規
定
と
対
応
し
て
そ
の
違
反
に
対
す
る
刑
罰
を
定
め
る
形
と
な
っ
て

い
る
」

(

�)
｢

律
に
は
、
自
然
犯
に
対
す
る
処
罰
規
定
と
、
行
政
犯
に
対
す
る
罰
則
と
が
含
ま
れ
て
い
る
」

(

�)

と
す
る
よ
う
に
、
律
は
か
な

り
の
程
度
に
行
政
分
野
を
念
頭
に
お
く
処
罰
規
定
を
集
め
て
い
る
。

他
方
で
、
梅
原
郁
氏
の
い
う
「
人
類
に
普
遍
的
・
没
時
代
的
に
起
こ
る
殺
人
傷
害
や
強
盗
窃
盗
な
ど
の
犯
罪
に
対
し
て
」

(

�)

定
め
ら

れ
た
規
定
は
勅
条
に
も
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
慶
元
賊
盗
勅
①

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
五
、
刑
獄
門
五
、
刑
獄
雑
事
、
旁
照

法)
(

�)

諸
そ
窃
盗
、
財
を
得
た
れ
ば
杖
陸
拾
。
肆
伯
文
は
杖�

拾
。
肆
伯
文
ご
と
に
壹
等
を
加
へ
、
貳
貫
は
徒
壹
年
。
貳
貫
ご
と
に
壹

等
を
加
ふ
。
徒
参
年
を
過
ぐ
れ
ば
、
参
貫
ご
と
に
壹
等
を
加
ふ
。
貳
拾
貫
は
本
州
に
配
す
。

は
窃
盗
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、
慶
元
雑
勅
①

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
諸
色
犯
姦)

諸
そ
強
姦
し
た
る
者
は
﹇
女
、
拾
歳
以
下
た
れ
ば
、
和
し
た
る
と
雖
も
、
亦
た
同
じ
﹈
流
参
阡
里
、
遠
悪
州
に
配
す
。
未
だ
成

さ
ざ
れ
ば
、
伍
伯
里
に
配
す
。
折
傷
し
た
る
者
は
絞
。
先
に
強
ひ
て
後
に
和
し
た
れ
ば
、
男
は
強
ひ
た
る
の
法
に
従
ひ
、
婦
女

は
和
し
た
る
よ
り
壹
等
を
減
ず
。
即
し
盗
に
因
り
て
強
姦
し
た
る
者
は
絞
﹇
財
主
に
非
ざ
る
と
雖
も
、
亦
た
是
な
り]

。
恩
に

会
ひ
、
及
び
未
だ
成
さ
ざ
れ
ば
、
阡
里
に
配
す
。

は
強
姦
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
第
三
章
第
三
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
ふ
た
つ
の
勅
条
は
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
律
条
を
修
改
す

る
規
定
で
あ
る
。
律
が
刑
法
典
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
勅
は
そ
れ
と
は
法
領
域
を
異
に
す
る
行
政
法
典
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
困
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難
で
あ
る
。

第
二
章

慶
元
勅
の
復
原

第
一
節

『
慶
元
条
法
事
類』

の
性
格

元
豊
年
間
以
降
の
刑
罰
法
の
領
域
に
お
い
て
、
律
が
基
本
法
典
、
勅
が
副
次
法
典
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

は
、
律
条
と
勅
条
の
対
応
関
係
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
検
証
は
充
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い

い
が
た
い
。
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
宋
勅
が
唐
律
の
よ
う
に
完
全
な
か
た
ち
で
伝
存
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
宋
代
の
法
条

を
主
要
素
と
す
る
法
書
で
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
刑
罰
法
の
規
定
を
伝
え
て
い
る
も
の
は
、
建
�
四
年

(

九
六
三)

の

『

重
詳
定
刑
統』

す
な
わ
ち

『

宋
刑
統』
と
、
嘉
泰
三
年

(

一
二
〇
三)

の

『

慶
元
条
法
事
類』

の
二
書
に
す
ぎ
な
い
。
現
存

『

宋

刑
統』

は
全
三
〇
巻
の
う
ち
二
九
巻
餘
を
伝
え
る
と
は
い
え
、
編
勅
が
勅
令
格
式
に
編
成
替
え
さ
れ
る
元
豊
年
間
に
先
立
つ
北
宋
建

国
初
期
の
も
の
で
あ
り
、
収
載
さ
れ
る
法
条
の
大
半
は
実
質
的
に
唐
律
で
あ
る
か
ら
、
宋
勅
の
内
容
を
検
討
す
る
に
は
不
適
切
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

は
全
八
〇
巻
の
う
ち
半
分
弱
の
三
五
巻
餘
を
伝
え
る
残
闕
本
で
は
あ
る
が
、
元
豊
年

間
以
後
の
法
条
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
、
こ
れ
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
。

元
豊
七
年

(

一
〇
八
四)

の

『

元
豊
勅
令
格
式』

と
し
て
は
じ
ま
っ
た
勅
令
格
式
は
、
そ
れ
以
前
の
編
勅
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と

同
様
に
、
編
纂
の
た
び
に
分
量
を
増
し
て
ゆ
く
。『

元
豊
勅
令
格
式』
に
は
刑
統
を
修
改
す
る
単
行
指
令
を
編
集
し
た
申
明
刑
統
が

附
せ
ら
れ
、
紹
興
二
年

(

一
一
三
二)

の

『

紹
興
勅
令
格
式』

か
ら
は
勅
令
格
式
を
修
改
す
る
単
行
指
令
を
編
集
し
た
随
勅
申
明
が

附
せ
ら
れ
る
。
勅
令
格
式
と
い
う
形
式
の
法
典
に
対
し
て
は
、
編
勅
が
一
事
項
を
一
道
の
勅
条
に
ま
と
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
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れ
を
わ
ざ
わ
ざ
勅
令
格
式
の
各
篇
に
分
載
し
た
た
め
に
検
索
の
不
便
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
王
洋

『

東
牟

集』
巻
九
、
箚
、
次
論
嘉
祐
政
和
法
意
不
同
箚

嘉
祐
勅
な
る
者
は
、
四
門
に
分
か
た
ず
、
具
さ
に
勅
に
載
す
。
謂
ふ
こ
こ
ろ
、
一
物
を
創
造
す
る
が
如
き
は
、
嘉
祐
勅
に
在
り

て
は
、
則
ち
曰
く
「
凡
そ
某
物
を
造
る
に
は
、
先
に
人
工
材
植
を
集
め
、
多
寡
を
計
り
、
某
日
を
限
と
す
。
之
を
為
り
て
功
成

れ
ば
某
賞
を
獲
。
工
廃
す
れ
ば
某
罪
を
定
む
」
と
。
此
れ
嘉
祐
の
文
意
な
り
。
政
和
勅
な
る
者
は
、
勅
令
格
式
の
四
門
に
分
か

つ
。
人
工
材
植
を
集
む
る
は
令
な
り
。
多
寡
を
計
り
、
某
日
を
限
と
す
る
は
式
な
り
。
功
成
り
て
某
賞
を
獲
る
は
格
な
り
。
功

廃
し
て
某
罪
を
定
む
る
は
勅
な
り
。
故
に
嘉
祐
勅
は
一
閲
に
し
て
尽
き
、
法
を
習
は
ざ
る
者
に
在
り
て
も
挙
げ
て
能
く
之
を
知

る
は
、
此
れ
士
人
百
姓
の
利
な
り
。
政
和
勅
は
反
覆
尋
閲
す
る
も
終
日
に
し
て
一
事
を
尽
く
さ
ざ
る
者
あ
る
は
、
法
吏
の
文
を

侮
る
者
の
利
な
り
。

は

『

政
和
勅
令
格
式』

を

『

嘉
祐
編
勅』
と
比
較
し
て
そ
の
不
便
さ
を
批
判
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
批
判
に
応
え
、

勅
令
格
式
の
検
索
に
便
宜
を
得
る
た
め
に
、
南
宋
中
期
に
至
っ
て
条
法
事
類
が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
条
法
事
類
の
第
一
は
淳

煕
四
年

(

一
一
七
七)

の

『

淳
煕
勅
令
格
式』

と
随
勅
申
明
を
編
集
し
た
淳
煕
七
年

(

一
一
八
〇)

の

『

淳
煕
条
法
事
類』

、
第
二

は
慶
元
四
年

(

一
一
九
八)

の

『

慶
元
勅
令
格
式』

と
随
勅
申
明
を
編
集
し
た
嘉
泰
三
年
の

『

慶
元
条
法
事
類』

、
第
三
は
淳
祐
二

年

(

一
二
四
二)

の

『

淳
祐
勅
令
格
式』

を
編
集
し
た
淳
祐
一
一
年

(

一
二
五
一)

の

『

淳
祐
条
法
事
類』

で
あ
る
。

条
法
事
類
と
い
う
法
書
の
起
源
は
、
開
元
二
五
年

(

七
三
七)

に
律
令
格
式
・
律
疏
と
と
も
に
頒
行
さ
れ
た

『

格
式
律
令
事
類』

四
〇
巻
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

そ
の
編
纂
の
経
緯
は

『

旧
唐
書』

巻
五
〇
、
志
三
〇
、
刑
法
志

〔
開
元
〕
二
十
二
年
〔
七
三
四]

、
戸
部
尚
書
李
林
甫
、
又
た
詔
を
受
け
て
格
令
を
改
修
す
。
林
甫
、
中
書
令
に
遷
り
、
乃
ち
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侍
中
牛
仙
客
、
御
史
中
丞
王
敬
従
と
、
明
法
の
官
の
前
左
武
衛
冑
曹
参
軍
崔
見
、
衛
州
司
戸
参
軍
直
中
書
陳
承
信
、
酸
棗
尉
直

刑
部
兪
元
杞
等
と
、
共
に
刪
緝
を
旧
の
格
式
律
令
及
び
勅
、
総
じ
て
七
千
二
十
六
条
に
加
ふ
。
其
の
一
千
三
百
二
十
四
条
は
、

事
に
於
い
て
要
に
非
ざ
れ
ば
、
並
び
に
之
を
刪
る
。
二
千
一
百
八
十
条
は
文
に
随
ひ
て
損
益
す
。
三
千
五
百
九
十
四
条
は
旧
に

仍
ひ
て
改
め
ず
。
総
じ
て
律
十
二
巻
、
律
疏
三
十
巻
、
令
三
十
巻
、
式
二
十
巻
、
開
元
新
格
十
巻
を
成
す
。
又
た
格
式
律
令
事

類
四
十
巻
を
撰
し
、
類
を
以
て
相
ひ
従
ひ
、
省
覧
に
便
ず
。〔
開
元
〕
二
十
五
年
九
月
、
奏
上
す
。
尚
書
都
省
に
勅
し
て
五
十

本
を
写
さ
し
め
、
使
を
発
し
て
天
下
に
散
ず
。

に
記
さ
れ
る
。

(

�)

こ
こ
に
「
類
を
以
て
相
ひ
従
ひ
、
省
覧
に
便
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、『

格
式
律
令
事
類』

は
「
律
令
格
式
等
の
法
典

を
、
こ
ま
か
く
事
項
別
に
分
解
し
て
、
実
際
の
使
用
や
参
照
の
便
宜
を
は
か
っ
た
」

(

�)
｢

律
令
格
式
の
条
文
を
取
り
混
ぜ
て
事
項
別
に

配
列
し
た
」

(

�)

も
の
で
あ
る
。『

格
式
律
令
事
類』

は
唐
代
の
他
の
法
書
と
と
も
に
後
梁
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
が
、
後
唐
同
光
元
年

(

九
二
三)

に
定
州
勅
庫
か
ら
発
見
さ
れ
て
副
本
が
進
納
さ
れ
た
「
唐
朝
の
格
式
律
令
凡
そ
二
百
八
十
六
巻
」
に
含
ま
れ
、

(

�)

宋
代
に

も
伝
え
ら
れ
た
。

(

�)

し
か
し
な
が
ら
こ
の
形
式
に
類
す
る
法
書
が
宋
代
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
る
の
は
淳
煕
三
年

(

一
一
七
六)

の

『

淳

煕
吏
部
条
法
総
類』

を
は
じ
め
と
す
る

『

吏
部
七
司
条
法
総
類』

に
お
い
て
で
あ
り
、
海
行
法
を
対
象
と
す
る
条
法
事
類
の
編
纂
も

南
宋
中
期
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
青
木
敦
氏
の
「
諸
法
律
が
、
実
務
に
お
い
て
律
・
令
の
分
類
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
は
早
く
か
ら
認

識
さ
れ
て
お
り
、
…
…
こ
う
し
た
事
類
式
の
分
類
が
発
達
し
た
こ
と
自
体
、
律
令
の
形
式
と
現
実
の
利
用
と
の
間
に
は
一
定
の
距
離

が
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
」

(

�)

と
い
う
主
張
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
の
、「『

格
式
律
令
事
類』

以
来
南
宋
の
条
法

事
類
に
至
る
、
こ
の
分
類
の
伝
統
」

(

�)

が
確
立
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。『

宋
史
全
文』

巻
二
六
下
、
宋
孝
宗
六
、
淳
煕
六
年

(

一
一
七
九)

二
月
癸
卯

(

一
五
日)
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淳
煕
海
行
新
法
を
進
む
。
上
曰
く
「
朕
、
見
行
の
条
法
を
将
て
、
勅
令
所
を
し
て
門
に
分
か
ち
て
編
類
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
如

し
律
と
刑
統
・
勅
令
格
式
及
び
続
降
指
揮
と
、
事
ご
と
に
皆
な
一
処
に
聚
載
す
れ
ば
、
巻
を
開
け
ば
則
ち
尽
く
之
を
見
ん
。
庶

は
く
は
胥
吏
を
し
て
舞
文
す
る
を
得
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
」
と
。
趙
雄
等
奏
す
ら
く
「
士
大
夫
は
法
に
精
し
き
者
あ
る
こ
と
少

な
け
れ
ば
、
時
に
臨
み
て
検
閲
す
る
に
、
多
く
吏
輩
の
欺
く
所
と
為
る
。
今
、
若
し
門
に
分
か
ち
て
編
類
す
れ
ば
、
則
ち
事
に

遇
ふ
も
悉
く
見
、
吏
は
欺
く
能
は
ざ
ら
ん
。
陛
下
の
智
は
萬
物
に
周
し
。
俯
し
て
念
ふ
に
、
此
に
及
び
て
、
創
め
て
一
書
を
為

せ
ば
、
補
ふ
所
は
小
さ
き
に
非
ず
」
と
。
乃
ち
勅
令
所
に
詔
し
て
、
見
行
の
勅
令
格
式
申
明
を
将
て
、
吏
部
七
司
条
法
総
類
に

体
倣
し
、
事
に
随
ひ
門
を
分
か
ち
て
修
纂
し
、
別
に
一
書
を
為
さ
し
む
。
若
し
数
事
、
条
を
共
に
す
れ
ば
、
則
ち
門
に
随
ひ
て

釐
入
す
。
仍
ほ
冠
す
る
に
淳
煕
条
法
事
類
を
以
て
名
と
為
す
。

は

『

淳
煕
条
法
事
類』

が
吏
部
条
法
の
体
裁
に
倣
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
が
、『

格
式
律
令
事
類』

に
は
言
及
し
な
い
。
宋
代
人
の

認
識
に
お
い
て
は
、
条
法
事
類
と
い
う
形
式
の
法
書
は
、
曾
我
部
静
雄
氏
の
い
う
よ
う
に
「
淳
煕
三
年
に
造
ら
れ
た
吏
部
七
司
条
法

総
類
か
ら
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
淳
煕
条
法
事
類
は
そ
れ
に
倣
っ
た
の
で
あ
る
」

(

�)

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

﹇
表
２
﹈
に
示
す
よ
う
に
、『

慶
元
条
法
事
類』
全
八
〇
巻
の
う
ち
伝
存
す
る
の
は
半
分
弱
の
三
六
巻

(

う
ち
一
巻
は
一
部
残
存)

で
あ
り
、
こ
れ
は
一
七
総
門

(

う
ち
一
総
門
は
門
名
を
失
し
て
一
部
残
存)

に
分
か
た
れ
、
さ
ら
に
一
八
八
別
門

(

う
ち
一
別
門
は

門
名
を
失
し
て
一
部
残
存)

に
細
分
さ
れ
る
。
各
別
門
に
は
関
係
す
る
勅
・
令
・
格
・
式
・
随
勅
申
明
の
あ
と
に
、
旁
照
法
す
な
わ

ち
参
照
条
文
と
し
て
勅
・
令
・
格
・
式
・
随
勅
申
明
が
附
載
さ
れ
る
が
、
刑
統
と
申
明
刑
統
は
収
載
さ
れ
な
い
。

条
法
事
類
の
編
集
方
針
に
つ
い
て
、
仁
井
田
陞
氏
は
「
勅
令
格
式
お
よ
び
随
勅
申
明
を
分
類
集
成
し
た
も
の｣

(

�)

、
曾
我
部
静
雄
氏

は
「
条
法
事
類
と
い
う
の
は
、
事
に
随
っ
て
門
を
分
ち
、
も
し
数
事
が
条
文
を
共
に
し
て
お
れ
ば
、
門
に
随
っ
て
そ
の
門
に
釐
入
す
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る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
法
典
に
お
け
る
紀
事
本
末
体
と
も
言
う
べ

き
も
の
で
あ
っ
て
、
一
門
の
所
に
関
係
法
規
を
悉
く
集
め
て
置
い
て
、

閲
覧
に
便
に
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る｣

(

�)

、
滋
賀
秀
三
氏
は
「
事
あ

る
ご
と
に
勅
・
令
・
格
・
式
・
随
勅
申
明
の
五
書
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
関
係
条
文
を
検
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
便
を
除
く
た
め
、
全

体
を
事
項
別
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
総
門
三
三
に
大
分
け

し
、
各
総
門
を
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
別
門
に
分
け
、
総
計
四
二
〇
の

別
門
ご
と
に
五
書
か
ら
関
係
条
文
を
抜
き
出
し
て
配
列
し
た
。
一
条

で
幾
つ
も
の
事
項
に
関
係
す
る
条
文
は
煩
を
い
と
わ
ず
複
出
す
る
方

針
が
取
ら
れ
て
い
た
」

(

�)

と
す
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
お
お
む
ね

『

淳
煕
条
法
事
類』

の
編
纂
記
事
な
ら
び
に
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

の
体
例
に
依
拠
し
て
い
る
。
滋
賀
秀
三
氏
が

『

慶
元
条
法
事
類』

に

つ
い
て
「
淳
煕
の
時
と
同
じ
手
法
で
「
条
法
事
類
」
が
作
ら
れ
た
」

(

�)

と
す
る
よ
う
に
、
淳
煕
、
慶
元
、
淳
祐
の
三
条
法
事
類
は
、
す
べ
て
、

当
時
の
勅
令
格
式
・
随
勅
申
明
の
全
条
項
を
編
集
し
た
も
の
と
解
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
青
木
敦
氏
は
、
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

収

載
の
条
項
が
「
一
般
人
民
に
密
接
に
関
係
す
る
分
野
よ
り
、
若
干
公
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［表２］『慶元条法事類』の総門・別門

巻 総門 別門数

1�2 （闕）

3 （失門名） 4

4�13 職制門 1�10 52

14�15 選挙門 1�2 10

16�17 文書門 1�2 11

18�27 （闕）

28�29 �禁門 1�2 14

30�32 財用門 1�3 8

33�35 （闕）

36�37 庫務門 1�2 10

38�46 （闕）

巻 総門 別門数

47�48 賦役門 1�2 12

49 農桑門 3

50�51 道釈門 1�2 11

52 公吏門 3

53�72 （闕）

73�75 刑獄門 3�5 18

76 当贖門 4

77 服制門 4

78 蛮夷門 6

79 畜産門 9

80 雑門 9



法
的
な
、
官
衙
の
事
務
に
関
わ
る
部
分
の
残
存
率
が
多
い
」

(

�)

の
に
対
し
て
、
宋
代
の
判
語
史
料
に
の
こ
さ
れ
た
法
条
の
多
数
が
「
中

央
・
地
方
政
府
内
部
の
儀
礼
や
財
政
、
人
事
上
の
手
続
法
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
判
語
の
法
は
私
法
的
世
界
を
構

成
し
て
い
る
」

(

�)

こ
と
か
ら
、「
慶
元
の

『

事
類』

が
当
時
の
法
令
を
網
羅
し
て
い
な
い
官
吏
の
用
務
に
関
わ
る
も
の
を
重
点
的
に
集

め
た
も
の
で
あ
る
」

(

�)

と
い
う
仮
説
を
提
示
し
、「
判
語
の
法
律
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
慶
元
の

『

事
類』

が
理
財
・
人
事
な
ど

に
偏
向
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
人
民
の
紛
争
解
決
と
い
う
よ
り
も
、
官
吏
が
行
政
運
営
に
お
い
て
必
要
と
し
た
文
書
・
人

事
行
政
に
関
わ
る
も
の
を
重
点
的
に
集
め
て
い
る
」

(

�)

と
主
張
す
る
。
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

の
散
佚
部
分
は
総
門
・
別
門
の
門
名

も
明
ら
か
で
な
い
か
ら
、
青
木
敦
氏
の
主
張
の
是
非
を
軽
々
に
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
論
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て

「
淳
煕
で
は

『

勅
令
格
式』

が
一
二
二
巻
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て

『

条
法
事
類』

は
二
四
八
巻
と
そ
れ
に
倍
す
る
が
、
慶
元
で
は
逆

に
、
同
じ
一
二
二
巻
の

『

勅
令
格
式』
に
対
し
て

『

条
法
事
類』

は
八
〇
巻
に
過
ぎ
な
い
」

(

�)

こ
と
を
示
す
の
に
は
疑
問
を
覚
え
ざ
る

を
え
な
い
。

青
木
敦
氏
が

『

淳
煕
勅
令
格
式』

を
一
二
二
巻
と
す
る
の
は
、
滋
賀
秀
三
氏
が

『

慶
元
勅
令
格
式』

に
つ
い
て
「
本
体
の
構
成
と

巻
数
は
乾
道
・
淳
煕
と
同
じ
で
た
だ
随
勅
申
明
は
一
二
巻
に
増
加
し
、
か
つ
看
詳
四
三
五
冊
が
添
え
ら
れ
て
い
た
」

(

�)

と
記
す
の
に
も

と
づ
く
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に

『

玉
海』

巻
六
六
、
詔
令
、
律
令
下
、
乾
道
勅
令
格
式

〔
乾
道
〕
六
年
〔
一
一
七
〇
〕
八
月
二
十
八
日
、
虞
允
文
言
へ
ら
く
「
紹
興
勅
を
将
て
嘉
祐
勅
及
び
建
炎
四
年
〔
一
一
三
〇
〕

よ
り
乾
道
四
年
〔
一
一
六
八
〕
に
至
る
続
旨
と
参
酌
刪
修
し
、
今
、
勅
十
二
巻
、
令
五
十
巻
、
格
三
十
巻
、
式
三
十
巻
、
目
録

百
二
十
二
巻
、
存
留
照
用
指
揮
二
巻
を
成
す
﹇
会�

せ
る
法
令
は
二
萬
二
千
有
奇
に
至
る
。
煩
複
た
る
者
は
刊
り
、
�
駁
た
る

者
は
正
せ
り]

」
と
。
詔
し
て
乾
道
重
修
を
以
て
名
と
為
し
、
〔
乾
道
〕
八
年
〔
一
一
七
二
〕
正
月
朔
〔
一
日
〕
よ
り
之
を
行
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ふ
﹇
一
本
に
云
ふ
。〔
乾
道
〕
六
年
三
月
癸
酉
〔
二
二
日]

、
詔
す
ら
く
「
建
炎
元
年
〔
一
一
二
七
〕
よ
り
乾
道
四
年
に
至
る
続

降
を
以
て
刪
修
し
、
書
を
成
す
」
と]

。

に
よ
れ
ば

『

乾
道
勅
令
格
式』

は
目
録
・
存
留
照
用
指
揮
を
あ
わ
せ
て
二
四
六
巻
、
勅
令
格
式
だ
け
で
は
一
二
二
巻
で
あ
る
。『

宋

史』

巻
二
〇
四
、
志
一
五
七
、
藝
文
志
三
、
史
類
、
刑
法
類

乾
道
重
修
勅
令
格
式
、
一
百
二
十
巻
﹇
虞
允
文
等
撰]

。

は
勅
令
格
式
だ
け
で
一
二
〇
巻
と
す
る
が
、「
一
百
二
十
二
巻
」
を
「
一
百
二
十
巻
」
と
誤
っ
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、『

乾
道
勅
令

格
式』

が
一
二
二
巻
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し

『

玉
海』

巻
六
六
、
詔
令
、
律
令
下
、
乾
道
勅
令
格
式

淳
煕
三
年
、
乾
道
新
書
は
編
削
未
だ
尽
く
さ
ず
、
多
く
牴
牾
あ
る
を
以
て
、
詔
し
て
刊
修
す
。
明
年
〔
淳
煕
四
年]

、
書
成
る
。

一
百
四
十
八
巻
。

は

『

淳
煕
勅
令
格
式』

を
一
四
八
巻
と
し
、『
宋
史』

巻
二
〇
四
、
志
一
五
七
、
藝
文
志
三
、
史
類
、
刑
法
類

淳
煕
重
修
勅
令
格
式
及
び
随
勅
申
明
、
二
百
四
十
八
巻
。

は
随
勅
申
明
を
あ
わ
せ
て
二
四
八
巻
と
す
る
。
こ
れ
は

『
玉
海』

が
「
二
百
四
十
八
巻
」
を
「
一
百
四
十
八
巻
」
と
誤
っ
た
も
の
か
、

勅
令
格
式
だ
け
で
一
四
八
巻
、
目
録
と
随
勅
申
明
を
あ
わ
せ
て
二
四
八
巻
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も

『

淳
煕
勅
令
格
式』

は
一
二
二
巻
で
は
な
い
。
ま
た

『

玉
海』
巻
六
六
、
詔
令
、
律
令
下
、
慶
元
重
修
勅
令
格
式
・
条
法
事
類

〔
慶
元
〕
二
年
〔
一
一
九
六
〕
二
月
丙
辰
〔
六
日]

、
復
た
編
修
勅
令
所
を
置
く
。
遂
に
乾
道
五
年
〔
一
一
六
九
〕
正
月
よ
り

慶
元
二
年
十
二
月
終
に
至
る
続
降
指
揮
を
抄
録
し
、
数
萬
事
を
得
て
、
淳
煕
の
旧
法
五
千
八
百
条
と
参
酌
し
、
刪
修
し
て
書
を

為
す
。
総
じ
て
七
百
二
冊
。
勅
令
格
式
及
び
目
録
は
各
�
百
二
十
二
巻
、
申
明
十
二
巻
、
看
詳
四
百
三
十
五
冊
﹇
会
要
に
云
ふ
、

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

論

説

737

三
四



二
百
六
十
六
巻
。
書
目
に
云
ふ
、
二
百
五
十
六
巻]

。〔
慶
元
〕
四
年
九
月
丙
申
﹇
十
一
日]

(

�)

、
之
を
上
つ
る
。

は
『

慶
元
勅
令
格
式』

を
勅
令
格
式
だ
け
で
一
二
二
巻
、
目
録
・
随
勅
申
明
を
あ
わ
せ
て
二
五
六
巻
と
し
、『

宋
史』

巻
二
〇
四
、

志
一
五
七
、
藝
文
志
三
、
史
類
、
刑
法
類

慶
元
重
修
勅
令
格
式
及
び
随
勅
申
明
、
二
百
五
十
六
巻
﹇
慶
元
三
年
〔
一
一
九
七]

、
詔
し
て
重
修
す]

。

は
随
勅
申
明
を
あ
わ
せ
て
二
五
六
巻
と
す
る
。『

玉
海』

慶
元
重
修
勅
令
格
式
・
条
法
事
類
の
引
用
す
る
「
書
目
」
に
い
う
「
二
百

五
十
六
巻
」
が
勅
令
格
式
と
目
録
・
随
勅
申
明
と
を
あ
わ
せ
た
巻
数
で
あ
る
こ
と
は
、
陳
振
孫

『

直
斎
書
録
解
題』

巻
七
、
法
令
類

慶
元
勅
十
二
巻
、
令
五
十
巻
、
格
三
十
巻
、
式
三
十
巻
、
目
録
一
百
二
十
二
巻
、
随
勅
申
明
十
二
巻
、
総
じ
て
二
百
五
十
六
巻
。

丞
相
豫
章
京�

仲
遠
等
、
慶
元
四
年
に
表
上
す
。
国
朝
、
建
隆
よ
り
以
来
、
世
�
編
勅
あ
り
。
修
定
を
更
ぬ
る
ご
と
に
、
号
し

て
新
書
と
為
す
。
中
興
よ
り
此
に
至
り
、
凡
そ
三
た
び
修
す
。
其
れ
続
降
の
指
揮
あ
れ
ば
、
之
を
後
勅
と
謂
ひ
、
以
て
他
時
を

待
ち
て
修
入
す
と
云
。

に
示
さ
れ
る
。『

慶
元
勅
令
格
式』

は
た
し
か
に
一
二
二
巻
で
あ
る
が
、『

淳
煕
勅
令
格
式』

と
は
巻
数
を
異
に
す
る
。
さ
ら
に

『

玉

海』

巻
六
六
、
詔
令
、
律
令
下
、
淳
煕
条
法
事
類
・
条
法
枢
要

〔
淳
煕
〕
六
年
正
月
庚
午
〔
一
一
日]

、
趙
雄
奏
す
ら
く
「
士
大
夫
は
法
律
に
通
ず
る
こ
と
罕
な
れ
ば
、
吏
は
舞
文
す
る
を
得
。

今
、
若
し
門
に
分
か
ち
て
編
次
し
、
一
処
に
聚
む
れ
ば
、
則
ち
事
に
遇
ふ
も
悉
く
見
は
れ
、
吏
は
欺
く
能
は
ざ
ら
ん
」
と
。
乃

ち
勅
局
に
詔
し
て
、
勅
令
格
式
申
明
を
取
り
、
吏
部
七
司
条
法
総
類
に
体
倣
し
、
事
に
随
ひ
て
門
を
分
か
ち
、
纂
し
て
一
書
と

為
す
。〔
淳
煕
〕
七
年
五
月
二
十
八
日
、
書
を
成
す
﹇
四
百
二
十
巻]
。
総
門
三
十
三
、
別
門
四
百
二
十
と
為
す
。
明
年
〔
淳
煕

八
年
・
一
一
八
一
〕
三
月
一
日
、
頒
行
し
、
名
を
条
法
事
類
と
賜
ふ
。
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に
よ
れ
ば

『

淳
煕
条
法
事
類』

は
四
二
〇
巻
で
あ
っ
て
二
四
八
巻
で
は
な
い
。

『
慶
元
条
法
事
類』

の
編
纂
記
事
で
は

『

宋
史』

巻
三
八
、
本
紀
三
八
、
寧
宗
二
、
嘉
泰
二
年

(

一
二
〇
二)

八
月
甲
午

(

二
三

日)
謝
深
甫
等
、
慶
元
条
法
事
類
を
上
る
。

お
よ
び

『

宋
史』
巻
三
八
、
本
紀
三
八
、
寧
宗
二
、
嘉
泰
三
年
七
月
辛
未

(

五
日)

慶
元
条
法
事
類
を
頒
つ
。

は
巻
数
を
記
さ
な
い
。『
玉
海』
巻
六
六
、
詔
令
、
律
令
下
、
慶
元
重
修
勅
令
格
式
・
条
法
事
類

嘉
泰
二
年
八
月
二
十
三
日
、
慶
元
条
法
事
類
四
百
三
十
七
巻
を
上
つ
る
。
書
目
に
云
ふ
、
八
十
巻
。〔
嘉
泰
〕
元
年
〔
一
二
〇

一]

、
詔
し
て
是
の
書
を
編
む
。

は

『

慶
元
条
法
事
類』

を
四
三
七
巻
と
す
る
。
し
か
し

『

玉
海』

慶
元
重
修
勅
令
格
式
・
条
法
事
類
の
引
用
す
る
「
書
目｣

、
お
よ

び

『

宋
史』

巻
二
〇
四
、
志
一
五
七
、
藝
文
志
三
、
史
類
、
刑
法
類

慶
元
条
法
事
類
、
八
十
巻
﹇
嘉
泰
元
年
、
勅
令
所
編]

。

な
ら
び
に

『

直
斎
書
録
解
題』

巻
七
、
法
令
類

嘉
泰
条
法
事
類
八
十
巻
。
宰
相
天
台
謝
深
甫
子
粛
等
、
嘉
泰
二
年
に
表
上
す
。
初
め
吏
部
七
司
に
条
法
総
類
あ
り
。
淳
煕
新
書

既
に
成
る
や
、
孝
宗
、
詔
し
て
、
七
司
の
体
に
倣
ひ
、
門
を
分
か
ち
て
修
纂
せ
し
む
。
別
に
一
書
を
為
り
、
事
類
を
以
て
名
と

為
す
。
是
に
至
り
て
、
慶
元
新
書
を
以
て
修
定
頒
行
す
。
此
の
書
、
検
閲
引
用
に
便
た
る
も
、
惜
し
き
か
な
、
併
せ
て
刑
統
に

及
ば
ざ
る
や
。
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は『

慶
元
条
法
事
類』

を
八
〇
巻
と
す
る
。

(

�)

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば『

慶
元
条
法
事
類』

に
は
四
三
七
巻
本
と
八
〇
巻
本
の
二
種
類
が
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
臧
傑
斌
氏
は

｢

�事
類
�
四
三
七
巻
本
は
早
い
時
期
に
散
逸
し
、
南
宋
館
閣
所
蔵
の
八
〇
巻
本
は
お
そ
ら
く
は
四

三
七
巻
本
に
も
と
づ
い
て
簡
略
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う｣

、
孔
学
氏
は

｢

四
三
七
巻
が
原
本
で
あ
り
、
八
〇
巻
本
は
節
略

本
で
あ
る｣
と
す
る
が

(

�)

、
根
拠
は
明
白
で
は
な
い
。
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

の
最
終
巻
は
巻
八
〇
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
本
は
八

〇
巻
本
と
推
測
さ
れ
る
。

(

�)

現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

三
六
巻
か
ら
一
部
残
存
す
る
巻
三
を
除
い
た
三
五
巻
は
一
八
四
別
門
か
ら
な
る
。

こ
れ
を
も
と
に
計
算
す
る
と
、
一
巻
あ
た
り
の
別
門
は
約
五
・
二
六
で
あ
り
、
八
〇
巻
本
全
体
で
は
約
四
二
一
の
別
門
か
ら
な
っ
て

い
た
と
推
定
さ
れ
る
。『
玉
海』

淳
煕
条
法
事
類
・
条
法
枢
要
お
よ
び

『

建
炎
以
来
朝
野
雑
記』

甲
集

(

第
一
章
第
二
節
所
掲)

に

よ
れ
ば

『

淳
煕
条
法
事
類』

四
二
〇
巻
は
総
門
三
三
、
別
門
四
二
〇
か
ら
な
る
か
ら
、
一
別
門
を
一
巻
と
数
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

(

�)

こ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
、
牧
野
巽
氏
は
「｢

淳
煕
条
法
事
類
」
は
総
門
三
十
三
、
別
門
四
百
二
十
…
…
あ
っ
た
と
い
い
、
別
門

数
が
「
玉
海
」
所
挙
の
四
百
二
十
巻
と
一
致
す
る
か
ら
、
恐
ら
く
…
…
四
百
以
上
の
巻
数
を
有
す
る
本
は
、
皆
別
門
を
た
だ
ち
に
一

巻
に
数
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
伝
本
は
一
巻
中
に
少
な
い
の
は
三
つ
、
多
い
の
は
九
つ
に
達
す
る
別
門
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
別
門

を
各
独
立
に
一
巻
と
計
算
す
れ
ば
、
全
体
で
四
百
巻
以
上
に
な
る
の
は
必
ず
し
も
難
事
で
は
な
い
。
八
十
巻
本
と
四
百マ

巻マ

本
と
は
た

ん
に
巻
の
分
別
法
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
、
内
容
は
恐
ら
く
大
差
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う｣

(

�)

、
戴
建
国
氏
は

｢

�淳
煕
条
法
事
類
�

と
《
淳
祐
条
法
事
類
》
の
両
例
に
も
と
づ
け
ば
、《
慶
元
条
法
事
類
》
四
百
三
十
七
巻
は
、
一
別
門
を
一
巻
と
か
ぞ
え
た
も
の
で
あ

る
と
推
断
で
き
る
。
八
十
巻
は
、
一
巻
の
な
か
に
若
干
の
別
門
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
四
百
三
十
七
巻
本
と
八
十
巻
本
は
分
巻
の
方

法
に
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
全
体
の
内
容
に
は
い
さ
さ
か
の
違
い
も
な
い｣
、

(
	)

滋
賀
秀
三
氏
は
「
各
別
門
を
一
巻
と
す
る
四
三
七
巻

本
と
数
門
を
一
巻
に
く
く
っ
た
八
〇
巻
本
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」

(


)

と
す
る
。『
慶
元
条
法
事
類』

の
四
三
七
巻
本
は

『

淳
煕
条
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法
事
類』

の
分
巻
法
に
従
っ
て
一
別
門
を
一
巻
と
数
え
る
も
の
、
八
〇
巻
本
は
複
数
の
別
門
を
一
巻
に
ま
と
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、

四
三
七
巻
本
と
八
〇
巻
本
の
内
容
は
異
な
ら
な
い
。『

淳
煕
条
法
事
類』

と
四
三
七
巻
本

『

慶
元
条
法
事
類』

が
一
別
門
を
一
巻
と

数
え
た
た
め
に
四
〇
〇
巻
を
超
え
、
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

の
原
本
が
複
数
の
別
門
を
一
巻
に
ま
と
め
た
た
め
に
八
〇
巻
に
と
ど

ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
八
〇
巻
と
い
う
巻
数
の
少
な
さ
ゆ
え
に
「
重
複
を
許
し
、
傍
照

マ
マ

法
を
も
乗
せ
る
慶
元
の

『

事
類』

が
現
行
勅
令

格
式
を
網
羅
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
あ
る
程
度
の
抜
粋
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」

(

�)

と
す
る
青
木
敦
氏
の
主
張
は
再
考

を
要
す
る
。『

淳
煕
条
法
事
類』

と
同
様
に
、『

慶
元
条
法
事
類』

も
当
時
の
勅
令
格
式
と
随
勅
申
明
の
全
条
項
を
編
集
し
た
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
節

慶
元
勅
の
復
原

従
来
の
研
究
が
慶
元
勅
を
充
分
に
検
討
の
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
理
由
は
、
慶
元
勅
を
伝
え
る
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

が
残

闕
本
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
勅
条
自
体
が
正
文
と
し
て
は
不
備
な
構
造
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
も
あ
る
。
そ
れ
は

『

慶
元
条
法
事
類』

の
編
集
方
針
に
起
因
す
る
。『

慶
元
条
法
事
類』

は
、
別
門
ご
と
に
、
そ
の
門
名
に
直
接
的
に
関
係
す
る
勅
令
格

式
と
随
勅
申
明
の
条
項
を
列
挙
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
直
接
的
に
は
関
係
し
な
い
が
参
考
と
す
べ
き
勅
令
格
式
と
随
勅
申
明
の
条
項

を
も
旁
照
法
の
名
の
も
と
に
列
挙
す
る
。
複
数
の
別
門
に
関
係
す
る
条
項
は
、
別
門
ご
と
に
重
複
し
て
掲
出
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
勅

令
格
式
お
よ
び
随
勅
申
明
の
条
項
は
必
ず
し
も
正
文
が
掲
載
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
と
く
に
旁
照
法
と
し
て
収
載
さ
れ
る
条
項
に

は
節
略
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
慶
元
勅
を
検
討
の
対
象
と
す
る
た
め
に
は
、
重
複
し
て
掲
出
さ
れ
る
勅
条
を
比
較
検
討
し
、
正
文

を
復
原
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
本
節
に
一
端
を
示
す
復
原
作
業
に
お
い
て
は
、
原
文
を
先
に
掲
げ
、
訓
読
文
を
附
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記
す
る
。

【
復
原
作
業
１
】

慶
元
詐
偽
勅
①
ａ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
七
、
服
制
門
、
喪
葬
、
旁
照
法)

諸
偽
造
官
印
、
印
成
偽
文
書
、
流
参
阡
里
。
已
行
用
者
、
絞
。
未
成
者
、
徒
参
年
。
已
行
用
者
、
流
参
阡
里
。
以
上
、
徒
罪
皆

配
本
州
、
流
罪
皆
配
鄰
州
。

諸
そ
官
印
を
偽
造
し
、
偽
文
書
を
印
成
し
た
れ
ば
、
流
参
阡
里
。
已
に
行
用
し
た
る
者
は
、
絞
。
未
だ
成
さ
ざ
る
者
は
、
徒

参
年
。
已
に
行
用
し
た
る
者
は
、
流
参
阡
里
。
以
上
、
徒
罪
は
皆
な
本
州
に
配
し
、
流
罪
は
皆
な
鄰
州
に
配
す
。

は
官
印
の
偽
造
や
偽
印
を
押
捺
し
た
偽
文
書
の
作
成
の
処
罰
規
定
で
あ
り
、
首
尾
一
貫
し
た
正
文
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
重
複

部
分
を
ゴ
チ
で
示
す
よ
う
に
、
慶
元
詐
偽
勅
①
ｂ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
一
七
、
文
書
門
二
、
給
納
印
記
、
旁
照
法)

諸
偽
造
官
印
、
印
成
偽
文
書
、
或
商
税
物
者
、
流
参
阡
里
。
已
行
用
者
、
絞
、
仍
奏
裁
﹇
行
用
、
謂
官
司
已
承
受
施
行
、
或
私

家
已
信
憑
者]

。
未
成
者
、
徒
参
年
。
已
行
用
者
、
流
参
阡
里
。
若
於
官
物
有
犯
、
干
�
人
知
情
、
減
犯
人
罪
壹
等
。
以
上
、

徒
罪
皆
配
本
州
、
流
罪
皆
配
鄰
州
。
造
偽
人
再
犯
流
、
不
以
赦
前
後
、
配
伍
伯
里
。
其
知
情
転
将
行
用
、
或
未
行
用
、
各
減
偽

造
印
偽
文
書
壹
等
坐
之
﹇
雖
会
赦
而
復
将
行
用
、
准
此]
。

諸
そ
官
印
を
偽
造
し
、
偽
文
書
、
或
は
商
税
物
を
印
成
し
た
る
者
は
、
流
参
阡
里
。
已
に
行
用
し
た
る
者
は
、
絞
、
仍
ほ
奏

裁
﹇
行
用
と
は
、
官
司
の
已
に
承
受
し
て
施
行
し
、
或
は
私
家
の
已
に
信
憑
し
た
る
者
を
謂
ふ]

。
未
だ
成
さ
ざ
る
者
は
、

徒
参
年
。
已
に
行
用
し
た
る
者
は
、
流
参
阡
里
。
若
し
官
物
に
於
い
て
犯
す
あ
り
て
、
干
�
人
、
情
を
知
り
た
れ
ば
、
犯
人
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の
罪
よ
り
壹
等
を
減
ず
。
以
上
、
徒
罪
は
皆
な
本
州
に
配
し
、
流
罪
は
皆
な
鄰
州
に
配
す
。
造
偽
の
人
、
再
び
流
を
犯
し
た

れ
ば
、
赦
の
前
後
を
以
て
せ
ず
、
伍
伯
里
に
配
す
。
其
れ
情
を
知
り
て
転
じ
て
将
て
行
用
し
、
或
は
未
だ
行
用
せ
ざ
れ
ば
、

各
�
偽
造
印
偽
文
書
よ
り
壹
等
を
減
じ
て
之
を
坐
す
﹇
赦
に
会
ふ
と
雖
も
、
復
た
将
て
行
用
し
た
れ
ば
、
此
に
准
ず]

。

の
一
部
を
な
す
節
略
文
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
一
体
と
し
て
復
原
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
復
原
作
業
２
】

慶
元
雑
勅
②
ａ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
五
一
、
道
釈
門
二
、
雑
犯
、
旁
照
法)

諸
�
銷
銭
、
鋳
造
器
物
、
若
工
匠
、

(

�)

壹
両
、
杖
壹
伯
。
壹
斤
、
加
壹
等
﹇
工
匠

(

�)

、
送
鋳
銭
監
充
役]

。
捌
斤
、
皆
配
本
城
。
拾

斤
、
皆
配
伍
伯
里
。
命
官
及
有
蔭
人
、
奏
裁
。

諸
そ
銭
を
�
銷
し
て
、
器
物
を
鋳
造
し
た
れ
ば
、
若
し
く
は
工
匠
は
、
壹
両
は
杖
壹
伯
。
壹
斤
ご
と
に
壹
等
を
加
ふ
﹇
工
匠

は
、
鋳
銭
監
に
送
り
て
役
に
充
つ]

。
捌
斤
は
、
皆
な
本
城
に
配
す
。
拾
斤
は
、
皆
な
伍
伯
里
に
配
す
。
命
官
及
び
有
蔭
の

人
は
、
奏
裁
。

は
銅
銭
を
原
料
と
し
て
器
物
な
ど
を
鋳
造
す
る
こ
と
の
処
罰
規
定
で
あ
り
、
首
尾
一
貫
し
た
正
文
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
も
重
複

部
分
を
ゴ
チ
で
示
す
よ
う
に
、
慶
元
雑
勅
②
ｂ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
二
九
、�

禁
門
二
、
�
鑿
銭
宝)

諸
�
銷
及
磨

(

�)

錯
翦
鑿
銭
、
取
銅
以
求
利
、
或
鋳
造
器
物
﹇
夾
雑
鉛
錫
打
造
、
計
銅
斤
重
科
罪
。
已
�
銷
、
雖
未
成
器
物
、
亦
是]

、

若
工
匠
、
及
売
買
興
販
之
者
、
壹
両
、
杖
壹
伯
。
壹
斤
、
加
壹
等
﹇
工
匠

(
�)

、
送
鋳
銭
監
充
役]

。
捌
斤
、
皆
配
本
城
。
拾
斤
、

皆
配
伍
伯
里
。
命
官
及
有
蔭
人
、
奏
裁
。
並
許
人
捕
。
廂
耆
巡
察
人
、
及
地
分
官
吏
﹇
州
都
監
、
県
鎮
巡
尉
、
各
分
認
地
分
界
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至
﹈
知
而
不
糾
、
以
違
制
論
、
仍
放
罷
。
吏
人
、
勒
停
﹇
犯
人
罪
軽
者
、
与
同
罪]

。
鄰
保
知
而
不
糾
、
杖
壹
伯
。
即
保
内
能

糾
挙
、
或
工
匠
能
首
告
者
、
免
罪
、
給
賞
如
法
。
官
司
不
即
給
賞
、
許
告
捕
人
経
監
司
越
訴
。

諸
そ
銭
を
�
銷
し
、
及
び
磨
錯
翦
鑿
し
て
、
銅
を
取
り
て
以
て
利
を
求
め
、
或
は
器
物
を
鋳
造
し
﹇
鉛
錫
を
夾
雑
し
て
打
造

し
た
れ
ば
、
銅
の
斤
重
を
計
り
て
罪
を
科
す
。
已
に
�
銷
し
た
れ
ば
、
未
だ
器
物
を
成
さ
ざ
る
と
雖
も
、
亦
た
是
な
り]

、

若
し
く
は
工
匠
、
及
び
売
買
興
販
し
た
る
の
者
は
、
壹
両
は
杖
壹
伯
。
壹
斤
ご
と
に
壹
等
を
加
ふ
﹇
工
匠
は
、
鋳
銭
監
に
送

り
て
役
に
充
つ]
。
捌
斤
は
、
皆
な
本
城
に
配
す
。
拾
斤
は
、
皆
な
伍
伯
里
に
配
す
。
命
官
及
び
有
蔭
の
人
は
、
奏
裁
。
並

び
に
人
の
捕
ふ
る
を
許
す
。
廂
耆
巡
察
人
、
及
び
地
分
の
官
吏
﹇
州
の
都
監
、
県
鎮
の
巡
尉
は
、
各
�
認
地
を
分
か
ち
界
至

を
分
か
つ]

、
知
り
て
糾
さ
ざ
れ
ば
、
違
制
を
以
て
論
じ
、
仍
ほ
放
罷
。
吏
人
は
勒
停
﹇
犯
し
た
る
人
、
罪
軽
き
者
は
、
与

に
罪
を
同
じ
く
す]

。
鄰
保
、
知
り
て
糾
さ
ざ
れ
ば
、
杖
壹
伯
。
即
し
保
の
内
に
て
能
く
糾
挙
し
、
或
は
工
匠
の
能
く
首
告

し
た
る
者
は
、
罪
を
免
じ
、
賞
を
給
す
る
こ
と
法
の
如
し
。
官
司
、
即
ち
に
賞
を
給
せ
ざ
れ
ば
、
告
捕
し
た
る
人
の
、
監
司

を
経
て
越
訴
す
る
を
許
す
。

の
一
部
を
な
す
節
略
文
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
一
体
と
し
て
復
原
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
復
原
作
業
３
】

慶
元
名
例
勅
④
ａ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
出
入
罪)

諸
赦
降
、
称
故
殺
者
、
謂
正
犯
。
故
入
人
死
罪
、
同
正
犯
。

諸
そ
赦
降
に
、
故
殺
と
称
す
る
者
は
、
正
犯
を
謂
ふ
。
故
ら
に
人
を
死
罪
に
入
れ
た
れ
ば
、
正
犯
に
同
じ
。
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は
、
赦
降
に
い
う
故
殺
は
「
正
犯
」
の
み
を
さ
す
こ
と
、
な
ら
び
に
故
入
人
死
罪
は
「
正
犯
」
と
同
じ
扱
い
を
す
る
こ
と
を
定
め
る

規
定
で
あ
り
、
短
文
な
が
ら
首
尾
一
貫
し
た
正
文
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
れ
も
重
複
部
分
を
ゴ
チ
で
示
す
よ
う
に
、
慶
元
名
例
勅
④

ｂ

(『
慶
元
条
法
事
類』

巻
一
六
、
文
書
門
一
、
赦
降)

諸
赦
降
、
称
枉
法
、
自
盗
、
及
入
己
贓
者
、
並
謂
已
入
己
﹇
応
断
私
罪
者
、
非]

。
称
劫
謀
故
闘
殺
者
、
謂
正
犯
。
即
以
邪
法

薬
物
与
人
服
食
、
及
為
人
合
薬
題
疏
鍼
刺
故
不
如
本
方
、
造
厭
魅
符
書
呪
詛
、
並
謂
欲
以
疾
苦
人
、
或
故
令
畜
産
及
猛
獣
殺
傷

人
、
或
故
屏
去
人
服
用
飲
食
之
物
、
或
脯
肉
有
毒
故
与
人
食
、
或
有
所
規
避
将
本
宗
或�

麻
以
上
親
遺
棄
、
或
誣
告
人
死
罪
、

或
詐
陥
人
、
或
捕
罪
人
已
就
拘
執
別
挟
讎
恨
若
有
所
規
避
而
謀
殺
、
或
尊
長
犯
死
罪
被
囚
禁
不
遣
雇
倩
、
及
辞
未
窮
尽
而
殺
、

或
故
入
人
死
罪
、
或
挟
情
託
法
、
或
故
為
惨
毒
、
各
致
殺
人
者
、
皆
同
正
犯
。

諸
そ
赦
降
に
、
枉
法
、
自
盗
、
及
び
入
己
の
贓
と
称
す
る
者
は
、
並
び
に
已
に
入
己
し
た
る
を
謂
ふ
﹇
応
に
私
罪
に
断
ず
べ

き
者
は
非
な
り]

。
劫
謀
故
闘
殺
と
称
す
る
者
は
、
正
犯
を
謂
ふ
。
即
し
邪
法
薬
物
を
以
て
人
に
与
へ
て
服
食
せ
し
め
、
及

び
人
の
為
に
合
薬
題
疏
鍼
刺
し
て
故
ら
に
本
方
の
如
く
せ
ず
、
厭
魅
符
書
を
造
り
て
呪
詛
し
た
る
は
、
並
び
に
以
て
人
を
疾

苦
せ
ん
と
欲
し
た
る
を
謂
ひ
、
或
は
故
ら
に
畜
産
及
び
猛
獣
を
し
て
人
を
殺
傷
せ
し
め
、
或
は
故
ら
に
人
の
服
用
飲
食
の
物

を
屏
去
し
、
或
は
脯
肉
に
毒
あ
り
て
故
ら
に
人
に
与
へ
て
食
さ
し
め
、
或
は
規
避
す
る
所
あ
り
て
本
宗
或
は�

麻
以
上
の
親

を
将
て
遺
棄
し
、
或
は
人
の
死
罪
を
誣
告
し
、
或
は
詐
り
て
人
を
陥
れ
、
或
は
罪
人
を
捕
へ
て
已
に
拘
執
に
就
き
た
る
に
別

に
讎
恨
を
挟
み
若
し
く
は
規
避
す
る
所
あ
り
て
殺
さ
ん
と
謀
り
、
或
は
尊
長
の
死
罪
を
犯
し
囚
禁
せ
ら
る
る
に
雇
倩
を
遣
は

さ
ず
、
及
び
辞
未
だ
窮
し
尽
さ
ず
し
て
殺
し
、
或
は
故
ら
に
人
を
死
罪
に
入
れ
、
或
は
情
を
挟
み
て
法
に
託
し
、
或
は
故
ら

に
惨
毒
を
為
し
、
各
�
人
を
殺
す
に
致
し
た
る
者
は
、
皆
な
正
犯
に
同
じ
。
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の
一
部
を
な
す
節
略
文
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
一
体
と
し
て
復
原
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
「
正
犯
」
は
、
そ
の
罪
に
対
す
る
規
定
が
直
接
に
刑
名
を
定
め
る
定
型
的
な
行
為
で
あ
る
。
名
例
律
五
三
条

諸
そ
反
坐
、
及
び
之
を
罪
す
、
之
を
坐
す
、
与
に
罪
を
同
じ
く
す
と
称
す
る
者
は
、
止
だ
其
の
罪
を
坐
す
﹇
死
た
る
者
は
絞
に

止
む
る
の
み]

。
枉
法
に
准
じ
て
論
ず
、
盗
に
准
じ
て
論
ず
と
称
す
る
の
罪
は
、
流
三
千
里
に
止
め
、
但
だ
其
の
罪
に
准
ず
。

並
び
に
除
免
、
倍
贓
、
監
主
加
罪
、
加
役
流
の
例
に
在
ら
ず
。
枉
法
を
以
て
論
ず
、
及
び
盗
も
て
論
ず
と
称
す
る
の
類
は
、
皆

な
真
犯
と
同
じ
。

に
示
さ
れ
る
「
反
坐
」｢
罪
之
」｢

坐
之
」｢

与
同
罪
」｢

準
論
」｢

以
論
」
な
ど
の
文
言
に
よ
り
、
他
の
罪
に
対
す
る
規
定
へ
の
依
拠

に
よ
り
刑
名
が
定
ま
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
行
為
と

(

�)

対
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
名
例
律
五
三
条
に
記
さ
れ
る
「
真
犯
」
と
も
異
な
る
。

戴
建
国
氏
は
慶
元
名
例
勅
④
ｂ
を
示
し
て
「
こ
れ
は
社
会
に
対
す
る
危
害
が
も
っ
と
も
大
き
な
い
く
つ
か
の
犯
罪
を
一
類
型
に
ま
と

め
て
、
正
犯
と
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
の
罪
行
は
雑
犯
と
称
さ
れ
る
」

(

�)

と
し
、
慶
元
名
例
随
勅
申
明

(『

慶
元
条
法
事

類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
検
断)

元
祐�

年
〔
一
〇
九
二
〕�

月
陸
日
、
尚
書
省
箚
子
。
検
会
す
ら
く
。
編
勅
に
「
諸
そ
赦
降
に�

謀
故
闘
殺
と
称
す
る
は
正
犯

た
り
」
と
。
載
す
所
は
詳
ら
か
に
備
ふ
。
其
れ
載
せ
ざ
る
者
は
、
即
ち
雑
犯
に
係
る
。
縁
ず
る
に
、
闘
殺
を
以
て
す
、
故
殺
を

以
て
論
ず
、
并
び
に
闘
殴
し
て
傍
人
を
誤
殺
す
等
は
、
既
に
編
勅
に
「
正
犯
と
同
じ
」
と
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
即
ち
雑
犯
に
係

る
。
便
ち
律
文
の
「
以
て
す
る
者
は
真
犯
と
同
じ
」
を
引
き
て
定
断
す
る
を
得
ず
。

か
ら
「
検
会
す
ら
く
。
編
勅
に
「
諸
そ
赦
降
に�

謀
故
闘
殺
と
称
す
る
は
正
犯
た
り
」
と
。
載
す
所
は
詳
ら
か
に
備
ふ
。
其
れ
載
せ

ざ
る
者
は
、
即
ち
雑
犯
に
係
る
」
と
い
う
文
言
を
引
用
し
て
「
宋
で
は
正
犯
に
対
す
る
処
罰
は
き
わ
め
て
重
く
、
一
般
的
な
大
赦
で
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は
正
犯
の
罪
行
を
減
免
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
雑
犯
の
刑
罰
は
相
対
的
に
軽
く
す
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
た
」

(

�)

と
す

る
。
し
か
し
、
戴
建
国
氏
が
引
用
を
省
略
し
た
慶
元
名
例
随
勅
申
明
の
続
文
「
縁
ず
る
に
、
闘
殺
を
以
て
す
、
故
殺
を
以
て
論
ず
、

并
び
に
闘
殴
し
て
傍
人
を
誤
殺
す
等
は
、
既
に
編
勅
に
「
正
犯
と
同
じ
」
と
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
即
ち
雑
犯
に
係
る
。
便
ち
律
文
の

「
以
て
す
る
者
は
真
犯
と
同
じ
」
を
引
き
て
定
断
す
る
を
得
ず
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
再
考
を
要
す
る
。
故
殺
は
闘
訟
律
五
条

「
諸
そ
闘
殴
し
て
人
を
殺
し
た
る
者
は
絞
。
刃
を
以
て
し
、
及
び
故
ら
に
人
を
殺
し
た
る
者
は
斬
。
闘
に
因
る
と
雖
も
、
兵
刃
を
用

ゐ
て
殺
し
た
る
者
は
、
故
殺
と
同
じ
」
に
斬
と
規
定
さ
れ
る
。
慶
元
名
例
勅
④
ａ
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
故
殺
の
「
正
犯
」
は
闘
訟

律
五
条
の
「
故
ら
に
人
を
殺
し
た
る
者
は
斬
」
が
直
接
に
刑
名
を
定
め
る
も
の
を
さ
し
、「
闘
に
因
る
と
雖
も
、
兵
刃
を
用
ゐ
て
殺

し
た
る
者
は
、
故
殺
と
同
じ
」
を
含
ま
な
い
。
赦
降
に
お
い
て
は
故
殺
は
減
免
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
故

殺
の
規
定
へ
の
依
拠
に
よ
り
刑
名
が
定
ま
る
行
為
に
は
赦
降
に
よ
る
減
免
を
適
用
す
る
と
い
う
の
が
慶
元
名
例
勅
④
ａ
の
趣
旨
で
あ

る
。
故
入
人
死
罪
す
な
わ
ち
死
罪
に
あ
た
ら
な
い
者
に
故
意
に
死
罪
を
科
す
こ
と
は
、
断
獄
律
一
九
条
「
諸
そ
官
司
、
人
を
罪
に
入

れ
た
る
者
は
、
若
し
全
罪
を
入
れ
た
れ
ば
、
全
罪
を
以
て
論
ず
。
軽
き
よ
り
重
き
に
入
れ
た
れ
ば
、
剰
す
所
を
以
て
論
ず
。
刑
名
易

へ
た
る
者
は
、
笞
よ
り
杖
に
入
れ
、
徒
よ
り
流
に
入
れ
た
れ
ば
、
亦
た
剰
す
所
を
以
て
論
ず
。
笞
杖
よ
り
徒
流
に
入
れ
、
徒
流
よ
り

死
罪
に
入
れ
た
れ
ば
、
亦
た
全
罪
を
以
て
論
ず
」
に
よ
り
死
罪
の
全
罪
を
以
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
死
罪
は
他
の
罪
に
対
す
る
規
定

へ
の
依
拠
に
よ
り
定
ま
る
か
ら
「
正
犯
」
に
は
あ
た
ら
ず
、
赦
降
に
よ
る
減
免
が
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
慶
元
名
例
勅
④
ａ
は

こ
れ
を
「
正
犯
」
と
同
じ
扱
い
を
す
る
と
し
て
、
赦
降
に
よ
る
減
免
の
適
用
か
ら
除
外
す
る
の
で
あ
る
。
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【
復
原
作
業
４
】

慶
元
名
例
勅
⑤
ａ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
五
、
刑
獄
門
五
、
移
郷)

諸
応
比
罪
者
﹇
謂
犯
編
配
応
当
贖
之
類]

、
移
郷
、
比
徒
壹
年
。

諸
そ
応
に
比
罪
す
べ
き
者
は
﹇
編
配
を
犯
し
て
応
に
当
・
贖
す
べ
き
の
類
を
謂
ふ]

、
移
郷
は
、
徒
壹
年
に
比
す
。

は
「
比
罪
」
す
な
わ
ち
「
閏
刑
の
重
さ
を
正
刑
の
尺
度
を
も
っ
て
計
る
場
合
の
換
算
法
」

(

�)

に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
移
郷
の
徒
一

年
へ
の
換
算
し
か
規
定
し
な
い
短
文
で
あ
る
。
重
複
部
分
を
ゴ
チ
で
示
す
よ
う
に
、
慶
元
名
例
勅
⑤
ｂ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七

四
、
刑
獄
門
四
、
比
罪)

諸
応
比
罪
者
﹇
謂
犯
編
配
応
当
贖
、
及
誣
告
・
出
入
之
類]

、
配
沙
門
島
、
比
流
貳
阡
里
。
餘
刺
面
配
、
比
徒
参
年
。
不
刺
面

配
、
比
徒
貳
年
﹇
配
軍
、
配
沙
門
島
者
、
比
徒
参
年
。
餘
刺
面
配
者
、
比
徒
貳
年]

。
編
管
・
移
郷
、
比
徒
壹
年
。
其
本
罪
徒

以
上
、
仍
通
比
満
肆
年
者
、
比
流
貳
阡
里
。
毎
半
年
、
加
伍
伯
里
。
満
陸
年
者
、
比
加
役
流
。
聴
用
官
当
・
減
贖
、
不
在
除
名

之
例
﹇
官
当
者
、
准
徒
陸
年
。
応
贖
者
、
理
銅
伯
斤]

。
命
官
勒
停
・
衝
替
、
挙
人
永
不
得
応
挙
、
流
外
品
官
勒
停
﹇
公
人
係

職
級
、
及
衙
前
職
員
、

(

�)

若
副
尉
、
亦
同]

、
将
校
・
節
級
降
補
、
諸
軍
降
配
、
僧
道
還
俗
、
本
罪
杖
以
下
﹇
雖
無
本
罪
、
同]

、

各
比
徒
壹
年
。

諸
そ
応
に
比
罪
す
べ
き
者
は
﹇
編
配
を
犯
し
て
応
に
当
・
贖
す
べ
き
、
及
び
誣
告
・
出
入
し
た
る
の
類
を
謂
ふ]

、
配
沙
門

島
は
、
流
貳
阡
里
に
比
す
。
餘
の
刺
面
配
は
、
徒
参
年
に
比
す
。
不
刺
面
配
は
、
徒
貳
年
に
比
す
﹇
配
軍
は
、
配
沙
門
島
な

る
者
は
、
徒
参
年
に
比
す
。
餘
の
刺
面
配
な
る
者
は
、
徒
貳
年
に
比
す]

。
編
管
・
移
郷
は
、
徒
壹
年
に
比
す
。
其
れ
本
罪

徒
以
上
た
り
て
、
仍
ほ
通
比
し
て
肆
年
に
満
つ
る
者
は
、
流
貳
阡
里
に
比
す
。
半
年
ご
と
に
、
伍
伯
里
を
加
ふ
。
陸
年
に
満
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つ
る
者
は
、
加
役
流
に
比
す
。
官
当
・
減
贖
を
用
ゐ
る
を
聴
し
、
除
名
の
例
に
在
ら
ず
﹇
官
当
な
る
者
は
、
徒
陸
年
に
准
ず
。

応
に
贖
す
べ
き
者
は
、
銅
伯
斤
を
理
す]

。
命
官
の
勒
停
・
衝
替
、
挙
人
の
永
不
得
応
挙
、
流
外
品
官
の
勒
停
﹇
公
人
の
職

級
に
係
り
、
及
び
衙
前
の
職
員
、
若
し
く
は
副
尉
も
、
亦
た
同
じ]

、
将
校
・
節
級
の
降
補
、
諸
軍
の
降
配
、
僧
道
の
還
俗

は
、
本
罪
杖
以
下
た
れ
ば
﹇
本
罪
な
き
と
雖
も
、
同
じ]

、
各
�
徒
壹
年
に
比
す
。

と
い
う
長
大
な
勅
条
の
ご
く
一
部
を
抜
粋
し
た
節
略
文
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
一
体
と
し
て
復
原
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
復
原
作
業
５
】

慶
元
名
例
勅
⑥
ａ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
五
〇
、
道
釈
門
一
、
総
法)

諸
僧
道
、
犯
私
罪
杖
以
下
、
及
僧
道
録
、
犯
贓
私
罪
杖×

﹇
以
上
、
称
私
罪
・
贓
罪
、
並
謂
非
重
害
者]

・
公
罪
徒
以
下
、
並
贖
。

諸
そ
僧
道
、
私
罪
杖
以
下
を
犯
し
、
及
び
僧
道
録
、
贓
私
罪
杖
﹇
以
上
、
私
罪
・
贓
罪
と
称
す
る
は
、
並
び
に
重
害
に
非
ざ

る
者
を
謂
ふ]

・
公
罪
徒
以
下
を
犯
し
た
れ
ば
、
並
び
に
贖
す
。

は
僧
侶
・
道
士
の
犯
罪
が
収
贖
を
み
と
め
ら
れ
る
場
合
の
規
定
で
あ
り
、
首
尾
一
貫
し
た
正
文
に
見
え
る
。
ま
た
、
慶
元
名
例
勅
⑥

ｂ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
六
、
当
贖
門
、
蔭
贖
、
旁
照
法)

諸
摂
諸
州
助
教
、
犯
贓
私
罪
杖×

﹇
称
私
罪
・
贓
罪
、
並
謂
非
重
害
者
﹈
・
公
罪
徒
以
下
、
並
贖
。

諸
そ
摂
諸
州
助
教
、
贓
私
罪
杖
﹇
私
罪
・
贓
罪
と
称
す
る
は
、
並
び
に
重
害
に
非
ざ
る
者
を
謂
ふ]

・
公
罪
徒
以
下
を
犯
し

た
れ
ば
、
並
び
に
贖
す
。

は
州
学
の
補
助
教
員
の
犯
罪
が
収
贖
を
み
と
め
ら
れ
る
場
合
の
規
定
で
あ
り
、
慶
元
名
例
勅
⑥
ａ
と
は
別
の
首
尾
一
貫
し
た
正
文
と
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思
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
慶
元
名
例
勅
⑥
ｃ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
六
、
当
贖
門
、
罰
贖)

諸◎

州
県
学
生
・
医
生
、
州
職
医
・
助
教
、
犯
公
罪
杖
以
下
、
太
学
・
武
学
外
舎
生
、
僧〇

道〇

、
犯〇

私〇

罪〇

杖〇

以〇

下〇

、
摂●

諸●

州●

助●

教●

、

�
林
祗
候
、
曾
得
解
、
及〇

応
免
解
挙
人
﹇
武
挙
、
同]

、
太
学
・
武
学
上
舎
・
内
舎
生
、
僧〇

道〇

録〇

、
犯◎

贓◎

私◎

罪◎

﹇
以〇

上〇

、
称◎

私◎

罪◎

・
贓◎

罪◎

、
並◎

謂◎

非◎

重◎

害◎

者◎]

・
公◎

罪◎

徒◎

以◎

下◎

、
御
前
忠
佐
、
犯
贓
私
罪
・
公
罪
流
以
下
、
並◎

贖◎

﹇
坑
戸
以
賞
得
副
尉
、
而
依

旧
充
応
者
、
於
本
場
冶
、

(

�)

犯
公
罪
流
以
下
、
准
此]

。

諸
そ
州
県
の
学
生
・
医
生
、
州
の
職
医
・
助
教
、
公
罪
杖
以
下
を
犯
し
、
太
学
・
武
学
の
外
舎
生
、
僧
道
、
私
罪
杖
以
下
を

犯
し
、
摂
諸
州
助
教
、
翰
林
祗
候
、
曾
て
解
を
得
、
及
び
応
に
解
を
免
ず
べ
き
挙
人
﹇
武
挙
も
同
じ]

、
太
学
・
武
学
の
上

舎
・
内
舎
生
、
僧
道
録
、
贓
私
罪
﹇
以
上
、
私
罪
・
贓
罪
と
称
す
る
は
、
並
び
に
重
害
に
非
ざ
る
者
を
謂
ふ
﹈
・
公
罪
徒
以

下
を
犯
し
、
御
前
忠
佐
、
贓
私
罪
・
公
罪
流
以
下
を
犯
し
た
れ
ば
、
並
び
に
贖
す
﹇
坑
戸
、
賞
を
以
て
副
尉
を
得
て
、
旧
に

依
り
て
充
応
す
る
者
、
本
場
冶
に
於
い
て
、
公
罪
流
以
下
を
犯
し
た
れ
ば
、
此
に
准
ず]

。

は
、
慶
元
名
例
勅
⑥
ａ
と
慶
元
名
例
勅
⑥
ｂ
の
二
箇
条
が
、
慶
元
名
例
勅
⑥
ｃ
を
含
む
条
項
の
節
略
文
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

傍
点
◎
を
附
し
た
字
句
は
慶
元
名
例
勅
⑥
ａ
・
慶
元
名
例
勅
⑥
ｂ
・
慶
元
名
例
勅
⑥
ｃ
の
す
べ
て
、
傍
点
○
を
附
し
た
字
句
は
慶
元

名
例
勅
⑥
ａ
と
慶
元
名
例
勅
⑥
ｃ
の
両
方
、
傍
点
●
を
附
し
た
字
句
は
慶
元
名
例
勅
⑥
ｂ
と
慶
元
名
例
勅
⑥
ｃ
の
両
方
に
存
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
慶
元
名
例
勅
⑥
ｃ
も
正
文
で
は
な
い
。
慶
元
名
例
勅
⑥
ａ
と
慶
元
名
例
勅
⑥
ｂ
の
二
箇
条
で
傍
点
×
を
附
し
た
「
犯

贓
私
罪
杖
」
の
「
杖
」
を
、
慶
元
名
例
勅
⑥
ｃ
は
欠
く
。
慶
元
名
例
勅
⑥
の
正
文
を
復
原
す
る
に
は
、
次
の
よ
う
に
傍
点
×
を
附
し

た
「
杖
」
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

諸
州
県
学
生
・
医
生
、
州
職
医
・
助
教
、
犯
公
罪
杖
以
下
、
太
学
・
武
学
外
舎
生
、
僧
道
、
犯
私
罪
杖
以
下
、
摂
諸
州
助
教
、
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�
林
祗
候
、
曾
得
解
、
及
応
免
解
挙
人
﹇
武
挙
、
同]

、
太
学
・
武
学
上
舎
・
内
舎
生
、
僧
道
録
、
犯
贓
私
罪
杖×

﹇
以
上
、
称

私
罪
・
贓
罪
、
並
謂
非
重
害
者
﹈
・
公
罪
徒
以
下
、
御
前
忠
佐
、
犯
贓
私
罪
・
公
罪
流
以
下
、
並
贖
﹇
坑
戸
以
賞
得
副
尉
、
而

依
旧
充
応
者
、
於
本
場
冶
、
犯
公
罪
流
以
下
、
准
此]

。

諸
そ
州
県
の
学
生
・
医
生
、
州
の
職
医
・
助
教
、
公
罪
杖
以
下
を
犯
し
、
太
学
・
武
学
の
外
舎
生
、
僧
道
、
私
罪
杖
以
下
を

犯
し
、
摂
諸
州
助
教
、
�
林
祗
候
、
曾
て
解
を
得
、
及
び
応
に
解
を
免
ず
べ
き
挙
人
﹇
武
挙
も
同
じ]

、
太
学
・
武
学
の
上

舎
・
内
舎
生
、
僧
道
録
、
贓
私
罪
杖
﹇
以
上
、
私
罪
・
贓
罪
と
称
す
る
は
、
並
び
に
重
害
に
非
ざ
る
者
を
謂
ふ
﹈
・
公
罪
徒

以
下
を
犯
し
、
御
前
忠
佐
、
贓
私
罪
・
公
罪
流
以
下
を
犯
し
た
れ
ば
、
並
び
に
贖
す
﹇
坑
戸
、
賞
を
以
て
副
尉
を
得
て
、
旧

に
依
り
て
充
応
す
る
者
、
本
場
冶
に
於
い
て
、
公
罪
流
以
下
を
犯
し
た
れ
ば
、
此
に
准
ず]

。

【
復
原
作
業
６
】

慶
元
戸
婚
勅
①
ａ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
五
〇
、
道
釈
門
一
、
試
経
撥
度)

諸
私
自
披
剃
為
僧
道
、
赦
到
参
拾
日
不
改
正
、
復
罪
如
初
﹇
童
行
令×

人×

代×

試×

経×

、
并
本
師
主
首
知
情
、
並
准
此]

。

諸
そ
私
自
に
披
剃
し
て
僧
道
と
為
し
、
赦
、
到
り
て
参
拾
日
、
改
正
せ
ざ
れ
ば
、
復
た
罪
す
る
こ
と
初
め
の
如
し
﹇
童
行
、

人
を
し
て
試
経
に
代
ら
し
め
、
并
び
に
本
師
主
首
、
情
を
知
り
た
れ
ば
、
並
び
に
此
に
准
ず]

。

は
、
私
自
に
剃
髪
し
て
僧
道
と
な
っ
た
者
が
赦
か
ら
三
〇
日
以
内
に
還
俗
し
な
け
れ
ば
ふ
た
た
び
違
法
と
な
る
と
す
る
規
定
で
あ
り
、

首
尾
一
貫
し
た
正
文
に
見
え
る
。
だ
が
、
慶
元
戸
婚
勅
①
ａ
と
同
じ
勅
条
を
構
成
す
る
と
思
わ
れ
る
慶
元
戸
婚
勅
①
ｂ

(『

慶
元
条

法
事
類』

巻
五
一
、
道
釈
門
二
、
供
帳)
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諸
私
自
披
剃
為
僧
道
、
赦
到
参
拾
日
不
改
正
、
復
罪
如
初
﹇
童
行
冒×

帳×

・
買×

帳×

、
并
本
師
主
首
知
情
、
並
准
此]

。

諸
そ
私
自
に
披
剃
し
て
僧
道
と
為
し
、
赦
、
到
り
て
参
拾
日
、
改
正
せ
ざ
れ
ば
、
復
た
罪
す
る
こ
と
初
め
の
如
し
﹇
童
行
、

帳
を
冒
し
、
帳
を
買
ひ
、
并
び
に
本
師
主
首
、
情
を
知
り
た
れ
ば
、
並
び
に
此
に
准
ず]

。

と
は
、
傍
点
×
を
附
し
た
字
句
が
一
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
慶
元
戸
婚
勅
①
ａ
も
慶
元
戸
婚
勅
①
ｂ
も
、
少
な
く
と
も
註
の
一

部
を
省
略
し
た
節
略
文
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
慶
元
戸
婚
勅
①
ｃ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
五
〇
、
道
釈
門
一
、
師
号
度
牒)

諸
以
応
毀
納
度
牒
、
乞
売
与
人
、
及
受
買
﹇
盗
詐
取
、
同]

、
而
欲
冒
之
者
、
各
徒
貳
年
﹇
公
人
将�

到
亡
僧
道
度
牒
、
盗
売

与
人
、
及
受
買
、
洗
改
書
填
者
、
准
此]

、
並
許
人
告
。
赦
到
参
拾
日
不
改
正
、
復
罪
如
初
。

諸
そ
応
に
毀
納
す
べ
き
度
牒
を
以
て
、
人
に
乞
売
与
し
、
及
び
受
買
し
て
﹇
盗
詐
取
し
た
る
も
同
じ]

、
之
を
冒
さ
ん
と
欲

し
た
る
者
は
、
各
�
徒
貳
年
﹇
公
人
、�

し
到
れ
る
亡
僧
道
の
度
牒
を
将
て
、
人
に
盗
売
与
し
、
及
び
受
買
し
て
、
洗
改
書

填
し
た
る
者
は
、
此
に
准
ず]

、
並
び
に
人
の
告
す
る
を
許
す
。
赦
、
到
り
て
参
拾
日
、
改
正
せ
ざ
れ
ば
、
復
た
罪
す
る
こ

と
初
め
の
如
し
。

は
破
棄
す
べ
き
度
牒
の
売
買
な
ど
の
処
罰
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
慶
元
戸
婚
勅
①
ａ
お
よ
び
慶
元
戸
婚
勅
①
ｂ

の
二
箇
条
と
は
別
の
勅
条
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
慶
元
戸
婚
勅
①
ｄ

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
五
〇
、
道
釈
門
一
、
違
法
剃
度)

諸◎

私〇

自〇

剃
披
、
及
私
度
人
為〇

僧〇

道〇

、
若
偽
冒
者
、
各
徒
参
年
。
本
師
知
情
、
徒
貳
年
。
主
首
知
情
、
杖
壹
伯
。
並
還
俗
。
即
以●

応●

毀●

納●

度●

牒●

、
乞●

売●

与●

人●

、
及●

受●

買●

﹇
盗●

詐●

取●

、
同●]

、
而●

欲●

冒●

之●

者●

、
各●

徒●

貳●

年●

﹇
公●

人●

将●� �

到●

亡●

僧●

道●

度●

牒●

、
盗●

売●

与●

人●

、

及●

受●

買●

、
洗●

改●

書●

填●

者●

、
准●

此●]

。
以
上
、
並●

許●

人●

告●

。
赦◎

到◎

参◎

拾◎

日◎

不◎

改◎

正◎

、
復◎

罪◎

如◎

初◎

。

諸
そ
私
自
に
剃
披
し
、
及
び
人
を
私
度
し
て
僧
道
と
為
し
、
若
し
く
は
偽
冒
し
た
る
者
は
、
各
�
徒
参
年
。
本
師
、
情
を
知
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り
た
れ
ば
、
徒
貳
年
。
主
首
、
情
を
知
り
た
れ
ば
、
杖
壹
伯
。
並
び
に
還
俗
。
即
し
応
に
毀
納
す
べ
き
度
牒
を
以
て
、
人
に

乞
売
与
し
、
及
び
受
買
し
て
﹇
盗
詐
取
し
た
る
も
同
じ]

、
之
を
冒
さ
ん
と
欲
し
た
る
者
は
、
各
�
徒
貳
年
﹇
公
人
、�

し

到
れ
る
亡
僧
道
の
度
牒
を
将
て
、
人
に
盗
売
与
し
、
及
び
受
買
し
て
、
洗
改
書
填
し
た
る
者
は
、
此
に
准
ず]

。
以
上
、
並

び
に
人
の
告
す
る
を
許
す
。
赦
、
到
り
て
参
拾
日
、
改
正
せ
ざ
れ
ば
、
復
た
罪
す
る
こ
と
初
め
の
如
し
。

と
あ
わ
せ
て
見
る
と
、
慶
元
戸
婚
勅
①
ａ
・
慶
元
戸
婚
勅
①
ｂ
・
慶
元
戸
婚
勅
①
ｃ
の
三
箇
条
は
、
慶
元
戸
婚
勅
①
ｄ
を
含
む
勅
条

の
節
略
文
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
傍
点
◎
を
附
し
た
字
句
は
慶
元
戸
婚
勅
①
ａ
・
慶
元
戸
婚
勅
①
ｂ
・
慶
元
戸
婚
勅
①
ｃ
・
慶

元
戸
婚
勅
①
ｄ
の
す
べ
て
に
、
傍
点
○
を
附
し
た
字
句
は
慶
元
戸
婚
勅
①
ａ
・
慶
元
戸
婚
勅
①
ｂ
・
慶
元
戸
婚
勅
①
ｄ
に
、
傍
点
●

を
附
し
た
字
句
は
慶
元
戸
婚
勅
①
ｃ
・
慶
元
戸
婚
勅
①
ｄ
に
存
す
る
。
け
れ
ど
も
慶
元
戸
婚
勅
①
ａ
註
と
慶
元
戸
婚
勅
①
ｂ
註
に
相

当
す
る
註
は
慶
元
戸
婚
勅
①
ｄ
に
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
慶
元
戸
婚
勅
①
ａ
註
「
令
人
代
試
経
」
と
慶
元
戸
婚
勅
①
ｂ
註
「
冒
帳
買

帳
」
の
語
順
は
確
定
で
き
な
い
。
と
り
あ
え
ず
「
令
人
代
試
経
」
の
あ
と
に
「
冒
帳
買
帳
」
が
つ
づ
く
と
仮
定
し
て
復
原
す
れ
ば
次

の
よ
う
に
な
る
。

諸
私
自
剃
披
、
及
私
度
人
為
僧
道
、
若
偽
冒
者
、
各
徒
参
年
。
本
師
知
情
、
徒
貳
年
。
主
首
知
情
、
杖
壹
伯
。
並
還
俗
。
即
以

応
毀
納
度
牒
、
乞
売
与
人
、
及
受
買
﹇
盗
詐
取
、
同]
、
而
欲
冒
之
者
、
各
徒
貳
年
﹇
公
人
将�

到
亡
僧
道
度
牒
、
盗
売
与
人
、

及
受
買
、
洗
改
書
填
者
、
准
此]

。
以
上
、
並
許
人
告
。
赦
到
参
拾
日
不
改
正
、
復
罪
如
初

[

童
行
令
人
代
試
経
、
冒
帳
・
買

帳
、
并
本
師
主
首
知
情
、
並
准
此]

。

諸
そ
私
自
に
剃
披
し
、
及
び
人
を
私
度
し
て
僧
道
と
為
し
、
若
し
く
は
偽
冒
し
た
る
者
は
、
各
�
徒
参
年
。
本
師
、
情
を
知

り
た
れ
ば
、
徒
貳
年
。
主
首
、
情
を
知
り
た
れ
ば
、
杖
壹
伯
。
並
び
に
還
俗
。
即
し
応
に
毀
納
す
べ
き
度
牒
を
以
て
、
人
に
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乞
売
与
し
、
及
び
受
買
し
て
﹇
盗
詐
取
し
た
る
も
同
じ]

、
之
を
冒
さ
ん
と
欲
し
た
る
者
は
、
各
�
徒
貳
年
﹇
公
人
、�

し

到
れ
る
亡
僧
道
の
度
牒
を
将
て
、
人
に
盗
売
与
し
、
及
び
受
買
し
て
、
洗
改
書
填
し
た
る
者
は
、
此
に
准
ず]

。
以
上
、
並

び
に
人
の
告
す
る
を
許
す
。
赦
、
到
り
て
参
拾
日
、
改
正
せ
ざ
れ
ば
、
復
た
罪
す
る
こ
と
初
め
の
如
し
﹇
童
行
、
人
を
し
て

試
経
に
代
ら
し
め
、
帳
を
冒
し
、
帳
を
買
ひ
、
并
び
に
本
師
主
首
、
情
を
知
り
た
れ
ば
、
並
び
に
此
に
准
ず]

。

【
復
原
作
業
７
】

慶
元
名
例
勅
⑦

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
、
職
制
門
四
、
保
官)

諸
保
事
不
当
、
不
知
情
者
、
為
公
罪
。

諸
そ
事
を
保
し
て
当
ら
ず
、
情
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
公
罪
と
為
す
。

は
、
官
員
が
保
証
を
行
っ
た
事
柄
が
不
当
で
あ
っ
た
が
情
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
を
公
罪
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
公
罪
は
「
公
務
上

で
手
落
ち
が
あ
っ
て
法
に
照
ら
し
て
罪
と
な
る
け
れ
ど
も
、
悪
意
の
な
い
場
合
」

(

�)

を
い
い
、「
公
務
に
関
係
な
く
私
人
と
し
て
犯
す

罪
の
す
べ
て
、
お
よ
び
悪
意
を
も
っ
て
公
務
上
で
不
正
・
違
法
を
な
す
罪

(

�)

」
で
あ
る
私
罪
と
の
間
で
、
律
条
の
う
え
で
は
官
当
な
ど

官
員
に
適
用
さ
れ
る
措
置
に
差
違
を
生
じ
る
。

(

�)

ま
た
、
慶
元
名
例
勅
⑧

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
一
五
、
選
挙
門
二
、
挙
辟)

諸
挙
官
不
当
、
不
知
情
者
、
為
公
罪
。

諸
そ
官
を
挙
し
て
当
ら
ず
、
情
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
公
罪
と
為
す
。

は
、
官
員
の
推
挙
が
不
当
で
あ
っ
た
が
情
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
を
公
罪
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
箇
条
は
同
一
の
勅
条

の
節
略
文
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
現
存
す
る
他
の
勅
条
か
ら
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
は
別
の
勅
条
と
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し
て
お
く
。

【
復
原
作
業
１
�【
復
原
作
業
２
】
は

『

慶
元
条
法
事
類』

に
旁
照
法
と
し
て
収

載
さ
れ
た
勅
条
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、【
復
原
作
業
３
】
以
下
は
旁
照
法
と

し
て
収
載
さ
れ
た
勅
条
に
つ
い
て
の
も
の
に
限
ら
れ
な
い
。『

慶
元
条
法
事
類』

に

お
い
て
旁
照
法
と
し
て
示
さ
れ
る
法
条
の
す
べ
て
が
節
略
文
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い

し
、
旁
照
法
と
さ
れ
な
い
法
条
の
す
べ
て
が
正
文
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。【
復
原

作
業
５
�【
復
原
作
業
６
】
に
示
す
よ
う
に
、
多
様
な
節
略
が
な
さ
れ
た
も
の
も
あ

る
。【
復
原
作
業
７
】
の
よ
う
に
、
同
一
条
文
を
構
成
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
も
、

正
文
へ
の
統
合
復
原
が
困
難
で
あ
る
も
の
も
あ
る
。
わ
ず
か
な
事
例
を
示
し
た
に
す

ぎ
な
い
が
、
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

所
載
の
勅
条
の
復
原
作
業
に
は
慎
重
な
比
較

検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は

『

慶
元
条
法
事
類』

の
完
本
、
そ
し
て

『

慶
元

勅
令
格
式』
が
出
現
し
な
い
限
り
、
終
わ
る
こ
と
が
な
い
。

『

宋
刑
統』
所
載
の
律
条
の
箇
条
数
と
と
も
に
、
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

所
載

の
勅
条
の
箇
条
数
を
篇
目
別
に
し
て
示
す
と
﹇
表
３
﹈
の
よ
う
に
な
る
。

(

�)

現
存

『

慶

元
条
法
事
類』

は
八
〇
巻
の
う
ち
三
五
巻
餘
、
す
な
わ
ち
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
が

伝
存
す
る
か
ら
、
現
存
す
る
八
七
九
箇
条
か
ら
推
計
す
る
と
、
慶
元
勅
は
一
九
九
八
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［表３] 律条（『宋刑統』）と勅条（現存『慶元条法事類』）の
篇目別箇条数

篇目 律条 勅条（のべ数）

名例 57 83（ 128）

衛禁 33 52（ 62）

職制 59 217（ 270）

戸婚 46 78（ 95）

廐庫 28 156（ 197）

擅興 24 16（ 20）

篇目 律条 勅条（のべ数）

賊盗 54 19（ 39）

闘訟 60 7（ 7）

詐偽 27 33（ 35）

雑 62 131（ 155）

捕亡 18 23（ 26）

断獄 34 64（ 71）

計 502 879（1105）



箇
条
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
唐
律
五
〇
二
箇
条
の
約
四
倍
で
あ
る
。

第
三
章

律
条
と
勅
条
の
対
応

第
一
節

勅
条
に
よ
る
律
条
の
引
拠

第
一
章
第
二
節
所
掲
の
政
和
名
例
勅
「
諸
そ
律
、
刑
統
、
疏
議
及
び
建
隆
以
来
の
赦
降
は
、
勅
令
格
式
と
兼
ね
行
ふ
。
文
意
の
相

ひ
妨
ぐ
る
者
は
、
勅
令
格
式
に
従
ふ
。
其
れ
一
司

[

学
制
・
常
平
・
免
役
・
将
官
、
在
京
通
用
法
の
類
も
同
じ]

一
路
一
州
一
県
に

別
制
あ
る
者
は
、
別
制
に
従
ふ｣

、
紹
興
勅
「
諸
そ
律
は
勅
と
兼
ね
行
ひ
、
文
意
、
相
ひ
妨
ぐ
れ
ば
、
勅
に
従
ふ
。
其
れ
一
司
一
路

に
別
制
あ
れ
ば
、
別
制
に
従
ふ｣
、
な
ら
び
に
慶
元
名
例
勅
①
「
諸
そ
勅
令
に
例
な
き
者
は
、
律
に
従
ふ
﹇
謂
ふ
こ
こ
ろ
、
血
を
見

る
を
傷
と
為
す
、
強
ひ
て
し
た
る
者
は
貳
等
を
加
ふ
、
加
ふ
る
者
は
加
へ
て
死
に
入
ら
ず
、
の
類
の
如
し]

。
律
に
例
な
く
、
及
び

例
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
勅
令
に
従
ふ
」
は
、
勅
条
に
規
定
の
な
い
事
項
に
は
律
条
を
、
律
条
に
規
定
の
な
い
事
項
に
は
勅
条
を
、

律
条
と
勅
条
が
牴
触
す
る
事
項
に
は
勅
条
を
適
用
す
る
と
し
て
い
る
。
律
条
と
勅
条
が
牴
触
す
る
場
合
に
は
勅
条
の
効
力
が
優
越
す

る
の
で
あ
る
。
梅
原
郁
氏
が
理
解
す
る
よ
う
に
、
唐
律
が
刑
法
典
と
し
て
の
理
念
、
体
系
的
整
合
性
、
緻
密
な
構
造
性
、
抽
象
化
へ

の
指
向
な
ど
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
宋
勅
は
行
政
に
関
す
る
犯
罪
や
違
法
行
為
に
対
す
る
罰
則
を
場
合
網
羅
的
に
成
文
化
し
た
雑

然
た
る
規
定
の
集
合
体
で
あ
る
の

(

�)

で
あ
れ
ば
、
唐
律
と
宋
勅
と
の
間
の
異
質
性
は
法
領
域
の
違
い
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら

ば
律
条
と
勅
条
と
の
間
に
牴
触
は
生
じ
な
い
し
、
そ
れ
ら
の
間
に
補
完
や
修
改
の
関
係
も
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
滋

賀
秀
三
氏
が
「
勅
の
中
に
…
…
律
を
準
用
す
る
規
定
が
現
れ
た
り
、「
違
制
」｢
坐
贓
」
な
ど
律
を
離
れ
て
は
意
味
を
特
定
で
き
な
い

術
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
の
う
ち
に
両
者
の
補
完
関
係
が
窺
わ
れ
る｣

(

�)

、
魏
殿
金
氏
が
「
�慶
元
条
法
事
類
�
に
は
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な
お
数
多
く
の
�
違
制
を
以
て
論
ず
�
と
い
う
条
目
が
あ
る
が
、
�
違
制
�
の
罪
が
ど
の
刑
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
規

定
が
な
い
。
…
…
も
し
律
が
な
け
れ
ば
、
�違
制
�
�坐
贓
�
の
量
刑
基
準
を
知
る
す
べ
が
な
い
」

(

�)

と
す
る
よ
う
に
、
勅
条
の
な
か
に

は
律
条
の
引
拠
を
明
文
で
規
定
し
、
律
勅
間
の
補
完
関
係
を
示
す
も
の
が
存
す
る
。

「
違
制
」
と
は
職
制
律
二
二
条

諸
そ
制
書
を
被
む
り
、
施
行
す
る
所
あ
り
て
、
違
ひ
た
る
者
は
、
徒
二
年
。
失
錯
し
た
る
者
は
杖
一
百
﹇
失
錯
と
は
、
其
の
旨

を
失
し
た
る
を
謂
ふ]
。

に
い
う
皇
帝
の
制
勅
の
執
行
に
関
す
る
違
反
で
あ
る
。
職
制
律
二
二
条
に
依
拠
す
る
処
断
を
定
め
る
勅
条
は
数
多
い
。

(

�)

魏
殿
金
氏
は

そ
の
例
と
し
て
、
慶
元
職
制
勅
②

(『
慶
元
条
法
事
類』

巻
八
、
職
制
門
五
、
定
奪
体
量)

諸
そ
監
司
、
旨
を
被
り
て
公
事
を
体
量
し
﹇
本
司
の
闕
官
に
遇
ひ
、
或
は
故
あ
り
て
親
ら
往
き
て
体
量
す
べ
か
ら
ず
し
て
、
差

す
る
所
の
官
は
同
じ]

、
姦
を
懐
き
情
を
挟
み
て
、
寔
た
ら
ず
、
尽
さ
ざ
る
者
は
、
違
制
を
以
て
論
じ
、
赦
降
を
以
て
原
減
せ

ず
。

と
い
う
事
案
の
取
調
に
派
遣
さ
れ
た
監
司
が
不
当
な
取
調
を
行
っ
た
場
合
の
処
罰
規
定
、
な
ら
び
に
慶
元
擅
興
勅
①

(『

慶
元
条
法

事
類』

巻
一
一
、
職
制
門
八
、
差
破
宣
借)

(

�)

諸
そ
監
臨
官
、
監
臨
す
る
所
よ
り
宣
借
の
兵
級
を
差
し
、
供
す
る
こ
と
已
に
数
を
過
ぎ
た
る
者
は
、
違
制
を
以
て
論
ず
。
応
に

占
留
す
べ
か
ら
ず
し
て
占
留
し
、
応
に
発
遣
す
べ
く
し
て
発
遣
せ
ざ
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
私
使
兵
防
律
の
如
し
。
主
司
、
情

を
知
り
た
れ
ば
、
与
に
罪
を
同
じ
く
す
。

と
い
う
監
臨
官
が
監
臨
下
か
ら
規
定
以
上
の
兵
級
を
派
遣
し
た
場
合
の
処
罰
規
定
を
示
す
。

(

	)

こ
れ
に
一
例
を
加
え
て
、
慶
元
雑
勅
③
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(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
五
、
刑
獄
門
五
、
験
屍)

諸
そ
屍
、
応
に
験
す
べ
く
し
て
﹇
初
・
覆
、
同
じ
﹈
験
せ
ず
、
或
は
差
を
受
け
て
両
時
を
過
ぎ
て
発
せ
ず
﹇
夜
に
遇
ふ
は
計
ら

ず
。
下
条
、

(

�)

此
に
准
ず]

、
或
は
親
ら
視
に
臨
ま
ず
、
或
は
要
害
の
死
を
致
す
の
因
を

(

�)

定
め
ず
、
或
は
定
め
て
当
ら
ざ
れ
ば

﹇
非
理
の
死
を
以
て
病
死
と
為
す
、
頭
傷
に
因
る
に
脇
傷
と
為
す
の
類
を
謂
ふ]

、
各
�
違
制
を
以
て
論
ず
。
即
し
験
状
に
憑

り
て
罪
を
致
し
、
已
に
出
入
し
た
る
者
は
、
自
首
覚
挙
の
例
に
在
ら
ず
。
其
の
事
状
、
明
ら
か
に
定
め
難
く
し
て
当
を
失
し
た

る
者
は
、
杖
壹
伯
。
吏
人
・
行
人
は
、
壹
等
に
科
罪
す
。

と
い
う
屍
体
の
検
案
の
際
の
職
務
違
反
の
処
罰
規
定
を
示
し
て
お
く
。

「
坐
贓
」
と
は
雑
律
一
条

諸
そ
坐
贓
し
て
罪
を
致
し
た
る
者
は
、
一
尺
は
笞
二
十
。
一
匹
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
十
匹
は
徒
一
年
。
十
匹
ご
と
に
一
等
を

加
へ
、
罪
は
徒
三
年
に
止
む
﹇
監
臨
の
主
司
に
非
ず
し
て
、
事
に
因
り
て
財
を
受
け
た
る
者
を
謂
ふ]

。
与
へ
た
る
者
は
、
五

等
を
減
ず
。

に
い
う
、
監
臨
主
司
で
な
い
官
員
に
よ
る
何
ら
か
の
不
当
な
財
物
の
収
受
で
あ
る
。
雑
律
一
条
に
依
拠
す
る
処
断
を
定
め
る
勅
条
も

多
い
。

(

�)

一
例
と
し
て
、
慶
元
職
制
勅
③

(『

慶
元
条
法
事
類』
巻
九
、
職
制
門
六
、
饋
送)

諸
そ
監
司
・
知
州
、
任
満
に
非
ず
し
て
替
移
し
﹇
任
に
在
る
こ
と
二
年
以
上
た
れ
ば
、
非
な
り]

、
例
冊
あ
る
と
雖
も
、
輙
く

罷
任
の
物
を
饋
送
し
、
及
び
之
を
受
け
た
る
者
は
、
並
び
に
坐
贓
も
て
論
ず
。

と
い
う
、
任
期
途
中
で
転
任
す
る
監
司
や
知
州
に
つ
い
て
の
退
任
の
贈
り
物
の
授
受
の
処
罰
規
定
を
示
し
て
お
く
。

「
律
を
準
用
す
る
規
定
」

(

�)

を
も
つ
勅
条
と
し
て
、
滋
賀
秀
三
氏
は
慶
元
雑
勅
④

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
七
、
服
制
門
、
匿
服)
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諸
そ
父
母
の
喪
に
居
り
て
踰
濫
し
た
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
喪
制
未
終
雑
戯
律
の
如
し
。

を
示
す
。

(

�)

父
母
の
喪
中
に
お
け
る
不
適
切
な
行
為
に
つ
い
て
、
職
制
律
三
〇
条

諸
そ
父
母
若
し
く
は
夫
の
喪
を
聞
き
、
匿
し
て
挙
哀
せ
ざ
る
者
は
、
流
二
千
里
。
喪
制
未
だ
終
ら
ざ
る
に
、
服
を
釈
て
て
吉
に

従
ひ
、
若
し
く
は
哀
を
忘
れ
て
楽
を
作
し
た
る
者
は
﹇
自
ら
作
す
と
、
人
に
遣
し
む
る
と
、
等
し]

、
徒
三
年
。
雑
戯
し
た
れ

ば
徒
一
年
。
即
し
楽
に
遇
ひ
て
聴
き
、
及
び
吉
席
に
参
預
し
た
る
者
は
、
各
�
杖
一
百
。
周
親
の
尊
長
の
喪
を
聞
き
、
匿
し
て

挙
哀
せ
ざ
る
者
は
、
徒
一
年
。
喪
制
未
だ
終
ら
ざ
る
に
、
服
を
釈
て
て
吉
に
従
ひ
た
れ
ば
、
杖
一
百
。
大
功
以
下
の
尊
長
は
、

各
�
遞
�
二
等
を
減
ず
。
卑
幼
は
各
�
一
等
を
減
ず
。

の
「
喪
制
未
だ
終
ら
ざ
る
に
、
…
…
雑
戯
し
た
れ
ば
徒
一
年
」
へ
の
依
拠
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
孔
学
氏
は
「
寧
宗
の
と
き
の
、

律
を
使
用
す
る
情
況
は
、
現
在
残
存
す
る
《
慶
元
条
法
事
類
》
の
な
か
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
数
多
く
の
条

文
の
定
罪
が
律
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
」

(
�)

こ
と
の
例
と
し
て
、
慶
元
職
制
勅
④

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
、
職
制
門
五
、
定
奪

体
量)

諸
そ
三
省
・
枢
密
院
・
省
・
台
・
寺
・
監
の
指
揮
を
被
受
し
て
、
相
ひ
度
り
て
定
奪
し
﹇
三
省
・
枢
密
院
・
尚
書
六
曹
の
行
下
、

応
に
官
に
委
ね
て
定
奪
す
べ
き
は
、
委
ぬ
る
所
の
官
も
同
じ]

、
若
し
く
は
会
同
取
索
し
て
﹇
餘
の
官
司
、
朝
旨
を
被
受
し
て

会
問
取
索
す
る
者
も
同
じ]

、
限
に
違
ひ
た
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
官
文
書
稽
程
律
の
如
し
。
以
上
、
催
駆
の
官
は
、
与
に
罪

を
同
じ
く
す
。
即
し
回
報
不
円
に
し
て
、
定
断
を
妨
ぐ
る
を
致
し
た
れ
ば
、
貳
等
を
減
ず
。

を
示
す
。

(

�)

中
央
官
庁
が
皇
帝
の
指
揮
を
受
け
て
審
議
を
行
う
際
の
期
限
遵
守
義
務
違
反
に
つ
い
て
、
職
制
律
二
一
条

諸
そ
制
書
を
稽
緩
し
た
る
者
は
、
一
日
は
笞
五
十
﹇
制
勅
を
謄
ふ
る
符
移
の
類
は
、
皆
な
是
な
り]

。
一
日
ご
と
に
一
等
を
加

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

論

説

715

五
六



へ
、
十
日
は
徒
一
年
。
其
れ
官
文
書
も
て
稽
程
し
た
る
者
は
、
一
日
は
笞
十
。
三
日
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
罪
は
杖
八
十
に
止

む
。

の
「
其
れ
官
文
書
も
て
稽
程
し
た
る
者
は
、
一
日
は
笞
十
。
三
日
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
罪
は
杖
八
十
に
止
む
」
へ
の
依
拠
を
定
め

る
も
の
で
あ
る
。「
南
宋
に
編
纂
さ
れ
た
勅
令
格
式
の
な
か
で
は
勅
だ
け
が
依
然
と
し
て
律
を
補
充
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
」

(

�)

と
す

る
戴
建
国
氏
は
「
勅
が
律
に
対
し
て
補
充
を
行
う
場
合
、
律
の
な
か
に
列
記
さ
れ
た
刑
罰
条
項
は
、
勅
典
の
な
か
に
は
重
複
し
て
記

載
さ
れ
な
い
」

(

�)

こ
と
に
つ
い
て
、
二
箇
条
の
慶
元
勅
を
示
し
て
「
関
係
す
る
法
律
と
し
て
《
唐
律
》
を
参
照
し
、
補
充
規
定
と
す

る
」

(

�)

と
述
べ
る
。
第
一
例
は
慶
元
職
制
勅
④
、
第
二
例
は
慶
元
雑
勅
⑤

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
諸
色
犯
姦)

諸
そ
姦
に
因
り
て
人
を
過
失
殺
傷
し
た
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
因
盗
過
失
律
の
如
し
。
強
姦
に
因
り
た
る
者
は
、
故
殺
傷
を
以

て
論
ず
。

で
あ
る
。

(

�)

慶
元
雑
勅
⑤
は
、
和
姦
の
際
の
過
失
殺
傷
は
賊
盗
律
四
二
条

諸
そ
盗
に
因
り
て
人
を
過
失
殺
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殺
傷
を
以
て
論
ず
。
死
に
至
る
者
は
加
役
流
﹇
財
を
得
た
る
と
、
財
を
得

ざ
る
と
等
し
。
財
主
、
尋
逐
し
、
他
に
遇
ひ
て
死
し
た
る
者
は
非
な
り]

。
其
れ
共
に
盗
み
、
時
に
臨
み
て
殺
傷
あ
り
た
る
者

は
、
強
盗
を
以
て
論
ず
。
同
に
行
き
た
る
人
、
殺
傷
の
情
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
止
だ
窃
盗
の
法
に
依
る
。

の
「
盗
に
因
り
て
人
を
過
失
殺
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殺
傷
を
以
て
論
ず
。
死
に
至
る
者
は
加
役
流
」
に
依
拠
し
、
強
姦
の
際
の
過
失

殺
傷
は
闘
訟
律
五
条

諸
そ
闘
殴
し
て
人
を
殺
し
た
る
者
は
絞
。
刃
を
以
て
し
、
及
び
故
ら
に
人
を
殺
し
た
る
者
は
斬
。
闘
に
因
る
と
雖
も
、
兵
刃
を

用
ゐ
て
殺
し
た
る
者
は
、
故
殺
と
同
じ
﹇
人
に
兵
刃
を
以
て
己
に
�
ら
れ
、
因
り
て
兵
刃
を
用
ゐ
て
拒
み
て
傷
殺
し
た
る
者
は
、
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闘
の
法
に
依
る
。
餘
条
、
兵
刃
を
用
ゐ
た
れ
ば
、
此
に
准
ず]

。
闘
に
因
ら
ず
、
故
ら
に
人
を
殴
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殴
傷
の

罪
に
一
等
を
加
ふ
。
闘
に
因
る
と
雖
も
、
但
そ
時
を
絶
ち
て
殺
傷
し
た
る
者
は
、
故
殺
傷
の
法
に
従
ふ
。

の
「
故
ら
に
人
を
殺
し
た
る
者
は
斬
」｢

闘
に
因
ら
ず
、
故
ら
に
人
を
殴
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殴
傷
の
罪
に
一
等
を
加
ふ
」
に
依
拠

す
る
と
定
め
る
。
和
姦
の
際
の
過
失
傷
に
は
闘
訟
律
一
条
か
ら
四
条
が
定
め
る
闘
傷
の
刑
で
あ
る
杖
六
十
か
ら
流
三
千
里
、
和
姦
の

際
の
過
失
殺
に
は
賊
盗
律
四
二
条
が
定
め
る
加
役
流
が
適
用
さ
れ
、
強
姦
の
際
の
過
失
傷
に
は
闘
訟
律
五
条
が
定
め
る
故
傷
の
刑
す

な
わ
ち
闘
傷
の
刑
に
一
等
を
加
え
た
杖
七
十
か
ら
流
三
千
里
、
強
姦
の
際
の
過
失
殺
に
は
闘
訟
律
五
条
が
定
め
る
故
殺
の
刑
で
あ
る

斬
が
適
用
さ
れ
る
。
魏
殿
金
氏
は
「
律
が
南
宋
後
期
に
至
る
ま
で
有
効
な
法
典
で
あ
っ
た
こ
と
は
、《
慶
元
条
法
事
類
》
の
な
か
の

い
く
つ
か
の
具
体
的
に
犯
罪
と
そ
の
刑
罰
を
規
定
す
る
勅
条
か
ら
印
証
が
得
ら
れ
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
勅
条
の
存
在
は
、
一
方
で
は

律
が
全
体
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
他
方
で
は
も
し
律
条
が
な
け
れ
ば
勅
条
に
規
定
が
あ
っ
て
も
規
定
が
な
い
に
等
し

い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
」

(

�)

と
し
て
、
四
箇
条
の
勅
条
を
例
示
す
る
。
第
一
例
の
慶
元
雑
勅
⑥

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑

門
、
失
火)

諸
そ
官
府
・
廨
院
、
応
に
住
む
べ
き
家
処
に
て
、
失
火
し
た
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
非
時
焼
田
野
律
の
如
し
。

と
い
う
失
火
の
処
罰
規
定
は
、
具
体
的
な
罰
則
を
雑
律
四
二
条

諸
そ
失
火
し
、
及
び
時
に
非
ず
し
て
田
野
を
焼
き
た
る
者
は
、
笞
五
十
﹇
時
に
非
ず
と
は
、
二
月
一
日
以
後
、
十
月
三
十
日
以

前
を
謂
ふ
。
若
し
郷
土
の
宜
を
異
に
す
る
者
は
、
郷
の
法
に
依
る]
。
人
の
舎
宅
及
び
財
物
に
延
焼
し
た
る
者
は
杖
八
十
。
贓

重
き
者
は
、
坐
贓
も
て
論
じ
、
三
等
を
減
ず
。
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殺
傷
よ
り
二
等
を
減
ず
。
其
れ
行
道
に
て
火
を
然

し
て
滅
せ
ず
し
て
、
延
焼
す
る
を
致
し
た
る
者
は
、
各
�
一
等
を
減
ず
。
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の
「
時
に
非
ず
し
て
田
野
を
焼
き
た
る
者
は
、
笞
五
十
。
人
の
舎
宅
及
び
財
物
に
延
焼
し
た
る
者
は
杖
八
十
。
贓
重
き
者
は
、
坐
贓

も
て
論
じ
、
三
等
を
減
ず
。
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殺
傷
よ
り
二
等
を
減
ず
」
に
依
拠
す
る
。
第
二
例
の
慶
元
雑
勅
⑦

(『

慶

元
条
法
事
類』

巻
一
七
、
文
書
門
二
、
毀
失)

諸
そ
交
鈔
・
遞
牒
・
便
銭
・
公
拠
、
請
給
の
券�

を
棄
毀
し
た
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
重
害
文
書
律
の
如
し
﹇
主
、
自
ら
交
鈔
・

便
銭
・
公
拠
を
棄
毀
し
た
る
者
は
坐
せ
ず]

。
即
し
付
身
の
制
書
・
官
文
書
を
棄
毀
し
、
及
び
亡
失
し
た
れ
ば
、
止
だ
棄
毀
し
、

及
び
亡
失
し
た
る
の
人
を
坐
す
。

と
い
う
紙
幣
や
証
明
書
の
類
の
棄
毀
の
処
罰
規
定
は
、
具
体
的
な
罰
則
を
雑
律
五
〇
条

諸
そ
制
書
及
び
官
文
書
を
棄
毀
し
た
る
者
は
、
盗
に
准
じ
て
論
ず
。
亡
失
し
、
及
び
誤
毀
し
た
る
者
は
、
各
�
二
等
を
減
ず

﹇
毀
は
、
文
字
を
失
す
る
を
須
つ
。
若
し
事
を
動
ぜ
ん
と
欲
し
た
る
者
は
、
詐
り
て
増
減
し
た
る
の
法
に
従
ふ]

。
其
れ
誤
ち

て
符
移
解
牒
を
毀
失
し
た
る
者
は
杖
六
十
﹇
未
だ
所
司
に
入
ら
ず
し
て
本
案
あ
る
者
を
謂
ふ]

。

に
依
拠
す
る
。
雑
律
五
〇
条
は
さ
ら
に
賊
盗
律
二
六
条

諸
そ
制
書
を
盗
み
た
る
者
は
徒
二
年
。
官
文
書
は
杖
一
百
。
重
害
の
文
書
は
一
等
を
加
ふ
。
紙
券
は
又
た
一
等
を
加
ふ
﹇
亦
た

之
に
貪
利
し
、
施
用
す
る
所
な
き
者
を
謂
ふ
。
重
害
と
は
、
徒
罪
以
上
の
獄
案
、
及
び
婚
姻
、
良
賤
、
勲
賞
、
黜
陟
、
授
官
、

除
免
の
類
を
謂
ふ]

。
即
し
応
に
除
す
べ
き
文
案
を
盗
み
た
る
者
は
、
凡
盗
の
法
に
依
る
。

に
依
拠
す
る
か
ら
、
慶
元
雑
勅
⑦
の
刑
は
「
諸
そ
制
書
を
盗
み
た
る
者
は
徒
二
年
。
官
文
書
は
杖
一
百
。
重
害
の
文
書
は
一
等
を
加

ふ
」
に
よ
り
、
徒
一
年
を
下
限
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
例
の
慶
元
職
制
勅
⑤

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
一
七
、
文
書
門
二
、
給

納
印
記)

(

�)
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諸
そ
奉
使
の
印
記
、
応
に
尚
書
礼
部
に
納
め
、
及
び
申
す
べ
く
し
て
、
稽
違
し
た
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
官
文
書
稽
程
律
の
如

し
﹇
使
、
回
り
て
闕
に
到
り
、
応
に
本
部
に
申
し
、
及
び
所
属
に
報
ず
べ
き
に
、
稽
違
し
た
る
者
は
、
此
に
准
ず]

。

と
い
う
使
者
の
辞
令
の
返
納
の
期
限
違
反
の
処
罰
規
定
は
、
慶
元
職
制
勅
④
と
同
様
に
、
具
体
的
な
罰
則
を
職
制
律
二
一
条
に
依
拠

す
る
。
第
四
例
の
慶
元
職
制
勅
⑥

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
、
職
制
門
五
、
定
奪
体
量)

諸
そ
差
せ
ら
れ
て
公
事
を
体
究
し
、
輙
く
人
を
枷
訊
し
た
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
前
人
不
合
捶
考

(

�)

律
の
如
し
。
罪
軽
き
者
は
、

杖
壹
伯
。

と
い
う
事
案
の
取
調
に
派
遣
さ
れ
た
官
員
に
よ
る
根
拠
の
な
い
拷
問
の
処
罰
規
定
は
、
具
体
的
な
罰
則
を
断
獄
律
一
五
条

諸
そ
監
臨
の
官
、
公
事
に
因
り
、
自
ら
杖
を
以
て
人
を
捶
し
て
死
に
致
し
、
及
び
人
を
恐
迫
し
て
死
に
致
し
た
る
者
は
、
各
�

過
失
殺
人
の
法
に
従
ふ
。
若
し
大
杖
及
び
手
足
を
以
て
殴
撃
し
た
れ
ば
、
折
傷
以
上
は
、
闘
殺
傷
の
罪
よ
り
二
等
を
減
ず
。
是

れ
監
臨
主
司
た
る
と
雖
も
、
法
に
於
い
て
合
に
行
罰
す
べ
か
ら
ず
、
及
び
前
人
合
に
捶
拷
す
べ
か
ら
ず
し
て
、
捶
拷
し
た
る
者

は
、
闘
殺
傷
を
以
て
論
ず
。
死
に
至
る
者
は
加
役
流
。
即
し
刃
を
用
ゐ
た
る
者
は
、
各
�
闘
殺
傷
の
法
に
従
ふ
。

の
「
前
人
合
に
捶
拷
す
べ
か
ら
ず
し
て
、
捶
拷
し
た
る
者
は
、
闘
殺
傷
を
以
て
論
ず
。
死
に
至
る
者
は
加
役
流
。
即
し
刃
を
用
ゐ
た

る
者
は
、
各
�
闘
殺
傷
の
法
に
従
ふ
」
に
依
拠
す
る
。
断
獄
律
一
五
条
は
、
殴
傷
の
場
合
は
闘
訟
律
一
条
か
ら
四
条
の
他
物
に
よ
る

闘
殴
傷
の
規
定
に
依
拠
し
て
杖
六
十
か
ら
流
三
千
里
、
殺
害
し
た
場
合
は
加
役
流
、
刃
物
を
用
い
た
場
合
は
徒
二
年
か
ら
斬
の
刑
を

定
め
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

職
制
律
二
二
条
へ
の
依
拠
を
定
め
る
勅
条
の
第
二
例
と

(

�)

し
て
魏
殿
金
氏
が
示
し
た
慶
元
擅
興
勅
①
「
応
に
占

留
す
べ
か
ら
ず
し
て
占
留
し
、
応
に
発
遣
す
べ
く
し
て
発
遣
せ
ざ
る
者
は
、
論
ず
る
こ
と
私
使
兵
防
律
の
如
し
」
は
、
監
臨
下
の
兵

級
を
、
停
留
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
の
に
停
留
さ
せ
、
進
発
さ
せ
る
べ
き
な
の
に
進
発
さ
せ
な
か
っ
た
監
臨
官
を
擅
興
律
二
四
条
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諸
そ
丁
夫
・
雑
匠
、
役
に
在
り
て
、
監
当
の
官
司
、
私
使
し
、
及
び
主
司
、
職
掌
の
所
に
於
い
て
兵
防
を
私
使
し
た
る
者
は
、

各
�
庸
を
計
り
て
盗
に
准
じ
て
論
ず
。
即
し
兵
防
を
私
使
し
て
城
鎮
よ
り
出
だ
し
た
る
者
は
、
一
等
を
加
ふ
。

の
「
職
掌
の
所
に
於
い
て
兵
防
を
私
使
し
た
る
者
は
、
各
�
庸
を
計
り
て
盗
に
准
じ
て
論
ず
」
に
依
拠
し
て
処
断
す
る
。
兵
防
の
庸

賃
を
名
例
律
三
四
条

諸
そ
贓
を
平
す
る
者
は
、
皆
な
犯
処
の
当
時
の
物
価
及
び
上
絹
の
估
に
拠
る
。
功
庸
を
平
す
る
者
は
、
一
人
一
日
を
計
り
て
絹

三
尺
と
為
す
。
牛
馬�

騾
驢
車
も
亦
た
同
じ
。
其
れ
船
及
び
碾
磑
邸
店
の
類
も
、
亦
た
犯
時
の
賃
直
に
依
る
。
庸
賃
多
し
と
雖

も
、
各
�
其
の
本
価
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。

の
「
一
人
一
日
を
計
り
て
絹
三
尺
」
に
よ
り
算
定
し
た
贓
額
に
も
と
づ
き
、
賊
盗
律
三
五
条

諸
そ
窃
盗
、
財
を
得
ざ
れ
ば
笞
五
十
。
一
尺
は
杖
六
十
。
一
匹
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
五
匹
は
徒
一
年
。
五
匹
ご
と
に
一
等
を

加
へ
、
五
十
匹
は
加
役
流
。

か
ら
得
ら
れ
た
刑
に
、
賊
盗
律
三
六
条

諸
そ
監
臨
主
守
、
自
ら
盗
み
、
及
び
監
臨
す
る
所
の
財
物
を
盗
み
た
る
者
は
﹇
若
し
親
王
の
財
物
に
し
て
、
監
守
自
ら
盗
み
た

れ
ば
、
亦
た
同
じ]

、
凡
盗
に
二
等
を
加
ふ
。
三
十
匹
は
絞
﹇
本
条
、
已
に
加
ふ
こ
と
あ
る
者
は
、
亦
た
之
に
累
加
す]

。

に
よ
っ
て
二
等
を
加
え
、
杖
七
十
か
ら
流
三
千
里
の
刑
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

滋
賀
秀
三
、
戴
建
国
、
魏
殿
金
の
三
氏
の
挙
例
は
、
律
条
の
引
拠
を
規
定
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
律
条
を
補
充
す
る
勅
条
の
存
在

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
一
例
を
加
え
て
、
慶
元
雑
勅
⑧

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
出
挙
債
負)

諸
そ
監
臨
官
、
監
臨
す
る
所
の
財
物
を
質
当
し
、
及
び
放
債
し
た
る
者
は
、
徒
貳
年
﹇
若
し
親
戚
人
を
し
て
親
随
人
に
放
債
を
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容
れ
し
め
た
る
者
は
、
此
に
准
ず]

。
利
を
計
り
て
贓
重
き
者
は
、
乞
取
監
臨
財
物
の
法
に
依
る
。
官
に
在
り
て
監
臨
に
非
ざ

れ
ば
、
壹
等
を
減
ず
。

を
示
し
て
お
く
。
監
臨
下
の
財
物
を
質
と
し
、
あ
る
い
は
貸
付
を
し
た
監
臨
官
の
処
断
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
慶
元
雑
勅
⑧
は
、

贓
額
二
四
匹
未
満
で
あ
れ
ば
徒
二
年
、
二
四
匹
以
上
で
あ
れ
ば
「
乞
取
監
臨
財
物
の
法
」
す
な
わ
ち
職
制
律
五
〇
条

諸
そ
監
臨
の
官
、
監
臨
す
る
所
の
財
物
を
受
け
た
る
者
は
、
一
尺
は
笞
四
十
。
一
匹
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
八
匹
は
徒
一
年
。

八
匹
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
五
十
匹
は
流
二
千
里
。
与
へ
た
る
者
は
五
等
を
減
じ
、
罪
は
杖
一
百
に
止
む
。
乞
取
し
た
る
者
は

一
等
を
加
ふ
。
強
ひ
て
乞
取
し
た
る
者
は
、
枉
法
に
准
じ
て
論
ず
。

に
依
拠
し
て
流
二
千
五
百
里
を
上
限
と
す
る
刑
を
適
用
す
る
。

第
二
節

律
条
と
勅
条
の
対
応

(

一)

律
と
勅
の
関
係
は
、
勅
条
が
律
条
の
引
拠
を
規
定
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
魏
殿
金
氏
が
「
律
文
の
ど
の
規
定
が
修
正
を
加

え
ら
れ
ず
に
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
の
規
定
が
勅
に
よ
っ
て
修
改
補
充
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
律
と
勅
が
分

離
し
、
別
々
の
書
物
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
ど
の
律
条
に
対
し
て
修
改
と
補
充
を
加
え
た
か
を
勅
文
も
明
確
に
は
し
て
い
な
い
し
、

一
箇
条
の
勅
文
が
数
箇
条
あ
る
い
は
数
門
の
律
文
に
関
係
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
が
今
日
の
研
究
者
に
不
便
と
困
惑
を
も
た
ら
す

の
で
あ
り
、
今
日
の
研
究
者
が
勅
文
の
規
定
に
対
し
て
誤
解
と
曲
解
を
生
ず
る
主
要
な
原
因
も
こ
こ
に
存
す
る
。
こ
の
問
題
を
解
決

す
る
も
っ
と
も
簡
単
で
直
接
的
な
方
法
は
、
勅
条
を
関
係
す
る
律
条
の
も
と
に
附
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
律
と
勅
の
規

定
の
異
同
が
、
す
べ
て
一
目
瞭
然
と
な
る
」

(

�)

と
い
う
よ
う
に
、
律
条
と
勅
条
と
の
対
応
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
試
み
は
、
す
で
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に
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

牧
野
巽
氏
は
、
慶
元
名
例
勅
①
が
記
す
「
勅
令
と
律
と
不
同
の
場
合
、
も
し
く
は
律
に
規
定
の
な
い
場
合
に
は
勅
令
に
従
う
け
れ

ど
も
、
逆
に
勅
令
に
規
定
が
な
く
、
律
に
そ
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
律
が
生
き
て
く
る
」

(

�)

こ
と
を
、
慶
元
名
例
勅
⑨

(『

慶
元

条
法
事
類』
巻
五
〇
、
道
釈
門
一
、
総
法)

諸
そ
観
寺
と
称
す
る
者
は
、
宮
院
も
同
じ
。
僧
道
と
称
す
る
者
は
、
尼
女
冠
も
同
じ
。
主
首
と
称
す
る
者
は
、
綱
維
も
同
じ
。

お
よ
び
慶
元
名
例
勅
⑩

(『
慶
元
条
法
事
類』

巻
五
〇
、
道
釈
門
一
、
総
法)

諸
そ
童
行
、
師
と
相
ひ
犯
し
た
れ
ば
、
論
ず
る
こ
と
師
弟
子
律
の
如
き
も
、
十
悪
に
入
ら
ず
。
即
し
法
に
違
ひ
て
童
行
と
為
し

た
れ
ば
﹇
已
に
度
し
て
僧
道
と
為
し
た
る
者
も
同
じ]

、
凡
を
以
て
論
ず
。
其
れ
師
の
罪
、
死
に
致
る
者
は
奏
裁
﹇
犯
し
た
る

時
、
法
に
於
い
て
違
ふ
こ
と
な
き
者
は
、
本
法
に
拠
る]

。

と
名
例
律
五
七
条

諸
そ
道
士
女
冠
と
称
す
る
者
は
、
僧
尼
も
同
じ
。
若
し
其
の
師
に
於
い
て
し
た
る
は
、
伯
叔
父
母
と
同
じ
。
其
の
弟
子
に
於
い

て
し
た
る
は
、
兄
弟
の
子
と
同
じ
。
観
寺
の
部
曲
奴
婢
、
三
綱
に
於
い
て
し
た
る
は
、
主
の
周
親
と
同
じ
。
餘
の
道
士
は
、
主

の�

麻
と
同
じ
﹇
姦
盗
を
犯
し
た
る
者
は
、
凡
人
に
同
じ]

。

と
の
対
応
に
よ
っ
て
示
す
。

(

�)

名
例
律
五
七
条
「
道
士
女
冠
と
称
す
る
者
は
、
僧
尼
も
同
じ
」
と
慶
元
名
例
勅
⑨
「
僧
道
と
称
す
る
者

は
、
尼
女
冠
も
同
じ
」
と
は
「
表
現
こ
そ
異
な
る
が
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
問
題
な
い
」

(

�)

が
、
名
例
律
五
七
条
「
若
し
其
の

師
に
於
い
て
し
た
る
は
、
伯
叔
父
母
と
同
じ
。
其
の
弟
子
に
於
い
て
し
た
る
は
、
兄
弟
の
子
と
同
じ
」
す
な
わ
ち
「｢

観
寺
に
お
け

る
師
と
弟
子
と
の
関
係
を
伯
叔
父
母
と
兄
弟
の
子
と
の
関
係
に
比
す
」
と
い
う
律
」

(
�)

は
慶
元
名
例
勅
⑩
「
論
ず
る
こ
と
師
弟
子
律
の
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如
し
」
と
「｢

不
同
」
で
あ
る
か
ら
無
効
で
あ
る
」

(

�)

と
す
る
。
し
か
し
、
慶
元
名
例
勅
⑨
は
「
観
寺
」｢

道
僧
」｢

主
首
」
と
い
う
語

の
定
義
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
語
の
定
義
を
欠
く
名
例
律
五
七
条
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
。
慶
元
名
例
勅
⑩
も
童
行
す
な
わ
ち
「
道

童
及
び
行
者
」

(

�)

と
師
と
の
相
犯
な
ど
に
つ
い
て
の
通
則
を
規
定
し
て
名
例
律
五
七
条
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
り
、
名
例
律
五
七
条
が

定
め
る
師
弟
相
犯
の
通
則
を
無
効
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
名
例
律
五
七
条
は
道
僧
の
師
弟
相
犯
に
つ
い
て
、
弟
子
に
よ
る
師
の

加
害
を
伯
叔
父
母
へ
の
加
害
と
同
罪
、
師
に
よ
る
弟
子
の
加
害
を
兄
弟
の
子
へ
の
加
害
と
同
罪
と
す
る
。
た
と
え
ば
凡
人
間
の
殴
打

は
闘
訟
律
一
条
「
諸
そ
闘
ひ
て
人
を
殴
り
た
る
者
は
笞
四
十
」
に
よ
り
笞
四
十
で
あ
る
が
、
伯
叔
父
母
へ
の
殴
打
は
闘
訟
律
二
七
条

「
諸
そ
兄�

を
殴
り
た
る
者
は
徒
二
年
半
。
…
…
伯
叔
父
母
・
姑
・
外
祖
父
母
は
各
�
一
等
を
加
ふ
。
…
…
若
し
弟
妹
及
び
兄
弟
の

子
孫
﹇
曾
玄
孫
な
る
者
は
、
各
�
本
服
に
依
り
て
論
ず]

、
外
孫
を
殴
殺
し
た
る
者
は
、
徒
三
年
。
刃
を
以
て
し
、
及
び
故
ら
に
殺

し
た
る
者
は
、
流
二
千
里
。
過
失
殺
し
た
る
者
は
、
各
�
論
ず
る
な
し
」
に
よ
り
徒
三
年
と
さ
れ
、
名
例
律
六
条
不
睦
「
八
に
曰
く

不
睦
﹇�

麻
以
上
の
親
を
殺
さ
ん
と
謀
り
、
及
び
売
り
、
夫
及
び
大
功
以
上
の
尊
長
、
小
功
の
尊
属
を
殴
り
、
告
し
た
る
を
謂
ふ]

」

に
よ
り
十
悪
不
睦
に
入
る
。
兄
弟
の
子
へ
の
殴
打
は
、
闘
訟
律
二
七
条
が
殴
殺
に
至
ら
な
け
れ
ば
刑
を
加
え
な
い
の
で
、
無
罪
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
弟
子
に
よ
る
師
の
殴
打
は
徒
三
年
の
う
え
十
悪
不
睦
に
入
り
、
師
に
よ
る
弟
子
の
殴
打
は
無
罪
と
な
る
。
名
例
律

五
七
条
の
師
弟
相
犯
の
通
則
と
、
慶
元
名
例
勅
⑩
の
師
と
童
行
と
の
相
犯
の
通
則
と
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
名
例
律
五
七
条
が
弟

子
に
よ
る
師
へ
の
加
害
を
十
悪
不
睦
に
入
れ
る
の
を
、
慶
元
名
例
勅
⑩
は
童
行
に
よ
る
師
へ
の
加
害
を
十
悪
に
入
れ
な
い
と
す
る
。

梅
原
郁
氏
は
、
建
造
物
の
失
火
に
関
す
る
慶
元
雑
勅
⑥

(

第
三
章
第
一
節
所
掲)

お
よ
び
失
火
の
際
の
州
官
の
救
護
・
消
火
義
務

違
反
に
関
す
る
慶
元
雑
勅
⑨

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
失
火)

諸
そ
州
に
在
り
て
失
火
し
た
れ
ば
、
都
監
は
即
時
に
救
撲
し
、
通
判
は
監
督
す
。
違
ひ
た
る
者
は
、
各
�
杖
捌
拾
。
即
ち
に
救
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撲
・
監
督
し
た
る
と
雖
も
、
官
私
の
舎
宅
に
延
焼
し
た
れ
ば
、
貳
伯
間
以
上
は

(

�)

﹇
蘆
竹
草
版
屋
は
、
参
間
を
壹
間
に
比
す]

、

都
監
・
通
判
は
杖
陸
拾
、
仍
ほ
奏
裁
。
参
伯
間
以
上
は
、
知
州
は
、
此
に
准
ず
。
其
れ
外
県
の
丞
尉
﹇
州
城
外
の
草
市
、
倚
郭

の
県
も
同
じ]

、
并
び
に
鎮
寨
の
官
は
、
州
の
都
監
の
法
に
依
る
。

と
、
雑
律
四
三
条

諸
そ
官
府
・
廨
院
、
及
び
倉
庫
の
内
に
於
い
て
失
火
し
た
る
者
は
、
徒
二
年
。
宮
の
内
に
在
り
た
れ
ば
二
等
を
加
ふ
﹇
廟
社
の

内
も
亦
た
同
じ]
。
損
害
し
て
贓
重
き
者
は
、
坐
贓
も
て
論
ず
。
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殺
傷
よ
り
一
等
を
減
ず
。
廟
及

び
宮
闕
に
延
焼
し
た
る
者
は
絞
。
社
は
一
等
を
減
ず
。

な
ら
び
に
雑
律
四
五
条

諸
そ
火
の
起
こ
る
を
見
、
応
に
告
す
べ
き
に
告
さ
ず
、
応
に
救
ふ
べ
き
に
救
は
ざ
れ
ば
、
失
火
の
罪
よ
り
二
等
を
減
ず
﹇
本
失

の
罪
よ
り
減
ず
る
を
謂
ふ]

。
其
れ
宮
殿
・
倉
庫
を
守
衛
し
、
及
び
囚
を
掌
る
者
は
、
皆
な
守
す
る
所
を
離
れ
て
火
を
救
ふ
を

得
ず
。
違
ひ
た
る
者
は
杖
一
百
。

と
を
対
応
さ
せ
、

(

�)

勅
の
刑
罰
が
「
律
の
刑
罰
よ
り
遥
か
に
軽
減
さ
れ
た
」

(

�)

と
す
る
。
雑
律
四
三
条
は
、
官
府
・
廨
院
で
の
失
火
を
徒

二
年
、
延
焼
の
損
害
が
四
〇
匹
以
上
で
あ
れ
ば
雑
律
一
条

(
第
三
章
第
一
節
所
掲)

に
依
拠
し
て
徒
三
年
を
上
限
と
す
る
刑
、
法
定

刑
が
徒
三
年
以
上
に
あ
た
る
人
の
殺
傷
を
生
じ
た
場
合
は
闘
訟
律
四
条
「
諸
そ
闘
殴
し
て
人
の
支
体
を
折
跌
し
、
及
び
其
の
一
目
を

瞎
に
し
た
る
者
は
徒
三
年
﹇
支
を
折
り
た
る
者
は
骨
を
折
る
な
り
。
体
を
跌
し
た
る
者
は
、
骨
、
差
跌
し
、
其
の
常
処
を
失
ふ
な
り]

。

…
…
即
し
二
事
以
上
を
損
ひ
、
及
び
旧
患
に
因
り
て
篤
疾
に
至
ら
し
め
、
若
し
く
は
舌
を
断
ち
、
及
び
人
の
陰
陽
を
毀
敗
し
た
る
者

は
流
三
千
里
」
お
よ
び
闘
訟
律
五
条
「
諸
そ
闘
殴
し
て
人
を
殺
し
た
る
者
は
絞
」
の
刑
か
ら
一
等
を
減
じ
た
流
三
千
里
を
上
限
と
す
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る
刑
と
定
め
る
。
魏
殿
金
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
慶
元
雑
勅
⑥
は
こ
れ
ら
の
罪
の
処
断
を
雑
律
四
二
条

(

第
三
章
第
一
節
所
掲)

に
依
拠
す
る
か

(

�)

ら
、
官
府
・
廨
院
で
の
失
火
は
笞
五
十
、
延
焼
は
杖
八
十
、
延
焼
の
損
害
額
が
二
〇
匹
以
上
で
あ
れ
ば
雑
律
一
条
の

刑
か
ら
三
等
を
減
じ
た
徒
一
年
半
を
上
限
と
す
る
刑
、
人
の
殺
傷
を
生
じ
た
場
合
は
徒
三
年
を
上
限
と
す
る
刑
が
適
用
さ
れ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
勅
条
は
律
条
よ
り
刑
を
減
軽
し
て
い
る
。
し
か
し
慶
元
雑
勅
⑥
は
「
応
に
住
む
べ
き
家
処
」
す
な
わ
ち

一
般
の
住
居
の
失
火
に
つ
い
て
は
、
雑
律
四
二
条
の
「
非
時
焼
田
野
」
と
同
断
と
す
る
か
ら
、
刑
を
減
軽
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
雑

律
四
五
条
は
火
災
の
目
撃
者
の
救
護
・
消
火
義
務
違
反
を
失
火
か
ら
の
二
等
減
す
な
わ
ち
笞
三
十
、
官
府
・
廨
院
・
倉
庫
内
の
火
災

の
救
護
・
消
火
義
務
違
反
を
徒
一
年
、
宮
廟
社
内
の
火
災
の
救
護
・
消
火
義
務
違
反
を
徒
二
年
と
す
る
が
、
慶
元
雑
勅
⑨
は
州
官
の

失
火
の
際
の
救
護
・
消
火
義
務
違
反
を
杖
八
十
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
官
府
・
廨
院
・
倉
庫
内
お
よ
び
宮
廟
社
内
の
火
災
の
救
護
・

消
火
義
務
違
反
に
は
雑
律
四
五
条
の
適
用
が
考
え
ら
れ
る
。
雑
律
四
五
条
が
定
め
る
杖
一
百
は
、
宮
殿
・
倉
庫
の
守
衛
な
ら
び
に
囚

人
の
看
守
が
、
火
災
の
救
護
・
消
火
が
理
由
で
も
持
ち
場
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
に
違
反
し
た
場
合
の
刑
で
あ
っ
て
、

救
護
・
消
火
義
務
違
反
の
刑
で
は
な
い
。
慶
元
雑
勅
⑨
は
雑
律
四
五
条
の
刑
を
一
概
に
減
軽
し
た
も
の
で
は
な
い
。

江
必
新
・
莫
家
斉
両
氏
は
、
史
料
と
し
て
慶
元
勅
を
示
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
律
と
勅
の
関
係
を
、
第
一
に
「
勅
を
以
て
律
の
未
備

を
補
う｣

、
第
二
に
「
勅
を
以
て
律
の
未
詳
を
補
う｣

、
第
三
に
「
勅
を
以
て
律
の
偏
頗
を
糾
す｣

、
第
四
に
「
勅
を
以
て
律
の
僵
化

を
変
ず
」
の
四
種
に
区
分
す
る
。

(

�)

こ
の
整
理
は
、
律
条
と
勅
条
と
の
比
較
に
あ
た
っ
て
模
範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

孔
学
氏
は
、
律
条
と
勅
条
が
「
と
も
に
犯
罪
行
為
お
よ
び
処
罰
の
ふ
た
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
勅
と
律
条
は
実
質
的

に
何
の
違
い
も
な
い
」

(

�)

と
し
て
、
第
一
に
慶
元
賊
盗
勅
②

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
一
六
、
文
書
門
一
、
赦
降)

(

�)

諸
そ
悪
逆
以
上
を
犯
し
、
及
び
人
を
殺
し
て
応
に
不
道
に
入
る
べ
く
、
若
し
く
は�

殺
謀
殺
し
て
已
に
人
を
殺
し
、
各
�
罪
、
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死
に
至
る
者
は
、
大
赦
に
会
ひ
て
原
す
を
得
た
る
と
雖
も
﹇
大
赦
と
は
、
常
赦
の
原
さ
ざ
る
所
も
、
咸
な
之
を
赦
除
す
る
者
を

謂
ふ
。
餘
条
の
大
赦
と
称
す
る
は
、
此
に
准
ず]

、
皆
な
貳
阡
里
に
配
す
。
人
を
殺
し
て
応
に
移
郷
す
べ
き
者
は
、
亦
た
移
郷

す
。

を
賊
盗
律
五
二
条

諸
そ
盗
、
断
を
経
た
る
の
後
、
仍
ほ
更
に
盗
を
行
ひ
、
前
後
三
た
び
徒
を
犯
し
た
る
者
は
、
流
二
千
里
。
三
た
び
流
を
犯
し
た

る
者
は
絞
﹇
三
た
び
盗
む
は
、
止
だ
赦
後
を
数
へ
て
坐
と
為
す]

。
其
れ
親
属
よ
り
相
ひ
盗
み
た
る
者
は
、
此
の
律
を
用
ゐ
ず
。

と
比
較
し
、
第
二
に
慶
元
雑
勅
⑩

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
諸
色
犯
姦)

諸
そ
父
祖
の
女
使
を
姦
し
た
れ
ば
、
徒
参
年
。
幸
す
る
所
に
非
ざ
る
者
は
、
杖
壹
伯
。
曾
経
て
子
あ
り
た
れ
ば
、
妾
を
以
て
論

ず
。
罪
、
死
に
至
る
者
は
奏
裁
。
別
房
及
び
異
居
の
親
の
女
使
を
姦
し
た
れ
ば
、
凡
を
以
て
論
ず
。
別
房
の
幸
す
る
所
に
非
ざ

る
者
は
、
杖
捌
拾
。

を
雑
律
二
五
条

諸
そ
父
祖
の
妾
﹇
曾
経
て
父
祖
の
子
を
有
し
た
る
者
を
謂
ふ]

、
伯
叔
母
、
姑
、�

妹
、
子
孫
の
婦
、
兄
弟
の
女
を
姦
し
た
る

者
は
絞
。
即
し
父
祖
の
幸
す
る
所
の
婢
を
姦
し
た
れ
ば
、
二
等
を
減
ず
。

と
比
較
す
る
。

(

�)

慶
元
雑
勅
⑩
と
雑
律
二
五
条
は
と
も
に
実
体
的
刑
罰
規
定
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
比
較
に
値
す
る
。
し
か
し
慶
元
賊

盗
勅
②
は
死
罪
が
大
赦
に
あ
っ
た
場
合
の
処
断
に
関
す
る
手
続
規
定
で
あ
っ
て
構
成
要
件
と
刑
罰
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
う
え
、
盗
犯
の
累
犯
加
重
に
関
す
る
賊
盗
律
五
二
条
と
比
較
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
慶
元
賊
盗
勅
②
と
比
較
す
べ
き
律
条
は
、

赦
に
あ
っ
た
殺
人
犯
の
移
郷
を
定
め
る
賊
盗
律
一
八
条
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諸
そ
人
を
殺
し
て
応
に
死
た
る
べ
き
に
、
赦
に
会
ひ
て
免
ぜ
ら
れ
た
る
者
は
、
千
里
外
に
移
郷
す
。
其
れ
工
楽
雑
戸
及
び
官
戸
、

奴
、
并
び
に
太
常
音
声
人
は
、
移
郷
す
る
と
雖
も
、
各
�
本
色
に
従
ふ
﹇
部
曲
及
び
奴
は
、
出
売
し
、
及
び
転
配
し
て
、
千
里

外
の
人
に
事
へ
し
む]

。
若
し
羣
党
し
て
共
に
殺
し
た
れ
ば
、
止
だ
下
手
し
た
る
者
及
び
頭
首
の
人
を
移
す
。
若
し
死
家
に
周

以
上
の
親
な
く
、
或
は
先
に
相
ひ
去
る
こ
と
千
里
外
た
り
、
即
し
天
文
を
習
ひ
て
業
已
に
成
り
、
若
し
く
は
婦
人
に
犯
あ
り
、

及
び
他
人
の
部
曲
奴
婢
を
殺
し
た
れ
ば
、
並
び
に
移
す
の
限
に
在
ら
ず
﹇
部
曲
奴
婢
、
自
ら
相
ひ
殺
し
た
る
者
は
、
亦
た
同
じ]

。

違
ひ
た
る
者
は
徒
二
年
。

で
あ
る
。
孔
学
氏
は
「
こ
の
一
時
期
〔
南
宋
〕
の
律
・
勅
の
関
係
は
、
実
際
上
は
一
種
の
旧
律
と
新
法
の
関
係
で
あ
り
、
新
法
は
お

も
に
旧
律
の
不
足
を
補
う
も
の
で
あ
る
」

(

�)

こ
と
を
「
�刑
統
�
の
な
か
で
は
周
辺
少
数
民
族
に
つ
い
て
の
法
律
規
定
が
ほ
と
ん
ど
空

白
で
あ
っ
た
の
で
、
南
宋
寧
宗
の
と
き
に
修
成
さ
れ
た
《
慶
元
条
法
事
類
》
巻
七
八
は
�
蕃
夷
門
�
を
立
て
て
、
少
数
民
族
の
入
貢

お
よ
び
帰
明
人
・
帰
正
人
に
関
す
る
法
規
を
集
成
し
た
」

(

�)

こ
と
と
「
印
刷
出
版
は
宋
代
か
ら
興
隆
し
た
が
、
�宋
刑
統
�
に
は
こ
の

方
面
の
法
規
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
�慶
元
条
法
事
類
��
文
書
門
�
が
書
籍
の
印
刷
出
版
に
関
す
る
方
面
の
法
規
を
集
成
し

た
」

(

	)

こ
と
に
よ
っ
て
示
す
。「
新
法
が
旧
律
の
不
備
を
補
完
し
た
」

(


)

こ
と
に
つ
い
て
は
、
慶
元
雑
勅
⑩
と
雑
律
二
五
条
を
比
較
し
て

「
�刑
統
�
は
父
祖
の
幸
す
る
所
の
婢
を
姦
す
れ
ば
、
絞
刑
か
ら
二
等
を
減
じ
て
、
流
三
千
里
と
す
る
と
規
定
す
る
。
�慶
元
条
法
事

類
》
は
�
徒
三
年
�
と
規
定
す
る
。
さ
ら
に
�
幸
す
る
所
に
非
ざ
る
者
�
お
よ
び
�
曾
経
て
子
あ
り
た
れ
ば
�
の
処
罰
規
定
を
増
添

す
る
。
別
房
・
異
居
親
の
女
使
に
つ
い
て
も
規
定
を
行
っ
た
。
《
刑
統
》
の
規
定
に
比
べ
て
よ
り
完
全
で
詳
細
に
な
っ
た
」

(

�)

と
す
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
父
祖
の
妾
・
婢
と
の
姦
を
規
定
す
る
雑
律
二
五
条
に
欠
缺
す
る
、
妾
と
婢
の
中
間
に
位
置
す
る
女
性
の
使
用
人
で

あ
る
女
使
と
の
姦
に
関
す
る
規
定
を
、
慶
元
雑
勅
⑩
が
補
充
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
孔
学
氏
は
「
新
法
が
旧
律
に
対
し
て
修
改
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を
行
っ
て
取
っ
て
代
わ
る
に
至
っ
た
」

(

�)

こ
と
を
ふ
た
つ
の
例
に
よ
っ
て
示
す
。
第
一
例
は
慶
元
雑
勅
⑪

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八

〇
、
雑
門
、
諸
色
犯
姦)

諸
そ
同
宗
の�

麻
親
を
姦
し
た
る
者
は
、
内
乱
に
入
る
。

と
名
例
律
六
条
内
乱

十
に
曰
く
内
乱
﹇
小
功
以
上
の
親
、
父
祖
の
妾
を
姦
し
、
及
び
与
に
和
し
た
る
者
を
謂
ふ]

。

お
よ
び
雑
律
二
三
条

諸
そ�

麻
以
上
の
親
、
及
び�

麻
以
上
の
親
の
妻
、
若
し
く
は
妻
の
前
夫
の
女
、
及
び
同
母
異
父
の�

妹
を
姦
し
た
る
者
は
、

徒
三
年
。
強
ひ
て
し
た
る
者
は
流
二
千
里
。
折
傷
し
た
る
者
は
絞
。
妾
は
一
等
を
減
ず
﹇
餘
条
の
妾
を
姦
し
た
る
は
、
此
に
准

ず]

。

と
の
比
較
で
あ
る
。

(

�)

名
例
律
六
条
内
乱
は
小
功
以
上
の
親
と
の
姦
を
十
悪
第
十
の
内
乱
に
入
れ
、
雑
律
二
三
条
は�

麻
以
上
の
親
と

の
姦
を
処
罰
す
る
規
定
で
あ
る
。
慶
元
雑
勅
⑪
が
同
宗�

麻
親
と
の
姦
を
十
悪
内
乱
に
入
れ
る
こ
と
か
ら
「
内
乱
は
十
悪
と
い
う
重

罪
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
実
際
に
は
処
罰
が
加
重
さ
れ
た
。
新
法
が
旧
律
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
」

(

�)

と
す
る
。
し
か
し
、
慶
元
雑
勅
⑪
は

雑
律
二
三
条
を
修
改
補
充
す
る
も
の
で
は
な
く
、
名
例
律
六
条
内
乱
の
補
充
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
例
と
し
て
は
「
�宋

刑
統
�
の
死
刑
に
対
す
る
規
定
は
斬
・
絞
の
二
種
類
だ
け
で
あ
る
が
、
司
法
手
続
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
凌
遅
の
酷
刑
が
採
用
さ
れ

た
。
…
…
南
宋
の
と
き
に
は
す
で
に
凌
遅
の
刑
を
《
慶
元
条
法
事
類
》
巻
七
三
《
刑
獄
門
・
決
遣
類
》
の
な
か
に
列
入
し
て
い
る
。

実
際
に
は
す
で
に
《
宋
刑
統
》
の
死
刑
の
規
定
に
対
し
て
修
改
を
行
っ
て
い
た
」

(

�)

と
記
す
。
し
か
し
、
名
例
律
五
条

死
刑
二
。
絞
、
斬
﹇
贖
銅
一
百
二
十
斤]

。
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に
対
応
す
る
規
定
と
し
て
、
慶
元
断
獄
式

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
決
遣)

断
過
大
辟
人
数
／
某
路
提
点
刑
獄
司
／
今
、
本
路
の
州
軍
の
某
年
に
断
過
せ
る
大
辟
の
数
目
を
下
項
に
具
す
／
奏
断
若
干
／
死

罪
若
干
／
陵
遅
若
干
／
処
斬
若
干
／
処
死
若
干
／
貸
命
若
干
／
本
処
処
断
若
干
﹇
本
処
の
合
に
断
じ
、
及
び
貸
命
す
べ
き
に
非

ざ
る
人
は
、
更
に
具
さ
ざ
る
の
外
、
餘
は
並
び
に
奏
断
の
死
罪
に
依
り
て
数
を
具
す]

／
法
に
於
い
て
死
に
至
ら
ざ
る
も
特
に

(

�)

処
死
若
干
﹇
前
項
の
本
犯
死
罪
の
都
数
の
外
、
特
に
処
死
し
た
る
者
を
謂
ふ]

／
奏
断
若
干
／
本
処
若
干
﹇
逐
人
の
犯
す
所
の

情
状
、
如
何
に
処
断
し
た
る
か
、
曾
て
自
劾
し
た
る
と
曾
て
せ
ざ
る
と
を
具
す]

／
右
件
の
状
、
前
の
如
し
。
謹
み
て
尚
書
刑

部
に
具
申
す
。
謹
み
て
状
す
／
年
月

日
。
常
式
に
依
る
／
諸
州
は
此
に
倣
ひ
て
提
点
刑
獄
司
に
申
す
。

と
い
う
各
路
の
提
点
刑
獄
司
が
毎
年
の
死
刑
案
件
の
処
理
人
数
を
尚
書
刑
部
に
報
告
す
る
書
式
の
な
か
の
「
陵
遅
若
干
／
処
斬
若
干

／
処
死
若
干
」
と
い
う
項
目
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
比
較
は
適
切
で
は
な
い
。

戴
建
国
氏
は
「
勅
典
の
な
か
で
、
律
に
修
正
を
加
え
た
と
き
に
は
、
刑
名
の
条
項
を
記
載
す
る
」

(

�)

こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
朝
廷

の
機
密
を
探
知
し
て
漏
泄
す
る
こ
と
に
関
す
る
慶
元
職
制
勅
⑦

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
、
職
制
門
五
、
漏
泄
伝
報)

諸
そ
聴
探
伝
報
し
て
、
朝
廷
の
機
密
の
事
を
漏
泄
し
、
若
し
く
は
差
除
し
た
れ
ば
﹇
差
除
と
は
、
未
だ
尚
書
省
・
枢
密
院
を
出

で
ざ
る
者
を
謂
ふ]

、
流
貳
阡
伍
伯
里
。
主
行
の
人
、
犯
す
こ
と
あ
り
た
れ
ば
、
壹
等
を
加
ふ
。
並
び
に
阡
里
に
配
す
。
重
害

に
非
ざ
る
者
は
、
徒
参
年
。
各
�
蔭
を
以
て
論
ぜ
ず
。
即
し
寔
封
し
た
る
申
奏
の
応
に
密
す
べ
き
文
書
を
伝
報
し
、
并
び
に
事

端
を
�
造
し
、
謄
報
し
て
衆
を
惑
は
し
た
る
者
は
、
並
び
に
違
制
を
以
て
論
ず
。
以
上
、
事
理
重
き
者
は
、
奏
裁
。
各
�
人
の

告
す
る
を
許
す
。
事
に
於
い
て
害
な
き
者
は
杖
捌
拾
。

と
職
制
律
一
九
条
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諸
そ
大
事
の
応
に
密
す
べ
き
を
漏
泄
し
た
る
者
は
、
絞
﹇
大
事
と
は
、
潜
か
に
討
襲
を
謀
り
、
及
び
謀
叛
を
収
捕
す
る
の
類
を

謂
ふ]

。
大
事
に
非
ず
し
て
応
に
密
す
べ
き
者
は
徒
一
年
半
。
蕃
国
の
使
に
漏
泄
し
た
る
者
は
、
一
等
を
加
ふ
。
仍
ほ
初
め
て

伝
へ
た
る
者
を
以
て
首
と
為
し
、
伝
へ
至
り
た
る
者
は
従
と
為
す
。
即
し
転
じ
て
大
事
を
伝
へ
た
る
者
は
杖
八
十
。
大
事
に
非

ざ
れ
ば
論
ず
る
な
し
。

と
を
掲
げ
る
。

(

�)
｢

司
法
の
実
践
に
お
い
て
、
法
官
が
編
勅
を
引
用
し
て
正
刑
定
罪
を
す
る
と
き
は
、
さ
ら
に
律
の
規
定
を
参
照
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
…
…
こ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
法
官
が
量
刑
判
案
を
す
る
と
き
は
、
さ
ら
に
律
文
の
条
項
を
参
照
し
て
処
理
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(

�)

と
い
う
こ
と
を
、
監
主
受
財
枉
法
に
関
す
る
慶
元
職
制
勅
⑧

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
三

六
、
庫
務
門
一
、
倉
庫
受
乞
、
旁
照
法)

(

�)

諸
そ
監
臨
主
司
、
財
を
受
け
て
法
を
枉
げ
た
れ
ば
、
貳
拾
匹
は
、
無
禄
の
者
は
、
貳
拾
伍
匹
は
、
絞
。
若
し
罪
、
流
に
至
り
、

法
を
枉
げ
ざ
れ
ば
贓
伍
拾
匹
は
、
監
臨
す
る
所
よ
り
受
け
、
及
び
乞
取
し
た
れ
ば
、
贓
伯
匹
は
、
本
城
に
配
す
。

に
よ
っ
て
示
す
。

(

�)

慶
元
職
制
勅
⑧
は
「
受
財
枉
法
二
十
匹
、
無
禄
者
二
十
五
匹
の
処
罰
法
を
規
定
す
る
だ
け
で
、
受
財
枉
法
二
十
匹

以
下
は
、
枉
法
受
贓
が
一
尺
、
一
匹
の
よ
う
な
基
本
的
量
刑
に
つ
い
て
も
、
規
定
し
て
い
な
い
」

(

�)

が
、
そ
の
具
体
的
な
罰
則
は
職
制

律
四
八
条

諸
そ
監
臨
主
司
、
財
を
受
け
て
法
を
枉
げ
た
る
者
は
、
一
尺
は
杖
一
百
。
一
匹
ご
と
に
一
等
を
加
ふ
。
十
五
匹
は
絞
。
法
を
枉

げ
ざ
る
者
は
、
一
尺
は
杖
九
十
。
二
匹
ご
と
に
一
等
を
加
ふ
。
三
十
匹
は
加
役
流
。
無
禄
の
者
は
、
各
�
一
等
を
減
ず
。
法
を

枉
げ
た
る
者
は
、
二
十
匹
は
絞
。
法
を
枉
げ
ざ
る
者
は
、
四
十
匹
は
加
役
流
。

に
依
拠
す
る
。
さ
ら
に
姦
罪
に
つ
い
て
の
規
定
が
雑
律
で
は
七
箇
条
で
あ
る
の
に
対
し
て
慶
元
勅
で
は
一
〇
箇
条
で
あ
る
こ
と
を
示
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し
て
「
法
律
の
条
文
は
《
唐
律
》
よ
り
も
さ
ら
に
完
備
さ
れ
、《
唐
律
》
の
不
足
を
弥
縫
し
て
い
る
」

(

�)

と
す
る
。
慶
元
雑
勅
に
よ
る

雑
律
の
補
充
修
改
の
例
と
し
て
は
、
第
一
に
慶
元
雑
勅
①

(

第
一
章
第
三
節
所
掲)

が
強
姦
を
既
遂
と
未
遂
の
二
段
階
に
分
け
て
刑

に
軽
重
差
を
設
け
た
こ
と
、
第
二
に
慶
元
雑
勅
⑤

(

第
三
章
第
一
節
所
掲)

が
姦
に
際
す
る
人
の
傷
害
を
雑
律
二
二
条

諸
そ
姦
し
た
る
者
は
、
徒
一
年
半
。
夫
あ
り
た
る
者
は
、
徒
二
年
。
部
曲
・
雑
戸
・
官
戸
、
良
人
を
姦
し
た
る
者
は
、
各
�
一

等
を
加
ふ
。
即
し
官
私
の
婢
を
姦
し
た
る
者
は
、
杖
九
十
﹇
奴
、
婢
を
姦
し
た
る
も
、
亦
た
同
じ]

。
他
人
の
部
曲
の
妻
、
雑

戸
・
官
戸
の
婦
女
を
姦
し
た
る
者
は
、
杖
一
百
。
強
ひ
て
し
た
る
者
は
、
各
�
一
等
を
加
ふ
。
折
傷
し
た
る
者
は
、
各
�
闘
折

傷
の
罪
に
一
等
を
加
ふ
。

が
折
傷
を
生
じ
た
場
合
に
は
強
姦
・
和
姦
を
問
わ
ず
に
闘
折
傷
へ
の
一
等
加
と
す
る
の
を
、
和
姦
の
際
の
過
失
殺
傷
は
賊
盗
律
四
二

条

(

第
三
章
第
一
節
所
掲)

に
依
拠
し
て
処
断
し
、
強
姦
に
際
し
て
人
を
殺
傷
し
た
場
合
は
故
殺
傷
を
以
て
論
ず
る
と
改
め
た
こ
と
、

第
三
に
慶
元
雑
勅
①
が
「
先
強
後
和
の
姦
法
」
す
な
わ
ち
当
初
は
強
姦
で
あ
っ
た
が
途
中
か
ら
和
姦
に
変
じ
た
場
合
の
規
定
を
設
け

た
こ
と
、
第
四
に
慶
元
雑
勅
⑫

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
諸
色
犯
姦)

諸
そ
義
子
孫
、
所
養
の
家
の
尊
長
、
及
び
異
居
の
期
親
の
尊
長
を
姦
し
た
れ
ば
、
並
び
に
相
殴
加
等
の
法
に
依
る
。
婦
女
は
、

凡
姦
を
以
て
論
ず
。

が
義
子
孫
と
所
養
の
家
の
尊
長
な
ど
と
の
間
の
姦
の
規
定
を
増
補
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(

�)

魏
殿
金
氏
は
「
勅
は
律
に
対
し
て
修
改
と
補
充
を
行
う
が
、
修
改
と
補
充
を
加
え
る
の
は
、
わ
ず
か
に
律
の
い
く
つ
か
の
条
文
あ

る
い
は
い
く
つ
か
の
規
定
に
す
ぎ
ず
、
律
全
体
に
対
し
て
行
う
の
で
は
な
い
。
律
条
は
、
補
充
・
修
改
の
必
要
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

依
然
と
し
て
律
の
な
か
に
有
効
な
条
文
あ
る
い
は
規
定
と
し
て
存
在
し
、
勅
に
は
収
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
…
…
こ
の
種
の
勅
律
兼
行
、
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相
互
補
充
の
関
係
は
、
具
体
的
に
い
う
と
三
つ
の
方
面
の
内
容
を
有
す
る
。
第
一
は
勅
条
に
規
定
が
あ
っ
て
律
条
に
規
定
が
な
い
場

合
で
、
律
条
の
規
定
を
準
拠
と
す
る
。
第
二
は
律
と
勅
に
と
も
に
規
定
が
あ
る
場
合
で
、
規
定
に
牴
触
が
あ
れ
ば
、
理
の
当
然
と
し

て
勅
文
の
規
定
を
準
拠
と
し
、
勅
の
効
力
は
律
に
優
越
す
る
。
第
三
は
律
条
に
規
定
が
あ
っ
て
勅
条
に
規
定
が
な
い
場
合
で
、
律
条

の
規
定
を
準
拠
と
す
る
」

(

�)

と
す
る
。
第
一
の
場
合
に
つ
い
て
は
「
こ
の
種
類
の
勅
条
は
律
条
が
規
定
し
て
い
な
い
事
項
に
対
す
る
補

充
規
定
で
あ
り
、
�
正
刑
定
罪
�
は
当
然
に
勅
条
の
規
定
を
準
拠
と
す
る
」

(

�)

と
し
て
、
編
配
や
勒
停
、
衝
替
な
ど
宋
代
特
有
の
刑
罰

の
比
罪
に
関
す
る
慶
元
名
例
勅
⑤
ｂ

(

第
二
章
第
二
節
所
掲)

、
減
等
や
反
坐
な
ど
の
場
合
に
は
編
配
を
附
加
し
な
い
と
い
う
原
則

を
定
め
る
慶
元
名
例
勅
⑪

(『
慶
元
条
法
事
類』

巻
七
五
、
刑
獄
門
五
、
編
配
流
役)

(

�)

諸
そ
罪
、
応
に
等
を
減
ず
、
或
は
従
と
為
す
、
若
し
く
は
反
坐
、
之
を
罪
す
、
之
を
坐
す
、
与
に
罪
を
同
じ
く
す
、
枉
法
に
准

ず
、
盗
に
准
じ
て
論
ず
べ
き
者
は
、
編
配
の
例
に
在
ら
ず
﹇
誣
告
・
出
入
の
類
、
応
に
比
罪
す
べ
き
者
は
、
自
か
ら
本
法
に
依

る]

。
即
し
累
犯
、
或
は
情
理
兇
悪
を
以
て
応
に
編
配
す
べ
き
、
及
び
本
条
に
皆
な
編
配
と
言
ふ
者
は
、
従
を
以
て
免
ぜ
ず
。

其
れ
罪
名
を
以
て
編
配
を
定
め
応
に
減
ず
べ
き
者
は
、
減
じ
至
る
罪
名
の
編
配
の
法
に
依
る
﹇
徒
罪
は
配
、
杖
罪
は
編
管
の
如

き
者
は
、
罪
は
減
等
し
た
る
と
雖
も
、
徒
罪
た
れ
ば
仍
ほ
配
し
、
減
じ
て
杖
に
至
る
者
は
編
管
の
類
を
謂
ふ]

。

を
示
す
。

(

�)

ま
た
「
補
充
の
あ
る
も
の
は
、
あ
る
条
文
の
規
定
の
局
部
的
な
補
充
に
す
ぎ
な
い
」

(

�)

こ
と
の
例
と
し
て
、
慶
元
職
制
勅
⑧

と
職
制
律
五
〇
条

(

第
三
章
第
一
節
所
掲)

と
を
示
し
て

(

	)｢

勅
文
は
律
文
の
�
監
臨
主
司
、
監
臨
す
る
所
よ
り
受
け
、
及
び
乞
取
し

た
る
の
贓
�
の
本
刑
の
量
刑
規
定
に
対
し
て
は
改
変
を
加
え
ず
、
�
贓
、
百
匹
に
及
び
た
る
者
�
に
対
し
て
の
み
規
定
を
補
充
し
て

�
命
官
は
奏
裁
、
餘
は
本
城
に
配
す
�
を
適
用
す
る
」

(


)

と
す
る
。
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
は
「
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
律
・
勅
に
と

も
に
規
定
が
あ
る
が
異
な
る
と
き
は
、
勅
文
が
現
実
の
需
要
に
適
応
す
る
た
め
に
、
律
文
に
対
し
て
修
改
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
正
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刑
定
罪
は
、
こ
の
よ
う
な
情
況
に
あ
た
っ
て
は
、
理
の
当
然
と
し
て
、
勅
文
の
規
定
を
準
拠
と
す
べ
き
で
あ
り
、
勅
の
効
力
は
律
に

優
越
す
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
�
以
勅
代
律
�
で
あ
る
」

(

�)

と
し
、「
勅
文
が
〔
律
条
の
〕
当
該
条
文
に
対
し
て
全
面
的
に
修
改
を
行
っ

た
」

(

�)
も
の
と
し
て
、
窃
盗
に
関
す
る
慶
元
賊
盗
勅
①

(

第
一
章
第
三
節
所
掲)

と
賊
盗
律
三
五
条

(

第
三
章
第
一
節
所
掲)

と
の
関

係
、
な
ら
び
に
官
員
の
任
地
到
着
期
限
へ
の
違
反
に
関
す
る
慶
元
職
制
勅
⑨

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
五
、
職
制
門
二
、
到
罷)

(

�)

諸
そ
官
に
之
く
に
、
限
満
ち
て
、
故
な
く
し
て
赴
か
ざ
る
者
は
、
罪
は
杖
壹
伯
に
止
む
。

と
職
制
律
六
条

諸
そ
官
に
之
く
に
、
限
満
ち
て
赴
か
ざ
る
者
は
、
一
日
は
笞
十
。
十
日
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
罪
は
徒
一
年
に
止
む
。
即
し
代

り
到
り
て
還
ら
ざ
れ
ば
、
二
等
を
減
ず
。

と
の
関
係
を
示
す
。

(

�)

し
か
し
慶
元
賊
盗
勅
①
と
賊
盗
律
三
五
条
と
の
関
係
は
第
三
章
第
三
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
全
面
的
な
修
改
で

は
な
い
。
慶
元
職
制
勅
⑨
も
職
制
律
六
条
の
刑
の
上
限
を
徒
一
年
か
ら
杖
一
百
に
引
き
下
げ
た
も
の
で
、
全
面
的
な
修
改
で
は
な
い
。

ま
た
「
勅
の
修
改
の
あ
る
も
の
は
、〔
律
条
の
〕
あ
る
条
文
の
一
部
分
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
条
文
の
全
部
に
対
す
る
も
の

で
は
な
い
」

(

�)

と
し
て
、
監
主
自
盗
に
関
す
る
慶
元
賊
盗
勅
③

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
九
、
職
制
門
六
、
饋
送
、
旁
照
法)

(

	)

諸
そ
監
臨
主
守
、
自
ら
盗
み
、
及
び
監
臨
す
る
所
の
財
物
を
盗
み
た
れ
ば
、
罪
、
流
に
至
れ
ば
、
本
州
に
配
す
﹇
除
免
に
非
ざ

る
者
を
謂
ふ]

。
参
拾
伍
匹
は
絞
。

と
賊
盗
律
三
六
条

(

第
三
章
第
一
節
所
掲)

と
の
関
係
を
示
す
。

(


)
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
章
第
三
節
で
検
討
す
る
。
第
三
の
場
合
に

つ
い
て
は
「
律
条
に
規
定
が
あ
っ
て
勅
条
に
規
定
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
律
条
に
は
修
改
す
る
必
要
が
な
く
、
正
刑
定
罪
は
依
然

と
し
て
律
条
の
規
定
を
準
拠
と
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」

(

�)

と
し
て
、
名
例
律
二
三
条
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諸
そ
除
名
な
る
者
は
徒
三
年
に
比
す
。
免
官
な
る
者
は
徒
二
年
に
比
す
。
免
所
居
官
な
る
者
は
徒
一
年
に
比
す
。
流
外
官
は
此

の
律
を
用
ゐ
ず
﹇
軽
罪
を
以
て
人
を
誣
し
、
及
び
出
入
し
た
る
の
類
を
謂
ふ
。
故
に
此
の
比
を
制
す
。
若
し
枉
ぐ
る
所
重
き
者

は
、
自
か
ら
重
き
に
従
ふ]

。
若
し
道
士
女
冠
を
誣
告
し
て
応
に
還
俗
す
べ
き
者
は
、
徒
一
年
に
比
す
。
其
の
応
に
苦
使
す
べ

き
者
は
、
十
日
は
笞
十
に
比
す
。
官
司
の
出
入
し
た
る
者
は
、
罪
亦
た
之
の
如
し
。

に
つ
い
て
「
除
名
・
免
官
・
免
所
居
官
の
�
比
罪
�
に
つ
い
て
は
、
勅
文
は
規
定
を
作
っ
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
律
文
の
規
定
を

参
照
す
る
こ
と
に
な
る
」

(
�)

と
し
、
名
例
律
五
三
条

(

第
二
章
第
二
節
所
掲)

に
つ
い
て
「
除
名
・
免
官
・
免
所
居
官
お
よ
び
加
役
流

の
適
用
制
限
に
つ
い
て
の
律
文
の
規
定
は
勅
文
に
よ
っ
て
修
改
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
る
」

(

�)

と
し
、
雑
律
二

二
条
に
つ
い
て
「
�慶
元
条
法
事
類
�
巻
八
〇
《
雑
門
・
諸
色
犯
姦
》
に
あ
る
勅
条
に
は
、
凡
人
の
間
の
�
和
姦
�
に
対
す
る
罪
と

刑
に
対
し
て
は
、
規
定
が
存
在
し
な
い
。
�
和
姦
�
が
宋
代
に
お
い
て
は
す
で
に
犯
罪
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な

く
、
律
文
の
規
定
を
修
改
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
犯
罪
行
為
が
あ
れ
ば
、
依
然
と
し
て
律
文
に
照
ら
し
て
科
罪
量

刑
を
し
た
の
で
あ
る
」

(

�)

と
述
べ
、
さ
ら
に
賊
盗
律
三
六
条
の
絞
刑
以
下
の
規
定
、
職
制
律
五
〇
条
の
本
刑
の
量
刑
規
定
を
示
す
。

(

	)

こ

の
う
ち
、
名
例
律
二
三
条
は
慶
元
名
例
勅
⑤
ｂ

(

第
二
章
第
二
節
所
掲)

に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
節

律
条
と
勅
条
の
対
応

(

二)

先
学
の
所
見
を
ま
と
め
る
と
、
勅
条
は
、
第
一
に
律
条
と
内
容
的
に
関
係
し
な
い
勅
条
、
第
二
に
律
条
へ
の
依
拠
を
定
め
る
勅
条
、

第
三
に
律
条
を
部
分
的
に
修
改
す
る
勅
条
、
第
四
に
律
条
を
全
面
的
に
修
改
す
る
勅
条
の
四
類
型
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
慶

元
勅
の
分
析
は
こ
れ
ら
四
類
型
の
す
べ
て
を
対
象
と
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
第
三
の
類
型
す
な
わ
ち
律
条
を
部
分
的
に
修
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改
す
る
勅
条
を
対
象
と
す
る
。
こ
の
類
型
こ
そ
が
、
律
条
と
勅
条
の
関
係
の
構
造
性
を
如
実
に
示
す
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
総
則
規
定
で
あ
る
名
例
、
各
則
規
定
の
例
と
し
て
雑
、
手
続
規
定
の
例
と
し
て
断
獄
の
各
篇
目

に
つ
い
て
、
律
条
と
勅
条
の
対
応
規
定
の
検
出
を
試
み
る
。﹇
表
４
﹈
は
名
例
、﹇
表
５
﹈
は
雑
、﹇
表
６
﹈
は
断
獄
の
各
篇
に
つ
い

て
、
対
応
関
係
を
想
定
さ
れ
る
律
条
と
勅
条
を
示
す
。
対
応
関
係
に
な
い
と
思
わ
れ
る
条
文
を
省
略
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
も
そ

も
対
応
関
係
の
想
定
が
主
観
的
判
断
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
批
判
を
仰
ぐ
べ
き
点
は
少
な
く
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
読

み
取
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
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表
４]

律
条
・
勅
条
対
応
表
（
名
例
）

律
条

勅
条

名
例
律
六
条
内
乱

十
曰
内
乱

[

謂
姦
小
功
以
上
親
・
父
祖
妾
、
及
与
和
者]

。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
諸
色
犯
姦
）

諸
姦
同
宗�

麻
親
者
、
入
内
乱
。

名
例
律
一
一
条

諸
応
議
請
減
及
九
品
以
上
之
官
、
若
官
品
得
減
者
之
祖
父
母
父
母
・

妻
・
子
孫
、
犯
流
罪
以
下
、
聴
贖
。
若
応
以
官
当
者
、
自
従
官
当

法
。
其
加
役
流
・
反
逆
縁
坐
流
・
子
孫
犯
過
失
流
・
不
孝
流
、
及

会
赦
猶
流
者
、
各
不
得
減
贖
、
除
名
・
配
流
如
法

[

除
名
者
、
免

居
作
。
即
本
罪
不
応
流
配
而
特
配
者
、
雖
無
官
品
、
亦
免
居
作]

。

其
於
周
以
上
尊
長
、
及
外
祖
父
母
・
夫
・
夫
之
祖
父
母
、
犯
過
失

殺
傷
応
徒
、
若
故
殴
人
至
廃
疾
応
流
、
男
夫
犯
盗

[

謂
徒
以
上]

、

及
婦
人
犯
姦
者
、
亦
不
得
減
贖[

有
官
爵
者
、
各
従
除
免
当
贖
法]

。
名
例
勅
（
巻
�
当
贖
門
総
法
）

諸
品
官
及
除
免
官
当
未
叙
者
、
犯
五
流
、
各
依
律
。



法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

宋
代
以
勅
補
律
考

694

七
七

名
例
律
一
五
条

諸
以
理
去
官
、
与
見
任
同

[

解
雖
非
理
、
告
身
応
留
者
、
亦
同]

。

贈
官
及
視
品
官
、
与
正
官
同

[

視
六
品
以
下
、
不
在
蔭
親
之
例]

。

用
蔭
者
、
存
亡
同
。
若
藉
尊
長
蔭
而
犯
所
蔭
尊
長
、
及
藉
所
親
蔭

而
犯
所
親
祖
父
母
父
母
者
、
並
不
得
為
蔭
。
即
殴
告
大
功
尊
長
・

小
功
尊
属
者
、
亦
不
得
以
蔭
論
。
其
婦
人
犯
夫
及
義
絶
者
、
得
以

子
蔭

[

雖
出
、
亦
同]
。
其
假
版
官
犯
流
罪
以
下
、
聴
以
贖
論
。

名
例
勅
（
巻
��

禁
門
２
私
鋳
銭
）

諸
私
鋳
銭
者
、
不
以
蔭
論
。
命
官
、
不
在
議
請
減
之
例
。

名
例
律
一
六
条

諸
無
官
犯
罪
、
有
官
事
発
、
流
罪
以
下
、
以
贖
論

[

謂
従
流
外
及

庶
人
而
任
流
内
者
、
不
以
官
当
除
免
。
犯
十
悪
及
五
流
者
、
不
用

此
律]

。
卑
官
犯
罪
、
遷
官
事
発
、
在
官
犯
罪
、
去
官
事
発
、
或

事
発
去
官
、
犯
公
罪
流
以
下
、
各
勿
論
。
餘
罪
、
論
如
律
。
其
有

官
犯
罪
、
無
官
事
発
、
有
蔭
犯
罪
、
無
蔭
事
発
、
無
蔭
犯
罪
、
有

陰
事
発
、
並
従
官
蔭
之
法
。

名
例
勅
（
巻
９
職
制
門
６
去
官
解
役
）

諸
公
罪
因
所
犯
替
移
或
権
摂
職
任
、
非
得
正
官
承
替
者
、
不
理
去

官
。
即
未
受
断
勅
、
或
批
罰
指
揮
、
而
正
官
已
到
、
及
在
官
再
任
、

若
主
典
解
役
者
、
聴
従
去
官
法

[

解
役
、
謂
出
職
而
已
離
本
司
、

及
勒
停
永
不
叙
者]

。

名
例
勅
（
巻
９
職
制
門
６
去
官
解
役
）

諸
称
去
官
者
、
遷
官
同

[

謂
官
名
雖
遷
而
職
事
不
改
加
、
転
運
判

官
遷
副
使
、
都
監
遷
�
轄
之
類
。
転
官
者
、
非]

。

名
例
勅
（
巻
７
職
制
門
４
保
官
）

諸
保
事
不
当
、
不
知
情
者
、
為
公
罪
。

名
例
勅
（
巻
�
選
挙
門
２
挙
辟
）

諸
挙
官
不
当
、
不
知
情
者
、
為
公
罪
。

名
例
律
一
七
条

諸
犯
私
罪
、
以
官
当
徒
者

[

私
罪
、
謂
私
自
犯
、
及
対
制
詐
不
以

実
、
受
請
枉
法
之
類]

、
五
品
以
上
、
一
官
当
徒
二
年
。
九
品
以

上
、
一
官
当
徒
一
年
。
若
犯
公
罪
者

[

公
罪
、
謂
縁
公
事
致
罪
而

無
私
曲
者]

、
各
加
一
年
当
。
以
官
当
流
者
、
三
流
同
比
徒
四
年
。

其
有
二
官[

謂
職
事
官
・
散
官
・
衛
官
同
為
一
官
、
勳
官
為
一
官]

、
名
例
勅
（
巻
�
当
贖
門
総
法
）

諸
爵
及
勲
官
、
不
在
議
請
減
贖
当
免
之
例
。
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七
八

先
以
高
者
当

[

若
去
官
未
叙
、
亦
准
此]

、
次
以
勳
官
当
。
行
守

者
、
各
以
本
品
当
。
仍
各
解
見
任
。
若
有
餘
罪
、
及
更
犯
者
、
聴

以
歴
任
之
官
当

[

歴
任
、
謂
降
所
不
至
者]

。
其
流
内
官
而
任
流

外
職
犯
罪
、
以
流
内
官
当
、
及
贖
徒
一
年
者
、
各
解
流
外
任
。

名
例
勅
（
巻
�
当
贖
門
追
当
）

諸
応
以
官
当
者
、
追
見
任
、
次
歴
任
高
官
。
免
官
者
、
免
見
任
并

歴
任
内
壹
高
官
。
免
所
居
官
者
、
止
免
見
任
。
其
帯
職
者
、
以
所

帯
職
、
別
為
壹
官

[

謂
任
見
学
士
・
待
制
・
修
�
直
閣
、
帯
御
器

械
・
閤
門
舎
人
・
宣
賛
舎
人
・
閤
門
祗
候
・
入
内
内
侍
・
両
省
都

知
・
副
都
知
・
押
班]

。
或
以
官
、
或
以
職
、
奏
裁
。

名
例
律
一
八
条

諸
犯
十
悪
・
故
殺
人
・
反
逆
縁
坐

[

本
応
縁
坐
、
老
疾
免
者
、
亦

同]

、
獄
成
者
、
雖
会
赦
、
猶
除
名

[

獄
成
、
謂
贓
状
露
験
、
及

尚
書
省
断
訖
未
奏
者]

。
即
監
臨
主
守
、
於
所
監
守
内
犯
姦
・
盗
・

略
人
、
若
受
財
而
枉
法
者
、
亦
除
名

[
姦
、
謂
犯
良
人
。
盗
及
枉

法
、
謂
贓
一
疋
者]

。
獄
成
会
赦
者
、
免
所
居
官

[

会
降
者
、
同

免
官
法]

。
其
雑
犯
死
罪
、
即
在
禁
身
死
、
若
免
死
別
配
、
及
背

死
逃
亡
者
、
並
除
名

[

皆
謂
本
犯
合
死
而
獄
成
者]

。
会
降
者
、

聴
従
当
贖
法
。

名
例
勅
（
巻
�
当
贖
門
追
当
）

諸
監
臨
主
守
、
於
所
監
守
内
犯
盗
、
及
受
財
枉
法
、
応
除
名
者
、

並
謂
贓
已
入
己

[

応
断
私
罪
者
、
非]

。

名
例
律
二
三
条

諸
除
名
者
、
比
徒
三
年
。
免
官
者
、
比
徒
二
年
。
免
所
居
官
者
、

比
徒
一
年
。
流
外
官
、
不
用
此
律

[

謂
以
軽
罪
誣
人
及
出
入
之
類
、

故
制
此
比
。
若
所
枉
重
者
、
自
従
重]

。
若
誣
告
道
士
・
女
冠
応

還
俗
者
、
比
徒
一
年
。
其
応
苦
使
者
、
十
日
、
比
笞
十
。
官
司
出

入
者
、
罪
亦
如
之
。

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
４
比
罪
・
巻
�
刑
獄
門
５
移
郷
）

諸
応
比
罪
者
﹇
謂
犯
編
配
応
当
贖
、
及
誣
告
・
出
入
之
類]

、
配

沙
門
島
、
比
流
貳
阡
里
。
餘
刺
面
配
、
比
徒
参
年
。
不
刺
面
配
、

比
徒
貳
年
﹇
配
軍
、
配
沙
門
島
者
、
比
徒
参
年
。
餘
刺
面
配
者
、

比
徒
貳
年]

。
編
管
・
移
郷
、
比
徒
壹
年
。
其
本
罪
徒
以
上
、
仍

通
比
満
肆
年
者
、
比
流
貳
阡
里
。
毎
半
年
、
加
伍
伯
里
。
満
陸
年

者
、
比
加
役
流
。
聴
用
官
当
・
減
贖
、
不
在
除
名
之
例
﹇
官
当
者
、
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七
九

准
徒
陸
年
。
応
贖
者
、
理
銅
伯
斤]

。
命
官
勒
停
・
衝
替
、
挙
人

永
不
得
応
挙
、
流
外
品
官
勒
停
﹇
公
人
係
職
級
、
及
衙
前
職
員
、

若
副
尉
、
亦
同]

、
将
校
・
節
級
降
補
、
諸
軍
降
配
、
僧
道
還
俗
、

本
罪
杖
以
下
﹇
雖
無
本
罪
、
同]

、
各
比
徒
壹
年
。

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
４
比
罪
）

諸
累
犯
者

[

謂
再
犯
・
参
犯
之
類]

、
壹
犯
徒
流
、
比
両
犯
杖
。

並
以
赦
後
経
断
有
文
案
者
為
数

[

雖
無
文
案
、
有
衆
証
可
験
者
、

同]

。
其
称
不
以
赦
前
後
者
、
止
謂
常
赦
。

名
例
勅
（
巻
�
道
釈
門
１
総
法
・
巻
�
刑
獄
門
４
比
罪
）

諸
応
贖
人
為
僧
道
而
合
還
俗
者
、
不
在
比
罪
・
収
贖
之
例
。

名
例
律
二
四
条

諸
犯
流
応
配
者
、
三
流
倶
役
一
年

[

本
条
称
加
役
流
者
、
流
三
千

里
、
役
三
年
。
役
満
及
会
赦
免
役
者
、
即
於
配
処
従
戸
口
例]

。

妻
妾
従
之
。
父
祖
・
子
孫
欲
随
者
、
聴
之
。
移
郷
人
家
口
、
亦
准

此
。
若
流
移
人
身
喪
、
家
口
雖
経
附
籍
、
三
年
内
願
還
者
、
放
還
。

即
造
畜
蠱
毒
家
口
、
不
在
聴
還
之
例

[

下
条
、
准
此]
。

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
５
編
配
流
役
）

諸
犯
流
応
配
、
及
婦
人
犯
流
者
、
並
決
脊
杖
貳
拾
、
免
居
作
。
餘

依
本
法
。

名
例
律
二
六
条

諸
犯
死
罪
非
十
悪
、
而
祖
父
母
父
母
老
疾
応
侍
、
家
無
周
親
成
丁

者
、
上
請
。
犯
流
罪
者
、
権
留
養
親

[

謂
非
会
赦
猶
流
者]

、
不

在
赦
例

[

仍
准
同
季
流
人
未
上
道
、
限
内
会
赦
者
、
従
赦
原]

、

課
調
依
旧
。
若
家
有
進
丁
、
及
親
終
周
年
者
、
則
従
流
計
程
。
会

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
５
移
郷
・
巻
�
刑
獄
門
５
侍
丁
）

諸
犯
死
罪
非
十
悪
、
及
持
仗
強
盗
、
謀
殺
・
故
殺
人
已
殺
、
而
祖

父
母
父
母
老
疾
応
侍
、
家
無
期
親
成
丁
者
、
奏
裁
。
犯
配
沙
門
島
・

遠
悪
州
及
広
南
、
並
配
阡
里
。
伍
伯
里
以
上
、
配
鄰
州
。
鄰
州
、

配
本
州
。
応
移
郷
者
、
移
鄰
州
。
犯
流
応
居
作

[

情
理
兇
悪
、
故
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殴
人
至
廃
疾
者
、
非]

及
編
管
者
、
並
免
。
即
已
編
配
・
居
作
而

応
侍
者
、
准
此
移
放
。

赦
者
、
依
常
例
。
即
至
配
所
応
侍
、
合
居
作
者
、
亦
聴
親
終
周
年
、

然
後
居
作
。

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
５
侍
丁
）

諸
縁
坐
応
編
管
而
年
陸
拾
以
上
・
拾
伍
以
下
、
及
婦
人
於
本
条
応

編
管
而
夫
之
祖
父
母
父
母
或
祖
父
母
父
母

[

謂
未
嫁
者
。
即
雖
已

嫁
而
召
贅
婿
者
、
同]

老
疾
応
侍
、
家
無
期
親
成
丁
者
、
並
免
。

若
已
編
管
而
応
免
者
、
亦
放
。

名
例
律
二
九
条

諸
犯
罪
已
発
及
已
配
、
而
更
為
罪
者
、
各
重
其
事
。
即
重
犯
流
者
、

依
留
住
法
決
杖
、
於
配
所
役
三
年
。
若
已
至
配
所
而
更
犯
者
、
亦

准
此
。
即
累
流
徒
応
役
者
、
不
得
過
四
年
。
若
更
犯
流
徒
罪
者
、

准
加
杖
例
。
其
杖
罪
以
下
、
亦
各
依
数
決
之
。
累
決
笞
杖
者
、
不

得
過
二
百
。
其
応
加
杖
者
、
亦
如
之
。

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
４
犯
罪
更
為
）

諸
犯
貳
罪
以
上
事
発
、
更
為
重
罪
至
死
、
如
会
恩
免
死

[

因
災
傷

減
等
、
同]

、
還
依
各
重
其
事
法
。

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
４
犯
罪
更
為
）

諸
犯
罪
已
発
、
而
更
為
罪
、
応
各
重
其
事
者
、
依
逐
犯
別
科
。
其

編
配
、
止
以
壹
重
論
。

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
４
犯
罪
更
為
）

諸
事
発
未
論
決
間
、
因
縁
犯
罪
者
、
以
貳
罪
倶
発
論

[

謂
如
請
求

及
詐
妄
之
類
。
其
上
書
理
訴
不
実
已
奏
者
、
非]

。

名
例
律
三
〇
条

諸
年
七
十
以
上
・
十
五
以
下
、
及
廃
疾
、
犯
流
罪
以
下
、
収
贖

[

犯
加
役
流
・
反
逆
縁
坐
流
・
会
赦
猶
流
者
、
不
用
此
律
。
至
配

所
、
免
居
作]

。
八
十
以
上
・
十
歳
以
下
、
及
篤
疾
、
犯
反
逆
殺

人
応
死
者
、
上
請
。
盗
及
傷
人
者
、
亦
収
贖

[

有
官
爵
者
、
各
従

名
例
勅
（
巻
�
道
釈
門
１
総
法
・
巻
�
当
贖
門
蔭
贖
旁
照
法
・
巻
�

当
贖
門
罰
贖
）

諸
州
県
学
生
・
医
生
、
州
職
医
・
助
教
、
犯
公
罪
杖
以
下
、
太
学
・

武
学
外
舎
生
、
僧
道
、
犯
私
罪
杖
以
下
、
摂
諸
州
助
教
、
�
林
祗

候
、
曾
得
解
、
及
応
免
解
挙
人

[

武
挙
、
同]

、
太
学
・
武
学
上
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八
一

官
当
除
免
法]

。
餘
皆
勿
論
。
九
十
以
上
・
七
歳
以
下
、
雖
有
死

罪
、
不
加
刑

[

縁
坐
応
配
没
者
、
不
用
此
律]

。
即
有
人
教
令
、

坐
其
教
令
者
。
若
有
贓
応
備
、
受
贓
者
備
之
。

舎
・
内
舎
生
、
僧
道
録
、
犯
贓
私
罪
杖

[

以
上
、
称
私
罪
・
贓
罪
、

並
謂
非
重
害
者]

・
公
罪
徒
以
下
、
御
前
忠
佐
、
犯
贓
私
罪
・
公

罪
流
以
下
、
並
贖

[

坑
戸
以
賞
得
副
尉
、
而
依
旧
充
応
者
、
於
本

場
冶
、
犯
公
罪
流
以
下
、
准
此]

。

名
例
勅
（
巻
�
当
贖
門
罰
贖
）

諸
犯
罪
情
軽
、
杖
以
下
、
聴
以
贖
論
。
即
公
人
有
罪
、
而
朝
省
或

按
察
官
司
令
勘
決
者
、
不
用
此
例
。

名
例
律
三
六
条

諸
会
赦
応
改
正
徴
収
、
経
責
簿
帳
而
不
改
正
徴
収
者
、
各
論
如
本

犯
律

[

謂
以
嫡
為
庶
、
以
庶
為
嫡
、
違
法
養
子
、
私
入
道
、
詐
復

除
、
避
本
業
、
増
減
年
紀
、
侵
隠
園
田
、
脱
漏
戸
口
之
類
、
須
改

正
。
監
臨
主
守
之
官
、
私
自
借
貸
及
借
貸
人
財
物
・
畜
産
之
類
、

須
徴
収]

。

名
例
勅
（
巻
�
文
書
門
１
赦
降
）

諸
会
赦
応
改
正
拘
収
、
雖
未
経
責
簿
帳
、
但
経
問
不
承
者
、
論
如

本
犯
法

[

不
承
、
謂
経
当
職
官
立
案
者]

。

名
例
勅
（
巻
�
畜
産
門
殺
畜
産
）

諸
故
殺
馬
牛
及
官
私
駝
騾
驢

[

私
、
謂
非
己
者
。
即
盗
及
謀
殺
而

自
首
、
免
其
所
因]

、
各
不
在
自
首
之
例
。

名
例
律
三
七
条

諸
犯
罪
未
発
而
自
首
者
、
原
其
罪

[

正
贓
猶
徴
如
法]
。
其
軽
罪

雖
発
、
因
首
重
罪
者
、
免
其
重
罪
。
即
因
問
所
劾
之
事
而
別
言
餘

罪
者
、
亦
如
之
。
即
遣
人
代
首
、
若
於
法
得
相
容
隠
者
、
為
首
、

及
相
告
言
者
、
各
聴
如
罪
人
身
自
首
法

[

縁
坐
之
罪
及
謀
叛
以
上

本
服
周
、
雖
捕
告
、
倶
同
自
首
例]

。
其
聞
首
告
、
被
追
不
赴
者
、

不
得
原
罪

[

謂
止
坐
不
赴
者
身]

。
即
自
首
不
実
及
不
尽
者
、
以

不
実
不
尽
之
罪
罪
之
。
至
死
者
、
聴
減
一
等

[

自
首
贓
数
不
尽
者
、

止
計
不
尽
之
数
科
之]

。
其
知
人
欲
告
及
亡
叛
而
自
首
者
、
減
罪

名
例
勅
（
巻
�
雑
門
焼
舎
宅
財
物
）

諸
故
焼
舎
宅
財
物

[

謂
已
有
所
損
敗
者
。
即
為
従
而
告
獲
徒
伴
者
、

非]

、
不
在
自
首
之
例
。
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二
等
坐
之
。
即
亡
叛
者
、
雖
不
自
首
、
能
還
帰
本
所
者
、
亦
同
。

其
於
人
損
傷

[

因
犯
殺
傷
而
自
首
者
、
得
免
所
因
之
罪
、
仍
従
故

殺
傷
法
。
本
応
過
失
者
、
聴
従
本]

、
於
物
不
可
備
償

[

本
物
見

在
首
者
、
聴
同
免
法]

、
即
事
発
逃
亡

[

雖
不
得
首
所
犯
之
罪
、

得
減
逃
亡
之
坐]

、
若
越
度
関
及
姦

[

私
度
、
亦
同
。
姦
、
謂
犯

良
人]

、
并
私
習
天
文
者
、
並
不
在
自
首
之
例
。

名
例
律
三
九
条

諸
盗
詐
取
人
財
物
、
而
於
財
主
首
露
者
、
与
経
官
司
自
首
同
。
其

於
餘
贓
応
坐
之
属
、
悔
過
還
主
者
、
聴
減
本
罪
三
等
坐
之
。
即
財

主
応
坐
者
、
減
罪
亦
准
此
。

名
例
勅
（
巻
��

禁
門
１�

貨
総
法
）

諸
違
犯
禁
物
、
如
被
盗
詐
恐
喝
、
及
因
水
火
、
致
彰
露
者
、
並
同

首
原
。

名
例
勅
（
巻
�
庫
務
門
１
商
税
）

諸
匿
商
税
、
如
被
盗
詐
恐
喝
、
及
因
水
火
、
或
以
禁
兵
器
捕
格
応

捕
罪
人
、
致
彰
露
者
、
並
同
首
原
。

名
例
律
四
〇
条

諸
同
職
犯
公
坐
者
、
長
官
為
一
等
、
通
判
官
為
一
等
、
判
官
為
一

等
、
主
典
為
一
等
、
各
以
所
由
為
首

[

若
通
判
官
以
上
、
異
判
有

失
者
、
止
坐
異
判
以
上
之
官]

。
其
闕
無
所
承
之
官
、
亦
依
此
四

等
官
為
法
。
即
無
四
等
官
者
、
止
准
見
官
為
罪
。
若
同
職
有
私
、

連
坐
之
官
不
知
情
者
、
以
失
論
。
即
餘
官
及
上
官
案
省
不
覚
者
、

各
遞
減
一
等
。
下
官
不
覚
者
、
又
遞
減
一
等
。
亦
各
以
所
由
為
首

[

減
、
謂
首
減
首
、
従
減
従]

。
検
句
之
官
、
同
下
従
之
罪
。
応
奏

之
事
、
有
失
勘
読
、
及
省
審
之
官
不
駮
正
者
、
減
下
従
一
等
。
若

辞
状
隠
伏
、
無
以
験
知
者
、
勿
論
。

名
例
勅
（
巻
�
職
制
門
７
同
職
犯
罪
）

諸
発
運
監
司

[

経
略
安
撫
総
管
�
轄
司
、
応
制
置
提
点
提
挙
之
類
、

同]

、
縁
公
事
致
罪
、
其
属
官
為
壹
等
、
人
吏
為
壹
等
。
各
以
所

由
為
首
。
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名
例
律
四
一
条

諸
公
事
失
錯
、
自
覚
挙
者
、
原
其
罪
。
応
連
坐
者
、
一
人
自
覚
挙
、

餘
人
亦
原
之
。
其
断
罪
失
錯
、
已
行
決
者
、
不
用
此
律
。
其
官
文

書
稽
程
、
応
連
坐
者
、
一
人
自
覚
挙
、
餘
人
亦
原
之
、
主
典
不
免
。

若
主
典
自
挙
、
並
減
二
等
。

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
移
囚
）

諸
違
法
移
囚

[

囚
未
至
而
追
還
者
、
非]

、
不
在
自
首
覚
挙
之
例
。

名
例
律
四
二
条

諸
共
犯
罪
者
、
以
造
意
為
首
、
随
従
者
、
減
一
等
。
若
家
人
共
犯
、

止
坐
尊
長

[

於
法
不
坐
者
、
帰
罪
於
其
次
。
尊
長
、
謂
男
夫]

。

侵
損
於
人
者
、
以
凡
人
首
従
論
。
即
共
監
臨
主
守
為
犯
、
雖
造
意
、

仍
以
監
主
為
首
、
凡
人
、
以
常
従
論
。

名
例
勅
（
巻
�
職
制
門
７
同
職
犯
罪
）

諸
家
人
以
職
事
共
犯
罪
者
、
依
凡
人
首
従
法
。
私
名
書
手
・
軍
典

習
学
人
、
与
正
行
吏
人
共
犯
、
雖
造
意
、
仍
以
吏
人
為
首
。

名
例
律
四
四
条

諸
共
犯
罪
而
有
逃
亡
、
見
獲
者
称
亡
者
為
首
、
更
無
証
徒
、
則
決

其
従
罪
。
後
獲
亡
者
、
称
前
人
為
首
、
鞫
問
是
実
、
還
依
首
論
、

通
計
前
罪
、
以
充
後
数
。
若
前
輸
贖
物
、
後
応
還
者
、
還
之
。
其

増
減
人
罪
、
令
有
軽
重
者
、
亦
従
此
律
。
若
枉
入
人
徒
年
者
、
即

計
庸
、
折
除
課
役
及
贖
直

[

毎
枉
一
年
、
折
二
年
。
雖
不
満
年
、

役
過
五
十
日
者
、
折
一
年
。
即
当
年
無
課
役
者
、
折
来
年
。
其
有

軍
役
者
、
折
役
日]

。
其
本
応
徒
、
已
決
杖
笞
者
、
即
以
杖
笞
贖

直
、
准
減
徒
年
。

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
折
杖
減
役
・
巻
�
刑
獄
門
４
老
疾
犯
罪
旁

照
法
）

諸
決
杖
応
通
計
者
、
計
所
犯
杖
数
、
以
相
准
折
。
毎
笞
貳
下

[

諸

軍
小
杖
、
同]

、
折
大
杖
壹
。
笞
肆
下
・
大
杖
貳
、
各
折
脊
杖
壹
。

減
就
刑
名
決
之

[

若
犯
徒
参
年
・
流
参
阡
里
・
加
役
流
、
及
犯
流

応
配
充
軍
刺
面
人
・
婦
人
犯
流
、
已
決
杖
陸
拾
者
、
並
決
就
徒
壹

年
。
或
已
決
杖�

拾
、
并
犯
流
貳
阡
伍
伯
里
、
已
決
杖
陸
拾
者
、

並
減
就
杖
壹
伯
。
如
犯
徒
壹
年
半
、
已
決
杖
捌
拾
、
減
就
笞
伍
拾

之
類
。
已
減
就
刑
名
決
之
、
而
有
餘
数
者
、
勿
論]

。
不
成
笞
刑

者
、
脊
杖
壹
・
大
杖
貳
・
笞
肆
下
、
各
贖
銅
壹
斤
。
其
応
編
配
・

居
作
・
勒
停
・
還
俗
之
類
、
各
尽
本
法
。
即
死
罪
、
已
決
徒
流
而

情
軽
者
、
奏
裁

[

会
思
、
及
以
災
傷
応
減
者
、
通
計
如
法]

。
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名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
折
杖
減
役
）

諸
罪
人
応
決
而
役
者
、
計
所
役
日
、
以
減
笞
杖
之
数
。
毎
貳
拾�

日
、
当
脊
杖
壹
。
玖
日
、
当
大
杖
壹
。�

日
、
当
笞
壹

[

有
零
日

者
、
各
聴
当
壹]

。
応
役
而
決
者
、
計
所
決
笞
杖
、
減
其
役
日
。

毎
脊
杖
壹
、
当
伍
拾
肆
日
。
大
杖
壹
、
当
貳
拾�

日
。
笞
壹
、
当

拾
肆
日
。
即
応
決
而
配
者
、
亦
計
役
日
、
以
減
其
笞
杖

[

諸
軍
長

行
非
配
遠
悪
州
・
沙
門
島
者
、
不
在
計
日
減
笞
杖
之
限]

。
刺
面
、

別
当
徒
壹
年

[

謂
元
非
刺
面
配
充
軍
者
。
先
以
刺
面
当
年
、
次
以

配
役
日
減
笞
杖]

。
編
管
者
、
聴
以
貳
日
当
壹
日

[

有
零
日
、
亦

聴
当
壹
日]

。
若
止
応
編
配
決
徒
流
者
、
奏
裁
。

名
例
律
四
五
条

諸
二
罪
以
上
倶
発
、
以
重
者
論

[

謂
非
応
累
者
、
唯
具
条
其
状
、

不
累
軽
以
加
重
。
若
重
罪
応
贖
、
軽
罪
応
居
作
・
官
当
者
、
以
居

作
・
官
当
為
重]

。
等
者
、
従
一
。
若
一
罪
先
発
、
已
経
論
決
、

餘
罪
後
発
、
其
軽
若
等
、
勿
論
。
重
者
、
更
論
之
、
通
計
前
罪
、

以
充
後
数
。
即
以
贓
致
罪
、
頻
犯
者
、
並
累
科
。
若
罪
法
不
等
者
、

即
以
重
贓
併
満
軽
贓
、
各
倍
論

[

累
、
謂
止
累
見
発
之
贓
。
倍
、

謂
二
尺
為
一
尺
。
不
等
、
謂
以
強
盗
・
枉
法
等
贓
、
併
従
窃
盗
・

受
所
監
臨
之
類
。
即
監
臨
主
司
因
事
受
財
、
而
同
事
共
与
、
若
一

事
頻
受
、
及
於
監
守
頻
盗
者
、
累
而
不
倍]

。
其
一
事
分
為
二
罪
、

罪
法
若
等
、
則
累
論
。
罪
法
不
等
者
、
則
以
重
法
併
満
軽
法

[

罪

法
等
者
、
謂
若
貿
易
官
物
、
計
其
等
准
盗
論
、
計
所
利
以
盗
論
之

名
例
勅
（
巻
�
刑
獄
門
４
犯
罪
更
為
）

諸
貳
罪
以
上
、
合
以
重
論
、
而
重
罪
応
贖
、
軽
罪
応
決
、
則
決
其

軽
罪
之
数
。
餘
以
贖
論
。
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類
。
罪
法
不
等
者
、
謂
若
請
官
器
仗
、
以
亡
失
併
従
毀
傷
、
以
考

校
不
実
併
従
失
不
実
之
類]

。
累
併
不
加
重
者
、
止
従
重
。
其
応

除
免
・
倍
没
・
備
償
・
罪
止
者
、
各
尽
本
法
。

名
例
律
五
〇
条

諸
断
罪
而
無
正
条
、
其
応
出
罪
者
、
則
挙
重
以
明
軽
。
其
応
入
罪

者
、
則
挙
軽
以
明
重
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
検
断
）

諸
断
罪
無
正
条
者
、
比
附
定
刑
。
慮
不
中
者
、
奏
裁
。

名
例
律
五
一
条

諸
称
乗
輿
・
車
駕
、
及
御
者
、
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
、
並

同
。
称
制
勅
者
、
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
・
皇
太
子
令
、
減

一
等
。
若
於
東
宮
犯
失
、
及
宮
衛
有
違
、
応
坐
者
、
亦
同
減
例

[

本
応
十
悪
者
、
雖
得
減
罪
、
仍
従
本
法]

。

名
例
勅
（
巻
�
文
書
門
１
詔
勅
条
制
・
巻
�
文
書
門
２
毀
失
旁
照
法
・

巻
�
文
書
門
２
質
売
旁
照
法
）

諸
称
制
書
者
、
詔
・
告
・
宣
・
勅
・
御
札
・
御
宝
批
・
降
、
及
三

省
枢
密
院
奉
聖
旨
文
書
、
同

[

謂
非
有
司
謄
降
者]

。

名
例
律
五
二
条

諸
称
周
親
、
及
称
祖
父
母
者
、
曾
高
同
。
称
孫
者
、
曾
玄
同
。
嫡

孫
承
祖
、
与
父
母
同[

縁
坐
者
、
各
従
祖
孫
本
法]
。
其
嫡
・
継
・

慈
母
、
若
養
者
、
与
親
同
。
称
子
者
、
男
女
同

[
縁
坐
者
、
女
不

同]

。
称
袒
免
以
上
親
者
、
各
依
本
服
論
、
不
以
尊
圧
及
出
降
。

義
服
、
同
正
服
。

名
例
勅
（
巻
８
職
制
門
５
親
嫌
）

諸
称
親
戚
者
、
謂
同
居

[

無
服
、
同]

、
若�

麻
以
上

[

本
宗
袒

免
、
同]

、
母
妻
大
功
以
上
親

[

姑
・�

妹
・
姪
女
・
孫
女
之
夫
、

姪
女
・
孫
女
之
子
、
同]

、
女
婿
子
婦
之
父
祖
兄
弟

[

孫
女
婿
及

孫
婦
之
父
、
兄
弟
妻
及�

妹
夫
之
父
、
同]

、
母
妻�

妹
外
孫
、

及
甥
之
夫

[

妻
之�

妹
之
子
、
若
外
祖
父
及
舅
、
同]

。

名
例
律
五
三
条

諸
称
反
坐
、
及
罪
之
・
坐
之
・
与
同
罪
者
、
止
坐
其
罪

[

死
者
、

止
絞
而
已]

。
称
准
枉
法
論
・
准
盗
論
之
罪
、
止
流
三
千
里
、
但

准
其
罪
。
並
不
在
除
免
・
倍
贓
・
監
主
加
罪
・
加
役
流
之
例
。
称

名
例
勅
（
巻
�
賦
役
門
１
攬
納
税
租
旁
照
法
・
巻
�
刑
獄
門
４
比
罪
・

巻
�
刑
獄
門
５
編
配
流
役
・
巻
�
刑
獄
門
５
部
送
罪
人
旁
照
法
）

諸
罪
応
減
等
、
或
為
従
、
若
反
坐
・
罪
之
・
坐
之
・
与
同
罪
・
准

枉
法
・
准
窃
盗
論
者
、
不
在
編
配
之
例

[

誣
告
・
出
入
之
類
、
応
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八
六

以
枉
法
論
及
盗
論
之
類
、
皆
与
真
犯
同
。

比
罪
者
、
自
依
本
法]

。
即
以
累
犯
或
情
理
兇
悪
応
編
配
、
及
本

条
言
皆
編
配
者
、
不
以
従
免
。
其
以
罪
名
定
編
配
応
減
者
、
依
減

至
罪
名
編
配
法

[

謂
如
徒
罪
配
・
杖
罪
編
管
者
、
罪
雖
減
等
徒
罪

仍
配
、
減
至
杖
者
編
管
之
類]

。

名
例
律
五
七
条

諸
称
道
士
・
女
冠
者
、
僧
尼
同
。
若
於
其
師
、
与
伯
叔
父
母
同
。

其
於
弟
子
、
与
兄
弟
之
子
同
。
観
寺
部
曲
・
奴
婢
於
三
綱
、
与
主

之
周
親
同
。
餘
道
士
、
与
主
之�

麻
同

[

犯
姦
盗
者
、
同
凡
人]

。

名
例
勅
（
巻
�
道
釈
門
１
総
法
）

諸
称
観
寺
者
、
宮
院
同
。
称
僧
道
者
、
尼
女
冠
同
。
称
主
首
者
、

綱
維
同
。

名
例
勅
（
巻
�
道
釈
門
１
総
法
）

諸
童
行
与
師
相
犯
、
論
如
師
弟
子
律
、
不
入
十
悪
。
即
違
法
為
童

行

[

已
度
為
僧
道
者
、
同]

、
以
凡
論
。
其
師
罪
致
死
者
、
奏
裁

[

犯
時
於
法
無
違
者
、
依
本
法]

。

[

表
５]

律
条
・
勅
条
対
応
表
（
雑
）

律
条

勅
条

雑
律
三
条

諸
私
鋳
銭
者
、
流
三
千
里
。
作
具
已
備
、
未
鋳
者
、
徒
二
年
。
作

具
未
備
者
、
杖
一
百
。
若
磨
錯
成
銭
、
令
薄
小
、
取
銅
以
求
利
者
、

徒
一
年
。

雑
勅
（
巻
��

禁
門
２
私
鋳
銭
）

諸
私
鋳
銭
者
、
絞

[

謂
私
鋳
当
参
・
当
貳
・
小
平
、
或
鉄
銭
、
及

夾
錫
銭
。
餘
条
、
称
私
鋳
銭
者
、
准
此]

。
未
成
伯
、
減
壹
等
。

指
教
人
及
工
匠
、
為
従
。
死
罪
従
、
及
罪
至
流
者
、
配
阡
里
。
以

渣
垢
夾
鋳
、
罪
至
死
者
、
奏
裁
。
以
雑
物
私
造

[

以
銅
淬
鉄
銭
、

以
鉄
銭
染
為
銅
色
者
、
亦
是]

、
可
乱
俗
者
、
減
私
鋳
法
壹
等
。
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八
七

不
及
伯
文
、
又
減
壹
等
。
並
許
人
捕
。
廂
耆
巡
察
人
失
覚
察
私
鋳

銭
、
徒
壹
年
。
巡
検
・
県
尉
・
都
監
、
減
壹
等
。
県
令
、
州
城
内

知
州
・
通
判
、
各
又
減
壹
等
。
若
雑
物
私
造
者
、
各
又
遞
減
壹
等
。

以
上
、
知
而
不
挙
、
或
故
縦
者
、
減
罪
人
罪
貳
等
。
内
廂
耆
巡
察

人
故
縦
犯
人
応
配
者
、
仍
配
伍
伯
里
。
鄰
保
知
而
不
糾
、
加
伍
保

不
糾
罪
壹
等

[

若
雑
物
私
造
、
止
依
伍
保
知
而
不
糾
律]

。
即
保

内
如
能
糾
挙
、
免
罪
。
獲
者
、
給
賞
如
法
。

雑
勅
（
巻
��

禁
門
２
私
鋳
銭
）

諸
製
造
売
借
若
与
人
鋳
銭
作
具
者
、
減
犯
人
罪
壹
等
罪
。
買
借
及

受
之
者
、
与
同
罪
。
已
造
而
未
成
者
、
減
参
等
。
許
人
告
。

雑
勅
（
巻
��

禁
門
２
私
鋳
銭
）

諸
有
私
鋳
銭
、
不�

毀
而
輒
行
使
者
、
杖
壹
伯
。
許
人
告
。

雑
勅
（
巻
��

禁
門
２
�
鑿
銭
宝
・
巻
�
道
釈
門
２
雑
犯
旁
照
法
）

諸
�
銷
及
磨
錯
翦
鑿
銭
、
取
銅
以
求
利
、
或
鋳
造
器
物

[

夾
雑
鉛

錫
打
造
、
計
銅
斤
重
科
罪
。
已
�
銷
、
雖
未
成
器
物
、
亦
是]

、

若
工
匠
、
及
売
買
興
販
之
者
、
壹
両
、
杖
壹
伯
。
壹
斤
、
加
壹
等

[

工
匠
、
送
鋳
銭
監
充
役]

。
捌
斤
、
皆
配
本
城
。
拾
斤
、
皆
配
伍

伯
里
。
命
官
及
有
蔭
人
、
奏
裁
。
並
許
人
捕
。
廂
耆
巡
察
人
、
及

地
分
官
吏

[

州
都
監
・
県
鎮
巡
尉
、
各
分
認
地
分
界
至]

知
而
不

糾
、
以
違
制
論
、
仍
放
罷
。
吏
人
、
勒
停

[

犯
人
罪
軽
者
、
与
同

罪]
。
鄰
保
知
而
不
糾
、
杖
壹
伯
。
即
保
内
能
糾
挙
、
或
工
匠
能

首
告
者
、
免
罪
、
給
賞
如
法
。
官
司
不
即
給
賞
、
挙
告
捕
人
経
監
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八
八

司
越
訴
。

雑
律
一
〇
条

諸
負
債
違
契
不
償
、
一
匹
以
上
、
違
二
十
日
、
笞
二
十
。
二
十
日
、

加
一
等
、
罪
止
杖
六
十
。
三
十
匹
、
加
二
等
。
百
匹
、
又
加
三
等
。

各
令
備
償
。

雑
勅
（
巻
�
財
用
門
３
理
欠
・
巻
�
雑
門
出
挙
債
負
）

諸
負
債
違
契
不
償
、
罪
止
杖
壹
伯
。

雑
律
一
一
条

諸
負
債
不
告
官
司
、
而
強
牽
財
物
、
過
本
契
者
、
坐
贓
論
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
出
挙
債
負
）

諸
以
財
物
出
挙
、
而
回
利
為
本
者
、
杖
陸
拾
。
以
威
勢
殴
縛
取
索
、

加
故
殺
罪
参
等
。

雑
律
一
二
条

諸
妄
以
良
人
為
奴
婢
、
用
質
債
者
、
各
減
自
相
売
罪
三
等
。
知
情

而
取
者
、
又
減
一
等
。
仍
計
庸
以
当
債
直
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
出
挙
債
負
）

諸
以
債
負
質
当
人
口

[

虚
立
人
力
女
使
雇
契
、
同]

、
杖
壹
伯
。

人
放
逐
便
、
銭
物
不
追
。
情
重
者
、
奏
裁
。

雑
律
一
四
条

諸
博
戯
賭
財
物
者
、
各
杖
一
百

[

挙
博
為
例
、
餘
戯
皆
是]

。
贓

重
者
、
各
依
己
分
、
准
盗
論

[

輸
者
、
亦
依
己
分
為
従
坐]

。
其

停
止
主
人
、
及
出
玖
、
若
和
合
者
、
各
如
之
。
賭
飲
食
者
、
不
坐
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
博
戯
財
物
）

諸
開
櫃
坊
、
停
止
博
戯
賭
財
物
者
、
鄰
州
編
管
。
於
出
軍
営
内
停

止
者
、
配
本
城
。
並
許
人
告
。
廂
耆
巡
察
・
軍
営
入
宿
提
挙
人
、

失
覚
察
者
、
杖
捌
拾
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
博
戯
財
物
）

諸
博
戯
賭
財
物
、
并
停
止
・
出
玖
・
和
合
者
、
各
令
衆
伍
日
。
財

物
未
相
付
者
、
並
不
在
計
贓
之
限
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
博
戯
財
物
）

諸
関
�
飲
食
者
、
各
杖
捌
拾
。
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八
九

雑
律
一
五
条

諸
営
造
舎
宅
・
車
服
・
器
物
、
及
墳
塋
・
石
獣
之
属
、
於
令
有
違

者
、
杖
一
百
。
雖
会
赦
、
皆
令
改
去
之

[

墳
、
則
不
改]

。
其
物

可
売
者
、
聴
売
。
若
経
赦
後
百
日
、
不
改
去
、
及
不
売
者
、
論
如

律
。

雑
勅
（
巻
３
失
門
名
服
飾
器
物
・
巻
�
服
制
門
喪
葬
）

諸
営
造
車
服
・
器
物
、
及
墳
塋
・
石
獣
之
属
、
於
格
式
有
違
者
、

論
如
於
令
有
違
律
。

雑
律
一
九
条

諸
従
征
、
及
従
行
公
使
、
於
所
在
身
死
、
依
令
応
送
還
本
郷
。
違

而
不
送
者
、
杖
一
百
。
若
傷
病
而
医
食
有
闕
者
、
杖
六
十
。
因
而

致
死
者
、
徒
一
年
。
即
卒
官
、
家
無
手
力
、
不
能
勝
致
者
、
仰
部

送
還
郷
。
違
而
不
送
者
、
亦
杖
一
百
。

雑
勅
（
巻
�
職
制
門
７
吏
卒
接
送
・
巻
�
服
制
門
喪
葬
）

諸
命
官
身
亡
送
還
人

[

丁
憂
不
解
官
所
差
送
喪
柩
人
、
同]

擅
自

帰
及
逃
亡
、
罪
軽
者
、
杖
壹
伯
。
部
轄
職
員
・
将
校
・
節
級
、
并

為
首
率
衆
者
、
各
徒
壹
年
。
並
自
首
不
免
。
不
切
部
轄
者
、
杖
捌

拾
。

雑
律
二
一
条

諸
不
応
入
駅
而
入
者
、
笞
四
十
。
輒
受
供
給
者
、
杖
一
百
。
計
贓

重
者
、
准
盗
論
。
雖
応
入
駅
、
不
合
受
供
給
而
受
者
、
罪
亦
如
之
。

雑
勅
（
巻
�
職
制
門
７
舎
駅
）

諸
居
占
館
駅
、
過
参
拾
日
者

[

館
駅
什
物
輒
借
出
外
、
及
見
任
官

居
占
館
駅
作
廨
宇
、
同]

、
徒
壹
年
。
臨
流
亭
館
馬
鋪
遞
鋪
、
杖

壹
伯
。
官
司
知
而
不
遣
、
各
減
犯
人
壹
等
。

雑
勅
（
巻
�
職
制
門
７
舎
駅
）

諸
応
入
駅
人
、
抑
勒
取
索
駅
内
所
無
之
物
、
致
当
駅
人
陪
銭
物
者
、

以
乞
取
監
臨
財
物
論
。

雑
律
二
二
条

諸
姦
者
、
徒
一
年
半
。
有
夫
者
、
徒
二
年
。
部
曲
・
雑
戸
・
官
戸

姦
良
人
者
、
各
加
一
等
。
即
姦
官
私
婢
者
、
杖
九
十

[

奴
姦
婢
、

亦
同]

。
姦
他
人
部
曲
妻
、
雑
戸
・
官
戸
婦
女
者
、
杖
一
百
。
強

雑
勅
（
巻
�
雑
門
諸
色
犯
姦
）

諸
強
姦
者

[

女
拾
歳
以
下
、
雖
和
、
亦
同]

流
参
阡
里
、
配
遠
悪

州
。
未
成
、
配
伍
伯
里
。
折
傷
者
、
絞
。
先
強
後
和
、
男
従
強
法
、

婦
女
減
和
壹
等
。
即
因
盗
而
強
姦
者
、
絞

[

雖
非
財
主
、
亦
是]

。
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九
〇

者
、
各
加
一
等
。
折
傷
者
、
各
加
闘
折
傷
罪
一
等
。

会
恩
、
及
未
成
、
配
阡
里
。

雑
律
二
五
条

諸
姦
父
祖
妾

[

謂
曾
経
有
父
祖
子
者]

・
伯
叔
母
・
姑
・�

妹
・

子
孫
之
婦
・
兄
弟
之
女
者
、
絞
。
即
姦
父
祖
所
幸
婢
、
減
二
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
諸
色
犯
姦
）

諸
姦
父
祖
女
使
、
徒
参
年
。
非
所
幸
者
、
杖
壹
伯
。
曾
経
有
子
、

以
妾
論
。
罪
至
死
者
、
奏
裁
。
姦
別
房
及
異
居
親
女
使
、
以
凡
論
。

別
房
非
所
幸
者
、
杖
捌
拾
。

雑
律
二
六
条

諸
奴
姦
良
人
者
、
徒
二
年
半
。
強
者
、
流
。
折
傷
者
、
絞
。
其
部

曲
及
奴
、
姦
主
及
主
之
周
親
、
若
周
親
之
妻
者
、
絞
。
婦
女
、
減

一
等
。
強
者
、
斬
。
即
姦
主
之�

麻
以
上
親
、
及�

麻
以
上
親
之

妻
者
、
流
。
強
者
、
絞
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
諸
色
犯
姦
）

諸
人
力
姦
主
、
品
官
之
家
、
絞
。
未
成
、
配
阡
里
。
強
者
、
斬
。

未
成
、
配
広
南
。
民
庶
之
家
、
加
凡
人
参
等
、
配
伍
伯
里
。
未
成
、

配
鄰
州
。
強
者
、
絞
。
未
成
、
配
参
阡
里
。
即
姦
主
之
親

[

親
之

妻
服
軽
、
或
無
服
者
、
各
用
其
夫
服]

、
品
官
之
家
、�

麻
・
小

功
、
加
凡
人
壹
等
。
大
功
・
期
親
、
遞
加
壹
等
。
已
成
、
并
配
鄰

州
。
民
庶
之
家
、
大
功
以
上
、
各
減
品
官
之
家
壹
等
。
以
上
、
和

姦
者
、
婦
女
各
減
人
力
壹
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
諸
色
犯
姦
）

諸
旧
人
力
姦
主
者
、
品
官
之
家
、
加
凡
姦
貳
等
。
民
庶
之
家
、
加

壹
等
。
即
佃
客
姦
主
、
各
加
貳
等
。
以
上
、
婦
女
、
及
旧
主
与
女

使
姦
者
、
各
以
凡
論
。

雑
律
二
七
条

諸
和
姦
、
本
条
無
婦
女
罪
名
者
、
与
男
子
同
。
強
者
、
婦
女
不
坐
。

其
媒
合
姦
通
、
減
姦
者
罪
一
等

[

罪
名
不
同
者
、
従
重
減]

。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
諸
色
犯
姦
）

諸
姦
未
成
者
、
減
已
成
罪
壹
等
。
誘
謔
者
、
杖
捌
拾
。
婦
女
非
和

同
者
、
止
坐
男
子
。

雑
律
三
六
条

雑
勅
（
巻
�
雑
門
毀
失
官
私
物
）
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一

諸
不
修�

防
、
及
修
而
失
時
者
、
主
司
、
杖
七
十
。
毀
害
人
家
、

漂
失
財
物
者
、
坐
贓
論
減
五
等
。
以
故
殺
傷
人
者
、
減
闘
殺
傷
罪

三
等

[

謂
水
流
漂
害
於
人
。
即
人
自
渉
而
死
者
、
非]

。
即
水
雨

過
常
、
非
人
力
所
防
者
、
勿
論
。
其
津
済
之
処
、
応
造
橋
航
、
及

応
置
船�
、
而
不
造
置
、
及
擅
移
橋
済
者
、
杖
七
十
。
停
廃
行
人

者
、
杖
一
百
。

諸
輒
毀�

官
橋
者
、
徒
貳
年
、
配
伍
伯
里
。
許
人
告
。

雑
律
四
二
条

諸
失
火
、
及
非
時
焼
田
野
者
、
笞
五
十

[

非
時
、
謂
二
月
一
日
以

後
、
十
月
三
十
日
以
前
。
若
郷
土
異
宜
者
、
依
郷
法]

。
延
焼
人

舎
宅
及
財
物
者
、
杖
八
十
。
贓
重
者
、
坐
贓
論
減
三
等
。
殺
傷
人

者
、
減
闘
殺
傷
二
等
。
其
行
道
然
火
不
滅
、
而
致
延
焼
者
、
各
減

一
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
失
火
・
巻
�
雑
門
焼
舎
宅
財
物
）

諸
因
焼
田
野
、
致
延
焼
係
官
山
林
者
、
杖
壹
伯
。
故
焼
者
、
奏
裁
。

並
許
人
告
。
其
州
県
官
司
及
地
分
公
人
失
覚
察
、
杖
陸
拾
。

雑
律
四
三
条

諸
於
官
府
廨
院
及
倉
庫
内
失
火
者
、
徒
二
年
。
在
宮
内
、
加
二
等

[

廟
社
内
、
亦
同]

。
損
害
贓
重
者
、
坐
贓
論
。
殺
傷
人
者
、
減
闘

殺
傷
一
等
。
延
焼
廟
及
宮
闕
者
、
絞
。
社
、
減
一
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
失
火
）

諸
官
府
廨
院
応
住
家
処
失
火
者
、
論
如
非
時
焼
田
野
律
。

雑
律
四
四
条

諸
故
焼
官
府
廨
舎
及
私
家
舎
宅
、
若
財
物
者
、
徒
三
年
。
贓
満
五

匹
、
流
二
千
里
。
十
匹
、
絞
。
殺
傷
人
者
、
以
故
殺
傷
論
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
焼
舎
宅
財
物
）

諸
故
焼
官
糧
草
銭
帛
軍
器
防
城
官
物

[

並
謂
積
聚
、
或
在
倉
庫
内

者
。
下
条
故
焼
官
酒
�
等
、
准
此]

、
并
敵
棚
楼
櫓
、
及
倉
庫
屋

宇
者
、
絞
。
謀
而
未
行
、
或
已
焼
未
然
者
、
各
減
壹
等

[

已
然
而

自
撲
滅
者
、
亦
同
未
然
。
餘
条
称
未
然
、
准
此]

。
及
死
罪
従
、

並
配
広
南
。
流
罪
従
、
配
阡
里
。
在
縁
辺
・
次
辺
者
、
皆
斬
。
謀
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二

而
未
行
、
或
已
焼
未
然
者
、
皆
当
行
処
斬
。
已
然
而
専
副
及
看
守

巡
防
人
、
失
覚
察
者
、
杖
壹
伯
。
若
縁
辺
・
次
辺
、
計
已
焼
之
直
、

伍
拾
貫
以
上
者
、
加
貳
等
。
監
官
、
各
減
壹
等
。
擅
離
地
分
、
致

故
焼
者
、
各
加
貳
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
焼
舎
宅
財
物
）

諸
故
焼
黄
河�

岸
并
物
料
場
、
依
焼
糧
草
法
。
非
向
着
処
、
依
焼

積
聚
財
物
法
。
監
専
巡
防
人
、
失
覚
察
者
、
各
杖
壹
伯
。
非
向
着

処
、
杖�

拾
。
擅
離
地
分
、
致
焼
者
、
各
加
参
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
焼
舎
宅
財
物
）

諸
故
焼
官
酒
�
茶
塩
香
礬
宝
貨
、
流
参
阡
里
、
配
広
南
。
謀
而
未

行
、
或
已
焼
未
然
者
、
各
減
壹
等
。
及
流
罪
従
、
並
配
阡
里
。
已

然
而
専
副
及
看
守
巡
防
人
、
失
覚
察
者
、
杖
捌
拾
。
監
官
減
等
。

擅
離
地
分
、
致
故
焼
者
、
各
加
貳
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
焼
舎
宅
財
物
）

諸
故
焼
有
人
居
止
之
室
者
、
絞
。
無
人
居
止
舎
宅
、
若
積
聚
財
物

[

蚕
簇
、
同
積
聚]

、
依
焼
私
家
舎
宅
財
物
律
。
死
罪
従
、
及
為
首

而
罪
不
至
死
、
各
配
阡
里
。
従
者
、
配
鄰
州
。
非
積
聚
財
物
、
及

積
聚
草
木
之
類
、
計
贓
、
准
盗
論
、
加
貳
等
。
非
積
聚
草
木
之
類
、

計
贓
、
准
盗
論
。
已
焼
未
然
者
、
各
減
壹
等
。
即
到
致
延
焼
者
、

各
依
故
焼
法

[

故
焼
非
舎
宅
、
而
延
焼
有
人
居
止
之
室
者
、
正
依

無
人
居
止
舎
宅
法
。
下
条
延
焼
、
准
此]

。
死
罪
非
殺
人
者
、
奏

裁
。
応
配
阡
里
者
、
配
伍
伯
里
。
応
配
鄰
州
者
、
配
本
州
。
以
上
、
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九
三

殺
人
者
、
以
故
殺
傷
論

[

下
条
殺
傷
人
、
准
此]

。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
焼
舎
宅
財
物
）

諸
故
焼
祖
父
母
父
母
居
止
之
室
、
雖
未
然
、
従
殴
法
。
焼
異
居�

麻
以
上
親
居
止
之
室
、
及
舎
宅
財
物
草
木
之
類
、
犯
尊
長
、
以
凡

論
。
犯
卑
幼
、�

麻
・
小
功
、
減
凡
人
壹
等
。
大
功
・
期
親
、
各

遞
減
壹
等

[

焼
卑
幼
居
止
之
室
、
而
致
殺
之
者
、
従
故
殺
法
。
同

居
、
准
此]

。
同
居
者
、
各
減
異
居
貳
等

[

謂
犯
人
於
法
不
合
得

分
者]

。
若
同
居
卑
幼
、
故
焼
己
宅
財
物
草
木
之
類
者
、
加
私
輙

用
財
律
貳
等
。
已
上
、
焼
有
人
居
止
之
室
者
、
雖
同
居
、
依
異
居

故
焼
法
。
其
故
焼
卑
幼
之
室
、
而
知
有
尊
長
幾
人
在
内
、
各
依
犯

尊
長
幾
人
法
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
焼
舎
宅
財
物
）

諸
故
焼
有
人
居
止
船
車�

�

、
依
有
人
居
止
之
室
法
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
焼
舎
宅
財
物
）

諸
故
焼
舎
宅
財
物
并
積
聚
草
木
之
類
者
、
許
人
捕
。
即
故
焼
非
積

聚
草
木
之
類
者
、
許
告

[

故
焼
同
居
親
無
人
居
止
舎
宅
、
若
財
物

草
木
、
並
不
用
此
制]

。

雑
律
四
五
条

諸
見
火
起
、
応
告
不
告
、
応
救
不
救
、
減
失
火
罪
二
等

[

謂
従
本

失
罪
減]

。
其
守
衛
宮
殿
・
倉
庫
、
及
掌
囚
者
、
皆
不
得
離
所
守

救
火
。
違
者
、
杖
一
百
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
失
火
）

諸
在
州
失
火
、
都
監
即
時
救
撲
、
通
判
監
督
。
違
者
、
各
杖
捌
拾
。

雖
即
救
撲
監
督
、
而
延
焼
官
私
舎
宅
、
貳
伯
間
以
上

[

蘆
竹
草
版

屋
、
参
間
比
壹
間]

、
都
監
・
通
判
、
杖
陸
拾
。
仍
奏
裁
。
参
伯
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九
四

間
以
上
、
知
州
、
准
此
。
其
外
県
丞
尉

[

州
城
外
草
市
倚
郭
県
、

同]

、
并
鎮
寨
官
、
依
州
都
監
法
。

雑
律
五
〇
条

諸
棄
毀
制
書
及
官
文
書
者
、
准
盗
論
。
亡
失
及
誤
毀
者
、
各
減
二

等

[

毀
、
須
失
文
字
。
若
欲
動
事
者
、
従
詐
増
減
法]

。
其
誤
毀

失
符
移
・
解
牒
者
、
杖
六
十

[

謂
未
入
所
司
而
有
本
案
者]

。

雑
勅
（
巻
�
文
書
門
２
毀
失
）

諸
棄
毀
交
鈔
・
遞
牒
・
便
銭
・
公
拠
・
請
給
券�

者
、
論
如
重
害

文
書
律

[

主
自
棄
毀
交
鈔
・
便
銭
・
公
拠
者
、
不
坐]

。
即
棄
毀

及
亡
失
付
身
制
書
・
官
文
書
、
止
坐
棄
毀
及
亡
失
之
人
。

雑
勅
（
巻
�
文
書
門
２
毀
失
）

諸
棄
毀
亡
失
付
身
補
授
文
書

[

謂
告
勅
・
宣
箚
・
帖
牒
之
属]

、

官
司
保
明
不
実
者
、
杖
壹
伯
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
毀
失
官
私
物
）

諸
棄
毀
木
朱
記
者
、
准
盗
論
。
亡
失
及
誤
毀
者
、
減
貳
等
。

雑
律
五
四
条

諸
棄
毀
官
私
器
物
及
毀
伐
樹
木
・
稼
穡
者
、
准
盗
論
。
即
亡
失
及

誤
毀
官
物
者
、
各
減
三
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
採
伐
山
林
）

諸
係
官
山
林
、
輒
採
伐
者
、
杖
捌
拾
。
許
人
告
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
採
伐
山
林
）

諸
因
讎
嫌
毀
伐
人
桑
柘
者
、
杖
壹
伯
。
積
満
伍
尺
、
徒
壹
年
。
壹

功
、
徒
壹
年
半

[

於
木
身
去
地
壹
尺
、
囲
量
積
満
肆
拾
貳
尺
、
為

壹
功]

。
毎
功
、
加
壹
等
。
流
罪
、
配
鄰
州
。
雖
毀
伐
、
而
不
至

枯
死
者
、
減
□
等
。

雑
律
五
五
条

諸
毀
人
碑
碣
及
石
獣
者
、
徒
一
年
。
即
毀
人
廟
主
者
、
加
一
等
。

其
有
用
功
修
造
之
物
、
而
故
損
毀
者
、
計
庸
、
坐
贓
論
。
各
令
修

雑
勅
（
巻
�
雑
門
毀
失
官
私
物
）

諸
毀
損
人
墳
冢
、
及
碑
碣
・
石
獣
之
類
、
並
許
人
告
。
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九
五

立
。
誤
損
毀
者
、
但
令
修
之
、
不
坐
。

雑
律
五
六
条

諸
請
受
軍
器
、
事
訖
停
留
不
輸
者

[

釈
曰
。
輸
、
猶
納
也]

、
十

日
、
杖
六
十
。
十
日
、
加
一
等
。
百
日
、
徒
一
年
。
過
百
日
不
送

者
、
減
私
有
罪
二
等
。
其
棄
毀
者
、
准
盗
論
。
若
亡
失
及
誤
毀
傷

者
、
以
十
分
論
。
亡
失
一
分
・
毀
傷
二
分
、
杖
六
十
。
亡
失
二
分
・

毀
傷
四
分
、
杖
八
十
。
亡
失
三
分
・
毀
傷
六
分
、
杖
一
百
。
即
不

満
十
分
者
、
一
当
一
分
論
。
其
経
戦
陣
而
有
損
失
者
、
不
坐
。
儀

仗
、
各
減
二
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
毀
失
官
私
物
）

諸
神
臂
弓
、
輒
棄
毀
、
罪
軽
者
、
流
貳
阡
里
。
許
人
告
。
将
校
・

節
級
不
覚
察
、
杖
壹
伯
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
毀
失
官
私
物
）

諸
神
臂
弓
、
軍
回
兵
将
官

[

押
隊
使
臣
、
同]

計
所
部
亡
失

[

亡

失
人
随
身
不
到
者
、
非]

、
壹
分
以
下
、
徒
貳
年
。
壹
分
、
加
壹

等
。
肆
分
以
上
、
奏
裁
。

雑
律
五
七
条

諸
棄
毀
・
亡
失
、
及
誤
毀
官
私
器
物
者
、
各
備
償

[

謂
非
在
倉
庫

而
別
持
守
者]

。
若
被
強
盗
者
、
各
不
坐
・
不
償
。
即
雖
在
倉
庫
、

故
棄
毀
者
、
徴
償
如
法
。
其
非
可
償
者
、
坐
而
不
備

[

謂
符
印
・

門
鑰
・
官
文
書
之
類]

。

名
例
勅
（
巻
�
道
釈
門
１
師
号
度
牒
）

諸
僧
道
亡
失
度
牒
、
還
俗
。

雑
勅
（
巻
�
文
書
門
２
毀
失
・
巻
�
道
釈
門
１
師
号
度
牒
・
巻
�
雑

門
毀
失
官
私
物
）

諸
因
水
火
盗
賊
、
毀
失
印
記
・
制
書
・
官
文
書
者
、
勿
論
。
僧
道

度
牒

[

被
人
毀
失
者
、
同]

、
満
拾
日
不
申
者
、
還
俗
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
闌
遺
）

諸
収
救
得�

溺
船
所
失
官
物
、
或
流
失
官
船
、
及
所
載
官
物
、
不

送
官
者
、
依
得
闌
遺
物
律
。
輒
費
用
者

[

毀
匿
売
易
質
当
之
類
、

同]
、
准
盗
論
。
許
人
告

[

若
物
已
絶
離
溺
処
、
而
収
救
之
人
不

知
係
官
者
、
雖
費
用
、
止
依
得
闌
遺
物
法]

。

雑
律
六
〇
条

諸
得
闌
遺
物
、
満
五
日
不
送
官
者
、
各
以
亡
失
罪
論
。
贓
重
者
、

坐
贓
論
。
私
物
、
坐
贓
減
二
等
。

雑
勅
（
巻
�
雑
門
闌
遺
）



法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

論

説

675

九
六

諸
得
闌
遺
官
馬

[

外
界
使
人
馬
、
同]

、
限
外
不
送
官
、
計
贓
軽

者
、
壹
匹
、
杖
壹
伯
。
壹
匹
、
加
壹
等
、
罪
止
徒
参
年
。
匿
北
使

馬
、
至
罪
止
者
、
不
刺
面
配
本
城
。
並
許
人
告
。

[

表
６]

律
条
・
勅
条
対
応
表
（
断
獄
）

律
条

勅
条

断
獄
律
二
条

諸
以
金
刃
及
他
物
、
可
以
自
殺
及
解
脱
、
而
与
囚
者
、
杖
一
百
。

若
囚
以
故
逃
亡
、
及
自
傷
・
傷
人
者
、
徒
一
年
。
自
殺
・
殺
人
者
、

徒
二
年
。
若
囚
本
犯
流
罪
以
上
、
因
得
逃
亡
、
雖
無
傷
殺
、
亦
准

此
。
即
囚
因
逃
亡
、
未
断
之
�
、
能
自
捕
得
、
及
他
人
捕
得
、
若

囚
自
首
、
及
已
死
、
各
減
一
等
。
即
子
孫
以
可
解
脱
之
物
与
祖
父

母
父
母
、
部
曲
・
奴
婢
与
主
者
、
罪
亦
同
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
５
刑
獄
雑
事
）

諸
囚
在
禁
、
故
自
傷
残
者
、
吏
人
・
獄
子
・
防
守
人
、
各
杖
捌
拾
。

因
而
致
死
、
各
加
貳
等
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
４
病
囚
）

諸
囚
在
禁
非
理
致
死
、
事
理
重
者
、
官
吏
・
獄
子
、
奏
裁
。
若
囚

病
、
不
即
申
挙
、
或
不
切
医
治
致
死
数
多
、
或
疾
病
不
治
責
出
拾

日
内
死
、
事
理
重
者
、
官
吏
、
准
此
。

断
獄
律
五
条

諸
囚
応
請
給
衣
食
医
薬
而
不
請
給
、
及
応
聴
家
人
入
視
而
不
聴
、

応
脱
去
枷
鎖�

而
不
脱
去
者
、
杖
六
十
。
以
故
致
死
者
、
徒
一
年
。

即
減
窃
囚
食
、
笞
五
十
。
以
故
致
死
者
、
絞
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
４
病
囚
）

諸
囚
在
禁
病
死

[

因
捶
考
過
傷
、
及
疾
病
不
治
責
出
拾
日
内
死
、

而
事
理
軽
者
、
同]

、
歳
終
通
計
所
禁
人
数
、
死
及
壹
分
、
獄
子
、
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九
七

杖
壹
伯
。
吏
人
、
減
壹
等
。
当
職
官
、
又
減
壹
等
。
毎
壹
分
、
遞

加
壹
等
、
罪
止
徒
壹
年
半
。
仍
不
以
去
官
赦
降
原
減
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
４
病
囚
）

諸
病
囚
合
薬
銭
、
輙
侵
移
佗
用
、
依
擅
支
上
供
銭
物
法
。
提
点
刑

獄
司
常
切
検
察
。

断
獄
律
九
条

諸
拷
囚
、
不
得
過
三
度
、
数
総
不
得
過
二
百
。
杖
罪
以
下
、
不
得

過
所
犯
之
数
。
拷
満
不
承
、
取
保
放
之
。
若
拷
過
三
度
、
及
杖
外

以
他
法
拷
掠
者
、
杖
一
百
。
杖
数
過
者
、
反
坐
所
剰
。
以
故
致
死

者
、
徒
二
年
。
即
有
瘡
病
、
不
待
差
而
拷
者
、
亦
杖
一
百
。
若
決

杖
笞
者
、
笞
五
十
。
以
故
致
死
者
、
徒
一
年
半
。
若
依
法
拷
決
、

而
邂
逅
致
死
者
、
勿
論
。
仍
令
長
官
等
勘
験
。
違
者
、
杖
六
十

[

拷
決
之
失
、
立
案
・
不
立
案
等]

。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
決
遣
）

諸
決
罪
人
而
違
判
増
杖
者
、
杖
壹
伯
。
徒
流
罪
、
徒
壹
年
。
入
罪

重
者
、
各
加
所
入
罪
壹
等
。
以
故
致
死
、
各
減
闘
殺
罪
参
等
。
即

所
増
杖
数
過
貳
拾
、
及
於
杖
上
増
以
佗
物
者
、
各
加
貳
等
。
以
故

致
死
、
論
如
前
人
不
合
捶
考
律
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
決
遣
）

諸
杖
直
決
人
、
而
暗
加
杖
数
、
及
於
杖
上
増
以
佗
物
、
故
為
惨
毒

者
、
徒
貳
年
。
意
在
規
求
、
或
情
渉
讎
嫌
、
若
決
徒
流
罪
者
、
配

本
州
。
以
故
致
死
者
、
依
故
殺
法
。
仍
奏
裁
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
決
遣
）

諸
罪
人
応
送
所
属
而
輙
決
、
邂
逅
致
死
、
非
挟
情
者
、
以
違
制
論
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
移
囚
）

諸
違
法
移
囚
、
流
以
上
、
以
違
制
論
。
即
囚
至
不
受
、
及
受
而
不

申
者
、
杖
壹
伯
。

断
獄
律
一
三
条

諸
鞫
獄
官
、
囚
徒
伴
在
他
所
者
、
聴
移
送
先
�
処
併
論
之

[

謂
軽

従
重
。
若
軽
重
等
、
少
従
多
。
多
少
等
、
後
従
先
。
若
禁
処
相
去

百
里
外
者
、
各
従
事
発
処
断
之]

。
違
者
、
杖
一
百
。
若
違
法
移

囚
、
即
令
当
処
受
而
推
之
、
申
所
管
属
推
劾
。
若
囚
至
不
受
、
及

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
移
囚
）

諸
以
在
禁
罪
人
避
免
、
按
察
官
点
検
、
而
移
往
佗
所
者
、
徒
貳
年
。
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九
八

許
被
禁
之
家
越
訴
。

受
而
不
申
者
、
亦
与
移
囚
罪
同
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
移
囚
）

諸
勘
鞫
公
事
、
妄
作
縁
故
陳
乞
移
推
、
及
州
県
未
結
絶
、
非
冤
抑

不
公
、
而
監
司
輙
移
者
、
各
杖
捌
拾
。

断
獄
律
一
四
条

諸
決
罰
不
如
法
者
、
笞
三
十
。
以
故
致
死
、
徒
一
年
。
即
杖�

細

長
短
不
依
法
者
、
罪
亦
如
之
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
決
遣
）

諸
侵
夜
行
刑
者
、
杖
壹
伯
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
決
遣
）

諸
官
司
行
決
不
如
法

[

謂
用
縄
核
等
窒
塞
其
口
、
或
於
鼓
面�

�

、

及
用
棍
棒
藤
条
捶
決
、
并
以
荊
棒
竹
篦
之
類
杖
背
者]

、
及
杖
瘡

未
損
而
重
畳
行
決
者
、
各
以
違
制
論
。
因
而
致
死
者
、
論
如
前
人

不
合
捶
考
律
。
若
滴
水
之
類
、
遅
延
行
決
者
、
杖
壹
伯
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
決
遣
）

諸
決
罪
人
不
如
法
、
当
職
官
・
杖
直
、
各
依
首
従
法
。
及
瘡
病
不

待
差
而
決
、
事
由
当
職
官
者
、
杖
直
、
罪
止
杖
壹
伯
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
決
遣
）

諸
杖
笞

[

獄
具
、
枷�

鉗
鎖
之
類
、
同]

制
度
違
式
者
、
杖
陸
拾
。

断
獄
律
一
九
条

諸
官
司
入
人
罪
者

[

謂
故
増
減
情
状
足
以
動
事
者
、
若
聞
知
有
恩

赦
而
故
論
決
、
及
示
導
令
失
実
辞
之
類]

、
若
入
全
罪
、
以
全
罪

論[

雖
入
罪
、
但
本
応
収
贖
及
加
杖
者
、
止
従
収
贖
・
加
杖
之
法]

。

従
軽
入
重
、
以
所
剰
論
。
刑
名
易
者
、
従
笞
入
杖
、
従
徒
入
流
、

断
獄
勅
（
巻
�
職
制
門
７
同
職
犯
罪
・
巻
�
刑
獄
門
３
出
入
罪
）

諸
官
司
失
入
死
罪
、
壹
名
、
為
首
者
、
当
職
官
、
勒
停
。
吏
人
、

阡
里
編
管
。
第
貳
従
、
当
職
官
、
衝
替
。
事
理
重
吏
人
、
伍
伯
里

編
管
。
第
参
従
、
当
職
官
、
衝
替
。
事
理
稍
重
吏
人
、
鄰
州
編
管
。

第
肆
従
、
当
職
官
、
差
替
。
吏
人
、
勒
停
。
貳
人
、
各
遞
加
壹
等
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九
九

亦
以
所
剰
論

[

従
徒
入
流
者
、
三
流
同
比
徒
一
年
為
剰
。
即
従
近

流
而
入
遠
流
者
、
同
比
徒
半
年
為
剰
。
若
入
加
役
流
者
、
各
計
加

役
年
為
剰]

。
従
笞
杖
入
徒
流
、
従
徒
流
入
死
罪
、
亦
以
全
罪
論
。

其
出
罪
者
、
各
如
之
。
即
断
罪
失
於
入
者
、
各
減
三
等
。
失
於
出

者
、
各
減
五
等
。
若
未
決
放
、
及
放
而
還
獲
、
若
囚
自
死
、
各
聴

減
一
等
。
即
別
使
推
事
、
通
状
失
情
者
、
各
又
減
二
等
。
所
司
已

承
誤
断
訖
、
即
従
失
出
入
法
。
雖
有
出
入
、
於
決
罰
不
異
者
、
勿

論
。

[

謂
如
第
肆
従
依
第
参
従
之
類]

。
為
首
者
、
当
職
官
、
追
壹
官
勒

停
。
吏
人
、
貳
阡
里
編
管
。
参
人
、
又
遞
加
壹
等
。
為
首
者
、
当

職
官
、
追
両
官
勒
停
。
吏
人
、
配
阡
里

[

以
上
、
雖
非
壹
案
、
皆

通
計]

。
並
不
以
去
官
赦
降
原
減
。
未
決
者
、
各
遞
減
壹
等

[

謂

第
参
従
依
第
肆
従
、
第
肆
従
参
人
依
貳
人
之
類]

。
会
赦
恩
及
去

官
者
、
又
遞
減
壹
等

[

以
上
、
本
罪
仍
依
律
。
其
去
官
会
恩
者
、

本
罪
自
依
原
減
法]

。
即
事
渉
疑
慮
、
若
係
強
盗
及
殺
人
正
犯
各

応
配
、
或
中
散
大
夫
以
上
、
及
武
官
犯
者
、
並
奏
裁
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
出
入
罪
）

諸
官
司
失
出
人
罪
者
、
依
因
罪
人
以
致
罪
法
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
出
入
罪
）

諸
罪
人
、
本
罪
遇
恩
応
原
、
而
輙
以
虚
妄
之
類
収
坐
者
、
以
入
人

罪
論
罪
。
輙
者
、
杖
壹
伯
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
推
駮
旁
照
法
）

諸
県
以
杖
笞
及
無
罪
人
作
徒
流
罪
、
或
以
徒
流
罪
作
死
罪
送
州
者
、

各
杖
壹
伯
。
若
以
杖
笞
及
無
罪
人
作
死
罪
送
州
者
、
徒
壹
年
。
其

故
増
減
情
状
者
、
各
従
出
入
法
。

断
獄
律
二
一
条

諸
聞
知
有
恩
赦
而
故
犯
、
及
犯
悪
逆
、
若
部
曲
・
奴
婢
殴
及
謀
殺

若
強
姦
主
者
、
皆
不
得
以
赦
原
。
即
殺
小
功
尊
属
・
従
父
兄�

、

及
謀
反
・
大
逆
者
、
身
雖
会
赦
、
猶
流
二
千
里
。

断
獄
勅
（
巻
�
職
制
門
７
吏
卒
接
送
・
巻
�
文
書
門
１
赦
降
・
巻
�

刑
獄
門
３
出
入
罪
・
巻
�
服
制
門
喪
葬
）

諸
大
礼
御
札
已
到
、
而
犯
強
盗
・
持
仗
窃
盗
・
強
姦
・
謀
殺
人
・

殴
人
折
傷
以
上

[

謀
殺
・
折
傷
、
謂
至
死
、
応
為
正
犯
者]

、
各
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一
〇
〇

罪
至
徒
、
官
吏
犯
入
己
贓
、
急
脚
馬
遞
鋪
兵
級
曹
司
盗
匿
棄
毀
私

拆
遞
角
或
将
帯
逃
亡
、
官
司
故
稽
緩
刑
獄
公
事
、
命
官
身
亡
送
還

人

[

丁
憂
不
解
官
所
差
送
喪
柩
人
、
同]

擅
自
帰
或
逃
亡
、
及
部

轄
職
員
・
将
校
・
節
級
、
并
為
首
率
衆
者
、
各
不
以
大
礼
赦
原
減
。

其
故
出
入
人
徒
以
上
罪
、
或
容
庇
罪
人�

延
、
及
妄
為
疏
駮
会
問

不
円
公
案
致
会
大
礼
赦
者

[

謂
不
妨
結
案
、
或
検
断
而
故
為
方
便

者]

、
官
司
及
罪
人
、
各
准
此
。
即
罪
人
故
不
承
伏
、
若
飜
異

[

家
属
称
寃
、
同]

、
或
故
自
毀
傷
、
及
詐
称
瘡
病
・
産
孕
・
老
幼
・

有
蔭
告
身
在
遠
、
或
虚
称
更
曾
別
作
過
犯
、
官
司
信
憑
会
問
、
各

妨
結
断
、
而
致
会
大
礼
赦
者

[

雖
赦
前
已
承
、
但
断
決
不
及
、
皆

是]

、
亦
不
得
原
減
。
若
因
駮
問
飜
異
、
而
改
断
従
軽
、
或
刑
名

不
移
而
罪
名
改
軽
、
若
刑
名
雖
加
而
当
叙
遺
闕
従
軽

[

謂
如
贓
罪

改
従
私
罪
、
或
私
罪
杖
改
従
公
罪
徒
之
類]

、
或
干
連
未
経
取
勘
、

及
不
曾
飜
異
之
人
、
自
従
会
赦
法
。

断
獄
勅
（
巻
�
文
書
門
１
赦
降
）

諸
大
礼
御
札
已
到
、
而
犯
徒
以
上
罪
情
理
切
害
、
或
殺
人
罪
至
死
、

各
会
大
礼
赦
応
原
者
、
奏
裁
。

断
獄
律
二
二
条

諸
獄
結
正

[

犯
翼
祖
廟
諱
改
為
正
、
下
同]

、
徒
以
上
、
各
呼
囚

及
其
家
属
、
具
告
罪
名
、
仍
取
囚
服
辯
。
若
不
服
者
、
聴
其
自
理
、

更
為
審
詳
。
違
者
、
笞
五
十
。
死
罪
、
杖
一
百
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
移
囚
）

諸
罪
人
飜
異
、
或
家
属
称
冤
、
応
申
提
点
刑
獄
司
差
官
別
推
、
而

輙
移
属
県
者
、
徒
貳
年
。
若
無
出
入
、
減
参
等
。

断
獄
律
二
九
条

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
決
遣
）



以
上
の
検
証
を
通
じ
て
、
名
例
律
は
五
七
箇
条
の
う
ち
二
二
箇
条
、
雑
律
は
五
二
箇
条
の
う
ち
二
四
箇
条
、
断
獄
律
は
三
四
箇
条

の
う
ち
一
〇
箇
条
に
、
対
応
す
る
勅
条
が
想
定
さ
れ
た
。
名
例
に
つ
い
て
は
約
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
雑
に
つ
い
て
は
約
四
六
パ
ー
セ

ン
ト
、
断
獄
に
つ
い
て
は
約
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
律
条
に
、
対
応
す
る
勅
条
が
想
定
さ
れ
た
。
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

が
残
闕
本

で
あ
る
限
り
最
終
的
な
結
論
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、
律
条
の
三
分
の
一
程
度
が
勅
条
と
の
間
に
対
応
関
係

を
想
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

以
下
、
名
例
・
雑
・
断
獄
以
外
の
篇
目
も
交
え
な
が
ら
、
慶
元
勅
と
唐
律
の
対
応
規
定
の
具
体
的
な
比
較
を
通
じ
て
、
律
条
と
勅

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

宋
代
以
勅
補
律
考

670

一
〇
一

諸
死
罪
囚
、
不
待
覆
奏
報
下
而
決
者
、
流
二
千
里
。
即
奏
報
応
決

者
、
聴
三
日
乃
行
刑
。
若
限
未
満
而
行
刑
者
、
徒
一
年
。
即
過
限
、

違
一
日
、
杖
一
百
。
二
日
、
加
一
等
。

諸
死
罪
応
奏
裁
而
輙
決
者
、
流
貳
阡
里

[

謂
非
刑
名
疑
慮
、
或
情

法
軽
重
、
及
可
憫
者]

。

断
獄
律
三
〇
条

諸
断
罪
、
応
決
配
之
而
聴
収
贖
、
応
収
贖
而
決
配
之
、
若
応
官
当

而
不
以
官
当
、
及
不
応
官
当
而
以
官
当
者
、
各
依
本
罪
、
減
故
失

一
等

[

死
罪
、
不
減]
。
即
品
官
任
流
外
及
雑
任
、
於
本
司
及
監

臨
犯
杖
罪
以
下
、
依
決
罰
例
。

断
獄
勅
（
巻
�
刑
獄
門
３
出
入
罪
）

諸
断
罪
、
応
決
徒
流
而
編
配
、
応
編
配
而
決
徒
流
、
各
減
出
入
罪

貳
等

[

謂
如
応
決
徒
罪
而
刺
配
、
従
刺
配
減
貳
等
之
類]

。
出
入

重
者
、
計
所
剰
、
以
全
罪
論

[

謂
如
応
決
徒
壹
年
而
配
沙
門
島
合

比
流
者
、
以
全
入
徒
参
年
論
之
類]

。

[

表
４]

[

表
５]

[

表
６]
凡
例

一

律
条
は
中
華
書
局
点
校
本
『
宋
刑
統
』(

呉
翊
如
点
校
『
宋
刑
統
』
中
華
書
局
、
一
九
八
四
）
に
よ
る
。
た
だ
し
闕
失
部
分
は
『
訳
註

三
』
に
よ
る
。
句
読
は
適
宜
改
め
る
。[

]

内
は
原
註
を
示
す
。

二

勅
条
は
古
典
研
究
会
影
印
本
『
慶
元
条
法
事
類
』(『

静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
慶
元
条
法
事
類
』
古
典
研
究
会
、
一
九
六
八
）
に
よ
る
。た

だ
し
数
字
は
原
則
と
し
て
大
字
に
統
一
し
、
誤
脱
は
適
宜
改
め
る
。(

）
内
は
巻
・
総
門
・
別
門
、[

]

内
は
原
註
を
示
す
。



条
の
間
の
相
互
補
完
関
係
を
概
観
す
る
。
律
条
と
勅
条
の
提
示
に
際
し
て
は
、
原
文
を
先
に
掲
げ
、
訓
読
文
を
附
記
す
る
。
律
条
と

勅
条
の
対
応
関
係
を
考
察
し
た
あ
と
、
律
条
を
勅
条
に
よ
っ
て
修
改
し
た
試
作
条
文
を
提
示
す
る
。
試
作
条
文
に
お
い
て
は
、
勅
条

に
よ
り
修
改
さ
れ
る
部
分
は
傍
点
○
を
附
し
て
示
す
。
史
料
の
改
変
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
勅
条
に
よ
る
律
条
の
修
改
の

実
態
を
可
視
化
す
る
試
み
と
し
て
理
解
さ
れ
た
い
。

【
対
応
検
証
１
】

慶
元
雑
勅
⑬

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
出
挙
債
負)

(

�)

諸
負
債
違
契
不
償
、
罪
止
杖
壹
伯
。

諸
そ
債
を
負
ひ
、
契
に
違
ひ
て
償
は
ざ
れ
ば
、
罪
は
杖
壹
伯
に
止
む
。

は
債
務
弁
済
懈
怠
の
処
罰
規
定
で
あ
る
。
刑
の
上
限
を
杖
一
百
と
す
る
だ
け
で
、
き
わ
め
て
不
充
分
な
節
略
文
に
見
え
る
。
こ
れ
に

対
応
す
る
律
条
は
雑
律
一
〇
条

諸
負
債
違
契
不
償
、
一
匹
以
上
、
違
二
十
日
、
笞
二
十
。
二
十
日
、
加
一
等
、
罪
止
杖
六
十
。
三
十
匹
、
加
二
等
。
百
匹
、
又

加
三
等
。
各
令
備
償
。

諸
そ
債
を
負
ひ
、
契
に
違
ひ
て
償
は
ざ
れ
ば
、
一
匹
以
上
は
、
二
十
日
を
違
ひ
た
れ
ば
、
笞
二
十
。
二
十
日
ご
と
に
一
等
を

加
へ
、
罪
は
杖
六
十
に
止
む
。
三
十
匹
は
二
等
を
加
ふ
。
百
匹
は
又
た
三
等
を
加
ふ
。
各
�
備
償
せ
し
む
。

で
あ
る
。
雑
律
一
〇
条
の
法
定
刑
は
﹇
表
７
Ａ
﹈
に
示
す
よ
う
に
、
未
弁
済
の
債
務
額
が
一
匹
以
上
の
場
合
、
弁
済
期
限
の
徒
過
日

数
が
二
〇
日
以
上
は
笞
二
十
、
四
〇
日
以
上
は
笞
三
十
、
六
〇
日
以
上
は
笞
四
十
、
八
〇
日
以
上
は
笞
五
十
、
一
〇
〇
日
以
上
は
杖
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六
十
で
、
こ
れ
が
上
限
で
あ
る
。
未
弁
済
の
債
務
額
が
三

〇
匹
以
上
の
場
合
、
弁
済
期
限
の
徒
過
日
数
が
二
〇
日
以

上
は
笞
四
十
、
四
〇
日
以
上
は
笞
五
十
、
六
〇
日
以
上
は

杖
六
十
、
八
〇
日
以
上
は
杖
七
十
、
一
〇
〇
日
以
上
は
杖

八
十
で
、
こ
れ
が
上
限
で
あ
る
。
未
弁
済
の
債
務
額
が
一

〇
〇
匹
以
上
の
場
合
、
弁
済
期
限
の
徒
過
日
数
が
二
〇
日

以
上
は
杖
七
十
、
四
〇
日
以
上
は
杖
八
十
、
六
〇
日
以
上

は
杖
九
十
、
八
〇
日
以
上
は
杖
一
百
、
一
〇
〇
日
以
上
は

徒
一
年
で
、
こ
れ
が
雑
律
一
〇
条
の
法
定
刑
の
上
限
で
あ

る
。
慶
元
雑
勅
⑬
は
雑
律
一
〇
条
の
法
定
刑
の
上
限
を
杖

一
百
に
修
改
す
る
。﹇
表
７
Ｂ
﹈
に
示
す
よ
う
に
、
未
弁

済
の
債
務
額
が
一
〇
〇
匹
未
満
の
場
合
は
律
条
の
ま
ま
、

未
弁
済
の
債
務
額
が
一
〇
〇
匹
以
上
の
場
合
も
弁
済
期
限

の
徒
過
日
数
が
一
〇
〇
日
未
満
で
あ
れ
ば
律
条
の
ま
ま
で

あ
る
が
、
一
〇
〇
日
以
上
の
刑
が
杖
一
百
に
減
軽
さ
れ
、

こ
れ
が
上
限
と
な
る
。
雑
律
一
〇
条
の
刑
の
上
限
を
徒
一

年
か
ら
杖
一
百
へ
と
引
き
下
げ
る
勅
条
な
の
で
、
節
略
文
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［表７Ａ］ 雑律10条の法定刑

一匹 三十匹 一百匹

二十日 笞二十 笞四十 杖七十

四十日 笞三十 笞五十 杖八十

六十日 笞四十 杖六十 杖九十

八十日 笞五十 杖七十 杖一百

一百日 杖六十 杖八十 徒一年

����� ��	
����������������

一匹 三十匹 一百匹

二十日 笞二十 笞四十 杖七十

四十日 笞三十 笞五十 杖八十

六十日 笞四十 杖六十 杖九十

八十日 笞五十 杖七十 杖一百

一百日 杖六十 杖八十



の
よ
う
に
見
え
て
も
正
文
で
あ
る
。
慶
元
雑
勅
⑬
は

『

名
公
書
判
清
明
集』

巻
九
、
戸
婚
門
、
争
財
、
欠
負
人
実
無
従
出
合
免
監
理

法
に
在
り
て
は
、
債
負
も
て
、
契
に
違
ひ
て
償
は
ざ
れ
ば
、
官
は
追
理
を
為
す
も
、
罪
は
杖
一
百
に
止
め
、
並
び
に
留
禁
せ

ず
。

に
、
慶
元
関
市
令
①

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
出
挙
債
負)

(

�)

諸
そ
債
を
負
ひ
、
契
に
違
ひ
て
償
は
ざ
れ
ば
、
官
は
理
索
を
為
す
。
欠
し
た
る
者
、
逃
亡
し
た
れ
ば
、
保
人
、
代
償
す
。
各
�

留
禁
す
る
を
得
ず
。
即
し
欠
し
た
る
こ
と
伍
年
の
外
に
在
り
、
或
は
法
に
違
ひ
て
利
を
取
り
、
及
び
売
価
を
高
擡
し
、
若
し
く

は
元
と
穀
米
を
借
り
て
価
銭
に
准
折
せ
し
め
た
る
者
は
、
各
�
受
理
す
る
を
得
ず
。
其
れ
質
を
収
め
た
る
者
、
限
を
過
ぎ
て
贖

は
ざ
れ
ば
、
私
約
に
従
ふ
を
聴
す
。

と
混
合
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)
戴
建
国
氏
が
「
勅
が
律
に
対
し
て
補
充
を
行
う
場
合
、
律
の
な
か
に
列
記
さ
れ
た
刑
罰
条
項
は
、

勅
文
の
な
か
に
は
重
複
し
て
記
載
さ
れ
な
い
」

(
�)

と
い
う
よ
う
に
、
律
条
を
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
律
条
を
修
改
す
る

勅
条
は
律
条
の
規
定
を
重
ね
て
規
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
律
条
を
修
改
す
る
た
め
に
必
要
な
文
言
の
み
を
勅
条
は
規
定
し
、
修
改
の

対
象
と
し
な
い
律
条
の
文
言
は
律
条
に
委
ね
る
。
雑
律
一
〇
条
を
慶
元
雑
勅
⑬
に
よ
り
修
改
し
た
条
文
を
試
作
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。諸

負
債
違
契
不
償
、
一
匹
以
上
、
違
二
十
日
、
笞
二
十
。
二
十
日
、
加
一
等
、
罪
止
杖
六
十
。
三
十
匹
、
加
二
等
。
百
匹
、
又

加
三
等
、
罪○

止○

杖○

一○

百○

。
各
令
備
償
。

諸
そ
債
を
負
ひ
、
契
に
違
ひ
て
償
は
ざ
れ
ば
、
一
匹
以
上
は
、
二
十
日
を
違
ひ
た
れ
ば
、
笞
二
十
。
二
十
日
ご
と
に
一
等
を

加
へ
、
罪
は
杖
六
十
に
止
む
。
三
十
匹
は
二
等
を
加
ふ
。
百
匹
は
又
た
三
等
を
加
へ
、
罪
は
杖
一
百
に
止
む
。
各
�
備
償
せ
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し
む
。

【
対
応
検
証
２
】

慶
元
賊
盗
勅
①

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
五
、
刑
獄
門
五
、
刑
獄
雑
事
、
旁
照
法)

(

�)

諸
窃
盗
、
得
財
、
杖
陸
拾
。
肆
伯
文
、
杖�

拾
。
肆
伯
文
、
加
壹
等
。
貳
貫
、
徒
壹
年
。
貳
貫
、
加
壹
等
。
過
徒
参
年
、
参
貫
、

加
壹
等
。
貳
拾
貫
、
配
本
州
。

諸
そ
窃
盗
、
財
を
得
た
れ
ば
杖
陸
拾
。
肆
伯
文
は
杖�

拾
。
肆
伯
文
ご
と
に
壹
等
を
加
へ
、
貳
貫
は
徒
壹
年
。
貳
貫
ご
と
に

壹
等
を
加
ふ
。
徒
参
年
を
過
ぐ
れ
ば
、
参
貫
ご
と
に
壹
等
を
加
ふ
。
貳
拾
貫
は
本
州
に
配
す
。

は
窃
盗
に
関
す
る
一
般
的
な
処
罰
規
定
で
あ
る
。
銅
銭
の
貫
文
で
表
示
す
る
贓
額
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
る
法
定
刑
は
、
財
物
を
領
得

し
た
得
財
は
杖
六
十
、
領
得
し
た
財
物
の
価
額
が
四
〇
〇
文
以
上
は
杖
七
十
、
八
〇
〇
文
以
上
は
杖
八
十
、
一
貫
二
〇
〇
文
以
上
は

杖
九
十
、
一
貫
六
〇
〇
文
以
上
は
杖
一
百
、
二
貫
以
上
は
徒
一
年
、
四
貫
以
上
は
徒
一
年
半
、
六
貫
以
上
は
徒
二
年
、
八
貫
以
上
は

徒
二
年
半
、
一
〇
貫
以
上
は
徒
三
年
、
一
三
貫
以
上
は
流
二
千
里
、
一
六
貫
以
上
は
流
二
千
五
百
里
、
一
九
貫
以
上
は
流
三
千
里
、

二
〇
貫
以
上
は
流
三
千
里
と
配
本
州
の
併
科
で
あ
る
。
窃
盗
に
関
す
る
一
般
的
な
律
条
は
賊
盗
律
三
五
条

諸
窃
盗
、
不
得
財
、
笞
五
十
。
一
尺
、
杖
六
十
。
一
匹
、
加
一
等
。
五
匹
、
徒
一
年
。
五
匹
、
加
一
等
。
五
十
匹
、
加
役
流
。

諸
そ
窃
盗
、
財
を
得
ざ
れ
ば
笞
五
十
。
一
尺
は
杖
六
十
。
一
匹
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
五
匹
は
徒
一
年
。
五
匹
ご
と
に
一
等

を
加
へ
、
五
十
匹
は
加
役
流
。

で
あ
る
。
絹
布
の
匹
尺
で
表
示
す
る
贓
額
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
る
法
定
刑
は
﹇
表
８
Ａ
﹈
に
示
す
よ
う
に
、
財
物
を
領
得
す
る
に
至
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ら
な
い
不
得
財
は
笞
五
十
、
得
財
一
尺
以
上
は
杖
六
十
、
一
匹
一
尺
以
上
は
杖
七
十
、
二
匹
一
尺
以
上
は
杖
八
十
、
三
匹
一
尺
以
上

は
杖
九
十
、
四
匹
一
尺
以
上
は
杖
一
百
、
五
匹
以
上
は
徒
一
年
、
一
〇
匹
以
上
は
徒
一
年
半
、
一
五
匹
以
上
は
徒
二
年
、
二
〇
匹
以

上
は
徒
二
年
半
、
二
五
匹
以
上
は
徒
三
年
、
三
〇
匹
以
上
は
流
二
千
里
、
三
五
匹
以
上
は
流
二
千
五
百
里
、
四
〇
匹
以
上
は
流
三
千

里
、
五
〇
匹
以
上
は
加
役
流
で
あ
る
。
貨
幣
経
済
の
進
展
と
い
う
社
会
情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
、
贓
額
の
表
示
方
法
は
絹
布
の
匹
尺

か
ら
、
銅
銭
の
貫
文
に
改
め
ら
れ
た
。
慶
元
賊
盗
勅
①
は
そ
れ
に
対
応
す
る
刑
名
を
定
め
る
と
と
も
に
、
賊
盗
律
三
五
条
に
は
規
定

の
な
い
得
財
一
尺
未
満

名
例
律
五
〇
条
「
諸
そ
罪
を
断
ず
る
に
し
て
正
条
な
く
、
…
…
其
の
応
に
罪
を
入
る
る
べ
き
者
は
、
則

ち
軽
き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
」
に
定
め
ら
れ
る
挙
軽
明
重
の
法
理
に
よ
り
、
不
得
財
と
同
じ
笞
五
十
を
適
用
さ
れ
る

に
相
応
す
る
得
財
四
〇
〇
文
未
満
に
適
用
さ
れ
る
刑
名
を
定
め
て
い
る
。
慶
元
賊
盗
勅
①
の
規
定
は
、
す
べ
て
賊
盗
律
三
五
条

の
規
定
と
牴
触
す
る
か
ら
、
賊
盗
律
三
五
条
の
規
定
に
優
越
す
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
魏
殿
金
氏
の
「
勅
文
が
〔
律
条
の
〕

当
該
条
文
に
対
し
て
全
面
的
に
修
改
を
行
っ
た
」

(

�)

と
す
る
指
摘
は
妥
当
す
る
。
し
か
し
賊
盗
律
三
五
条
の
窃
盗
不
得
財
の
処
罰
規
定

に
相
当
す
る
規
定
は
慶
元
賊
盗
勅
①
に
は
み
ら
れ
な
い
か
ら
、
魏
殿
金
氏
の
指
摘
に
従
え
ば
慶
元
賊
盗
勅
①
は
窃
盗
不
得
財
の
不
処

罰
を
定
め
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
窃
盗
不
得
財
を
笞
五
十
と
す
る
賊
盗
律
三
五
条
の
規
定
と
牴
触
す
る
規
定
を
慶
元
賊
盗
勅
①

が
も
た
な
い
の
は
、
慶
元
賊
盗
勅
①
が
窃
盗
不
得
財
の
刑
を
改
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
慶
元
賊
盗
勅
①
は
賊
盗
律
三
五
条
の
全
面
的

修
改
規
定
で
は
な
く
、
部
分
的
修
改
規
定
で
あ
る
。
賊
盗
律
三
五
条
を
慶
元
賊
盗
勅
①
に
よ
り
修
改
し
た
条
文
を
試
作
す
る
と

諸
窃
盗
、
不
得
財
、
笞
五
十
。
得○

財○

、
杖○

六○

十○

。
四○

百○

文○

、
杖○

七○

十○

。
四○

百○

文○

、
加○

一○

等○

。
二○

貫○

、
徒○

一○

年○

。
二○

貫○

、
加○

一○

等○

。

過○

徒○

三○

年○

、
三○

貫○

、
加○

一○

等○

。
二○

十○

貫○

、
配○

本○

州○

。

諸
そ
窃
盗
、
財
を
得
ざ
れ
ば
笞
五
十
。
財
を
得
た
れ
ば
杖
六
十
。
四
百
文
は
杖
七
十
。
四
百
文
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
二
貫
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は
徒
一
年
。
二
貫
ご
と
に
一
等
を
加
ふ
。
徒
三
年
を
過
ぐ
れ
ば
、
三
貫
ご
と
に
一
等
を
加
ふ
。
二
十
貫
は
本
州
に
配
す
。

の
よ
う
に
な
り
、
表
に
し
て
示
せ
ば
﹇
表
８
Ｂ
﹈
の
よ
う
に
な
る
。

窃
盗
を
含
む
財
物
の
不
法
領
得
を
構
成
要
件
と
す
る
贓
罪
の
贓
額
は
、
律
条
で
は
絹
布
の
匹
尺
に
よ
り
示
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

勅
条
で
は
原
則
と
し
て
銅
銭
の
貫
文
に
よ
り
示
さ
れ
る
。
慶
元
名
例
勅
⑫

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
六
、
当
贖
門
、
総
法)

諸
そ
盗
を
犯
し
た
れ
ば
、
勅
を
以
て
銭
を
計
り
て
罪
を
定
め
、
律
を
以
て
絹
を
計
り
て
除
免
す
。
即
し
応
に
当
・
贖
す
べ
く
し
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[表８Ａ］ 賊盗律35条の法定刑

五刑
不得財 笞五十
得財
一尺 杖六十
一匹一尺 杖七十
二匹一尺 杖八十
三匹一尺 杖九十
四匹一尺 杖一百
五匹 徒一年
十匹 徒一年半
十五匹 徒二年
二十匹 徒二年半
二十五匹 徒三年
三十匹 流二千里
三十五匹 流二千五百里
四十匹 流三千里
五十匹 加役流

[表８Ｂ］ 賊盗律35条を慶元賊盗勅①により
修改した法定刑

五刑 編配
不得財 笞五十
得財 杖六十
四百文 杖七十
八百文 杖八十
一貫二百文 杖九十
一貫六百文 杖一百
二貫 徒一年
四貫 徒一年半
六貫 徒二年
八貫 徒二年半
十貫 徒三年
十三貫 流二千里
十六貫 流二千五百里
十九貫 流三千里
二十貫 配本州



て
、
罪
、
加
役
流
に
至
れ
ば
、
律
に
依
る
。

は
贓
額
の
表
示
方
法
の
違
い
に
よ
る
刑
名
適
用
の
混
乱
を
解
決
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。
戴
建
国
氏
が
慶
元
名
例
勅
⑫
を
示
し
て

「
銭
を
以
て
贓
を
計
り
罪
を
定
め
、
編
勅
の
条
項
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
一
般
人
に
用
い
ら
れ
た
。
絹
を
計
り
罪
を
除
免
し
、
律
の

条
項
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
官
員
に
用
い
ら
れ
た
」

(

�)

と
す
る
よ
う
に
、
贓
額
を
銅
銭
に
よ
り
算
定
し
勅
条
を
適
用
し
て
実
刑
を
科
す

の
は
凡
人
の
盗
犯
に
限
ら
れ
、
除
免
・
免
官
・
免
所
居
官
、
あ
る
い
は
加
役
流
に
該
当
し
て
官
当
・
収
贖
と
す
る
官
員
な
ど
の
盗
犯

は
贓
額
を
絹
布
に
よ
り
算
定
し
て
律
条
に
よ
り
処
断
す
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
官
員
な
ど
の
盗
犯
の
処
断
に
際
し
て
は
、
賊
盗
律
三
六
条

(

第
三
章
第
一
節
所
掲)
だ
け
で
な
く
、
賊
盗
律
三
五
条
も
慶
元
年
間
の
現
行
規
定
で
あ
っ
た
か
ら
、
銅
銭
と
絹
布
の
価
額
の
換
算

が
常
に
必
要
で
あ
っ
た
。『

宋
史』
巻
二
〇
〇
、
志
一
五
三
、
刑
法
志
二
、
乾
道
六
年

(

一
一
七
〇)

詔
す
ら
く
「
絹
を
以
て
贓
を
計
る
者
は
、
更
に
一
貫
を
増
し
、
四
千
を
以
て
一
匹
と
為
す
」
と
。
議
者
又
た
言
へ
ら
く
「
盗
を

犯
し
た
れ
ば
、
勅
を
以
て
銭
を
計
り
て
罪
を
定
め
、
律
を
以
て
絹
を
計
る
。
今
、
律
の
絹
を
以
て
罪
を
定
む
る
者
は
、
遞
�
一

千
を
増
し
た
れ
ば
、
勅
内
の
銭
を
以
て
罪
を
定
む
る
も
、
亦
た
合
に
例
み
に
一
千
を
増
す
べ
し
」
と
。
之
に
従
ふ
。

に
よ
れ
ば
、
慶
元
年
間
に
は
銅
銭
四
貫
を
絹
布
一
匹
と
す
る
公
定
換
算
比
率
が
行
わ
れ
て
い
た
。

(

�)

【
対
応
検
証
３
】

慶
元
賊
盗
勅
③

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
九
、
職
制
門
六
、
饋
送
、
旁
照
法)

(

�)

諸
監
臨
主
守
自
盗
及
盗
所
監
臨
財
物
、
罪
至
流
、
配
本
州
﹇
謂
非
除
免
者]

。
参
拾
伍
匹
、
絞
。

諸
そ
監
臨
主
守
、
自
ら
盗
み
、
及
び
監
臨
す
る
所
の
財
物
を
盗
み
た
れ
ば
、
罪
、
流
に
至
れ
ば
、
本
州
に
配
す
﹇
除
免
に
非
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ざ
る
者
を
謂
ふ]

。
参
拾
伍
匹
は
絞
。

は
監
主
自
盗
す
な
わ
ち
監
臨
主
守
の
官
員
に
よ
る
窃
盗
の
処
罰
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
律
条
は
賊
盗
律
三
六
条

諸
監
臨
主
守
自
盗
及
盗
所
監
臨
財
物
者
﹇
若
親
王
財
物
而
監
守
自
盗
、
亦
同]

、
加
凡
盗
二
等
。
三
十
匹
、
絞
﹇
本
条
已
有
加

者
、
亦
累
加
之]

。

諸
そ
監
臨
主
守
、
自
ら
盗
み
、
及
び
監
臨
す
る
所
の
財
物
を
盗
み
た
る
者
は
﹇
若
し
親
王
の
財
物
に
し
て
、
監
守
自
ら
盗
み

た
れ
ば
、
亦
た
同
じ]

、
凡
盗
に
二
等
を
加
ふ
。
三
十
匹
は
絞
﹇
本
条
、
已
に
加
ふ
こ
と
あ
る
者
は
、
亦
た
之
に
累
加
す]

。

で
あ
る
。
賊
盗
律
三
六
条
が
定
め
る
監
主
自
盗
の
刑
は
﹇
表
９
Ａ
﹈
に
示
す
よ
う
に
、
賊
盗
律
三
五
条
に
定
め
る
凡
人
の
窃
盗
の
刑

に
二
等
を
加
え
て
、
不
得
財
は
杖
七
十
、
得
財
一
尺
以
上
は
杖
八
十
、
一
匹
一
尺
以
上
は
杖
九
十
、
二
匹
一
尺
以
上
は
杖
一
百
、
三

匹
一
尺
以
上
は
徒
一
年
、
四
匹
一
尺
以
上
は
徒
一
年
半
、
五
匹
以
上
は
徒
二
年
、
一
〇
匹
以
上
は
徒
二
年
半
、
一
五
匹
以
上
は
徒
三

年
、
二
〇
匹
以
上
は
流
二
千
里
、
二
五
匹
以
上
は
流
二
千
五
百
里
で
あ
り
、
三
〇
匹
以
上
は
絞
で
あ
る
。
慶
元
賊
盗
勅
③
は
、
戴
建

国
氏
が
「
律
文
〔
賊
盗
律
三
六
条
〕
に
対
し
て
ふ
た
つ
の
点
で
補
充
と
修
改
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
に
は
罪
が
流
に
至
っ
た
と
き
に

つ
い
て
の
措
置
で
、
配
本
州
と
い
う
従
刑
を
増
加
し
た
。
第
二
に
は
自
盗
の
財
物
が
三
十
五
匹
に
至
っ
た
と
き
は
、
絞
刑
に
処
す
る

こ
と
を
規
定
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
三
十
五
匹
以
下
を
盗
ん
だ
罪
犯
に
対
し
て
い
か
な
る
処
罰
を
す
る
の
か
、
勅
は
言
及
し
て
い
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
法
官
が
具
体
的
に
判
案
を
す
る
と
き
に
は
律
文
も
参
照
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
律
文
は
�
凡
盗
に
二

等
を
加
ふ
�
と
い
う
処
置
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
律
を
離
れ
て
は
、
編
勅
は
単
独
で
は
適
用
の
し
よ
う
が
な
い

と
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
る｣

(

�)

、
魏
殿
金
氏
が
「
当
該
勅
条
は
死
刑
の
量
刑
基
準
を
律
条
の
三
十
匹
か
ら
三
十
五
匹
に
引
き
上
げ
た
。

流
刑
の
規
定
に
�
配
�
の
適
用
を
附
加
し
た
。
�
監
臨
主
守
自
盗
財
物
�
の
犯
罪
の
絞
刑
以
下
の
量
刑
規
定
に
は
修
改
を
加
え
て
い
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な
い
」

(

�)

と
す
る
よ
う
に
、
監
主
自
盗
に
流
刑
が
適
用
さ
れ
て
除
免
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
を
流
刑
と
配
本
州
の
併
科
、
贓
額
三
五
匹

以
上
の
場
合
を
絞
と
す
る
だ
け
で
、
贓
額
三
五
匹
未
満
で
は
い
か
な
る
贓
額
に
対
し
て
い
か
な
る
五
刑
上
の
刑
罰
が
科
さ
れ
る
か
を

規
定
し
な
い
。
し
か
し
慶
元
賊
盗
勅
③
は
節
略
文
で
は
な
い
。
流
二
千
五
百
里
ま
で
の
五
刑
と
そ
れ
に
相
当
す
る
贓
額
は
賊
盗
律
三

五
条
と
賊
盗
律
三
六
条
に
依
拠
す
る
か
ら
規
定
す
る
必
要
が
な
い
。
絞
が
適
用
さ
れ
る
贓
額
が
三
五
匹
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
三
〇
匹
以
上
三
五
匹
未
満
の
五
刑
は
必
然
的
に
流
三
千
里
と
な
る
。
賊
盗
律
三
六
条
を
慶
元
賊
盗
勅
③
に
よ
り
修
改
し
た
条
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[表９Ａ］ 賊盗律36条の法定刑

五刑

不得財 杖七十

得財

一尺 杖八十

一匹一尺 杖九十

二匹一尺 杖一百

三匹一尺 徒一年

四匹一尺 徒一年半

五匹 徒二年

十匹 徒二年半

十五匹 徒三年

二十匹 流二千里

二十五匹 流二千五百里

三十匹 絞

[表９Ｂ］ 賊盗律36条を慶元賊盗勅③により
修改した法定刑

五刑 編配

不得財 杖七十

得財

一尺 杖八十

一匹一尺 杖九十

二匹一尺 杖一百

三匹一尺 徒一年

四匹一尺 徒一年半

五匹 徒二年

十匹 徒二年半

十五匹 徒三年

二十匹 流二千里 配本州

二十五匹 流二千五百里

三十匹 流三千里

三十五匹 絞



文
を
試
作
す
る
と

諸
監
臨
主
守
自
盗
及
盗
所
監
臨
財
物
者
﹇
若
親
王
財
物
而
監
守
自
盗
、
亦
同]

、
加
凡
盗
二
等
。
罪〇

至〇

流〇

、
配〇

本〇

州〇

﹇
謂〇

非〇

除〇

免〇

者〇]
。
三
十
五〇

匹
、
絞
﹇
本
条
已
有
加
者
、
亦
累
加
之]

。

諸
そ
監
臨
主
守
、
自
ら
盗
み
、
及
び
監
臨
す
る
所
の
財
物
を
盗
み
た
る
者
は
﹇
若
し
親
王
の
財
物
に
し
て
、
監
守
自
ら
盗
み

た
れ
ば
、
亦
た
同
じ]

、
凡
盗
に
二
等
を
加
ふ
。
罪
、
流
に
至
れ
ば
、
本
州
に
配
す
﹇
除
免
に
非
ざ
る
者
を
謂
ふ]

。
三
十
五

匹
は
絞
﹇
本
条
、
已
に
加
ふ
こ
と
あ
る
者
は
、
亦
た
之
に
累
加
す]

。

の
よ
う
に
な
り
、
表
に
し
て
示
す
と
﹇
表
９
Ｂ
﹈
の
よ
う
に
な
る
。

(

�)

【
対
応
検
証
４
】

慶
元
詐
偽
勅
②

(『

慶
元
条
法
事
類』
巻
一
一
、
職
制
門
八
、
差
破
宣
借
、
旁
照
法)

諸
詐
欺
官
私
、
以
取
財
物
、
贓
伍
拾
匹
、
命
官
・
将
校
奏
裁
。
餘
、
配
本
城
。

諸
そ
官
私
を
詐
欺
し
、
以
て
財
物
を
取
り
た
れ
ば
、
贓
伍
拾
匹
は
、
命
官
・
将
校
は
奏
裁
。
餘
は
本
城
に
配
す
。

は
詐
欺
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
で
あ
る
。
詐
取
し
た
財
物
の
価
額
が
五
〇
匹
以
上
で
あ
る
と
き
、
命
官
と
将
校
は
奏
裁
、
凡
人
は
配

本
城
と
す
る
だ
け
あ
る
。
贓
五
〇
匹
未
満
の
刑
を
定
め
な
い
か
ら
、
節
略
文
と
し
か
見
え
な
い
。
律
条
で
は
詐
偽
律
一
二
条

諸
詐
欺
官
私
、
以
取
財
物
者
、
准
盗
論
﹇
詐
欺
百
端
、
皆
是
。
若
監
主
詐
取
者
、
自
従
盗
法
。
未
得
者
、
減
二
等
。
下
条
、
准

此]

。
知
情
而
取
者
、
坐
贓
論
。
知
而
買
者
、
減
一
等
。
知
而
為
蔵
者
、
減
二
等
。

諸
そ
官
私
を
詐
欺
し
、
以
て
財
物
を
取
り
た
る
者
は
、
盗
に
准
じ
て
論
ず
﹇
詐
欺
百
端
、
皆
な
是
な
り
。
若
し
監
主
、
詐
取
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し
た
る
者
は
、
自
か
ら
盗
法
に
従
ふ
。
未
だ
得
ざ
る
者
は
二
等
を
減
ず
。
下
条
は
此
に
准
ず]

。
情
を
知
り
て
取
り
た
る
者

は
、
坐
贓
も
て
論
ず
。
知
り
て
買
ひ
た
る
者
は
一
等
を
減
ず
。
知
り
て
為
に
蔵
し
た
る
者
は
、
二
等
を
減
ず
。

が
詐
欺
の
一
般
規
定
で
あ
り
、
詐
欺
の
刑
を
準
盗
論
と
す
る
。
賊
盗
律
三
五
条
に
準
じ
て
、
不
得
財
は
笞
五
十
、
得
財
一
尺
以
上
は

杖
六
十
、
一
匹
一
尺
以
上
は
杖
七
十
、
二
匹
一
尺
以
上
は
杖
八
十
、
三
匹
一
尺
以
上
は
杖
九
十
、
四
匹
一
尺
以
上
は
杖
一
百
、
五
匹

以
上
は
徒
一
年
、
一
〇
匹
以
上
は
徒
一
年
半
、
一
五
匹
以
上
は
徒
二
年
、
二
〇
匹
以
上
は
徒
二
年
半
、
二
五
匹
以
上
は
徒
三
年
、
三

〇
匹
以
上
は
流
二
千
里
、
三
五
匹
以
上
は
流
二
千
五
百
里
で
、
四
〇
匹
以
上
の
流
三
千
里
が
刑
の
上
限
で
あ
る
。

(

�)

詐
欺
犯
が
監
臨
主

守
の
官
員
で
あ
れ
ば
、
不
得
財
は
笞
五
十
、
得
財
一
尺
以
上
は
杖
八
十
、
一
匹
一
尺
以
上
は
杖
九
十
、
二
匹
一
尺
以
上
は
杖
一
百
、

三
匹
一
尺
以
上
は
徒
一
年
、
四
匹
一
尺
以
上
は
徒
一
年
半
、
五
匹
以
上
は
徒
二
年
、
一
〇
匹
以
上
は
徒
二
年
半
、
一
五
匹
以
上
は
徒

三
年
、
二
〇
匹
以
上
は
流
二
千
里
、
二
五
匹
以
上
は
流
二
千
五
百
里
で
、
三
〇
匹
以
上
の
流
三
千
里
が
刑
の
上
限
で
あ
る
。
慶
元
詐

偽
勅
②
は
詐
偽
律
一
二
条
の
準
盗
論
の
規
定
を
改
め
な
い
か
ら
、
贓
五
〇
匹
未
満
の
詐
取
に
は
こ
れ
ら
の
刑
名
が
適
用
さ
れ
る
。
慶

元
詐
偽
勅
②
は
、
贓
五
〇
匹
以
上
の
詐
取
に
つ
い
て
の
み
、
凡
人
は
流
三
千
里
と
配
本
城
の
併
科
と
し
、
命
官
・
将
校
は
奏
裁
と
す

る
こ
と
を
補
充
す
る
正
文
の
規
定
で
あ
る
。
慶
元
詐
偽
勅
②
は
贓
額
を
絹
匹
で
規
定
す
る
か
ら
、
準
盗
論
で
依
拠
と
さ
れ
る
規
定
は

慶
元
賊
盗
勅
①
・
慶
元
賊
盗
勅
③
で
は
な
く
賊
盗
律
三
五
条
・
賊
盗
律
三
六
条
で
あ
る
。
詐
偽
律
一
二
条
を
慶
元
詐
偽
勅
②
に
よ
り

修
改
し
た
条
文
を
試
作
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

諸
詐
欺
官
私
、
以
取
財
物
者
、
准
盗
論
﹇
詐
欺
百
端
、
皆
是
。
若
監
主
詐
取
者
、
自
従
盗
法
。
未
得
者
、
減
二
等
。
下
条
、
准

此]

。
贓〇

五〇

十〇

匹〇

、
命〇

官〇

・
将〇

校〇

奏〇

裁〇

。
餘〇

、
配〇

本〇

城〇

。
知
情
而
取
者
、
坐
贓
論
。
知
而
買
者
、
減
一
等
。
知
而
為
蔵
者
、
減

二
等
。
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諸
そ
官
私
を
詐
欺
し
、
以
て
財
物
を
取
り
た
る
者
は
、
盗
に
准
じ
て
論
ず
﹇
詐
欺
百
端
、
皆
な
是
な
り
。
若
し
監
主
、
詐
取

し
た
る
者
は
、
自
か
ら
盗
法
に
従
ふ
。
未
だ
得
ざ
る
者
は
二
等
を
減
ず
。
下
条
は
此
に
准
ず]

。
贓
五
十
匹
は
、
命
官
・
将

校
は
奏
裁
。
餘
は
本
城
に
配
す
。
情
を
知
り
て
取
り
た
る
者
は
、
坐
贓
も
て
論
ず
。
知
り
て
買
ひ
た
る
者
は
一
等
を
減
ず
。

知
り
て
為
に
蔵
し
た
る
者
は
、
二
等
を
減
ず
。

【
対
応
検
証
５
】

慶
元
雑
勅
⑭

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
博
戯
財
物)

諸
開
櫃
坊
、
停
止
博
戯
賭
財
物
者
、
鄰
州
編
管
。
於
出
軍
営
内
停
止
者

(

�)

、
配
本
城
。
並
許
人
告
。
廂
耆
巡
察
・
軍
営

(

�)

入
宿
提
挙

人
、
失
覚
察
者
、
杖
捌
拾
。

諸
そ
櫃
坊
を
開
き
、
博
戯
に
て
賭
す
る
財
物
を
停
止
し
た
る
者
は
、
鄰
州
編
管
。
出
軍
の
営
内
に
於
い
て
停
止
し
た
る
者
は
、

本
城
に
配
す
。
並
び
に
人
の
告
す
る
を
許
す
。
廂
耆
、
巡
察
、
軍
営
の
入
宿
提
挙
人
、
覚
察
を
失
し
た
る
者
は
、
杖
捌
拾
。

は
賭
博
の
開
帳
と
賭
物
の
保
管
を
し
た
者
の
処
罰
規
定
で
あ
る
。
軍
隊
外
の
凡
人
に
つ
い
て
は
鄰
州
へ
の
編
管
を
定
め
る
だ
け
で
あ

る
。
慶
元
雑
勅
⑮

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
博
戯
財
物)

諸
博
戯
賭
財
物
、
并
停
止
・
出
玖
・
和
合
者
、
各
令
衆
伍
日
。
財
物
未
相
付
者
、
並
不
在
計
贓
之
限
。

諸
そ
博
戯
し
て
財
物
を
賭
し
、
并
び
に
停
止
、
出
玖
、
和
合
し
た
る
者
は
、
各
�
令
衆
伍
日
。
財
物
も
て
未
だ
相
ひ
付
さ
ざ

る
者
は
、
並
び
に
贓
を
計
る
の
限
に
在
ら
ず
。

は
、
賭
博
を
し
、
あ
る
い
は
賭
物
を
保
管
し
、
賭
場
で
金
貸
し
を
し
、
賭
場
で
賭
客
に
便
宜
を
は
か
っ
た
者
の
処
罰
規
定
で
あ
る
。
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刑
罰
と
し
て
は
令
衆
五

(

�)

日
だ
け
を
定
め
、
賭
博
者
な
ど
が
財
物
を
交
付
し
な
か
っ
た
場
合
は
贓
額
を
は
か
っ
て
準
盗
論
と
す
る
こ
と

は
な
い
と
す
る
。
戴
建
国
氏
は
慶
元
雑
勅
⑮
に
も
と
づ
い
て
「
令
衆
の
法
は
単
独
で
執
行
で
き
る
場
合
も
あ
っ
た
」

(

�)

と
す
る
が
、
慶

元
雑
勅
⑭
が
五
刑
に
併
科
す
る
編
配
を
五
刑
の
刑
名
を
定
め
ず
に
規
定
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
慶
元
雑
勅
⑮
も
令
衆
を
五
刑
に
併

科
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
勅
条
に
対
応
す
る
雑
律
一
四
条

諸
博
戯
賭
財
物
者
、
各
杖
一
百
﹇
挙
博
為
例
、
餘
戯
皆
是]

。
贓
重
者
、
各
依
己
分
、
准
盗
論
﹇
輸
者
、
亦
依
己
分
為
従
坐]

。

其
停
止
主
人
、
及
出
玖
、
若
和
合
者
、
各
如
之
。
賭
飲
食
者
、
不
坐
。

諸
そ
博
戯
し
て
財
物
を
賭
し
た
る
者
は
、
各
�
杖
一
百
﹇
博
を
挙
げ
て
例
と
為
す
。
餘
戯
は
皆
な
是
な
り]

。
贓
重
き
者
は
、

各
�
己
の
分
に
依
り
て
、
盗
に
准
じ
て
論
ず
﹇
輸
し
た
る
者
は
、
亦
た
己
の
分
に
依
り
て
、
従
と
為
し
て
坐
す]

。
其
れ
停

止
し
た
る
主
人
、
及
び
出
玖
、
若
し
く
は
和
合
し
た
る
者
は
、
各
�
之
の
如
し
。
飲
食
を
賭
し
た
る
者
は
、
坐
せ
ず
。

は
、
賭
博
を
杖
一
百
、
賭
け
金
を
贓
と
し
て
、
五
匹
以
上
は
準
盗
論
と
規
定
す
る
か
ら
、
刑
の
上
限
は
流
三
千
里
で
あ
る
。
慶
元
雑

勅
⑭
は
雑
律
一
四
条
に
賭
博
の
開
帳
と
賭
物
の
保
管
を
し
た
凡
人
へ
の
鄰
州
編
管
の
併
科
と
軍
隊
内
で
の
賭
博
に
関
す
る
規
定
を
補

充
し
、
慶
元
雑
勅
⑮
は
賭
博
を
し
、
あ
る
い
は
賭
物
を
保
管
し
、
賭
場
で
金
貸
し
を
し
、
賭
場
で
賭
客
に
便
宜
を
は
か
っ
た
凡
人
へ

の
令
衆
五
日
の
併
科
と
そ
れ
ら
の
者
が
財
物
を
交
付
し
な
か
っ
た
場
合
は
贓
額
を
は
か
っ
て
準
盗
論
と
す
る
こ
と
は
な
い
と
の
規
定

を
補
充
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
慶
元
雑
勅
⑯

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
博
戯
財
物)

諸
関
�
飲
食
者
、
各
杖
捌
拾
。

諸
そ
飲
食
を
関
�
し
た
る
者
は
、
各
�
杖
捌
拾
。

は
飲
食
物
を
賭
博
に
供
し
た
者
を
杖
八
十
と
す
る
。
こ
れ
は
雑
律
一
四
条
の
飲
食
物
を
賭
け
た
者
を
不
処
罰
と
す
る
部
分
を
修
改
し
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た
も
の
で
あ
る
。
雑
律
一
四
条
を
慶
元
雑
勅
⑭
・
慶
元
雑
勅
⑮
・
慶
元
雑
勅
⑯
に
よ
り
修
改
し
た
条
文
を
、
軍
人
の
賭
博
の
処
罰
な

ど
に
関
す
る
部
分
を
除
い
て
試
作
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
が
、
語
順
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

諸
博
戯
賭
財
物
者
、
各
杖
一
百
﹇
挙
博
為
例
、
餘
戯
皆
是]

。
贓
重
者
、
各
依
己
分
、
准
盗
論
﹇
輸
者
、
亦
依
己
分
為
従
坐]

。

各〇

令〇

衆〇

五〇

日〇

。
其
停
止
主
人
、
及
出
玖
、
若
和
合
者
、
各
如
之
。
開〇

櫃〇

坊〇

、
停〇

止〇

博〇

戯〇

賭〇

財〇

物〇

者〇

、
又〇

鄰〇

州〇

編〇

管〇

。
並〇

許〇

人〇

告〇

。

財〇

物〇

未〇

相〇

付〇

者〇

、
並〇

不〇

在〇

計〇

贓〇

之〇

限〇

。
関〇

�〇

飲〇

食〇

者〇

、
各〇

杖〇

八〇

十〇

。

諸
そ
博
戯
し
て
財
物
を
賭
し
た
る
者
は
、
各
�
杖
一
百
﹇
博
を
挙
げ
て
例
と
為
す
。
餘
戯
は
皆
な
是
な
り]

。
贓
重
き
者
は
、

各
�
己
の
分
に
依
り
て
、
盗
に
准
じ
て
論
ず
﹇
輸
し
た
る
者
は
、
亦
た
己
の
分
に
依
り
て
、
従
と
為
し
て
坐
す]

。
各
�
令

衆
五
日
。
其
れ
停
止
し
た
る
主
人
、
及
び
出
玖
、
若
し
く
は
和
合
し
た
る
者
は
、
各
�
之
の
如
し
。
櫃
坊
を
開
き
、
博
戯
に

て
賭
す
る
財
物
を
停
止
し
た
る
者
は
、
又
た
鄰
州
編
管
。
並
び
に
人
の
告
す
る
を
許
す
。
財
物
も
て
未
だ
相
ひ
付
さ
ざ
る
者

は
、
並
び
に
贓
を
計
る
の
限
に
在
ら
ず
。
飲
食
を
関
�
し
た
る
者
は
、
各
�
杖
八
十
。

賭
博
に
関
与
し
た
者
の
処
断
を
記
録
す
る
判
語
に

『

名
公
書
判
清
明
集』

巻
一
四
、
懲
悪
門
、
賭
博
、
自
首
博
人
支
給
一
半
賞
銭

本
府
、
賭
博
の
禁
を
厳
し
く
す
る
こ
と
、
盗
を
禁
ず
る
と
同
じ
。
蓋
し
以
ふ
に
、
賭
博
、
已
ま
ざ
れ
ば
、
必
ず
盗
を
為
す
に
至

る
が
故
な
り
。
而
る
に
曾
細
三
等
、
乃
て
公
然
と
し
て
令
を
犯
し
た
れ
ば
、
本
と
よ
り
合
に
一
例
に
科
断
す
べ
き
も
、
且
く
は

近
ご
ろ
嘗
て

(

�)

賞
を
立
て
、
同
徒
人
に
告
首
を
許
す
を
以
て
す
。
今
、
曾
細
三
は
能
く
自
首
し
た
る
も
、
熊
幼
は
乃
て
能
く
せ
ず
。

曾
細
三
は
罪
を
免
じ
、
仍
ほ
一
半
の
賞
銭
を
支
給
せ
ん
。
…
…
熊
幼
は
杖
一
百
、
枷
項
令
衆
し
、
犯
人
を
候
ち
て
替
ふ
。
袁
六

二
は
櫃
坊
を
開
き
賭
博
の
人
を
停
止
し
た
る
に
係
れ
ば
、
杖
一
百
、
隣
州
に
編
管
し
、
仍
ほ
停
止
の
去
処
を
拆
毀
す
。
�
六
、

蕭
二
は
、
未
だ
曾
て
賭
博
に
下
さ
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
袖
手
旁
観
し
た
る
は
、
意
、
果
し
て
安
く
に
か
在
る
。
各
�
杖
八
十
、
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放
つ
。
其
れ
賞
銭
は
、
熊
幼
、
袁
六
二
よ
り
、
均
し
く
監
す
。

が
あ
る
。
賭
場
を
開
帳
し
博
徒
を
集
合
さ
せ
た
袁
六
二
の
杖
一
百
・
鄰
州
編
管
は
雑
律
一
四
条
の
杖
一
百
と
慶
元
雑
勅
⑭
の
鄰
州
編

管
の
併
科
、
賭
博
を
し
た
熊
幼
の
杖
一
百
・
枷
項
令
衆
は
雑
律
一
四
条
の
杖
一
百
と
慶
元
雑
勅
⑮
の
令
衆
の
併
科
で
あ
る
。

【
対
応
検
証
６
】

慶
元
雑
勅
①

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
諸
色
犯
姦)

諸
強
姦
者
﹇
女
拾
歳
以
下
、
雖
和
、
亦
同
﹈
流
参
阡
里
、
配
遠
悪
州
。
未
成
、
配
伍
伯
里
。
折
傷
者
、
絞
。
先
強
後
和
、
男
従

強
法
、
婦
女
減
和
壹
等
。
即
因
盗
而
強
姦
者
、
絞
﹇
雖
非
財
主
、
亦
是]

。
会
恩
、
及
未
成
、
配
阡
里
。

諸
そ
強
姦
し
た
る
者
は
﹇
女
、
拾
歳
以
下
た
れ
ば
、
和
し
た
る
と
雖
も
、
亦
た
同
じ
﹈
流
参
阡
里
、
遠
悪
州
に
配
す
。
未
だ

成
さ
ざ
れ
ば
、
伍
伯
里
に
配
す
。
折
傷
し
た
る
者
は
絞
。
先
に
強
ひ
て
後
に
和
し
た
れ
ば
、
男
は
強
ひ
た
る
の
法
に
従
ひ
、

婦
女
は
和
し
た
る
よ
り
壹
等
を
減
ず
。
即
し
盗
に
因
り
て
強
姦
し
た
る
者
は
絞
﹇
財
主
に
非
ざ
る
と
雖
も
、
亦
た
是
な
り]

。

恩
に
会
ひ
、
及
び
未
だ
成
さ
ざ
れ
ば
、
阡
里
に
配
す
。

は
強
姦
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
で
あ
る
。
強
姦
は
流
三
千
里
と
配
遠
悪
州
の
併
科
、
強
姦
の
未
成
す
な
わ
ち
未
遂
は
配
五
百
里
、
強

姦
の
際
の
折
傷
は
絞
と
す
る
。
強
姦
の
途
中
か
ら
和
姦
に
変
じ
た
場
合
は
、
男
子
は
強
姦
と
し
て
処
断
し
、
女
子
は
和
姦
か
ら
一
等

減
と
す
る
。
盗
犯
に
よ
る
強
姦
は
絞
で
あ
る
が
、
恩
赦
に
会
っ
た
場
合
、
な
ら
び
に
強
姦
の
未
成
は
配
千
里
と
す
る
。
強
姦
の
未
成

お
よ
び
盗
犯
に
よ
る
強
姦
の
未
成
は
配
軍
を
規
定
す
る
だ
け
で
五
刑
を
定
め
な
い
。
姦
に
つ
い
て
は
、
慶
元
雑
勅
⑰

(『

慶
元
条
法

事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
諸
色
犯
姦)
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諸
姦
未
成
者
、
減
已
成
罪
壹
等
。
誘
謔
者
、
杖
捌
拾
。
婦
女
非
和
同
者
、
止
坐
男
子
。

諸
そ
姦
、
未
だ
成
さ
ざ
る
者
は
、
已
に
成
し
た
る
の
罪
よ
り
壹
等
を
減
ず
。
誘
謔
し
た
る
者
は
杖
捌
拾
。
婦
女
、
和
同
し
た

る
に
非
ざ
る
者
は
、
止
だ
男
子
を
坐
す
。

が
姦
の
未
成
を
已
成
す
な
わ
ち
既
遂
か
ら
一
等
減
と
し
、
姦
の
前
段
階
で
あ
る
誘
謔
す
な
わ
ち
誘
い
か
け
は
杖
八
十
、
女
子
が
和
同

し
な
け
れ
ば
男
子
の
み
を
処
罰
す
る
と
規
定
す
る
。
慶
元
雑
勅
⑰
に
よ
り
、
強
姦
の
未
成
は
流
三
千
里
か
ら
一
等
減
の
徒
三
年
と
配

五
百
里
の
併
科
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
律
条
で
は
雑
律
二
二
条

諸
姦
者
、
徒
一
年
半
。
有
夫
者
、
徒
二
年
。
部
曲
・
雑
戸
・
官
戸
姦
良
人
者
、
各
加
一
等
。
即
姦
官
私
婢
者
、
杖
九
十
﹇
奴
姦

婢
、
亦
同]

。
姦
他
人
部
曲
妻
、
雑
戸
・
官
戸
婦
女
者
、
杖
一
百
。
強
者
、
各
加
一
等
。
折
傷
者
、
各
加
闘
折
傷
罪
一
等
。

諸
そ
姦
し
た
る
者
は
、
徒
一
年
半
。
夫
あ
り
た
る
者
は
、
徒
二
年
。
部
曲
・
雑
戸
・
官
戸
、
良
人
を
姦
し
た
る
者
は
、
各
�

一
等
を
加
ふ
。
即
し
官
私
の
婢
を
姦
し
た
る
者
は
、
杖
九
十
﹇
奴
、
婢
を
姦
し
た
る
も
、
亦
た
同
じ]

。
他
人
の
部
曲
の
妻
、

雑
戸
・
官
戸
の
婦
女
を
姦
し
た
る
者
は
、
杖
一
百
。
強
ひ
て
し
た
る
者
は
、
各
�
一
等
を
加
ふ
。
折
傷
し
た
る
者
は
、
各
�

闘
折
傷
の
罪
に
一
等
を
加
ふ
。

が
和
姦
と
強
姦
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
で
あ
る
。
慶
元
雑
勅
①
に
和
姦
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
が
な
い
の
は
、
魏
殿
金
氏
が
「
�和

姦
�
が
宋
代
に
お
い
て
は
す
で
に
犯
罪
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
律
文
の
規
定
を
修
改
す
る
必
要
が
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
の
犯
罪
行
為
が
あ
れ
ば
、
依
然
と
し
て
律
文
に
照
ら
し
て
科
罪
量
刑
を
し
た
の
で
あ
る
」

(

�)

と
す
る
よ
う
に
、
雑
律

二
二
条
の
和
姦
の
一
般
規
定
に
依
拠
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
先
強
後
和
の
姦
の
女
性
は
、
無
夫
で
あ
れ
ば
徒
一
年
半
か
ら

一
等
減
の
徒
一
年
、
有
夫
で
あ
れ
ば
徒
二
年
か
ら
一
等
減
の
徒
一
年
半
と
な
る
。
慶
元
雑
勅
①
は
雑
律
二
二
条
が
強
姦
を
和
姦
の
徒
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一
年
半
へ
の
一
等
加
で
あ
る
徒
二
年
と
す
る
の
を
流
三
千
里
に
改
め
、
強
姦
折
傷
を
闘
折
傷
へ
の
一
等
加
か
ら
絞
へ
と
改
め
、
盗
犯

に
よ
る
強
姦
を
絞
と
す
る
規
定
を
補
充
し
て
い
る
。
さ
ら
に
慶
元
雑
勅
⑰
は
雑
律
二
七
条

諸
和
姦
、
本
条
無
婦
女
罪
名
者
、
与
男
子
同
。
強
者
、
婦
女
不
坐
。
其
媒
合
姦
通
、
減
姦
者
罪
一
等
﹇
罪
名
不
同
者
、
従
重

減]

。諸
そ
和
姦
、
本
条
に
婦
女
の
罪
名
な
き
者
は
、
男
子
と
同
じ
。
強
ひ
て
し
た
る
者
は
、
婦
女
は
坐
せ
ず
。
其
れ
姦
通
を
媒
合

し
た
れ
ば
、
姦
し
た
る
者
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
﹇
罪
名
の
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
重
き
に
従
ひ
て
減
ず]

。

と
い
う
和
姦
の
男
女
同
罰
、
強
姦
の
男
子
の
み
の
処
罰
、
姦
通
を
仲
介
し
た
媒
合
の
処
罰
を
定
め
る
規
定
を
修
改
す
る
も
の
で
あ
る
。

雑
律
二
二
条
か
ら
良
賤
姦
に
関
す
る
部
分
を
除
い
て
、
慶
元
雑
勅
①
に
よ
り
修
改
し
た
条
文
を
試
作
す
る
と

諸
姦
者
、
徒
一
年
半
。
有
夫
者
、
徒
二
年
。
強
姦〇

者
﹇
女〇

十〇

歳〇

以〇

下〇

、
雖〇

和〇

、
亦〇

同〇

﹈
流〇

三〇

千〇

里〇

、
配〇

遠〇

悪〇

州〇

。
未〇

成〇

、
配〇

五〇

百〇

里〇

。
折
傷
者
、
絞〇

。
先〇

強〇

後〇

和〇

、
男〇

従〇

強〇

法〇

、
婦〇

女〇

減〇

和〇

一〇

等〇

。
即〇

因〇

盗〇

而〇

強〇

姦〇

者〇

、
絞〇

﹇
雖〇

非〇

財〇

主〇

、
亦〇

是〇]

。
会〇

恩〇

、

及〇

未〇

成〇

、
配〇

千〇

里〇

。

諸
そ
姦
し
た
る
者
は
、
徒
一
年
半
。
夫
あ
り
た
る
者
は
、
徒
二
年
。
強
姦
し
た
る
者
は
﹇
女
、
十
歳
以
下
た
れ
ば
、
和
し
た

る
と
雖
も
、
亦
た
同
じ
﹈
流
三
千
里
、
遠
悪
州
に
配
す
。
未
だ
成
さ
ざ
れ
ば
、
五
百
里
に
配
す
。
折
傷
し
た
る
者
は
絞
。
先

に
強
ひ
て
後
に
和
し
た
れ
ば
、
男
は
強
ひ
た
る
の
法
に
従
ひ
、
婦
女
は
和
し
た
る
よ
り
一
等
を
減
ず
。
即
し
盗
に
因
り
て
強

姦
し
た
る
者
は
絞
﹇
財
主
に
非
ざ
る
と
雖
も
、
亦
た
是
な
り]
。
恩
に
会
ひ
、
及
び
未
だ
成
さ
ざ
れ
ば
、
千
里
に
配
す
。

の
よ
う
に
な
り
、
雑
律
二
七
条
を
慶
元
雑
勅
⑰
に
よ
り
修
改
し
た
条
文
を
試
作
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

諸
姦〇

未〇

成〇

者〇

、
減〇

已〇

成〇

罪〇

一〇

等〇

。
和
姦
、
本
条
無
婦
女
罪
名
者
、
与
男
子
同
。
強
者
、
婦
女
不
坐
。
誘〇

謔〇

者〇

、
杖〇

八〇

十〇

。
婦〇

女〇
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非〇

和〇

同〇

者〇

、
止〇

坐〇

男〇

子〇

。
其
媒
合
姦
通
、
減
姦
者
罪
一
等
﹇
罪
名
不
同
者
、
従
重
減]

。

諸
そ
姦
、
未
だ
成
さ
ざ
る
者
は
、
已
に
成
し
た
る
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
。
和
姦
、
本
条
に
婦
女
の
罪
名
な
き
者
は
、
男
子

と
同
じ
。
強
ひ
て
し
た
る
者
は
、
婦
女
は
坐
せ
ず
。
誘
謔
し
た
る
者
は
、
杖
八
十
。
婦
女
、
和
同
し
た
る
に
非
ざ
る
者
は
、

止
だ
男
子
を
坐
す
。
其
れ
姦
通
を
媒
合
し
た
れ
ば
、
姦
し
た
る
者
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
﹇
罪
名
の
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、

重
き
に
従
ひ
て
減
ず]

。

以
上
の
対
応
検
証
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
断
片
的
な
節
略
文
に
み
え
る
勅
条
に
も
正
文
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
律
条
を
可

能
な
限
り
存
置
し
、
律
条
を
修
改
す
る
部
分
を
必
要
最
小
限
の
範
囲
で
明
文
化
し
た
勅
条
は
、
正
文
で
あ
っ
て
も
断
片
的
な
節
略
文

に
み
え
る
。
律
条
の
構
造
的
な
論
理
性
に
従
い
、
そ
の
整
合
性
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
勅
条
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
構
造

を
有
し
て
い
る
。
断
片
的
な
節
略
文
に
み
え
る
勅
条
で
も
、
そ
れ
が
正
文
で
あ
る
限
り
、
律
条
を
修
改
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
の

規
定
と
し
て
、
律
条
と
一
体
化
し
て
整
合
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
基
本
法
典
と
し
て
の
律
を
修
改
す
る
副
次
法
典
と

し
て
の
勅
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
律
条
と
勅
条
の
関
係
に
つ
い
て
、
梅
原
郁
氏
が
「
律

(

＝
刑
統)

と
宋
代
の
勅
令
格
式

は
正
・
副
の
セ
ッ
ト
で
あ
り
、「
律
」
を
中
核
と
し
、
同
心
円
的
に
大
き
な
拡
が
り
で
「
勅
令
格
式
」
が
そ
れ
を
包
み
込
ん
で
い

た
」

(

�)

と
述
べ
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
勅
条
に
つ
い
て
「『
唐
律』

に
厳
然
と
し
て
存
在
し
た
理
念
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く

体
系
的
構
成
、
抽
象
化
と
い
っ
た
方
向
は
む
し
ろ
稀
薄
で
あ
り
、
場
合
網
羅
的
な
、
雑
然
と
し
た
罰
則
の
集
合
体
と
い
う
雰
囲
気
が

濃
厚
で
あ
る
。
…
…
全
体
と
し
て
は
唐
律
の
持
っ
て
い
た
よ
う
な
と
く
に
刑
法
典
と
し
て
の
整
合
性
や
緻
密
な
構
造
性
、
換
言
す
れ

ば
基
本
法
典
と
し
て
の
性
格
を
具
備
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
」

(

�)

と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
宋
勅
は
行
政
分
野
を
念
頭
に
お
い

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

宋
代
以
勅
補
律
考

652

一
一
九



て
場
合
網
羅
的
な
規
定
を
漫
然
と
あ
つ
め
た
不
体
裁
な
法
典
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
節

『
宋
刑
統』

を
介
す
る
対
応

勅
条
は
律
条
と
の
間
に
だ
け
対
応
関
係
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。『

宋
刑
統』

に
附
載
さ
れ
る
制
勅
や
起
請
と
の
間
に
対
応
関
係

が
確
認
さ
れ
る
勅
条
も
存
在
す
る
。

慶
元
断
獄
勅
①

(

�)
(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
検
断)

諸
そ
罪
を
断
ず
る
に
正
条
な
き
者
は
、
比
附
し
て
刑
を
定
む
。
中
ら
ざ
る
を
慮
る
者
は
、
奏
裁
。

は
、
罰
条
の
な
い
行
為
を
処
罰
す
る
場
合
は
比
附
に
よ
り
刑
名
を
定
め
、
疑
義
が
あ
れ
ば
皇
帝
に
奏
裁
す
る
と
規
定
す
る
。
こ
れ
に

対
応
す
る
名
例
律
五
〇
条

諸
そ
罪
を
断
ず
る
に
し
て
正
条
な
く
、
其
の
応
に
罪
を
出
だ
す
べ
き
者
は
、
則
ち
重
き
を
挙
げ
て
以
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
。

其
の
応
に
罪
を
入
る
る
べ
き
者
は
、
則
ち
軽
き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
。

は
罰
条
の
な
い
行
為
を
処
罰
す
る
場
合
は
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
に
よ
り
刑
名
を
定
め
る
と
規
定
す
る
。

(

�)

慶
元
断
獄
勅
①
が
完
全
に

名
例
律
五
〇
条
と
牴
触
し
、
慶
元
断
獄
勅
①
が
名
例
律
五
〇
条
に
優
越
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
罰
条
の
な
い
行
為
を
処
断
す
る
方
法
は

比
附
だ
け
と
な
る
。
し
か
し

『

宋
会
要
輯
稿』

刑
法
一
之
三
七

(
第
一
章
第
一
節
所
掲)

の
「
法
の
載
せ
ざ
る
所
は
、
則
ち
律
に
挙

明
議
罪
の
文
あ
り
て
、
勅
に
比
附
定
刑
の
制
あ
り
」
と
い
う
文
言
は
、
名
例
律
五
〇
条
と
慶
元
断
獄
勅
①
に
相
当
す
る
勅
条
と
が
と

も
に
効
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
が
名
例
、
比
附
が
断
獄
と
、
篇
目
を
異
に
す
る
こ
と
も
、
両
者
の

併
存
を
示
唆
す
る
。
比
附
を
規
定
す
る
勅
条
が
名
例
で
は
な
く
断
獄
を
篇
目
と
す
る
の
は
、
奏
裁
を
定
め
る
手
続
規
定
で
あ
る
か
ら
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と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
要
因
と
し
て
は

『

宋
刑
統』

巻
三
〇
、
断
獄
律
、
断
罪
引
律
令
格
式
﹇
応
言
上
待
報
﹈

で
断
獄
律
一
八
条
に
附
載
さ
れ
る
後
唐
長
興
二
年

(

九
三
一)

八
月
一
一
日
勅
節
文

唐
長
興
二
年
八
月
十
一
日
勅
節
文
に
准
ず
る
に
。
今
後
、
凡
そ
刑
獄
あ
れ
ば
、
宜
し
く
犯
す
所
の
罪
名
に
拠
る
べ
く
、
須
ら
く

具
さ
に
律
令
格
式
の
色
を
逐
ひ
て
正
文
の
あ
り
や
な
し
や
を
を
引
く
べ
し
。
然
る
後
に
後
勅
を
検
詳
し
、
是
れ
名
目
・
条
件
の

同
じ
き
を
須
ち
て
、
即
ち
後
勅
を
以
て
罪
を
定
む
。
後
勅
の
内
に
正
条
な
け
れ
ば
、
即
ち
格
文
を
以
て
罪
を
定
む
。
格
の
内
に

又
た
正
条
な
け
れ
ば
、
即
ち
律
文
を
以
て
罪
を
定
む
。
律
格
及
び
後
勅
の
内
に
並
び
に
正
条
な
け
れ
ば
、
即
ち
比
附
し
て
刑
を

定
む
る
も
、
亦
た
先
ず
後
勅
よ
り
比
を
為
す
。
事
、
実
に
し
て
疑
ひ
な
け
れ
ば
、
方
め
て
罪
を
定
む
る
を
得
。
慮
り
て
中
ら
ざ

る
を
恐
る
れ
ば
、
録
奏
し
て
裁
を
取
る
。

が
あ
る
。
処
罰
す
べ
き
行
為
に
刑
名
を
与
え
る
根
拠
規
定
を
後
勅
、
格
、
律
の
順
に
求
め
、
根
拠
規
定
が
な
け
れ
ば
比
附
を
行
い
、

疑
義
が
あ
れ
ば
皇
帝
に
奏
裁
す
る
と
定
め
る
規
定
で
あ
る
。
慶
元
断
獄
勅
①
は
後
唐
長
興
二
年
勅
節
文
を
継
承
す
る
が
ゆ
え
に
断
獄

を
篇
目
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

慶
元
雑
勅
⑱

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
採
伐
山
林)

諸
そ
官
に
係
る
山
林
も
て
、
輒
く
採
伐
し
た
る
者
は
、
杖
捌
拾
。
人
の
告
す
る
を
許
す
。

は
官
有
の
山
林
の
無
断
伐
採
、
慶
元
雑
勅
⑲

(『

慶
元
条
法
事
類』
巻
八
〇
、
雑
門
、
採
伐
山
林)

諸
そ
讎
嫌
に
因
り
て
人
の
桑
柘
を
毀
伐
し
た
る
者
は
、
杖
壹
伯
。
積
し
て
伍
尺
に
満
つ
れ
ば
、
徒
壹
年
。
壹
功
は
、
徒
壹
年
半

﹇
木
身
よ
り
地
を
去
る
こ
と
壹
尺
、
囲
量
積
し
て
肆
拾
貳
尺
に
満
つ
れ
ば
、
壹
功
と
為
す]

。
功
ご
と
に
壹
等
を
加
ふ
。
流
罪

は
鄰
州
に
配
す
。
毀
伐
し
た
る
と
雖
も
、
枯
死
に
至
ら
ざ
る
者
は
、
□
等
を
減
ず

(

�)

。
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は
怨
恨
な
ど
を
理
由
と
す
る
桑
柘
の
毀
損
伐
採
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
慶
元
雑
勅
⑱
と
慶
元
雑
勅
⑲
は
雑
律
五
四
条

諸
そ
官
私
の
器
物
を
棄
毀
し
、
及
び
樹
木
・
稼
穡
を
毀
伐
し
た
る
者
は
、
盗
に
准
じ
て
論
ず
。
即
し
亡
失
し
、
及
び
官
物
を
誤

毀
し
た
る
者
は
、
各
�
三
等
を
減
ず
。

と
の
間
に
対
応
関
係
が
存
す
る
。
慶
元
雑
勅
⑲
は
さ
ら
に

『

宋
刑
統』

巻
二
七
、
雑
律
、
棄
毀
官
私
器
物
樹
木
﹇
毀
人
碑
碣
廟
主
﹈

で
雑
律
五
四
条
に
附
載
さ
れ
る
後
周
顕
徳
五
年

(

九
五
八)

七
月
七
日
勅
条

周
顕
徳
五
年
七
月
七
日
勅
条
に
准
ず
る
に
。
如
し
讎
嫌
に
因
依
し
、
心
に
蠹
害
を
生
じ
、
人
の
桑
樹
を
剥
し
て
、
枯
死
を
致
す

あ
り
た
る
者
は
、
三
功
に
至
れ
ば
絞
。
三
功
に
満
た
ず
、
及
び
枯
死
を
致
さ
ざ
る
者
は
、
等
第
し
て
科
断
す
。

と
の
間
に
も
対
応
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
。

慶
元
賊
盗
勅
④

(『

慶
元
条
法
事
類』
巻
七
九
、
畜
産
門
、
殺
畜
産)

諸
そ
官
私
の
馬
牛
を
盗
殺
し

(

�)

た
れ
ば
、
流
参
阡
里
。
参
頭
匹
の
者
は
、
赦
に
会
ふ
と
雖
も
、
鄰
州
に
配
す
﹇
累
し
て
及
び
た
る

者
は
、
赦
の
前
後
を
以
て
せ
ず
、
此
に
准
ず]
。
駝
騾
驢
は
徒
貳
年
。
盗
情
を
知
り
て
買
ひ
殺
し
た
る
者
は
、
各
�
己
の
畜
を

殺
し
た
る
の
法
に
依
る
。

は
、
他
人
の
馬
牛
を
盗
ん
で
殺
し
た
者
は
流
三
千
里
と
し
、
三
頭
以
上
の
場
合
に
は
配
鄰
州
を
併
科
す
る
こ
と
な
ど
を
規
定
す
る
。

慶
元
賊
盗
勅
④
は
賊
盗
律
三
二
条

諸
そ
官
私
の
馬
牛
を
盗
み
て
殺
し
た
る
者
は
徒
二
年
半
。

の
全
面
的
な
修
改
規
定
と
み
ら
れ
る
が
、
賊
盗
律
三
二
条
に
は
駱
駝
・
騾
馬
・
驢
馬
の
盗
殺
に
関
す
る
規
定
が
な
い
。
ま
た
、
犬
の

盗
殺
に
関
す
る
慶
元
賊
盗
勅
⑤

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
九
、
畜
産
門
、
殺
畜
産)
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諸
そ
犬
を
盗
殺
し
た
る
者
は
杖
捌
拾
。

に
は
対
応
す
る
律
条
が
な
い
。
し
か
し

『

宋
刑
統』

巻
一
九
、
賊
盗
律
、
盗
官
私
馬
牛
殺
﹇
割
牛
鼻
斫
牛
�
﹈
で
賊
盗
律
三
二
条
に

附
載
さ
れ
る
建
隆
四
年

(

九
六
三)

起
請

臣
等
参
詳
す
ら
く
。
今
後
応
有
そ
官
私
の
馬
牛
及
び
雑
畜
を
盗
み
て
之
を
殺
し
、
或
は
讎
嫌
憎
嫉
に
因
り
て
潜
か
に
屠
殺
を
行

ひ
た
る
者
は
、
請
ふ
ら
く
は
並
び
に
盗
殺
と
為
さ
ん
こ
と
を
。
如
し
馬
牛
を
盗
殺
し
た
れ
ば
、
頭
首
は
処
死
、
従
た
る
者
は
一

等
を
減
ず
。
駝
騾
驢
を
盗
殺
し
た
る
者
は
、
生
時
の
価
を
計
り
て
、
贓
銭
を
估
し
て
罪
を
定
め
、
各
�
近
勅
に
准
じ
て
処
分
す
。

罪
、
死
に
至
ら
ざ
る
者
は
、
凡
盗
に
二
等
を
加
へ
、
加
へ
て
死
に
至
ら
ず
。
犬
を
盗
殺
し
た
る
者
は
、
臀
杖
十
七
を
決
し
て
放

つ
。
如
し
牛
鼻
を
盗
割
し
、
牛
�
を
盗
斫
す
る
こ
と
あ
り
た
る
者
は
、
首
は
処
死
、
従
は
一
等
を
減
ず
。
瘡
合
え
て
用
う
べ
き

者
は
、
並
び
に
一
等
を
減
ず
。
如
し
盗
割
・
盗
斫
し
て
三
頭
に
至
り
た
る
者
は
、
瘡
合
え
て
用
う
べ
き
と
雖
も
、
頭
首
は
死
を

減
ず
る
の
限
に
在
ら
ず
。

は
駱
駝
・
騾
馬
・
驢
馬
お
よ
び
犬
の
盗
殺
に
関
す
る
規
定
を
含
む
。
慶
元
賊
盗
勅
④
・
慶
元
賊
盗
勅
⑤
と
賊
盗
律
三
二
条
と
は
、
建

隆
四
年
起
請
を
介
し
た
対
応
関
係
に
あ
る
。

慶
元
断
獄
勅
②

(
(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
検
断)

諸
そ
罪
を
犯
し
て
未
だ
発
せ
ず
、
及
び
已
に
発
し
て
未
だ
論
決
せ
ず
し
て
、
法
を
改
め
た
る
者
は
、
法
重
け
れ
ば
、
犯
時
に
依

る
を
聴
す
。
法
軽
け
れ
ば
、
軽
法
に
従
ふ
。
即
し
応
そ
事
、
已
に
旧
法
を
用
ゐ
て
理
断
し
た
る
者
は
、
新
法
を
用
ゐ
て
追
改
す

る
を
得
ず
。

は
、
行
為
時
法
と
裁
判
時
法
の
牴
触
に
つ
い
て
、
重
法
の
不
遡
及
と
軽
法
の
遡
及
を
定
め
る
。
慶
元
断
獄
勅
②
に
対
応
す
る
規
定
は
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令
条
に
存
す
る
。
唐
令
で
は
獄
官
令
復
旧
二
二
条

(

�)

諸
そ
罪
を
犯
し
て
未
だ
発
せ
ず
、
及
び
已
に
発
し
て
未
だ
断
決
せ
ず
、
格
の
改
む
る
に
逢
ひ
た
る
者
は
、
若
し
格
重
け
れ
ば
、

犯
時
の
格
に
依
る
を
聴
す
。
若
し
格
軽
け
れ
ば
、
軽
法
に
従
ふ
を
聴
す
。

に
、
天
聖
令
で
は
獄
官
令
宋
二
八
条

(

�)

諸
そ
罪
を
犯
し
て
未
だ
発
せ
ず
、
及
び
已
に
発
し
て
未
だ
断
決
せ
ず
、
格
の
改
む
る
に
逢
ひ
た
る
者
は
、
若
し
格
重
け
れ
ば
、

犯
時
に
依
る
を
聴
す
。
格
軽
き
者
は
、
軽
法
に
従
ふ
を
聴
す
。

に
あ
た
る
。
戴
建
国
氏
は
天
聖
獄
官
令
宋
二
八
条
を
「
も
し
犯
罪
行
為
が
す
で
に
露
見
し
、
刑
罰
が
ま
だ
執
行
さ
れ
な
い
う
ち
に
、

た
ま
た
ま
新
法
が
公
布
さ
れ
て
、
新
旧
の
法
の
条
項
の
軽
重
が
異
な
る
と
き
に
は
、
軽
き
に
従
っ
て
重
き
に
は
従
わ
な
い
と
い
う
原

則
を
と
る
」

(

�)

こ
と
を
示
す
法
条
と
し
、
慶
元
断
獄
勅
②
を
「
も
し
新
法
が
重
け
れ
ば
、
軽
き
に
就
く
と
い
う
原
則
に
よ
っ
て
、
旧
法

に
従
い
、
新
法
は
既
往
に
遡
及
す
る
効
力
を
も
た
な
い
。
も
し
新
法
が
軽
け
れ
ば
、
新
法
に
従
う
の
で
あ
る
か
ら
、
新
法
は
既
往
に

遡
及
す
る
効
力
を
も
つ
」

(

�)

と
い
う
原
則
を
踏
襲
す
る
勅
条
と
し
て
示
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
単
純
に
「
勅
と
令
が
入
れ
替
わ
る
例
」

(

�)

と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。『

宋
刑
統』

巻
三
〇
、
断
獄
律
、
断
罪
引
律
令
格
式
﹇
応
言
上
待
報
﹈
で
断
獄
律
一
八
条
に
、
唐

獄
官
令
復
旧
二
二
条
と
長
慶
三
年

(

八
二
三)

一
二
月
二
三
日
勅
節
文

唐
長
慶
三
年
十
二
月
二
十
三
日
勅
節
文
に
准
ず
る
に
。
御
史
台
奏
す
ら
く
「
伏
し
て
縁
ず
る
に
、
後
勅
は
合
に
前
格
を
破
る
べ

し
。
今
よ
り
以
後
、
両
司
、
文
法
を
検
詳
す
る
に
、
一
切
、
最
向
の
後
勅
を
取
り
て
定
め
を
為
さ
ん
こ
と
を
」
と
。
勅
旨
す
ら

く
「
宜
し
く
依
る
べ
し
」
と
。

が
と
も
に
附
載
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
慶
元
断
獄
勅
②
と
唐
獄
官
令
復
旧
二
二
条
と
の
間
の
対
応
関
係
も

『

宋
刑
統』

を
介
し
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た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

慶
元
雑
勅
⑳

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
出
挙
債
負)

諸
そ
財
物
を
以
て
出
挙
し
て
、
利
を
回
し
て
本
と
為
し
た
る
者
は
、
杖
陸
拾
。
威
勢
を
以
て
殴
縛
し
て
取
索
し
た
れ
ば
、
故

殴
の

(

�)
罪
に
参
等
を
加
ふ
。

は
利
息
附
消
費
貸
借
の
利
息
の
元
本
組
み
入
れ
の
処
罰
規
定
で
あ
る
。

(

�)

慶
元
雑
勅
⑳
に
対
応
す
る
規
定
も
令
条
に
存
す
る
。
唐
令
で

は
雑
令
復
旧
一
七
条

(
�)

諸
そ
公
私
、
財
物
を
以
て
出
挙
し
た
る
者
は
、
私
契
に
依
る
に
任
せ
、
官
は
理
を
為
さ
ず
。
月
ご
と
に
利
を
取
る
に
、
六
分
を

過
ぐ
る
を
得
ず
。
日
を
積
む
こ
と
多
し
と
雖
も
、
一
倍
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
若
し
官
物
及
び
公
廨
、
本
利
停
め
訖
る
に
、
計
へ

て
五
十
日
を
過
ぐ
る
ご
と
に
送
り
尽
さ
ざ
る
者
は
、
餘
本
は
利
を
生
ず
る
こ
と
初
め
の
如
き
も
、
更
に
一
倍
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。

家
資
の
尽
き
た
る
者
は
、
身
を
役
し
て
折
酬
す
。
役
は
通
じ
て
戸
内
の
男
口
を
取
る
も
、
又
た
利
を
廻
し
て
本
と
為
す
を
得
ず

﹇
其
れ
財
物
を
放
じ
て
粟
麦
と
為
し
た
る
者
も
、
亦
た
利
を
廻
し
て
本
と
為
し
、
及
び
一
倍
を
過
ぐ
る
を
得
ず]

。
若
し
法
に

違
ひ
て
利
を
積
み
、
契
外
に
掣
奪
し
、
及
び
出
息
の
債
に
非
ざ
る
者
は
、
官
は
理
を
為
す
。
質
を
収
め
た
る
者
は
、
物
主
に
対

す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
輒
く
売
る
を
得
ず
。
若
し
利
を
計
り
本
を
過
ぎ
て
贖
は
ざ
れ
ば
、
市
司
に
告
し
て
対
売
す
る
を
聴
し
、
剰

あ
れ
ば
之
を
還
す
。
如
し
債
を
負
ひ
た
る
者
、
逃
げ
た
れ
ば
、
保
人
、
代
償
す
。

お
よ
び
雑
令
復
旧
一
八
条

(

�)

諸
そ
粟
麦
を
以
て
出
挙
し
、
還
す
に
粟
麦
と
為
し
た
る
者
は
、
私
契
に
依
る
に
任
せ
、
官
は
理
を
為
さ
ず
。
仍
ほ
一
年
を
以
て

断
を
為
す
。
旧
本
に
因
り
て
、
更
に
利
を
生
ぜ
し
む
る
を
得
ず
。
又
た
利
を
廻
し
て
本
と
為
す
を
得
ず
。
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に
対
応
し
、
天
聖
令
で
は
雑
令
宋
二
四
条

(

�)

諸
そ
財
物
を
以
て
出
挙
し
た
る
者
は
、
私
契
に
依
る
に
任
せ
、
官
は
理
を
為
さ
ず
。
月
ご
と
に
利
を
取
る
に
、
六
分
を
過
ぐ
る

を
得
ず
。
日
を
積
む
こ
と
多
し
と
雖
も
、
一
倍
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
亦
た
利
を
迴
し
て
本
と
為
す
を
得
ず
﹇
其
の
物
を
放
ず
る

者
は
此
に
準
ず]

。
若
し
法
に
違
ひ
て
利
を
責
め
、
契
外
に
掣
奪
し
、
及
び
出
息
の
債
に
非
ざ
る
者
は
、
官
は
理
断
を
為
す
。

質
を
収
め
た
る
者
は
、
若
し
利
を
計
り
本
を
過
ぎ
て
贖
は
ざ
れ
ば
、
私
納
に
従
ふ
を
聴
す
。
如
し
債
を
負
ひ
た
る
者
、
逃
げ
た

れ
ば
、
保
人
、
代
償
す
。

お
よ
び
雑
令
宋
二
五
条

(

�)

諸
そ
粟
麦
を
以
て
出
挙
し
、
還
す
に
粟
麦
と
為
し
た
る
者
は
、
私
契
に
依
る
に
任
せ
、
官
は
理
を
為
さ
ず
。
仍
ほ
一
年
を
以
て

断
を
為
す
。
旧
本
に
因
り
て
、
利
を
生
ず
る
を
得
ず
。
又
た
利
を
迴
し
て
本
と
為
す
を
得
ず
。

に
対
応
す
る
。
こ
れ
ら
の
雑
令
は
慶
元
関
市
令
①

(

第
三
章
第
三
節
所
掲)

お
よ
び
慶
元
関
市
令
②

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、

雑
門
、
出
挙
債
負)

諸
そ
財
物
を
以
て
出
挙
し
た
る
者
は
、
月
ご
と
に
利
を
取
る
に
、
肆
釐
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
日
を
積
む
こ
と
多
し
と
雖
も
、
壹

倍
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
即
し
元
と
米
穀
を
借
り
た
る
者
は
、
止
だ
本
色
を
還
し
、
歳
ご
と
に
利
を
取
る
も
、
伍
分
を
過
ぐ
る
を

得
ず
﹇
斗
ご
と
に
伍
升
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
る
の
類
を
謂
ふ]
、
仍
ほ
価
銭
に
准
折
す
る
を
得
ず
。

と
の
間
に
も
対
応
関
係
が
存
す
る
。
青
木
敦
氏
は
、
唐
雑
令
復
旧
一
七
条
と
天
聖
雑
令
宋
二
四
条
で
は
同
一
条
文
を
構
成
し
て
い
た

も
の
が
「『

慶
元
条
法
事
類』

に
お
い
て
「
積
日
雖
多
、
不
得
過
一
倍
」
部
分
は
関
市
令
に
、「
不
得
回
利
為
本
」
部
分
は
雑
勅
に
分

か
れ
て
し
ま
っ
た
」

(

�)

と
す
る
。
こ
れ
は
元
豊
以
後
の
勅
令
格
式
へ
の
編
成
替
え
に
あ
た
っ
て
天
聖
令
が
再
編
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し『

宋
刑
統』

巻
二
六
、
雑
律
、
受
寄
財
物
輒
費
用
﹇
公
私
債
負
官
吏
放
債
﹈
で
雑
律
一
一
条
に
は
、
唐
雑
令
復
旧
一
七
条
・

唐
雑
令
復
旧
一
八
条
だ
け
で
な
く
、
利
息
の
元
本
組
み
入
れ
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
る
開
成
二
年

(

八
三
七)

八
月
二
日
勅
節
文

唐
開
成
二
年
八
月
二
日
勅
節
文
に
准
ず
る
に
。
今
後
、
応
有
そ
挙
放
し
、
又
た
産
業
等
の
上
契
を
将
て
銭
を
取
り
た
れ
ば
、
並

び
に
勒
し
て
官
の
法
に
依
ら
し
め
、
五
分
以
上
に
利
を
生
ず
る
を
得
ず
。
如
し
未
だ
計
会
を
辯
ぜ
ざ
れ
ば
、
其
の
利
は
一
倍
に

止
む
。
虚
り
て
倍
契
を
立
て
、
及
び
計
会
し
て
未
だ
足
ら
ざ
る
に
、
抑
令
し
て
契
を
翻
し
、
利
を
迴
し
て
本
と
為
さ
し
む
る
を

得
ず
。
如
し
違
越
あ
り
た
れ
ば
、
一
に
銭
を
取
る
の
人
に
府
県
を
経
て
陳
論
す
る
に
任
す
。
追
勘
し
て
実
を
得
た
れ
ば
、
其
の

銭
を
放
じ
た
る
人
は
、
請
ふ
ら
く
は
脊
杖
二
十
を
決
し
、
枷
項
し
て
令
衆
す
る
こ
と
一
月
日
た
ら
ん
こ
と
を
。
如
し
諸
軍
・
諸

使
に
属
す
る
も
、
亦
た
百
姓
の
例
に
准
じ
て
科
処
す
。

も
附
載
さ
れ
る
。
開
成
二
年
勅
節
文
は
唐
雑
令
復
旧
一
七
条
・
唐
雑
令
復
旧
一
八
条
を
修
改
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
豊
以
後
の
勅
令

格
式
の
編
纂
を
経
て
、
唐
雑
令
復
旧
一
七
条
・
唐
雑
令
復
旧
一
八
条
の
う
ち
、
開
成
二
年
勅
節
文
に
該
当
す
る
部
分
は
慶
元
雑
勅
⑳

に
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
慶
元
関
市
令
①
・
慶
元
関
市
令
②
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

梅
原
郁
氏
は
、
慶
元
名
例
勅
⑬

(『

慶
元
条
法
事
類』
巻
七
六
、
当
贖
門
、
総
法)

諸
そ
爵
及
び
勲
官
は
、
議
請
減
贖
当
免
の
例
に
在
ら
ず
。

と

『

宋
刑
統』

巻
二
、
名
例
律
、
以
官
当
徒
除
名
免
官
免
所
居
官
で
名
例
律
一
七
条
に
附
載
さ
れ
る
唐
格

格
に
准
ず
る
に
。
勲
官
、
散
試
官
は
、
罪
を
贖
す
る
を
許
さ
ず
。

と
の
間
の
対
応
関
係
を
示
す
。

(

�)

宋
勅
に
よ
る
唐
律
の
継
承
は

『

宋
刑
統』
を
介
し
て
な
さ
れ
、
律
条
だ
け
で
な
く

『

宋
刑
統』

に
附

載
さ
れ
る
令
、
格
、
制
勅
や
起
請
も
継
承
の
対
象
と
さ
れ
た
。
韓
�『

安
陽
集』
巻
二
七
、
表
状
、
進
嘉
祐
編
勅
表
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刑
統
の
附
す
る
所
の
諸
勅
及
び
参
詳
の
条
件
、
凡
そ
一
百
三
十
四
道
。
事
雑
に
し
て
、
前
朝
率
多
ね
衝
改
せ
り
。
審
核
の
際
、

典
者
の
労
と
為
る
。
今
、
其
の
見
今
に
行
ふ
べ
き
者
を
取
り
、
已
に
逐
門
に
入
れ
て
収
載
せ
る
の
外
、
其
れ
刑
統
の
内
の
諸
勅

并
び
に
参
詳
の
条
件
は
、
伏
し
て
請
ふ
ら
く
は
、
更
に
行
用
せ
ざ
る
こ
と
を
。

は
、『

嘉
祐
編
勅』

が

『

宋
刑
統』

に
附
載
さ
れ
る
制
勅
や
起
請
か
ら
有
用
な
も
の
を
吸
収
し
、
無
用
の
も
の
を
廃
棄
し
た
こ
と
を

示
す
。

(

�)
『

宋
刑
統』
に
附
載
さ
れ
る
制
勅
や
起
請
は

『

嘉
祐
編
勅』

を
経
て
元
豊
年
間
以
降
の
勅
条
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

唐
名
例
律
と
慶
元
名
例
勅
の
比
較
検
討
を
目
的
と
す
る
魏
殿
金
氏
の
「
�名
例
�
篇
律
勅
合
編
」

(

�)

が
、『

宋
刑
統』

巻
一
―
六
、
名
例

律
が
収
載
す
る
律
令
格
式
・
制
勅
・
起
請
と
、
こ
れ
に
関
係
す
る

『

慶
元
条
法
事
類』

所
載
の
勅
令
格
式
を
対
照
列
挙
し
て
按
語
を

加
え
る
に
あ
た
り
、「
�名
例
勅
�
お
よ
び
関
係
す
る
令
・
格
・
式
の
条
目
を
門
別
に
分
類
し
て
、《
宋
刑
統
・
名
例
律
》
の
条
目
あ

る
い
は
門
目
の
も
と
に
附
し
た
。
…
…
我
々
は
《
宋
刑
統
》
の
律
文
を
収
録
す
る
と
と
も
に
、《
宋
刑
統
》
に
も
と
も
と
編
入
さ
れ

て
い
た
令
・
格
・
式
・
勅
条

(

条
目
の
前
に
�
准
	
字
を
標
示
す
る)

お
よ
び
参
詳
起
請
条
を
あ
わ
せ
て
収
録
し
た
」

(


)

の
は
、
そ
の

こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

元
豊
年
間
以
降
の
勅
は
、
基
本
法
典
た
る
律
を
修
改
す
る
副
次
法
典
と
し
て
、
律
と
整
合
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
構
築

さ
れ
た
刑
罰
法
典
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
検
討
し
た
勅
条
は
、
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

所
載
の
勅
条
の
ご
く
一
部

に
す
ぎ
な
い
。
現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

が
残
缺
本
で
あ
る
以
上
、
慶
元
勅
の
す
べ
て
の
勅
条
を
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
し
、
篇
目
ご
と
の
排
列
順
の
推
測
も
容
易
で
は
な
い
。
唐
律
か
ら

『

宋
刑
統』
を
経
て
南
宋
の
勅
に
至
る
刑
罰
法
の
領
域
に
属
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す
る
法
条
を
時
系
列
的
に
検
討
す
る
に
は
、
青
木
敦
氏
に
よ
る
宋
代
の
判
語
史
料
が
収
載
す
る
法
条
の
収
集
と
分
析
に

(

�)

匹
敵
す
る
作

業
を

『

慶
元
条
法
事
類』

以
外
の
史
料
に
つ
い
て
も
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
薛
允
升
の

『

唐
明
律
合
編』

、
魏
殿
金
氏
の
「
�名

例
�
篇
律
勅
合
編
」
に
倣
っ
て
律
条
と
勅
条
の
対
応
関
係
を
示
す

『

宋
律
勅
合
編』

へ
と
至
る
道
程
は
遠
い
。

[

凡
例
〕

一

引
用
文
中
の
﹇

﹈
内
お
よ
び

(
)

内
は
原
註
、〔

〕
内
は
筆
者
註
を
示
す
。

二

『

慶
元
条
法
事
類』
は
古
典
研
究
会
影
印
本

(『

静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
慶
元
条
法
事
類』

古
典
研
究
会
、
一
九
六
八)

に
よ
る
。
た
だ
し

数
字
は
原
則
と
し
て
大
字
に
統
一
す
る
。

(

�)

慶
元
勅
令
の
条
文
番
号

(

①
②
等)

は
本
稿
で
の
掲
出
順
に
従
っ
て
附
し
た
仮
の
番
号
で
あ

る
。

三

律
条
と
律
疏
は
中
華
書
局
点
校
本
『
宋
刑
統』

(

呉
翊
如
点
校

『

宋
刑
統』

中
華
書
局
、
一
九
八
四)

に
よ
る
。
た
だ
し
闕
失
部
分
は

『

訳
註
三』

に
よ
る
。
句
読
は
適
宜
改
め
る
。

四

唐
令
復
原
条
文
は
、『

拾
遺』
『

拾
遺
補』
に
よ
る
も
の
は
「
○
○
令
復
旧
×
×
条｣

、『

校
証』

下
冊
の
唐
令
復
原
研
究
に
よ
る
も
の
は

「
○
○
令
復
原
×
×
条
」
と
し
て
示
す
。

[

文
献
〕

『

拾
遺』

＝
仁
井
田
陞

『

唐
令
拾
遺』

東
方
文
化
学
院
、
一
九
三
三

(
復
刻
版
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
に
よ
る)

『

拾
遺
補』

＝
仁
井
田
陞
／
池
田
温
編
集
代
表

『

唐
令
拾
遺
補

附
唐
日
両
令
対
照
一
覧

』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七

『

訳
註
一』

＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
一
首
巻』

東
京
堂
出
版
、
一
九
七
八

『

訳
註
三』

＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
三
律
本
文
篇
下
巻』

東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五

『

訳
註
五』

＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
五
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一』

東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九
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『

訳
註
六』

＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
六
唐
律
疏
議
訳
註
篇
二』

東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四

『
校
証』

＝
天
一
閣
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
天
聖
令
整
理
課
題
組
校
証

『

天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
証

附
唐
令
復
原

研
究

』

中
華
書
局
、
二
〇
〇
六

青
木

『
民
事
法』

＝
青
木
敦

『

宋
代
民
事
法
の
世
界』

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四

梅
原

『

司
法
制
度』

＝
梅
原
郁

『

宋
代
司
法
制
度
研
究』

創
文
社
、
二
〇
〇
六

滋
賀
編

『

基
本
資
料』

＝
滋
賀
秀
三
編

『

中
国
法
制
史

基
本
資
料
の
研
究

』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三

仁
井
田

『

研
究』
Ⅳ
＝
仁
井
田
陞

『

中
国
法
制
史
研
究
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四

(

補
訂
版
、
一
九
八
〇

に
よ
る)

戴

『

叢
稿』

＝
戴
建
国

『

宋
代
法
制
研
究
叢
稿』

中
西
書
局
、
二
〇
一
九

郭

『

法
律
与
社
会』

＝
郭
東
旭

『
宋
代
法
律
与
社
会』

人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
八

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈｢

宋
代
判
語
所
引
法
の
世
界
」『

東
洋
史
研
究』

七
〇
巻
三
号

(｢

宋
代
法
令
拾
遺
試
論
一

南
宋
判
語
所
見
条
文

」
青
木

『

民
事
法』

に
よ
る)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
四
﹈｢

地
方
に
お
け
る
法
の
蓄
積
と
そ
の
法
典
化

五
代
〜
宋
の
特
別
法
を
め
ぐ
っ
て

」
山
本
英
史
編

『

中
国
近

世
の
規
範
と
秩
序』

東
洋
文
庫

(｢

宋
代
法
令
拾
遺
試
論
二

特
定
地
方
の
法

」
青
木

『

民
事
法』

に
よ
る)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
九
﹈｢

宋
代
法
制
史
料
」
山
本
英
史
編

『
中
国
近
世
法
制
史
料
読
解
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク』

東
洋
文
庫

浅
井
虎
夫
﹇
一
九
一
一
﹈『

支
那
ニ
於
ケ
ル
法
典
編
纂
ノ
沿
革』
京
都
法
学
会

(

影
印
版
、
律
令
研
究
会
、
一
九
七
七
に
よ
る)

池
田
温
﹇
一
九
九
三
﹈｢

唐
令
」
滋
賀
編

『

基
本
資
料』

伊
藤
東
涯
﹇
一
七
九
七
﹈『

制
度
通』

(

吉
川
幸
次
郎
校
訂
、
岩
波
書
店
、
上
巻
一
九
四
四
、
下
巻
一
九
四
八
に
よ
る)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈｢

唐
宋
時
代
の
法
典
編
纂

律
令
格
式
と
勅
令
格
式

」
梅
原
郁
編

『

中
国
近
世
の
法
制
と
社
会』

京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所

(

梅
原

『

司
法
制
度』

に
よ
る)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
五
﹈｢

刑
は
大
夫
に
上
ら
ず

宋
代
の
官
員
処
罰

」『

東
方
学
報』

京
都
六
七
冊

(｢

宋
代
官
員
の
処
罰

刑
は
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大
夫
に
上
ら
ず

」
梅
原

『

司
法
制
度』

に
よ
る)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
六
﹈｢

宋
代
の
贖
銅

官
員
懲
戒
の
ひ
と
こ
ま

」
梅
原
郁
編

『

前
近
代
中
国
の
刑
罰』

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
(｢

宋
代
の
贖
銅
と
罰
銅

官
員
懲
戒
の
ひ
と
こ
ま

」
梅
原

『

司
法
制
度』

に
よ
る)

梅
原
郁
﹇
二
〇
〇
三
﹈｢

公
罪
・
私
罪
の
一
考
察

宋
代
の
事
例
を
中
心
と
し
て

｣
『

就
実
大
学
史
学
論
集』

一
八
号

(

梅
原

『

司
法

制
度』
に
よ
る)

川
村
康
﹇
一
九
九
〇
﹈｢

宋
代
折
杖
法
初
考
」『

早
稲
田
法
学』

六
五
巻
四
号

川
村
康
﹇
一
九
九
二
ａ
﹈｢

唐
五
代
杖
殺
考
」『

東
洋
文
化
研
究
所
紀
要』

一
一
七
冊

川
村
康
﹇
一
九
九
二
ｂ
﹈｢
建
中
三
年
重
杖
処
死
法
考
」
池
田
温
編

『

中
国
礼
法
と
日
本
律
令
制』

東
方
書
店

川
村
康
﹇
一
九
九
二
ｃ
﹈｢
政
和
八
年
折
杖
法
考
」
杉
山
晴
康
編

『

裁
判
と
法
の
歴
史
的
展
開』

敬
文
堂

川
村
康
﹇
一
九
九
三
ａ
﹈｢

慶
元
条
法
事
類
と
宋
代
の
法
典
」
滋
賀
編

『

基
本
資
料』

川
村
康
﹇
一
九
九
三
ｂ
﹈｢

宋
代
杖
殺
考
」『

東
洋
文
化
研
究
所
紀
要』

一
二
〇
冊

川
村
康
﹇
一
九
九
七
﹈｢

宋
代
主
刑
考
」『
法
と
政
治』

四
八
巻
一
号

川
村
康
﹇
二
〇
〇
二
﹈｢

宋
代
用
律
考
」
池
田
温
編

『

日
中
律
令
制
の
諸
相』

東
方
書
店

川
村
康
﹇
二
〇
一
一
﹈｢

宋
令
変
容
考
」『

法
と
政
治』
六
二
巻
一
号
下
冊

川
村
康
﹇
二
〇
一
三
﹈｢

中
国
律
令
法
の
変
容
」『

歴
史
評
論』

七
五
九
号

川
村
康
﹇
二
〇
一
九
﹈｢

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
」『
法
と
政
治』

七
〇
巻
一
号

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈｢

法
典
編
纂
の
歴
史
」『

中
国
法
制
史
論
集

法
典
と
刑
罰

』

創
文
社

曾
我
部
静
雄
﹇
一
九
六
五
﹈｢

宋
代
の
法
典
類
」『

東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報』

一
五
号

(｢

律
令
格
式
か
ら
勅
令
格
式
へ
」『

中
国
律
令
史

の
研
究』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
に
よ
る)

仁
井
田
陞
﹇
一
九
三
六
﹈｢

敦
煌
発
見
唐
水
部
式
の
研
究
」
服
部
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編

『

服
部
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文

集』

冨
山
房

(

仁
井
田

『

研
究』

Ⅳ
に
よ
る)
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仁
井
田
陞
﹇
一
九
五
二
﹈『

中
国
法
制
史』

岩
波
書
店

(

増
訂
版
、
一
九
六
三
に
よ
る)

仁
井
田
陞
﹇
一
九
六
四
﹈｢

永
楽
大
典
本
「
慶
元
条
法
事
類
」
に
つ
い
て
」
仁
井
田

『

研
究』

Ⅳ

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
﹇
一
九
三
一
﹈｢

故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考

(

上)
(

下)｣
『

東
方
学
報』

東
京
一
冊
・
二
冊

(『

訳
註
一』

に
よ
る)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈｢

慶
元
条
法
事
類
の
道
釈
門

宋
代
宗
教
法
制
の
一
資
料

(

上)
(

中)｣
『

宗
教
研
究』

新
九
巻
二
号
・
四
号

(｢｢

慶
元
条
法
事
類
」
の
道
釈
門

宋
代
宗
教
法
制
の
一
資
料

」『

中
国
社
会
史
の
諸
問
題
牧
野
巽
著
作
集
第
六
巻』

御
茶
の
水

書
房
、
一
九
八
五
に
よ
る)

宮
崎
市
定
﹇
一
九
五
四
﹈｢

宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構

元
典
章
成
立
の
時
代
的
・
社
会
的
背
景

」『

東
方
学
報』

京
都
二
四
冊

(『

宮
崎
市
定
全
集
一
一
宋
元』

岩
波
書
店
、
一
九
九
二
に
よ
る)

八
重
津
洋
平
﹇
一
九
九
三
﹈｢
故
唐
律
疏
議
」
滋
賀
編

『

基
本
資
料』

戴
建
国
﹇
一
九
九
二
﹈｢

�宋
刑
統
�
制
定
後
的
変
化

兼
論
北
宋
中
期
以
後
《
宋
刑
統
》
的
法
律
地
位

」『

上
海
師
範
大
学
学
報』

哲
学
社
会
科
学
版
一
九
九
二
年
四
期
(
戴

『

叢
稿』

に
よ
る)

戴
建
国
﹇
一
九
九
七
﹈｢

宋
代
編
勅
初
探
」『
文
史』

四
二
輯

(

戴

『

叢
稿』

に
よ
る)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
三
﹈｢

�慶
元
条
法
事
類
�
考
略｣

『

文
史』

六
五
輯

(

戴

『

叢
稿』

に
よ
る)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈『

宋
代
刑
法
史
研
究』

上
海
人
民
出
版
社

戴
建
国
点
校
﹇
二
〇
〇
二
﹈『

慶
元
条
法
事
類』

楊
一
凡
・
田
濤
主
編

『

中
国
珍
稀
法
律
典
籍
続
編』

第
一
冊
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社

戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈『

南
宋
法
制
史』

人
民
出
版
社

胡
興
東
﹇
二
〇
一
八
﹈『

宋
朝
立
法
通
考』

中
国
社
会
科
学
出
版
社

黄
正
健
﹇
二
〇
〇
六
﹈｢

天
聖
雑
令
復
原
唐
令
研
究
」『

校
証』

下
冊

江
必
新
・
莫
家
斉
﹇
一
九
八
五
﹈｢

�以
勅
代
律
�
説
質
疑
」『

法
学
研
究』
一
九
八
五
年
三
期

孔
学
﹇
二
〇
〇
〇
﹈｢

�慶
元
条
法
事
類
�
研
究｣

『

史
学
月
刊』

二
〇
〇
〇
年
二
期

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈｢

論
宋
代
律
勅
関
係
」『

河
南
大
学
学
報』

社
会
科
学
版
四
一
巻
三
期
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郭
東
旭
﹇
一
九
九
一
﹈｢

論
宋
代
法
律
中
�
例
�
的
発
展
」『

史
学
月
刊』

一
九
九
一
年
三
期

(｢

�例
�
在
宋
代
的
重
大
発
展
」
郭

『

法
律
与

社
会』

に
よ
る)

郭
東
旭
﹇
二
〇
〇
〇
﹈『

宋
代
法
制
研
究』

河
北
大
学
出
版
社

郭
東
旭
﹇
二
〇
〇
四
﹈｢

宋
朝
的
物
価
変
動
与
計
贓
論
罪
」『

中
国
経
済
史
研
究』

二
〇
〇
四
年
一
期

(｢

物
価
変
動
対
計
贓
標
准
的
影
響
」

郭

『

法
律
与
社
会』

に
よ
る)

雷
聞
﹇
二
〇
〇
六
﹈｢

唐
開
元
獄
官
令
復
原
研
究
」『

校
証』

下
冊

李
錦
繍
﹇
二
〇
〇
六
ａ
﹈｢

唐
賦
役
令
復
原
研
究
」『

校
証』

下
冊

李
錦
繍
﹇
二
〇
〇
六
ｂ
﹈｢
唐
倉
庫
令
復
原
研
究
」『

校
証』

下
冊

呂
志
興
﹇
二
〇
〇
九
﹈『

宋
代
法
律
体
系
与
中
華
法
系』

四
川
大
学
出
版
社

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈｢

律
・
勅
兼
行

宋
代
刑
法
体
系
簡
論

」『

斉
魯
学
刊』

二
〇
〇
〇
年
三
期

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈『

宋
代
刑
罰
制
度
研
究』

斉
魯
書
社

呉
麗
娯
﹇
二
〇
〇
六
﹈｢

唐
喪
葬
令
復
原
研
究
」『

校
証』

下
冊

徐
道
鄰
﹇
一
九
七
四
﹈｢

宋
朝
的
刑
書
」『

東
方
雑
誌』

復
刊
七
巻
八
期

(『

中
国
法
制
史
論
集』

志
文
出
版
社
、
一
九
七
五
に
よ
る)

薛
梅
卿
・
趙
暁
耕
主
編
﹇
二
〇
〇
二
﹈『

両
宋
法
制
通
論』

法
律
出
版
社

臧
傑
斌

[

一
九
九
四]
｢

�慶
元
条
法
事
類
�
文
献
考
略｣
�法
律
史
研
究
�
編
委
会
・
�中
日
文
化
交
流
叢
書
�
編
委
会
合
編

『

中
外
法
律
史

新
探』

科
学
出
版
社

[

注]

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
六
―
二
三
頁
を
参
照
。
青
木
敦
氏
は
、
滋
賀
秀
三
氏
の
基
本
法
典
・
副
次
法
典
・
単
行
指
令
と
い
う
三

階
層
分
類
の
限
界
性
を
指
摘
し
て
「
宋
代
特
殊
的
で
は
あ
る
が
、「
勅
の
法
領
域
」｢

令
の
法
領
域
」
と
い
う
近
年
の
川
村
の
分
類
が
、
も
っ

と
も
妥
当
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」(

青
木
敦
﹇
二
〇
一
四
﹈
二
〇
八
頁)
と
す
る
。
し
か
し
、
旧
稿
に
お
い
て
は
「
律
の
法
領
域
」
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｢

令
の
法
領
域
」
と
い
う
語
は
用
い
た
も
の
の
、「
勅
の
法
領
域
」
と
い
う
語
は
用
い
て
い
な
い
。
ま
た
、「
律
の
法
領
域
」
は
刑
罰
法
の

領
域
に
つ
い
て
の
、「
令
の
法
領
域
」
は
非
刑
罰
法
の
領
域
に
つ
い
て
の
仮
称
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
り
、
滋
賀
氏
の
三
階
層
分
類
に
対

抗
す
る
概
念
と
し
て
用
い
た
の
で
は
な
い

(

川
村
康
﹇
二
〇
一
一
﹈
二
―
三
、
一
八
頁
を
参
照)

。

(

�)
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
四
―
一
五
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
氏
は
「
宋
代
に
は
史
書
に
「
一
司
一
路
一
州
一
県
勅
」
と
総
称
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
適
用
範
囲
を
特
定
の
地
域
も
し
く
は

特
定
の
官
庁
の
所
管
だ
け
に
限
ら
れ
た
法
令
と
そ
の
集
成
、
お
よ
び
特
定
の
要
務
に
つ
い
て
の
詳
細
な
規
定
を
別
途
に
編
成
し
た
個
別
法

令
集
が
無
数
に
作
ら
れ
て
い
た
…
…
。
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
こ
れ
を
一
応
、
特
別
法
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
一
般
法
を
当

時
の
言
葉
で
は
「
海
行
」
法
と
呼
ん
で
い
た
」(

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
〇
九
頁)

と
す
る
。

(

�)

唐
宋
間
の
法
典
編
纂
に
つ
い
て
は
、
浅
井
虎
夫
﹇
一
九
一
一
﹈
一
三
八
―
二
八
六
頁
、
曾
我
部
静
雄
﹇
一
九
六
五]

、
梅
原
郁
﹇
一

九
九
三]

、
滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
七
二
―
一
五
二
頁
な
ど
を
参
照
。

(

�)

川
村
康
﹇
二
〇
一
一]

、
川
村
康
﹇
二
〇
一
三
﹈
一
一
―
一
四
頁
。

(

�)

川
村
康
﹇
二
〇
〇
二]

、
川
村
康
﹇
二
〇
一
三
﹈
八
―
一
一
頁
。

(

�)

こ
の
ほ
か
、『

続
資
治
通
鑑
長
編』

巻
二
九
八
、
神
宗
、
元
豊
二
年
六
月
辛
酉

(

二
四
日)

、
洪
邁

『

容
斎
三
筆』

巻
一
六
、
勅
令
格

式
、『

玉
海』

巻
六
六
、
詔
令
、
律
令
下
、
元
豊
諸
司
勅
式
・
編
勅
に
も
記
事
が
あ
る

(

川
村
康
﹇
二
〇
一
一
﹈
二
四
―
二
五
頁
、
一
〇

六
頁
注

(

�)

を
参
照)

。

(

	)
｢

申
」
は
も
と
「
由
」
に
作
る
。

(


)

浅
井
虎
夫
﹇
一
九
一
一
﹈
二
三
五
頁
。

(

�)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
三
三
頁
注

(

�)

。

(

�)

仁
井
田
陞
﹇
一
九
六
四
﹈
一
五
五
頁
。

(

)

曾
我
部
静
雄
﹇
一
九
六
五
﹈
四
二
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
一
五
頁
。
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(

�)

伊
藤
東
涯
﹇
一
七
九
七
﹈
下
巻
二
二
三
頁
。

(
�)

浅
井
虎
夫
﹇
一
九
一
一
﹈
一
四
〇
頁
。

(
�)
仁
井
田
陞
﹇
一
九
三
六
﹈
三
二
七
頁
。

(

�)
仁
井
田
陞
﹇
一
九
五
二
﹈
六
五
頁
。

(

�)

仁
井
田
陞
﹇
一
九
五
二
﹈
六
五
頁
。

(

�)

仁
井
田
陞
﹇
一
九
五
二
﹈
六
五
頁
。

(

�)

曾
我
部
静
雄
﹇
一
九
六
五
﹈
二
一
頁
。

(

	)

曾
我
部
静
雄
﹇
一
九
六
五
﹈
二
二
頁
。

(


)

八
重
津
洋
平
﹇
一
九
九
三
﹈
一
七
三
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
二
〇
頁
。

(

�)

江
必
新
・
莫
家
斉
﹇
一
九
八
五
﹈
六
八
―
七
〇
頁
。
中
国
に
お
け
る
「
以
勅
代
律
」
説
と
「
律
勅
兼
行
」
説
の
言
説
に
つ
い
て
は
、

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
、
八
四
頁
注

�
、
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
四
頁
、
二
四
頁
注
③
④
、
孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
四
七
頁
、

五
三
頁
注
﹇
３
﹈[

４]

、
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
緒
言
四
―
五
頁
、
呂
志
興
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
〇
―
一
一
、
一
三
五
―
一
三
七
頁
、
胡
興

東
﹇
二
〇
一
八
﹈
一
三
―
一
四
頁
注
②
を
参
照
。

(

�)

川
村
康
﹇
二
〇
〇
二
﹈
四
三
〇
―
四
三
七
頁
。

(

�)

川
村
康
﹇
二
〇
〇
二
﹈
四
三
七
―
四
四
三
頁
。

(

�)

宮
崎
市
定
﹇
一
九
五
四
﹈
一
四
一
―
一
四
二
頁
。
た
だ
し
宮
崎
市
定
氏
は
「
宋
一
代
は
唐
の
律
令
格
式
に
代
う
る
に
、
勅
令
格
式
を

も
っ
て
し
、
律
は
そ
の
蔭
に
半
ば
眠
ら
せ
て
お
く
こ
と
で
満
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
…
…
既
に
歴
史
的
な
遺
物
と
な
っ
た
律
は
、
そ
の

ま
ま
そ
っ
と
眠
ら
せ
て
お
く
べ
き
も
の
で
、
う
っ
か
り
目
を
覚
ま
さ
せ
る
と
手
に
負
え
な
い
代
物
で
あ
っ
た
」(

宮
崎
市
定
﹇
一
九
五
四
﹈

一
四
九
―
一
五
〇
頁)

と
し
、
律
は
事
実
上
効
力
を
喪
失
し
た
と
解
す
る
。

(

�)

宮
崎
市
定
﹇
一
九
五
四
﹈
一
四
二
頁
。

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

宋
代
以
勅
補
律
考

636

一
三
五



(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。

(
�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
九
頁
。
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
を
参
照
。

(
�)
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
﹇
一
九
三
一
﹈
四
八
七
頁

(

牧
野
巽
起
稿)

。

(

�)
梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
二
二
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
一
六
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
二
三
頁
。

(

�)

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
﹇
一
九
三
一
﹈
四
八
七
頁

(

牧
野
巽
起
稿)

、
牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
〇
〇
頁
、
梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八

二
一
―
八
二
二
頁
、
滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
二
三
―
一
二
四
頁
。

(

	)

戴
建
国
﹇
一
九
九
二
﹈
三
六
頁
。
戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
三
四
頁

(

戴
建
国
撰
写)

を
参
照
。

(


)

江
必
新
・
莫
家
斉
﹇
一
九
八
五
﹈
七
一
頁
。
旧
稿
に
お
い
て
、
江
必
新
・
莫
家
斉
両
氏
の
主
張
の
前
半
部
分
を
「
寧
宗
期
に
な
る
と
、

勅
の
効
力
は
律
に
優
越
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
例
に
も
優
越
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」(

川
村
康
﹇
二
〇
〇
二
﹈
四
四
七
頁
注

(

�))

と
訳

出
し
た
の
は
誤
り
で
あ
る
。

(

�)

郭
東
旭
﹇
一
九
九
一
﹈
六
〇
頁
。
郭
東
旭
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
四
八
頁
を
参
照
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
三
四
頁
。

(

)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
〇
〇
頁
、
呂
志
興
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
三
八
頁
。

(

�)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
五
三
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
六
頁
注
②
。

(

�)

徐
道
鄰
﹇
一
九
七
四
﹈
二
八
六
頁
。

(

�)

徐
道
鄰
﹇
一
九
七
四
﹈
二
八
六
頁
。

(

�)

薛
梅
卿
・
趙
暁
耕
主
編
﹇
二
〇
〇
二
﹈
三
五
一
頁

(

陳
秋
雲
執
筆)

。

(

�)

薛
梅
卿
・
趙
暁
耕
主
編
﹇
二
〇
〇
二
﹈
三
五
二
頁

(

陳
秋
雲
執
筆)

。
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(

�)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
二
一
―
八
二
二
頁
。

(
�)

呂
志
興
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
三
七
―
一
三
八
頁
。
呂
志
興
氏
は
単
行
指
令
と
し
て
の
散
勅
と
区
別
す
る
た
め
、
勅
令
格
式
中
の
勅
を

「(
編)

勅
」
と
表
記
す
る

(

呂
志
興
﹇
二
〇
〇
九
﹈
七
三
頁
注
①)

。

(

�)
魏
殿
金
氏
は
紹
興
勅
を
「
�紹
興
重
修
勅
令
格
式
�
の

�名
例
勅
�」(

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
一
、
八
三
頁
、
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇

九
﹈
二
五
頁
、
二
頁
注
③)

と
す
る
が
、『

宋
会
要
輯
稿』

食
貨
三
二
之
二
七
は
篇
目
を
記
さ
な
い
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
―
三
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
五
―
二
六
頁
。
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
を
参
照
。

(

	)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。

(


)

旧
稿
に
お
い
て
、
慶
元
名
例
勅
①
註
を
「
謂
う
こ
こ
ろ
、
見
血
為
傷
重
は
弐
等
を
加
う
、
加
う
と
は
加
え
て
死
に
入
れ
ざ
る
の
類
の

如
し
」(

川
村
康
﹇
一
九
九
三
ａ
﹈
三
四
二
頁)

、
「
謂
う
こ
こ
ろ
、
見
血
為
傷
強
な
る
者
は
貳
等
を
加
う
、
加
う
者
は
加
え
て
死
に
入
れ

ず
の
類
の
如
し
」(

川
村
康
﹇
一
九
九
七
﹈
三
八
四
頁
注

(

�))

と
訓
読
し
た
の
は
誤
り
で
あ
る
。

(

�)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
五
三
頁
。

(

)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
六
頁
注
②
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
二
四
頁
。

(

�)

慶
元
名
例
勅
①
の
引
用
に
際
し
て
、
徐
道
鄰
、
江
必
新
・
莫
家
斉
、
郭
東
旭
、
梅
原
郁
、
陳
秋
雲
の
各
氏
は
註
を
省
略
す
る

(

徐
道

鄰
﹇
一
九
七
四
﹈
二
八
六
頁
、
江
必
新
・
莫
家
斉
﹇
一
九
八
五
﹈
七
一
頁
、
郭
東
旭
﹇
一
九
九
一
﹈
六
〇
頁
、
郭
東
旭
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
四

八
頁
、
梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
二
一
頁
、
薛
梅
卿
・
趙
暁
耕
主
編
﹇
二
〇
〇
二
﹈
三
五
二
頁

(

陳
秋
雲
執
筆))

。
牧
野
巽
、
戴
建
国
、

魏
殿
金
、
呂
志
興
の
各
氏
は
註
を
省
略
し
な
い
が
、
内
容
を
検
討
し
な
い

(

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
﹇
一
九
三
一
﹈
四
八
七
頁

(

牧
野
巽
起

稿)

、
牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
〇
〇
頁
、
戴
建
国
﹇
一
九
九
二
﹈
三
六
頁
、
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
五
三
頁
、
戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二

〇
一
一
﹈
三
四
頁

(

戴
建
国
撰
写)

、
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
、
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
六
頁
、
呂
志
興
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
三

八
頁)

。
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(

�)

仁
井
田
陞
﹇
一
九
五
二
﹈
六
五
頁
。

(
�)

曾
我
部
静
雄
﹇
一
九
六
五
﹈
二
一
頁
。

(
�)
曾
我
部
静
雄
﹇
一
九
六
五
﹈
二
二
頁
。

(

�)
八
重
津
洋
平
﹇
一
九
九
三
﹈
一
七
三
―
一
七
四
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
七
七
頁
。

(

�)
『

訳
註
五』
一
八
六
頁
註
５
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
九
頁
。

(

	)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
二
一
―
八
二
二
頁
。

(


)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
一
七
―
八
一
八
頁
。

(

�)
｢

秤
」
は
も
と
「
称
」
に
作
る
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
六
、
職
制
門
三
、
批
書
、
巻
八
、
職
制
門
五
、
定
奪
体
量
、
巻
一
〇
、
職
制
門
七
、
同
職
犯
罪
、
巻
一
七
、

文
書
門
二
、
架
閣
、
巻
一
七
、
文
書
門
二
、
毀
失
、
巻
二
九
、�

禁
門
二
、
銅
銭
金
銀
出
界
、
巻
二
九
、�

禁
門
二
、
興
販
軍
須
、
巻
三

〇
、
財
用
門
一
、
上
供
、
巻
三
〇
、
財
用
門
一
、
経
総
制
、
巻
三
一
、
財
用
門
二
、
封�

、
巻
三
二
、
財
用
門
三
、
点
磨
隠
陥
、
巻
三
二
、

財
用
門
三
、
理
欠
、
巻
四
八
、
賦
役
門
二
、
税
租
帳
、
巻
四
八
、
賦
役
門
二
、
簿
帳
欺
弊
、
巻
四
八
、
賦
役
門
二
、
科
敷
、
巻
七
三
、
刑

獄
門
三
、
出
入
罪
、
巻
七
四
、
刑
獄
門
四
、
病
囚
、
巻
七
七
、
服
制
門
、
喪
葬
、
巻
八
〇
、
雑
門
、
諸
色
犯
姦

(

す
べ
て
旁
照
法)

に
も

載
せ
ら
れ
る
。
梅
原
郁
氏
は

『

慶
元
条
法
事
類』

巻
六
、
職
制
門
三
、
批
書
、
旁
照
法
を
典
拠
と
す
る

(

梅
原
郁

[

一
九
九
三]

八
四
六

頁
注

(

))

。

(

�)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
一
六
―
八
一
七
頁
。

(

�)

呂
志
興
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
二
六
頁
。

(

�)
『

拾
遺』

五
七
九
頁
、『

拾
遺
補』

七
一
八
頁
。

(

�)
『

拾
遺』

八
四
二
頁
、『

拾
遺
補』

八
四
八
頁
。
黄
正
健
氏
は
雑
令
復
原
一
条
「
諸
そ
度
は
、
北
方
の
秬
黍
の
中
な
る
者
を
以
て
す
。
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一
黍
の
広
さ
を
分
と
為
す
。
十
分
を
寸
と
為
す
。
十
寸
を
尺
と
為
す
﹇
一
尺
二
寸
を
大
尺
一
尺
と
為
す]

。
十
尺
を
丈
と
為
す
」
と
し
て

復
原
す
る

(

黄
正
健
﹇
二
〇
〇
六
﹈
七
三
一
、
七
四
九
頁)

。

(
�)

『

拾
遺』

八
四
三
頁
、『

拾
遺
補』

八
四
九
頁
。
黄
正
健
氏
は
雑
令
復
原
二
条
「
諸
そ
量
は
、
秬
黍
の
中
な
る
者
を
以
て
す
。
一
千
二

百
黍
を
容
る
る
を
龠
と
為
す
。
十
龠
を
合
と
為
す
。
十
合
を
升
と
為
す
。
十
升
を
斗
と
為
す
﹇
三
斗
を
大
斗
一
斗
と
為
す]

。
十
斗
を
斛

と
為
す
」
と
し
て
復
原
す
る

(

黄
正
健
﹇
二
〇
〇
六
﹈
七
三
二
、
七
四
九
頁)

。

(

�)
『

拾
遺』
八
四
五
頁
、『

拾
遺
補』

八
四
九
頁
。
黄
正
健
氏
は
雑
令
復
原
三
条
「
諸
そ
権
衡
は
、
秬
黍
の
中
な
る
者
を
以
て
す
。
百
黍

の
重
さ
を
銖
と
為
す
。
二
十
四
銖
を
両
と
為
す
﹇
三
両
を
大
両
一
両
と
為
す]

。
十
六
両
を
斤
と
為
す
」
と
し
て
復
原
す
る

(

黄
正
健

﹇
二
〇
〇
六
﹈
七
三
二
、
七
四
九
頁)

。

(

�)

呂
志
興
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
二
六
―
一
二
七
頁
。

(

�)
『

訳
註
六』

二
五
三
頁
。

(

�)
『

拾
遺』

六
七
六
頁
、『

拾
遺
補』
七
七
二
頁
。
李
錦
繍
氏
は
賦
役
令
復
原
一
二
条
「
諸
そ
田
に
、
水
旱
、
蟲
霜
、
不
熟
の
処
あ
れ
ば
、

見
営
の
田
に
拠
り
、
州
県
、
検
実
し
、
帳
を
具
し
て
省
に
申
す
。
十
分
に
四
以
上
を
損
じ
た
れ
ば
租
を
免
ず
。
六
を
損
じ
た
れ
ば
租
調
を

免
ず
。
七
以
上
を
損
じ
た
れ
ば
課
役
倶
に
免
ず
。
若
し
桑
麻
、
損
じ
尽
し
た
る
者
は
、
各
�
調
を
免
ず
。
若
し
已
に
役
し
、
已
に
輸
し
た

る
者
は
、
来
年
に
折
す
る
を
聴
す
。
両
年
を
経
た
る
後
は
、
折
す
る
の
限
に
在
ら
ず
。
其
の
応
に
損
免
す
べ
き
者
は
、
麦
田
に
通
計
し
て

分
数
と
為
す
」
と
し
て
復
原
す
る

(

李
錦
繍
﹇
二
〇
〇
六
ａ
﹈
四
六
三
―
四
六
四
、
四
七
五
頁)

。

(

�)
｢

署
」
は
も
と
「
置
」
に
作
る
。

(

	)

李
錦
繍
﹇
二
〇
〇
六
ｂ
﹈
四
八
三
、
四
九
三
頁
。

(


)

李
錦
繍
﹇
二
〇
〇
六
ｂ
﹈
四
八
四
―
四
八
五
、
四
九
四
頁
。

(

�)
『

拾
遺』

三
七
八
―
三
七
九
頁
、『

拾
遺
補』

六
一
五
頁
。

(

�)
『

拾
遺』

八
一
七
頁
。
呉
麗
娯
氏
は
喪
葬
令
復
原
一
四
条
「
諸
そ
使
人
、
所
在
に
て
身
喪
し
た
れ
ば
、
皆
な
殯
斂
の
調
度
を
給
し
、

輿
を
造
り
、
夫
を
差
し
、
遞
送
し
て
家
に
至
る
。
其
れ
爵
一
品
、
職
事
及
び
散
官
五
品
以
上
は
馬
輿
も
て
し
、
餘
は
皆
な
驢
輿
も
て
す
。
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水
路
あ
る
の
処
は�

を
給
す
。
其
の
物
は
並
び
に
所
在
に
て
公
給
し
、
仍
ほ
所
遣
の
司
に
申
報
す
」
と
し
て
復
原
す
る

(

呉
麗
娯
﹇
二
〇

〇
六
﹈
六
八
五
―
六
八
六
、
七
一
〇
頁)

。

(
�)
呂
志
興
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
一
五
頁
。

(

�)
滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
二
〇
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
三
〇
頁
注

(

５)

。

(

�)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
一
八
頁
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
、
職
制
門
四
、
監
司
巡
歴
、
巻
九
、
職
制
門
六
、
饋
送
、
巻
一
七
、
文
書
門
二
、
毀
失
、
巻
二
八
、�

禁

門
一
、
酒
�
、
巻
二
九
、�

禁
門
二
、
私
銭
博
易
、
巻
三
二
、
財
用
門
三
、
点
磨
隠
陥
、
巻
三
七
、
庫
務
門
二
、
勘
給
、
巻
四
七
、
賦
役

門
一
、
受
納
税
租
、
巻
五
一
、
道
釈
門
二
、
雑
犯
、
巻
七
九
、
畜
産
門
、
殺
畜
産

(

す
べ
て
旁
照
法)

に
も
載
せ
ら
れ
る
。

(

�)

池
田
温
﹇
一
九
九
三
﹈
二
一
二
頁
、
梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
七
七
三
―
七
七
四
頁
、
孔
学

[

二
〇
〇
〇]

四
二
頁
、
滋
賀
秀
三
﹇
二

〇
〇
三
﹈
一
二
二
頁
、
青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
六
五
頁
。

(

	)
『

唐
会
要』

巻
三
九
、
定
格
令
、
開
元
二
五
年
九
月
一
日
に
は
「[

開
元
〕
二
十
五
年
九
月
一
日
、
復
た
旧
の
格
式
律
令
を
刪
輯
す
。

中
書
李
林
甫
、
侍
中
牛
仙
客
、
中
丞
王
敬
従
、
前
左
武
衛
冑
曹
参
軍
崔
冕
、
衛
州
司
戸
参
軍
直
中
書
陳
承
信
、
酸
棗
県
尉
直
刑
部
兪
元



等
、
共
に
刪
緝
を
旧
の
格
式
律
令
及
び
勅
、
総
じ
て
七
千
二
十
六
条
に
加
ふ
。
其
の
一
千
三
百
二
十
四
条
は
、
事
に
于
い
て
要
に
非
ざ
れ

ば
、
並
び
に
之
を
刪
除
す
。
二
千
一
百
八
十
条
は
事
に
随
ひ
て
損
益
す
。
三
千
五
百
九
十
四
条
は
旧
に
仍
ひ
て
改
め
ず
。
総
じ
て
律
十
二

巻
、
律
疏
三
十
巻
、
令
三
十
巻
、
式
二
十
巻
、
開
元
新
格
十
巻
を
成
す
。
又
た
格
式
律
令
事
類
四
十
巻
を
撰
し
、
類
を
以
て
相
ひ
従
ひ
、

省
覧
に
便
ず
。
勅
を
奉
じ
、
尚
書
都
省
に
于
い
て
五
十
本
を
写
し
、
天
下
に
頒
た
し
む
」
と
あ
る
。

(

�)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
七
七
四
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
六
﹈
七
五
頁
。

(

)
『

旧
五
代
史』

巻
一
四
七
、
志
九
、
刑
法
志
、
後
唐
荘
宗
同
光
元
年
一
二
月
御
史
台
奏
に
は
「
唐
荘
宗
同
光
元
年
十
二
月
、
御
史
台

奏
す
ら
く
「
当
司
・
刑
部
・
大
理
寺
の
本
朝
の
法
書
は
、
朱
温
の
僭
逆
し
、
事
条
を
刪
改
し
て
よ
り
、
或
は
貨
財
を
重
ん
じ
て
軽
�
し
く
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人
命
に
入
れ
、
或
は
自
ら
枉
過
に�

み
て
濫
り
に
刑
罰
を
加
ふ
。
今
、
見
に
三
司
に
在
り
て
収
貯
せ
る
刑
書
は
、
並
び
に
是
れ
偽
廷
の
刪

改
せ
る
者
な
り
。
兼
ね
て
偽
廷
、
先
に
諸
道
に
下
し
て
本
朝
の
法
書
を
追
取
し
て
焚
毀
し
、
或
は
兵
火
を
経
て
、
遺
す
所
は
皆
な
旧
本
の

節
目
な
し
。
只
だ
定
州
の
勅
庫
に
の
み
、
本
朝
の
法
書
、
具
さ
に
在
る
あ
り
。
請
ふ
ら
く
は
、
定
州
節
度
使
に
勅
し
て
、
速
や
か
に
副
本

を
写
し
て
進
納
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
庶
は
く
は
、
刑
法
令
式
、
並
び
に
本
朝
の
旧
制
に
合
せ
ん
こ
と
を
」
と
。
之
に
従
ふ
。
未
だ
幾
く
な

ら
ず
し
て
、
定
州
の
王
都
、
唐
朝
の
格
式
律
令
凡
そ
二
百
八
十
六
巻
を
進
納
す｣

、『

五
代
会
要』

巻
九
、
定
格
令
、
天
成
元
年(

九
二
六)

一
〇
月
二
一
日
御
史
台
刑
部
大
理
寺
奏
に
は
「
其
の
年
〔
天
成
元
年
〕
十
月
二
十
一
日
に
至
り
て
、
御
史
台
・
刑
部
・
大
理
寺
奏
す
ら
く

「[

天
成
元
年
〕
九
月
二
十
八
日
の
勅
を
奉
ず
る
に
「
宜
し
く
李
�
の
奏
す
る
所
に
依
り
、
偽
梁
の
格
を
廃
し
、
本
朝
の
格
令
な
る
者
を

施
行
す
べ
し
」
と
。
伏
し
て
詳
ら
か
に
す
る
に
、
勅
命
は
、
未
だ
律
令
に
該
ら
ず
。
伏
し
て
以
ふ
に
、
開
元
の
朝
は
開
成
よ
り
七
帝
を
隔

越
し
、
年
代
既
に
深
く
、
法
制
多
く
異
な
り
、
且
つ
は
軽
重
あ
ら
ん
。
律
に
は
二
等
な
し
。
若
し
両
朝
の
格
文
を
将
て
並
び
行
へ
ば
、
伏

し
て
慮
る
に
重
畳
し
て
舛
誤
せ
ん
。
況
ん
や
法
な
る
者
は
天
下
の
大
理
に
し
て
、
一
人
の
法
に
非
ず
、
乃
ち
天
下
の
法
な
り
。
故
に
一
代

不
変
の
制
と
為
す
。
又
た
勅
に
准
ず
る
に
「
後
格
を
立
つ
れ
ば
合
に
前
格
を
破
る
べ
し
」
と
。
若
し
開
元
格
を
将
て
開
成
格
と
並
び
行
へ

ば
、
実
に
検
挙
し
難
し
。
又
た
大
和
格
五
十
二
巻
、
刑
法
要
録
一
十
巻
、
格
式
律
令
事
類
四
十
巻
、
大
中
刑
法
格
後
勅
六
十
巻
、
共
せ
て

一
百
六
十
一
巻
あ
り
て
、
久
し
く
検
挙
せ
ず
。
伏
し
て
請
ふ
ら
く
は
、
其
の
予
奪
を
定
め
ん
こ
と
を
。
勅
を
奉
ず
る
に
「
宜
し
く
御
史
台
・

刑
部
・
大
理
寺
を
し
て
同
に
一
件
の
格
を
詳
定
し
て
施
行
す
べ
き
者
な
り
」
と
。
今
、
衆
を
集
め
て
商
量
す
る
に
、
開
元
格
は
多
く
条
流

の
公
事
を
定
め
、
開
成
格
は
刑
獄
に
関
は
る
。
今
は
且
ら
く
開
成
格
を
使
は
ん
と
欲
す
」
と
。
之
に
従
ふ
」
と
あ
る
。
青
木
敦
氏
は
こ
れ

を
「『

格
式
律
令』

の
定
州
勅
庫
か
ら
の
復
活
」(

青
木
敦
﹇
二
〇
一
四
﹈
二
〇
七
頁)

と
す
る
が
、『

格
式
律
令』

と
題
す
る
書
物
が
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
定
州
勅
庫
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
唐
朝
の
格
式
律
令
凡
そ
二
百
八
十
六
巻
」
は
、
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
れ
ば
「
開
元
二
十

五
年
の
律
一
二
巻
、
律
疏
三
〇
巻
、
令
三
〇
巻
、
開
元
新
格
一
〇
巻
、
式
二
〇
巻
、
格
式
律
令
事
類
四
〇
巻
の
ほ
か
、
廬�

『

刑
法
要
録』

一
〇
巻
、
太マ

マ

和
格
後
勅
五
二
巻

(

う
ち
二
巻
は
目
録)

、
開
成
格
一
〇
巻
、
大
中
刑
法
総
要
格
後
勅
六
〇
巻
、
大
中
刑
律
統
類
一
二
巻
」

(

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
六
﹈
九
四
頁
。
滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
六
﹈
一
〇
〇
頁
注

(
�)

を
参
照)

か
ら
な
っ
て
い
た
。

(

�)
『

宋
史』

巻
二
〇
四
、
志
一
五
七
、
藝
文
志
三
、
史
類
、
刑
法
類
に
は
「
律
十
二
巻
／
律
疏
三
十
巻
﹇
唐
長
孫
無
忌
等
撰]

／
唐
式
二
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十
巻
／
李
林
甫
開
元
新
格
十
巻
／
又
た
令
三
十
巻
／
唐
律
令
事
類
四
十
巻
／
度
支
長
行
旨
五
巻
／
大
和
格
後
勅
四
十
巻
」
と
あ
る
。

(
�)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
六
五
頁
。

(
�)
青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
六
五
頁
。

(

�)
曾
我
部
静
雄
﹇
一
九
六
五
﹈
七
二
頁
。

(

�)

仁
井
田
陞
﹇
一
九
六
四
﹈
一
五
五
頁
。

(

�)

曾
我
部
静
雄
﹇
一
九
六
五
﹈
七
二
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
二
二
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
二
三
頁
。

(

	)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
九
一
頁
。

(


)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
九
二
頁
。

(

�)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
九
二
頁
。

(

�)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
九
三
頁
。

(

)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
九
三
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
二
二
―
一
二
三
頁

(

�)

慶
元
四
年
九
月
は
丙
申
朔
で
あ
る
か
ら
、
丙
申
は
一
日
で
あ
り
、
一
一
日
は
丙
午
で
あ
る
。

(

�)

牧
野
巽
氏
は

『

直
斎
書
録
解
題』

が

『

慶
元
条
法
事
類』
を
「
嘉
泰
条
法
事
類
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
単
に
其
の
編
纂
年
代
に

よ
つ
て
嘉
泰
と
称
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ら
う
。
近
代
の
蔵
書
志
類
は
、
奉
詔
の
年
代
が
慶
元
に
あ
る
か
ら
慶
元
と
名
附
け
た
と
云

つ
て
ゐ
る
が
、
…
…
奉
詔
年
代
も
嘉
泰
な
る
こ
と
は
明
白
で
、
慶
元
勅
令
格
式
を
基
と
し
て
編
纂
し
た
か
ら
慶
元
と
名
附
け
た
の
で
あ
ら

う
」(

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
﹇
一
九
三
一
﹈
四
八
二
頁
注

(

�)
(

牧
野
巽
起
稿))

と
す
る
。
臧
傑
斌

[

一
九
九
四]

三
〇
三
―
三
〇
四

頁
を
参
照
。

(

�)

臧
傑
斌

[

一
九
九
四]

三
〇
八
頁
、
孔
学

[

二
〇
〇
〇]

四
三
頁
。
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(

�)

牧
野
巽
氏
は
「
今
伝
は
る
本
は
残
闕
本
で
、
…
…
最
後
が
蛮
夷
、
畜
産
、
雑
、
と
あ
る
所
を
み
る
と
、
巻
八
十
で
完
結
し
、
直
斎
書

録
解
題
、
玉
海
所
引
書
目
所
載
本
と
同
一
種
で
あ
ら
う
と
推
察
さ
れ
る
」(

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
﹇
一
九
三
一
﹈
四
八
二
頁
注

(

�)
(

牧

野
巽
起
稿))

と
す
る
。

(

�)
『

宋
史』

巻
四
三
、
本
紀
四
三
、
理
宗
三
、
淳
祐
一
一
年
四
月
丁
未

(

一
七
日)

｢

淳
祐
条
法
事
類
、
凡
そ
四
百
三
十
編
を
進
む
。
鄭

清
之
等
、
各
�
二
秩
を
進
め
ら
る
」
は

『

淳
祐
条
法
事
類』

を
四
三
〇
編
と
す
る
。『

続
通
典』

巻
一
〇
七
、
刑
一
、
刑
制
上
、
淳
祐
一

一
年
四
月
が
「
淳
祐
条
法
事
類
を
成
す
。
四
百
三
十
巻
」
と
す
る
根
拠
は
明
白
で
は
な
い
。

(

�)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
九
六
頁
。

(

�)

戴
建
国

[

二
〇
〇
三]

九
二
頁
。
戴
建
国
点
校
﹇
二
〇
〇
二
﹈
点
校
説
明
三
頁
、
戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
二
二
頁

(

戴
建

国
撰
写)

を
参
照
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
二
三
頁
。

(

	)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
九
三
頁
。

(


)
｢

匠
」
は
も
と
「
作
」
に
作
る
。

(

�)
｢

工
」
は
も
と
「
上
」
に
作
る
。

(

�)
｢

及
」
は
も
と
「
反
」
に
作
る
。

(

)
｢

工
」
は
も
と
「
上
」
に
作
る
。

(

�)
『

訳
註
五』

三
一
七
―
三
一
九
頁
を
参
照
。

(

�)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
一
一
六
頁
。

(

�)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
一
一
七
頁
。

(

�)
『

訳
註
五』

一
四
一
頁
。

(

�)
｢

員
」
は
も
と
「
負
」
に
作
る
。

(

�)
｢

冶
」
は
も
と
「
治
」
に
作
る
。
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(

�)
『

訳
註
五』

一
〇
六
頁
。

(
�)

『

訳
註
五』

一
〇
六
頁
。

(
�)

『

訳
註
五』

一
〇
六
―
一
〇
七
頁
を
参
照
。
宋
代
に
お
け
る
公
罪
・
私
罪
・
贓
罪
の
別
に
つ
い
て
は
梅
原
郁
﹇
二
〇
〇
三
﹈
を
参
照
。

(

�)
旧
稿
に
お
い
て
示
し
た
慶
元
勅
の
箇
条
数

(

川
村
康
﹇
一
九
九
三
ａ
﹈
三
三
七
―
三
三
八
頁)

を
訂
正
す
る
。
な
お
、
現
存

『

慶
元

条
法
事
類』
収
載
の
慶
元
勅
の
箇
条
数
に
つ
い
て
は
、
牧
野
巽
氏
が
篇
目
別
の
の
べ
勅
条
数

(

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
﹇
一
九
三
一
﹈
四
八

三
頁
注

(

�)
(

牧
野
巽
起
稿))

、
胡
興
東
氏
が
総
門
ご
と
の
の
べ
勅
条
数
、
篇
目
別
の
の
べ
勅
条
数
、
な
ら
び
に
別
門
ご
と
の
篇
目
別

勅
条
数
な
ど
を
示
し
て
い
る

(

胡
興
東
﹇
二
〇
一
八
﹈
一
七
―
一
九
、
八
二
六
―
八
四
七
頁)

。

(

�)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
一
七
頁
。

(

�)

滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
四
四
頁
注

(

	)

。

(


)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
四
頁
。
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
を
参
照
。

(

�)

現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

所
載
の
慶
元
勅
で
「
違
制
を
以
て
論
ず
」
な
ら
び
に
「
違
制
を
以
て
論
じ
壹
等
を
加
ふ
」｢

違
制
の
本
法

に
従
ふ
」
な
ど
の
規
定
を
含
む
も
の
は
七
六
箇
条

(

の
べ
八
八
箇
条)

あ
る
。
篇
目
別
の
内
訳
は
、
衛
禁
勅
一
箇
条
、
職
制
勅
三
一
箇
条

(

の
べ
三
三
箇
条)

、
戸
婚
勅
一
〇
箇
条

(
の
べ
一
三
箇
条)

、
廏
庫
勅
一
三
箇
条

(

の
べ
一
七
箇
条)

、
擅
興
勅
七
箇
条

(

の
べ
九
箇
条)

、

詐
偽
勅
一
箇
条
、
雑
勅
九
箇
条

(

の
べ
一
〇
箇
条)
、
捕
亡
勅
一
箇
条
、
断
獄
勅
三
箇
条
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
職
制
勅
二
箇
条
は
「
坐
贓

も
て
論
ず
」
と
い
う
規
定
も
含
む
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
一
一
、
職
制
門
八
、
差
破
当
直
に
も
載
せ
ら
れ
る
。

(

)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
四
頁
。

(

�)
｢

条
」
は
も
と
「
夜
」
に
作
る
。

(

�)
｢

因
」
は
も
と
「
囚
」
に
作
る
。

(

�)

現
存

『

慶
元
条
法
事
類』

所
載
の
慶
元
勅
で
「
坐
贓
も
て
論
ず
」
な
ら
び
に｢

坐
贓
を
以
て
論
ず
」｢

坐
贓
も
て
論
じ
貳
等
を
加
ふ
」

｢

坐
贓
も
て
論
じ
壹
等
を
加
ふ
」｢

坐
贓
も
て
論
じ
貳
等
を
減
ず
」
な
ど
の
規
定
を
含
む
も
の
は
二
〇
箇
条
あ
る
。
篇
目
別
の
内
訳
は
、
職
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制
勅
一
二
箇
条
、
戸
婚
勅
一
箇
条
、
廏
庫
勅
五
箇
条
、
詐
偽
勅
一
箇
条
、
雑
勅
一
箇
条
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
職
制
勅
二
箇
条
は
「
違
制
を

以
て
論
ず
」
と
い
う
規
定
も
含
む
。

(
�)
滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
四
四
頁
注

(

�)

。

(

�)
滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
四
四
頁
注

(

�)

。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
二
頁
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
二
頁
。
孔
学
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
四
七
頁
を
参
照
。

(

�)

戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
三
四
頁

(

戴
建
国
撰
写)

。
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
二
頁
を
参
照
。

(

�)

戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
三
四
頁

(

戴
建
国
撰
写)

。
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
二
頁
を
参
照
。

(

	)

戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
三
五
頁

(

戴
建
国
撰
写)

。
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
二
頁
を
参
照
。

(


)

戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
三
四
―
三
五
頁

(

戴
建
国
撰
写)

。
戴
建
国
﹇
一
九
九
二
﹈
三
六
―
三
七
頁
、
戴
建
国
﹇
一
九
九

七
﹈
一
八
頁
、
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
二
―
八
三
頁
を
参
照
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
六
頁
。
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
を
参
照
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
五
、
職
制
門
二
、
奉
使
に
も
載
せ
ら
れ
る
。

(

)
｢

捶
考
」
は
も
と
「
捶
者
考
」
に
作
る
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
六
頁
。
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
を
参
照
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
四
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
〇
一
頁
。

(

�)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
〇
〇
頁
。

(

�)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
〇
〇
頁
。

(

�)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
〇
〇
頁
。

(

�)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
〇
〇
頁
。
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(

�)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
〇
〇
頁
。

(
�)

牧
野
巽
﹇
一
九
三
二
﹈
一
三
四
頁
注

(

�)

。

(
�)

｢

上
」
は
も
と
空
格
で
あ
る
。

(

�)
梅
原
郁
﹇
一
九
九
六
﹈
六
八
三
―
六
八
五
頁
。

(

�)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
六
﹈
六
八
五
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
六
頁
。
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
を
参
照
。

(

	)

江
必
新
・
莫
家
斉
﹇
一
九
八
五
﹈
七
一
頁
。
江
必
新
・
莫
家
斉
両
氏
が
示
す
二
箇
条
の
「

慶
元
勅
�」
は
、
と
も
に

『

名
公
書
判
清

明
集』

所
載
の
勅
条
で
あ
り
、
慶
元
勅
と
は
い
え
な
い
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
四
八
頁
。

(

)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
五
、
刑
獄
門
五
、
移
郷
に
も
載
せ
ら
れ
る
。
孔
学
氏
は
こ
れ
を
典
拠
と
す
る

(

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
四
八

頁)

。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
四
八
頁
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。
た
だ
し
、
各
例
律
五
六
条

｢
二
死
三
流
は
、
各
�
同
に
一
と
為
し
て
減
ず｣

に
よ
り
、
絞
か
ら
の
二

等
減
は
徒
三
年
と
さ
れ
る
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。

(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。
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(

�)

孔
学
﹇
二
〇
〇
一
﹈
五
三
頁
。

(
�)

｢

特
」
は
も
と
「
時
」
に
作
る
。

(
�)
戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
三
五
頁

(

戴
建
国
撰
写)

。
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
三
頁
を
参
照
。

(

�)
戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
三
五
頁

(

戴
建
国
撰
写)

。
戴
建
国
﹇
一
九
九
七
﹈
一
八
―
一
九
頁
、
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八

三
頁
を
参
照
。

(

�)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
四
頁
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
九
、
職
制
門
六
、
饋
送
、
巻
一
〇
、
職
制
門
七
、
舎
駅
、
巻
一
三
、
職
制
門
一
〇
、
理
賞
、
巻
一
四
、
選
挙

門
一
、
薦
挙
総
法
、
巻
三
七
、
庫
務
門
二
、
給
納
、
巻
四
七
、
賦
役
門
一
、
受
納
税
租
、
巻
四
七
、
賦
役
門
一
、
匿
免
税
租
、
巻
七
五
、

刑
獄
門
五
、
験
屍
、
巻
八
〇
、
雑
門
、
出
挙
債
負

(

す
べ
て
旁
照
法)

に
も
載
せ
ら
れ
る
。

(

�)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
四
頁
。

(

	)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
四
頁
。

(


)

戴
建
国
﹇
一
九
九
七
﹈
二
一
頁
。
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
八
頁
を
参
照
。

(

�)

戴
建
国
﹇
一
九
九
七
﹈
二
一
―
二
二
頁
。
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
八
―
八
九
頁
を
参
照
。
戴
建
国
氏
は
、
監
獄
の
管
理
法
に
つ
い

て
も
、
唐
律
よ
り
宋
勅
が
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
と
指
摘
す
る

(

戴
建
国

[

一
九
九
七]

二
二
頁
、
戴
建
国

[

二
〇
〇
八]

八
八
頁)

。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
〇
頁
。
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
を
参
照
。

(

)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
〇
頁
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
四
七
、
賦
役
門
一
、
攬
納
税
租
、
旁
照
法
、
巻
七
四
、
刑
獄
門
四
、
比
罪
、
巻
七
五
、
刑
獄
門
五
、
部
送
罪

人
、
旁
照
法
に
も
載
せ
ら
れ
る
。
魏
殿
金
氏
は『

慶
元
条
法
事
類』
巻
七
四
、
刑
獄
門
四
、
比
罪
を
典
拠
と
す
る(

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈

四
一
頁
注
②)

。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
一
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
一
頁
。
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(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
一
頁
。
魏
殿
金
氏
は

『

慶
元
条
法
事
類』

巻
九
、
職
制
門
六
、
饋
送
、
旁
照
法
に
載
せ
ら
れ
る
慶
元
職
制

勅
｢

諸
そ
監
臨
主
司
、
監
臨
す
る
所
よ
り
受
け
、
及
び
乞
取
し
た
れ
ば
、
贓
伯
匹
は
、
命
官
は
奏
裁
、
餘
は
本
城
に
配
す｣

を
慶
元
職
制

勅
⑧
の
典
拠
と
す
る

(

魏
殿
金

[

二
〇
〇
九]

四
一
頁
注
④)

。

(

�)
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
二
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
二
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
二
頁
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
五
、
職
制
門
二
、
之
官
違
限
、
巻
一
五
、
選
挙
門
二
、
試
刑
法
、
旁
照
法
に
も
載
せ
ら
れ
る
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
二
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
二
頁
。

(

	)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
、
職
制
門
四
、
監
司
巡
歴
、
巻
一
七
、
文
書
門
二
、
毀
失
、
巻
二
八
、�

禁
門
一
、
酒


、
巻
二
九
、�

禁
門
二
、
私
銭
博
易
、
巻
三
二
、
財
用
門
三
、
点
磨
隠
陥
、
巻
四
七
、
賦
役
門
一
、
受
納
税
租
、
巻
七
五
、
刑
獄
門
五
、
刑
獄
雑
事

(

す

べ
て
旁
照
法)

に
も
載
せ
ら
れ
る
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
二
―
四
三
頁
。
魏
殿
金
氏
は
、
慶
元
賊
盗
勅
③
と
賊
盗
律
三
六
条
と
の
関
係
を
「
も
し
律
条
の
不
充
分
・

不
適
当
な
と
こ
ろ
に
対
し
て
補
充
・
修
改
を
行
う
勅
条
で
あ
れ
ば
、
律
を
離
れ
て
は
適
用
す
る
す
べ
が
な
い
」
こ
と
の
例
と
し
て
も
示
す

(

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁)

。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
三
頁
。

(

)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
三
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
三
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
三
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
三
―
四
四
頁
。
魏
殿
金
氏
は
、
名
例
律
に
存
す
る
「
除
名
・
免
官
・
免
所
居
官
の
適
用
範
囲
」
に
関
す
る

規
定
は

『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
六
、
当
贖
門
に
存
在
せ
ず
、
雑
律
二
二
条
に
相
当
す
る
「
凡
人
の
間
の
�
和
姦
�
に
対
す
る
罪
と
刑
」
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は

『

慶
元
条
法
事
類』

巻
八
〇
、
雑
門
、
諸
色
犯
姦
の
勅
条
に
は
存
し
な
い
け
れ
ど
も
、「
両
例
に
関
す
る
条
文
は
現
存
す
る
《
慶
元
条

法
事
類
》
の
な
か
に
完
備
さ
れ
て
お
り
、
残
缺
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
し
�
以
勅
代
律
�
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
に
対
し

て
依
拠
す
る
す
べ
が
な
い
」
と
も
指
摘
す
る

(

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁)

。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
三
二
、
財
用
門
三
、
理
欠
に
も
載
せ
ら
れ
る
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
三
二
、
財
用
門
三
、
理
欠
に
も
載
せ
ら
れ
る
。

(

�)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一
﹈
一
七
七
頁
、
一
七
七
頁
注
＊
�
を
参
照
。

(

�)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
二
頁
。
戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
三
四
頁

(

戴
建
国
撰
写)

を
参
照
。

(

	)
『

慶
元
条
法
事
類』
に
お
け
る
他
の
収
載
箇
所
は
、
本
稿
注

(


)

を
参
照
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
二
頁
。

(

�)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
二
四
四
頁
。

(

)

戴
建
国
氏
は
「
宋
は
唐
律
の
規
定
を
踏
襲
し
て
、
特
権
的
な
法
に
依
拠
し
、
罪
を
犯
し
た
官
員
は
罪
刑
を
除
免
す
る
こ
と
が
で
き
、

贓
物
の
計
算
に
あ
た
っ
て
は
、
絹
の
計
量
単
位
で
あ
る
匹
を
用
い
て
、
換
算
を
容
易
に
し
た
。
…
…
し
か
し
一
般
の
犯
人
は
銭
幣
の
計
量

単
位
で
あ
る
貫
・
文
に
よ
り
贓
物
を
計
算
し
た
」
こ
と
を
、
慶
元
賊
盗
勅
①
、
慶
元
賊
盗
勅
③

(

第
三
章
第
二
節
所
掲)

、
慶
元
職
制
勅

⑧

(

第
三
章
第
二
節
所
掲)

に
よ
っ
て
示
す

(
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
二
四
五
頁)

。
孔
学
氏
は
慶
元
名
例
勅
⑫
を

｢

南
宋
の
と
き
に
な

お
律
勅
并
行
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る｣

も
の
の
一
例
と
し
て
示
す

(

孔
学

[

二
〇
〇
〇]

四
七
頁)

。

(

�)

宋
代
に
お
け
る
銅
銭
と
絹
布
の
公
定
換
算
比
率
の
推
移
は
、
郭
東
旭
﹇
二
〇
〇
四
﹈
を
参
照
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

に
お
け
る
他
の
収
載
箇
所
は
、
本
稿
注

(
�)

を
参
照
。

(

�)

戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
八
五
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
三
頁
。
魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
八
三
頁
を
参
照
。

(

�)

旧
稿
に
お
い
て
、
慶
元
賊
盗
勅
③
の
贓
額
を
銅
銭
の
貫
文
と
解
し
た
こ
と

(
川
村
康
﹇
一
九
九
七
﹈
三
六
八
―
三
六
九
頁
、
三
六
八

頁
表
６)

は
誤
り
で
あ
る
。
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(

�)

名
例
律
五
三
条

(

第
二
章
第
二
節
所
掲)

に
よ
り
、
準
盗
論
の
刑
の
上
限
は
流
三
千
里
と
な
る
。

(
�)

｢

止
」
は
も
と
「
上
」
に
作
る
。

(
�)

｢

軍
」
は
も
と
「
看
」
に
作
る
。

(

�)
令
衆
は
主
刑
外
の
晒
し
刑
の
一
種
。
魏
殿
金
氏
は
「
令
衆
と
は
�
衆
に
示
す
�
こ
と
で
、
罪
犯
を
強
制
的
に
枷
項
し
、
公
開
の
場
所

に
押
送
し
て
、
衆
人
の
観
覧
に
供
す
る
刑
罰
の
方
法
で
あ
り
、
目
的
は
犯
罪
者
に
対
し
て
恥
辱
を
加
え
る
と
と
も
に
、
衆
人
に
対
し
て
威

嚇
作
用
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
」(

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
一
一
五
頁)

と
す
る
。

(

�)

戴
建
国
・
郭
東
旭
﹇
二
〇
一
一
﹈
七
一
頁

(

戴
建
国
撰
写)

。

(

	)
｢

嘗
」
は
も
と
「
常
」
に
作
る
。

(


)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
四
三
頁
。

(

�)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
二
二
頁
。

(

�)

梅
原
郁
﹇
一
九
九
三
﹈
八
一
七
頁
。

(

)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
検
断
は
、
本
条
を
一
箇
条
目
と
す
る
五
箇
条
を
「
断
獄
令
」
と
し
て
掲
げ
る
が
、
本
条

を
含
む
五
箇
条
は
規
定
形
式
お
よ
び

『

慶
元
条
法
事
類』

の
体
例
か
ら
み
て
「
断
獄
勅
」
で
あ
る

(

戴
建
国
点
校
﹇
二
〇
〇
二
﹈
七
六
二

頁
校
勘
記
〔
一
〕
を
参
照)

。

(

�)

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
川
村
康
﹇
二
〇
一
九
﹈
を
参
照
。

(

�)
｢

減
」
は
も
と
空
格
で
あ
る
。

(

�)
｢

盗
殺
官
私
馬
牛
」
は
も
と
「
盗
官
殺
私
馬
牛
」
に
作
る
。

(

�)
『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
検
断
は
、
本
条
を
二
箇
条
目
と
す
る
五
箇
条
を
「
断
獄
令
」
と
し
て
掲
げ
る
が
、
本
条

を
含
む
五
箇
条
は
規
定
形
式
お
よ
び

『

慶
元
条
法
事
類』

の
体
例
か
ら
み
て
「
断
獄
勅
」
で
あ
る

(

戴
建
国
点
校
﹇
二
〇
〇
二
﹈
七
六
二

頁
校
勘
記
〔
一
〕
を
参
照)

。

(

�)
『

拾
遺』

七
七
六
頁
、『

拾
遺
補』

八
二
一
頁
。
雷
聞
氏
は
獄
官
令
復
原
三
四
条
と
し
て
復
原
す
る

(

雷
聞
﹇
二
〇
〇
六
﹈
六
二
三
、
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六
四
六
頁)

。

(
�)

『

校
証』

下
冊
四
一
七
頁
。

(
�)
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
五
六
頁
。

(

�)
戴
建
国
﹇
二
〇
〇
八
﹈
五
六
頁
。

(

�)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
四
﹈
二
二
二
頁
。
青
木
敦
氏
は
「
北
宋
・
南
宋
を
通
し
て
み
る
と
、
勅
と
令
が
入
れ
替
わ
る
例
す
ら
少
な
く
な
い

こ
と
に
つ
い
て
は
川
村
が
詳
論
し
て
い
る
」(

青
木
敦
﹇
二
〇
一
四
﹈
二
二
二
頁)

と
す
る
。
し
か
し
旧
稿
に
お
い
て
は
、
慶
元
断
獄
勅

②
と
唐
獄
官
令
復
旧
二
二
条
・
天
聖
獄
官
令
二
八
条
と
の
対
応
関
係
を
指
摘
し
て
「
令
の
法
領
域
の
基
本
法
典
で
あ
る
唐
令
・
天
聖
令
の

規
定
が
、
律
の
法
領
域
の
副
次
法
典
で
あ
る
勅
に
移
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
移
動
が
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
が
、
こ
れ
も
国
家
事
業
上
の
利
便
性
の
必
要
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確

実
で
あ
ろ
う
」(

川
村
康
﹇
二
〇
一
一
﹈
八
九
頁)

と
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。

(

�)
｢

殴
」
は
も
と
「
殺
」
に
作
る
。

(

�)

青
木
敦
氏
は
慶
元
雑
勅
⑳
の
「
杖
陸
十マ
マ

」
に
つ
い
て
「[

川
村
一
九
九
三
﹈
は
決
重
杖
一
頓
処
死
の
杖
数
を
六
〇
と
解
す
る
」(

青
木

敦
﹇
二
〇
一
九
﹈
二
三
頁)

と
注
す
る
。
し
か
し
旧
稿
に
お
い
て
は
、
建
中
三
年

(

七
八
二)

重
杖
処
死
法
に
よ
り
唐
後
半
期
か
ら
宋
代

に
お
い
て
絞
・
斬
の
一
部
を
読
み
替
え
た
決
重
杖
一
頓
処
死
の
打
数
「
一
頓
」
が
六
〇
回
を
意
味
す
る
と
し
た(

川
村
康
﹇
一
九
九
二
ａ
﹈

一
四
五
―
一
四
六
頁
、
川
村
康
﹇
一
九
九
二
ｂ
﹈
四
四
六
―
四
四
七
頁
、
川
村
康
﹇
一
九
九
三
ｂ
﹈
六
九
頁
、
一
〇
一
頁
注
�
を
参
照)

の
で
あ
り
、
慶
元
雑
勅
⑳
に
規
定
さ
れ
た
杖
陸
拾
と
は
関
係
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
注
を
加
え
る
べ
き
こ
と
は
、
建
隆
四
年(

九
六
三)

折
杖
法
を
改
正
し
た
政
和
八
年

(

一
一
一
八)

折
杖
法
に
よ
り
、
杖
六
十
が
臀
杖
十
二
に
読
み
替
え
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

(

川
村

康
﹇
一
九
九
〇
﹈
一
〇
九
―
一
一
三
、
一
二
二
―
一
二
五
頁
、
一
二
八
―
一
三
〇
頁
注

(

	)

、
川
村
康
﹇
一
九
九
二
ｃ
﹈
を
参
照)

。

(


)
『

拾
遺』

八
五
三
―
八
五
四
頁
、『

拾
遺
補』

八
五
四
頁
。
黄
正
健
氏
は
雑
令
復
原
三
七
条
と
し
て
復
原
す
る(

黄
正
健
﹇
二
〇
〇
六
﹈

七
四
一
、
七
五
一
頁)

。

(

�)
『

拾
遺』

八
五
五
頁
。
黄
正
健
氏
は
雑
令
復
原
三
八
条
と
し
て
復
原
す
る

(
黄
正
健
﹇
二
〇
〇
六
﹈
七
四
一
―
七
四
二
、
七
五
二
頁)

。
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(

�)
『

校
証』

下
冊
四
三
〇
頁
。

(
�)

『

校
証』

下
冊
四
三
〇
頁
。

(
�)
青
木
敦
﹇
二
〇
一
九
﹈
二
九
頁
。

(

�)
梅
原
郁
﹇
一
九
九
五
﹈
五
六
〇
―
五
六
一
頁
、
六
一
一
頁
注

(

�)
(

�)

。

(

�)

戴
建
国
﹇
一
九
九
二
﹈
二
八
頁
、
二
八
頁
注
④
、
戴
建
国
﹇
一
九
九
七
﹈
五
―
六
頁
、
五
頁
注
③
、
滋
賀
秀
三
﹇
二
〇
〇
三
﹈
一
一

二
頁
、
一
四
二
頁
注

(

	)

を
参
照
。

(


)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
〇
〇
―
二
四
五
頁
。

(

�)

魏
殿
金
﹇
二
〇
〇
九
﹈
二
〇
一
頁
。

(

�)

青
木
敦
﹇
二
〇
一
一]
。

(

)

古
典
研
究
会
影
印
本
が
数
字
を
原
則
と
し
て
大
字
と
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
戴
建
国
氏
が
慶
元
文
書
令

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
一

六
、
文
書
門
一
、
文
書)

｢

諸
そ
上
書
、
及
び
官
文
書
は
、
皆
な
真
字
に
為
る
。
仍
ほ
軽
細
に
書
写
す
る
を
得
ず
。
凡
そ
官
文
書
に
数
あ

る
者
は
、
大
字
を
借
用
す
﹇
一
は
壹
に
作
る
の
類
を
謂
ふ]

」
に
も
と
づ
い
て
「
法
律
典
籍
と
し
て
の
慶
元
条
法
事
類
で
は
、
数
字
に
つ

い
て
は
大
字
で
記
す
。
今
伝
の
諸
鈔
本
は
そ
の
証
拠
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
に
従
う
。
た
だ
し
戴
建
国
氏
の
点
校
本
は
「
燕
京
大
学
図
書

館
蔵
版
の
刊
本
が
小
字
を
用
い
る
よ
う
に
改
め
、
今
次
の
整
理
は
燕
京
大
学
図
書
館
蔵
版
の
刊
本
を
底
本
と
す
る
た
め
、
便
宜
上
の
観
点

か
ら
、
数
字
は
な
お
小
字
を
用
い
て
、
も
と
に
戻
さ
な
い
」(

戴
建
国
点
校
﹇
二
〇
〇
二
﹈
点
校
説
明
六
頁)

。

〔
附
記
〕

一

本
稿
の
作
成
に
際
し
て
、
岡
野
誠
、
七
野
敏
光
、
中
村
正
人
、
戴
建
国
の
各
氏
か
ら
、
ご
教
示
と
ご
助
力
を
得
た
。
厚
く
謝
意
を
表
す

る
。

二

本
稿
は
二
〇
一
八
年
度
・
二
〇
一
九
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業

(

基
盤
研
究

(

Ｃ)

一
般
、
研
究
課
題
番
号
一
八
Ｋ
〇
一
二
三
二
、

研
究
課
題
「
唐
宋
を
中
心
と
す
る
前
近
代
中
国
法
の
継
承
と
発
展
に
関
す
る
基
礎
的
研
究｣

、
研
究
代
表
者
川
村
康)

に
よ
る
研
究
成
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果
の
一
部
で
あ
る
。
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A Note on Yi Chi Bu ��in Song China :

An Introduction to Song ��Chi Hebian

Yasushi KAWAMURA

In the early North Song period, ��, the basic code of penal law, was inher-

ited from Tang dynasty. And in the mid-North Song period, Bienchi, the sub-

sidiary code, was separated into four parts of code, Chi, Ling, Ge and Shi, and

the penal articles were provided in Chi. However, the old ��was not abol-

ished but retained for many years to the end of South Song period, after the

new code came into use.

Many students on legal history of China have discussed the relation be-

tween ��and Chi. A group of students asserts Yi Chi Dai ��, Chi took the

place of basic code from ��, and ��became virtually invalid. Another group

of students states ��Chi Jian Xing, ��was remained in force with Chi. The

second group has been divided in two subgroups. The one subgroup insists

Yi ��Bu Chi, Chi took the place of basic code from ��, and ��fell into the

place of subsidiary code, therefore, articles in Chi were applied to the case

has no applicable article in ���The other subgroup declares Yi Chi Bu

��, ��remained in the place of basic code, and Chi took the place of subsidi-

ary code, thus, articles in ��were applied to the case has no applicable arti-

cle in Chi.

In fact, an article in Chi provided : when the case has no applicable article

in Chi, articles in ��should be applied ; when the case has no applicable ar-

ticle in ��, articles in Chi should be applied ; and when the case has applica-

ble articles in ��which are in conflict with articles in Chi, articles in Chi

should be applied. In this historical material, the answer may be found. If

students compare several articles in Chi with counterparts in ��, they can

make it clear more easily. So it is necessary for them to provide Song ��Chi

Hebian, Comparative Compilation of ��and Chi in Song China. This paper

is the first attempt to compile it.




